




 

学習上の留意事項 

 

法人税法は、複雑で広範な企業活動の結果である企業利益に対して、法人税を的確に課

税するため幅広くかつ緻密に規定されており、また、昨今の急速なグローバル化など、常

に変化する経済取引等に即応するため、随時整備・改廃が行われている。 

  このような法人税法の全てを一朝一夕に理解することは困難であるが、まずは、税務職

員として、その基本的な仕組みを理解するため、法文の構成にこだわることなく、図表と

設例を多く盛り込んだこの講本を十分に活用する。 

  なお、この講本は、原則、株式会社など国内の普通法人の例で記載している。 

 

 〔講本の構成〕 

  この講本は、原則、各節ごとに次のとおり構成されている。 

 ① 学習のポイント 

   その章又は節で学習すべきポイントを記載 

 ② 本文 

   記述の中で特に重要な事項を大きな文字（ポイント）で記述するとともに、重要な語

句や専門用語をゴシック体で表記 

 ③ 注書 

   本文を理解するために必要な事項等を記述 

 ④ 参考 

   本文を理解するために参考となる事項等を記述 

 ⑤ 設例 

   具体的な事例に則した理解を促すため、設例とその解答を掲載 
  

（参考） 

  巻末に重要な語句や専門用語についての「索引」を設けているので、理解度のチェック

の際などに活用する。 

 

 (注) 平成31年５月以降の元号の表示については、法律上の文言にかかわらず、「令

和」で記述している。 
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凡  例 

 

１ この講本は、令和２年１月１日現在の法令及び通達に基づき作成している。 

 

２ 法令及び通達の略語は、次による。 

法法 ＝法人税法（昭和40年３月31日法律第34号） 

法令 ＝法人税法施行令（昭和40年３月31日政令第97号） 

法規 ＝法人税法施行規則（昭和40年３月31日大蔵省令第12号） 

法基通＝法人税基本通達（昭和44年５月１日直審（法）25号（例規)) 

連基通＝連結納税基本通達（平成15年２月28日課法２－３ほか) 

耐令 ＝減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年３月31日大蔵省令第15号） 

耐通 ＝耐用年数の適用等に関する取扱通達（昭和45年５月25日直法425（例規)) 

通則法＝国税通則法（昭和37年４月２日法律第66号） 

通則令＝国税通則法施行令（昭和37年４月２日政令第135号） 

措法 ＝租税特別措置法（昭和32年３月31日法律第26号） 

措令 ＝租税特別措置法施行令（昭和32年3月31日政令第43号） 

措規 ＝租税特別措置法施行規則（昭和32年3月31日大蔵省令第15号） 

措通 ＝租税特別措置法関係通達（昭和50年２月14日直法２－２（例規)) 

所法 ＝所得税法（昭和40年３月31日法律第33号） 

民法 ＝民法（明治29年４月27日法律第87号） 

会社法＝会社法（平成17年７月26日法律第86号） 

会規 ＝会社計算規則（平成18年２月７日法務省令第13号） 

平〇改正法（令）附則＝平成〇年法人税法（施行令）等の一部を改正する法律（政令）

附則 

 

３ 条文の符号 

１、２＝条を示す。 

①、②＝項を示す。 

一、二＝号を示す。 

 

〈引用例〉 

法法13②一＝法人税法第13条第２項第１号 
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は ࡌ め に 

 法人税法を学ࡪに際し、法人税の国税཰ධに༨める๭ྜ、法人税に関する法令、法人税の特Ⰽ等につ

いて学習する。 

 

１ 法人税とはఱか 

２ 法人税の国税཰ධに༨める๭ྜはどのくらいか 

３ 法人税に関する規定はどのようになࡗているか 

４ 法人税法はどのように構成されているか 

５ 法人税法はどのような特Ⰽをᣢࡗているか 

 
 

㸯 ἲே⛯ࡣ࡜ఱ࠿ 

 法人税は、株式会社、༠ྠ組ྜ等の法人の所得を対㇟として法人に課される税㔠である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「会社ᶆ本ㄪᰝ結果（平成29年度∧）」よりᢤ⢋ 

�注� 会社法の施行(平成18年5月)にకい᭷㝈会社法が廃Ṇされ、会社法施行๓に設❧された᭷㝈会

社は会社法の規定による株式会社としてᏑ⥆することとなࡗた。 

  

㸰 ἲே⛯のᅜ⛯཰ධ࡟༨ࡿࡵ๭ྜ࡝ࡣの࠿࠸ࡽࡃ 

 法人税は、経済活動の୺体である法人を納税⩏務⪅として、直᥋その所得を課税対㇟とする仕組み

となࡗている。令和元年度の国ᐙண算(ᙜึ)において、法人税は国税཰ධの⣙20�6㸣を༨めており、

所得税（※Ἠ所得税）及びᾘ㈝税とともに㈈政資㔠の重要な㈈※となࡗている。 

  

学習のポイント 

株式会社

ྜྡ会社

ྜ資会社

ྜྠ会社

その௚

1༓୓෇以ୗ

１༓୓෇㉸１൨෇以ୗ

1൨෇㉸10൨෇以ୗ

10൨෇㉸

平成29年度 

 組⧊別法人数  

ྜ資会社 

0�6㸣 

ྜྡ会社 

0�1㸣 

ྜྠ会社

3�1㸣

株式会社 

93�7㸣 

法人数 

2�692 

༓ 社 

 2�524༓௳

 4༓௳

16༓௳

83༓௳

66༓௳

その௚

2�5㸣

平成29年度 

 資本㔠㝵ᒙ別法人数  

１൨෇㉸ 

10൨෇以ୗ

0�5㸣 

１༓୓෇㉸

１൨෇以ୗ

12�9㸣 

10൨෇㉸ 

0�2㸣 

１༓୓෇以ୗ

86�4㸣 

法人数

2�692

༓ 社

2�325༓௳

349༓௳

14༓௳

5༓௳
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「国税ᗇࣞポート2019」より 

 

㸱 ἲே⛯࡟㛵ࡿࡍつᐃ࡝ࡣの࠿ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼ 

 法人税に関する法令は、法人税法以እにも、法律のጤ௵により又はこれをᐇ施するために法人税法

施行令（政令）、ྠ法施行規則（省令）があり、これらが一体となࡗて法人税法をᙧ成している。᭦

に、法人税法の特例として、政⟇的な㓄៖に基づく課税上の特例が租税特別措置法に設けられている。 

 また、これらの法令の解㔘や適用に関して、数多くの取扱通達が国税ᗇにおいて定められている。 

 なお、この௚に各税法にඹ通な事項は国税通則法に規定されている。 

 

減価償却資産の耐用年数に
関する省令

国税通則法 国税通則法施行令 国税通則法施行規則

（租税条⣙）

法人税法 法人税法施行令（政令） 法人税法施行規則（省令）

租税特別措置法 租税特別措置法施行令 租税特別措置法施行規則法
令
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࠙参 考ࠚ㏻㐩 

 法人税関係の取扱通達の୺たるものとしては、法人税基本通達、耐用年数の適用等に関する

取扱通達、租税特別措置法関係通達（法人税⦅）があり、いずれもබ表されている。 

 これらの通達は、国税ᗇ㛗ᐁが国税ᒁ㛗に対し、法人税関係法令の解㔘や適用にᙜたࡗての

取扱いをᣦ示したものであり、職員はその取扱いに即してฎ理することが⩏務とされている

が、納税⪅までをもᣊ᮰するものではない。しかし、ᐇ務上は、税務ᙜᒁの解㔘や取扱いが確

ㄆできること等から、そのᣦ㔪として重どされている。 

 

㸲 ἲே⛯ἲ࡝ࡣの࡟࠺ࡼ構成࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡉ 

 法人税法は、納税⩏務⪅、課税ᶆ‽、税⋡、⏦࿌、納௜等について５⦅163条までの条文で構成され

ている。 

   第１⦅ ⥲則（第１条㹼第20条） 

   第２⦅ 内国法人の法人税（第21条㹼第135条） 

   第３⦅ እ国法人の法人税（第138条㹼第147条の４） 

   第４⦅ 雑則（第148条㹼第158条） 

   第５⦅ ⨩則（第159条㹼第163条） 

 

㸳 ἲே⛯ἲ࡝ࡣの࡞࠺ࡼ≉Ⰽࢆᣢ࠿ࡿ࠸࡚ࡗ 

法人税法は、所得税法とẚべて次のような特Ⰽがある。 

① 所得の計算に関して、所得税法は、所得をその※Ἠにより10✀㢮に༊分し、その༊分された所得 

の✀㢮ごとにそれࡒれ算ฟ᪉法を規定しているのに対し、法人税法は、このような所得の✀㢮を༊     

分ࡏず、特別に定めるものを㝖き法人の得た利益は法人の所得とし、また、その所得の算ฟ᪉法も 

必要な事項の全てを規定しているのではなく、会社法や一⯡にබ正ጇᙜな会計ฎ理の基‽によࡗて 

計算された企業利益を๓ᥦとするなど┦ᙜ部分を適正な企業会計の័行にጤࡡている。 

② 所得の計算ᮇ㛫について、所得税法はᬺ年を基‽としているのに対して、法人税法は法人が定Ḱ

等によࡗて定めた会計ᮇ㛫（事業年度）を基‽としている。 

ճ 税⋡について、所得税法は㉸㐣⣼㐍税⋡であるのに対し、法人税法は原則として༢一税⋡となࡗ

ている。 
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第１章 ⥲則と⏦࿌に関する規定 

 法人税は、法人税法の定めるとこࢁにより算ฟされた各事業年度の所得（これを「ㄢ⛯ᡤᚓ」又は「ㄢ

⛯ᶆ‽」という㹿）に一定の税⋡を஌ࡌて計算する。この法人税の納税⩏務⪅となる法人には各✀の法

人があり、その法人の✀㢮によࡗて課税所得の範ᅖが␗なࡗている。 

 この章では、法人税の納税⩏務⪅となる法人には、どのような法人があるのか、その課税所得の範ᅖ

はどこまでか、その⏦࿌ᡭ⥆はどのようにするのかなどを学習する。 

第１節 納税⩏務⪅ 

 法人税の納税⩏務⪅となる法人には、株式会社のような一⯡の会社の௚に各✀の法人がある。 

 この節では、法人税法に定める法人の✀㢮と納税の⩏務を㈇ᢸする⪅について学習する。 

 

法人税を納める⩏務のある法人には、どのような✀㢮があるのか 

 

 ࠿のࡿ࠶ࡀ㢮✀࡞࠺ࡼの࡝ࠊࡣ࡟ἲேࡿ࠶のົ⩏ࡿࡵ⣡ࢆ⛯ἲே ۑ

 法人税を納める⩏務のある法人について、法人税法はまず「ෆᅜἲே」と「እᅜἲே」

に༊分している（法法４①、ճ)。 

 内国法人とは、国内に本ᗑ又は୺たる事務所を᭷する法人をいい、እ国法人とは、内

国法人以እの法人をいう（法法２୕、ᅄ）。 

なお、法人の意⩏については、法人税法はఱも規定していない。したがࡗて、会社法、

一⯡社ᅋ法人及び一⯡㈈ᅋ法人に関する法律などの法律により設❧された法人を๓ᥦ

としている。  

次に、法人税法では、これらの✀ࠎの法律によࡗて設❧された法人を「බඹἲே」「බ

┈ἲே➼」「༠ྠ⤌ྜ➼」及び「ᬑ㏻ἲே」に༊分し(法法２஬、භ、୐、஑)、᭦に、

これら法律によࡗて設❧された法人のほか、人᱁のない社ᅋや㈈ᅋで௦表⪅や⟶理人の

定めがあるものを法人とみなし「ே᱁の࠸࡞♫ᅋ➼」として、法人税を納める⩏務のあ

る法人にྵめている（法法２ඵ、３)。 

これらのうࡕබඹ法人については、国やබඹᅋ体のᣐฟした資㔠で㐠用されており、

いわࡤ政ᗓの௦行ᶵ関ともいうべきものであるから、法人税を納める⩏務がないものと

している（法法４②)。 

 以上のように༊分された法人税法上の法人を一ぴ表にすると、次のとおりである。 

  

学習のポイント 
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（注）１ 本店又は主たる事務所の所在地の判定に当たっては、登記を設立要件とする法人については、

登記簿上の所在地による。 

   ２ 人格のない社団等の本店又は主たる事務所の所在地については、次による（法基通１－１－４）。 

   ① 定款、寄附行為、規則又は規約に本店又は主たる事務所の所在地の定めがある場合……その

定款等に定められている所在地 

   ② ①以外の場合……事業の本拠として代表者又は管理人が駐在し、業務の企画や経理を総括し

ている場所(その場所が転々と移転する場合には、代表者又は管理人の住所)  

法人の種類 法人の性格・目的等 具体的な法人の例 

①公共法人 

(法法２五)

公共の性格を持つ法人 

 

法人税法別表第一に掲げ

る法人 

地方公共団体 

㈱日本政策金融公庫 

日本放送協会など 

②公益法人等

(法法２六)

公益を目的とする法人 

 

法人税法別表第二に掲げ

る法人 

宗教法人、学校法人 

社会福祉法人、公益社団

法人、公益財団法人 

社会医療法人など 

③協同組合等

(法法２七)

組合員の相互扶助を目的

とする法人 

 

法人税法別表第三に掲げ

る法人 

農業協同組合 

漁業協同組合 

消費生活協同組合 

信用金庫など 

④人格のない

社団等 

(法法２八)

法人でない社団又は財団

で代表者又は管理人の定

めのあるもの 

ＰＴＡ 

同窓会 

同業者団体など 

 

 

⑤普通法人 

(法法２九)

①～④以外の法人 株式会社、合名会社 

合資会社、合同会社 

医療法人（社会医療法人

を除く）など 

 
 
 

⑥人格のない社団等(法法２八) 

⑦普通法人(法法２九) 

内国法人 

国内に本店又

は主たる事務

所を有する法

人(注１、２) 

（法法２三） 

外国法人 

内国法人以外

の法人 

（法法２四） 

法 

人 

税 

法 

上 

に 

お 

け 

る 

法 
人 
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第２節 課税所得の範ᅖ 

 法人税の納税⩏務のある法人であࡗても、課税所得の範ᅖは必ずしもྠ一ではなく、法人の✀㢮によࡗ

てᕪ␗がある。 

 この節では、内国法人の課税所得の範ᅖについて学習する。 

 

１ 法人税の対㇟となる所得にはどのようなものがあるのか 

２ 法人の✀㢮によࡗて課税所得の範ᅖにはᕪ␗があるのか 

 

㸯 ἲே⛯のᑐ㇟ࡿ࡞࡜ᡤᚓ࡝ࡣ࡟のࡶ࡞࠺ࡼのࡿ࠶ࡀの࠿ 

  法人税は、次の所得に対して課税される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）ᚑ᮶、内国法人である普通法人及び༠ྠ組ྜ等が解ᩓしたሙྜ、「Ύ算所得に対する法人税」が課税されてい

たが、平成22年度税ไ改正により、平成22年10月1日以ᚋに解ᩓが行われたሙྜには、Ύ算所得課税は行われず、

「各事業年度の所得に対する法人税」が課されることとされた。 

㸰 ἲேの✀㢮࡚ࡗࡼ࡟ㄢ⛯ᡤᚓの⠊ᅖࡣ࡟ᕪ␗ࡿ࠶ࡀの࠿ 

 法人の具体的な課税所得の範ᅖについては、法人の✀㢮により␗なࡗている。そこで、

法人の✀㢮別に課税所得の範ᅖを分㢮すれࡤ、次のとおりである。 

 

 (注)１ 各事業年度の所得に対する法人税には、法人課税ಙクのཷク⪅を納税⩏務⪅として「法人課税ಙク」の

課 税 所 得 

 

法人の✀㢮 

（内国法人） 

各 事 業 年 度 の 所 得
(注１) 

各連結事業年度の連結所得
 

㏥ 職 年 㔠 等 ✚ ❧ 㔠
（注４） 

බ ඹ 法 人 納税⩏務なし（法法４②） 

බ 益 法 人 等 ཰益事業（注２）から⏕ࡌた
所得にのみ課税 
（法法４①ただし᭩、５、７）

（注３） 
̿ 

 ㏥職年㔠業務等を行う法人
（ಙク会社及びಖ㝤会社
等）に対して課税(法法㸶)

人᱁のない社ᅋ等 

༠ ྠ 組 ྜ 等 
すべての所得（法法４、５）

すべての所得（法法４の２、
法法㸴）（注３） 

普 通 法 人 

学習のポイント 

法 
 

人 
 

税 

各事業年度の所得に対する

法人税 

㏥職年㔠等✚❧㔠に対する

法人税 

会社が事業活動をしているときに課さ

れるもの 

㏥職年㔠業務を行うಙク会社、⏕࿨ಖ

㝤会社等にだけ課されるもの 

法 
 

人 
 

税 

各 事 業 年 度 の 所 得 

㏥ 職 年 㔠 等 ✚ ❧ 㔠 

法人が事業活動をしているときに課さ

れるもの 

㏥職年㔠業務を行うಙク会社、⏕࿨ಖ

㝤会社等にだけ課されるもの 

各連結事業年度の連結所得 

᏶全ᨭ㓄関係にある全てのᏊ法人で構

成されるグルーࣉを一つの納税༢఩と

して、連結ぶ法人に課されるもの 
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ಙク㈈産について⏕ずる所得に対して課税される法人税がྵまれる。(法法４の㸴) 

（注)２ ཰┈஦ᴗとは、法人税法施行令第５条にิᣲされている≀ရ㈍኎業等の34の事業で⥅⥆して事業ሙを設

けて行われるものをいう（法法２十୕）。例ࡤ࠼、おᑎ（᐀ᩍ法人）がቃ内の一部を㥔㌴ሙとして㈚した

り(㥔㌴ሙ業)、ᗂ⛶ᅬ（学ᰯ法人）がᅬඣにไ᭹・ ไᖗ等を㈍኎（≀ရ㈍኎業）することなどをいう。  

࠙参考法令・通達␒号ࠚ 

法基通15－１－１㹼15－１－72 

 (注)３ 連結納税ไ度の適用対㇟法人は、内国法人であるぶ会社（௚の内国法人による᏶全ᨭ㓄関係があるᏊ会

社を㝖く）及びそのぶ会社との㛫に᏶全ᨭ㓄関係があるᏊ会社の全てである（法法４の２）。この᏶全ᨭ

㓄関係とは、Ⓨ行済株式等の100㸣を直᥋又は㛫᥋にಖ᭷する関係をいい（法法２十二の୐のභ）、その

ぶ会社を連結ぶ法人、Ꮚ会社を連結Ꮚ法人という。また連結ぶ法人と連結Ꮚ法人をྜわࡏて連結法人とい

う。このሙྜ、連結ぶ法人は普通法人又は༠ྠ組ྜ等に㝈られ、連結Ꮚ法人は普通法人に㝈られる（法法

４の２、法令14の㸴）。 

(注)４ ㏥職年㔠等✚❧㔠に対する法人税は平成11年４月１日から令和２年３月31日までの㛫に㛤ጞする事業

年度については、時㝈措置として、課税が೵Ṇされている（措法68の４)。 

 

第３節 事 業 年 度 

 この節では、内国法人の法人税法上の事業年度について学習する。 

 

１ 事業年度とはఱか 

２ 事業年度の中㏵で解ᩓしたሙྜの事業年度はどのようになるのか 

 

㸯 ஦ᴗᖺᗘࡣ࡜ఱ࠿ 

 法人は、一定のᮇ㛫ごとにᦆ益をỴ算によࡗて確定し、これに基づいて、๫వ㔠の㓄

ᙜ等を行うこととなり、このᦆ益を計算するᮇ㛫を一⯡に「会計ᮇ㛫」又は「会計年度」

という。 

 法人税法では、このような会計ᮇ㛫が法人の定Ḱ等や法令で定められているときには、

これを㺀஦ᴗᖺᗘ㺁とし、このᮇ㛫ごとに課税所得を計算することとしている（法法13①)。 

 したがࡗて、法人の定めた会計ᮇ㛫とは別に法人税に関した事業年度だけを⊂⮬に定

めることはできない。 

 このように、事業年度とは原則として法人の定めた会計ᮇ㛫であるが、そのᮇ㛫は

１年以内とされており、法人税の取扱いは、次のとおりである（法法13)。 

 

ᙧែ 会計ᮇ㛫等 事業年度 

法令又は定Ḱ等に

会計ᮇ㛫の定めが

あるሙྜ 

１年を㉸࠼ないとき そのᮇ㛫（法法13①） 

１年を㉸࠼るとき 

そのᮇ㛫を㛤ጞの日以ᚋ１年ごと

に༊分した各ᮇ㛫（᭱ᚋに１年ᮍ‶

のᮇ㛫を⏕ࡌたときは、その１年ᮍ

‶のᮇ㛫）（法法13①） 
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法令又は定Ḱ等に

会計ᮇ㛫の定めが

ないሙྜ 

設❧の日以ᚋ２月以内

に会計ᮇ㛫を定めて納

税ᆅの所㎄税務⨫㛗に

ᒆけฟたとき 

そのᮇ㛫が１

年を㉸࠼ない

とき 

そのᮇ㛫（法法13①） 

そのᮇ㛫が１

年を㉸࠼ると

き 

そのᮇ㛫を㛤ጞの日以ᚋ１年ごと

に༊分した各ᮇ㛫（᭱ᚋに１年ᮍ‶

のᮇ㛫を⏕ࡌたときは、その１年ᮍ

‶のᮇ㛫）（法法13①） 

設❧の日以ᚋ２月以内に会計ᮇ㛫を定め

たᒆฟがないとき 

納税ᆅの所㎄税務⨫㛗が会計ᮇ㛫

としてᣦ定したᮇ㛫（法法13ճ）。

ただし、人᱁のない社ᅋ等について

は１月１日から12月31日までのᮇ

㛫（法法13մ） 

（注） 法人が会計ᮇ㛫を変᭦又は᪂たに定めたሙྜには、㐜⁫なく、その変᭦๓ᚋの会計ᮇ㛫又は᪂たに定めた会

計ᮇ㛫を納税ᆅの所㎄税務⨫㛗にᒆけฟなけれࡤならない（法法15)。 

࠙参考法令・通達␒号ࠚ 

 法基通１－２－１ 

㸰 ஦ᴗᖺᗘの୰㏵࡛ゎᩓࡓࡋሙྜの஦ᴗᖺᗘ࡝ࡣのࡿ࡞࡟࠺ࡼの࠿ 

 法人税法では、平成22年10月１日以ᚋに解ᩓする法人については、各事業年度の所得

（ྠ日๓に解ᩓした法人にあࡗてはΎ算所得）に対する法人税を課税することとしてい

るので、法人が解ᩓしたሙྜには、課税所得の計算上、「その事業年度㛤ጞの日から解

ᩓの日までのᮇ㛫」と「解ᩓの日の⩣日からその事業年度の末日までのᮇ㛫」とに事業

年度を༊ษることとしている。このような特Ṧな事⏤による事業年度の༊分によࡗて⏕

 。(れ１事業年度とみなされる（法法14ࡒといい、それ「஦ᴗᖺᗘࡋ࡞ࡳ」た事業年度をࡌ

 なお、株式会社が解ᩓ等をしたሙྜのみなし事業年度については、会社法第494条第

１項㹽㈚೉対↷表等の作成及びಖᏑ㹾に規定するΎ算事務年度となる。すなわࡕ、解ᩓ

等があࡗたሙྜには、その事業年度㛤ጞの日から解ᩓ等の日までのᮇ㛫及び解ᩓ等の日

の⩣日からΎ算事務年度⤊஢の日までのᮇ㛫（解ᩓ等の日の⩣日から１年㛫）となる。 

࠙例示ࠚ株式会社のሙྜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  設❧の日  平成28年７年11日   Ỵ算日 ẖ年３月31日 
  解ᩓの日  令和元年７月15日 

年 28�    29�        30�       31�    元   元          2�        3� 

月日 7�11  3�31       3�31      3�31   7�15 7�16        7�15         7�15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         各事業年度          Ύ算事務年度  Ύ算事務年度 

   

み
な
し
事
業
年
度 

  

解
ᩓ
の
日
の
⩣
日 

  

解
ᩓ
の
日 

 

み
な
し
事
業
年
度 

    

（
設
❧
３
ᮇ
） 

    

（
設
❧
２
ᮇ
） 

   

事
業
年
度
（
設
❧
１
ᮇ
） 

  

（
Ⓩ
記
の
日
） 

 

事
業
年
度
㛤
ጞ
の
日 
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࠙参考法令・通達␒号ࠚ 

   法基通１－２－４、１－２－㸷 

 

 

第４節 納 税 ᆅ 

 この節では、内国法人の納税ᆅ及び納税ᆅのᣦ定について学習する。 

 

１ 法人の納税ᆅとはఱか 

２ 納税ᆅのᣦ定はどのようなሙྜに行われるのか 

 

㸯 ἲேの⣡⛯ᆅࡣ࡜ఱ࠿ 

 内国法人の法人税の納税ᆅは、原則として、その本ᗑ又は୺たる事務所の所在ᆅであ

る（法法16)。 

 ⣡⛯ᆅは、༢に法人税を納௜するሙ所だけをいうのではなく、⏦࿌、⏦ㄳ、ㄳồ、ᒆ

ฟ等法人が法人税法に基づく⩏務のᒚ行やᶒ利を行౑するሙྜの全ての事項のฎ理を

行うሙ所をいい、それࡒれの法人を⟶㎄する税務⨫を定める基‽となるሙ所である（法

法71、74、80、80の２等)。このようなことから、法人税法では、法人が᪂たに設❧さ

れたሙྜには、その設❧の日から２月以内に納税ᆅ等を記載した設❧のᒆฟ᭩を所㎄税

務⨫㛗にᥦฟしなけれࡤならないこととし、また、そのᒆฟをした納税ᆅに␗動があࡗ

たሙྜには、␗動๓及び␗動ᚋの納税ᆅを記載した␗動ᒆฟ᭩を␗動๓の所㎄税務⨫㛗

にᥦฟしなけれࡤならないこととしている（法法20①、148、150、法令18)。 

࠙参考法令・通達␒号ࠚ 

 通則法21、30、法基通１－１－４ 

 

㸰 ⣡⛯ᆅのᣦᐃ࡝ࡣの࡞࠺ࡼሙྜࡿࢀࢃ⾜࡟の࠿ 

 法人の納税ᆅが、例ࡤ࠼本ᗑが༢にྡ┠だけであࡗて企業活動の中ᚰが㐲く㞳れたᨭ

ᗑにあるようなときで、その法人の事業内ᐜや資産の≧ἣからみて、納税ᆅの所㎄税務

⨫㛗はその法人のᐇែを▱ることが困難であり、法人にとࡗても⏦࿌や納税について୙

౽であるなど、法人税の納税ᆅとして୙適ᙜであるとㄆめられるሙྜがある。そこで、

法人税法では、国税ᒁ㛗又は国税ᗇ㛗ᐁはᐇ㉁的に本ᗑとㄆめられるሙ所を納税ᆅとし

てᣦ定することができることとしている（法法18①、法令17)。 

 なお、納税ᆅのᣦ定⪅は、法人の納税ᆅの次の༊分に応ࡌてそれࡒれ次によることと

されている。 
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༊          分 ᣦ定⪅ 

納
税
ᆅ
の
ᣦ
定 

 ᣦ定されるべき納税ᆅが、納税ᆅの所㎄ 
国税ᗇ㛗ᐁ  

 国税ᒁ㛗の⟶㎄༊ᇦ以እにあるሙྜ 

上記以እのሙྜ 所㎄国税ᒁ㛗 

第５節 確 定 ⏦ ࿌ 

 この節では確定⏦࿌のᡭ⥆、⏦࿌ᮇ㝈、確定⏦࿌᭩の記載事項等について学習する。 

 

１ 確定⏦࿌とはఱか 

２ 確定⏦࿌᭩はいつまでにᥦฟすれࡤよいのか 

３ 確定⏦࿌᭩に記載すべき事項にはどのようなものがあるのか 

４ 確定⏦࿌᭩には、どのような᭩㢮をῧ௜しなけれࡤならないのか 

 

㸯 ☜ᐃ⏦࿌ࡣ࡜ఱ࠿ 

 法人税の納税⩏務は、各事業年度の⤊஢の時に成❧するが、具体的に納௜すべき法人

税の㢠は、法人税法が定める租税മ務の㢠の確定ᡭ⥆としての納税⏦࿌᭩（確定⏦࿌᭩、

中㛫⏦࿌᭩等）を法人がᥦฟすることにより確定する（通則法15、16)。 

 法人は、事業年度が⤊஢したᚋにỴ算を行い、株୺⥲会等のᢎㄆをཷけ、そのᢎㄆを

ཷけたỴ算（☜ᐃỴ⟬）に基づいて所得㔠㢠や法人税㢠等、法人税法に定められた事項

を記載した⏦࿌᭩を作成し、これを納税ᆅの所㎄税務⨫㛗にᥦฟしなけれࡤならない

(法法74)。このᡭ⥆を「☜ᐃ⏦࿌」といい、このようにして作成された⏦࿌᭩を「☜ᐃ

⏦࿌書」という（法法２୕十一、会社法438)。 

 なお、Ḟᦆのため納௜すべき法人税の㢠がないሙྜであࡗても、確定⏦࿌᭩のᥦฟは

必要である。 

࠙参考法令・通達␒号ࠚ 

 会社法435、436、437 

㸰 ☜ᐃ⏦࿌書࡟࡛ࡲࡘ࠸ࡣᥦฟ࠸ࡼࡤࢀࡍの࠿ 

 確定⏦࿌᭩は、原則として各事業年度⤊஢の日の⩣日から２月以内にᥦฟしなけれࡤ

ならない（法法74①)。 

 ただし、確定⏦࿌᭩が確定Ỵ算に基づいて作成されることをᘓ๓としている関係から、

⅏ᐖその௚やࡴを得ない理⏤等により、法人のỴ算が事業年度⤊஢の日の⩣日から２月

学習のポイント 
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以内に確定しないとㄆめられるሙྜには、法人は次の༊分に応ࡌて⏦࿌ᮇ㝈のᘏ㛗を⏦

ㄳすることができる（通則法11、法法75、75の２)。 

 また、Ύ算中の法人につきそのṧవ㈈産が確定したሙྜには、その法人のṧవ㈈産の

確定の日から１月以内（その⩣日から1月以内にṧవ㈈産の᭱ᚋの分㓄又は引Ώしが行

われるሙྜには、その行われる日の๓日まで）にᥦฟしなけれࡤならない（法法14①二

十一、74②)。 

 

օ ⅏ᐖ➼ࡿࡼ࡟ᮇ㝈のᘏ㛗 

  国税ᗇ㛗ᐁ、国税୙᭹審ุ所㛗、国税ᒁ㛗、税務⨫㛗又は税関㛗は、⅏ᐖその௚や

を得ない理⏤により、納税⪅が⏦࿌ᮇ㝈又は納ᮇ㝈までに⏦࿌又は納௜をすることࡴ

ができないときは、その理⏤のやんだ日から２月以内に㝈り、これらのᮇ㝈をᘏ㛗す

る（通則法11、通則令３）。これは法人税に㝈らず、全ての国税にඹ通してㄆめられ

ている。 

① 㒔㐨ᗓ┴の全部又は一部にわたり⅏ᐖその௚やࡴを得ない理⏤がⓎ⏕したሙྜ

（通則令３①） 

② ⅏ᐖその௚やࡴを得ない理⏤により、㟁Ꮚ⏦࿌等をすることができない⪅が多数

に上るሙྜ（通則令３②） 

ճ ಶ別的に⅏ᐖその௚やࡴを得ない理⏤がⓎ⏕したሙྜ（通則令３ճ） 

 

ֆ ⅏ᐖࡑの௚ࢆࡴࡸᚓࡾࡼ࡟⏤⌮࠸࡞Ỵ⟬ࡀ☜ᐃ࠸࡞ࡋሙྜ 

確定⏦࿌᭩をᥦฟすべき内国法人が、⅏ᐖその௚やࡴを得ない理⏤（ୗ記ևの適用

をཷけることができる理⏤を㝖く。）によりỴ算が確定しないため、ᙜヱ⏦࿌᭩をᥦ

ฟᮇ㝈までにᥦฟすることができないとㄆめられるሙྜ（上記օによりそのᥦฟᮇ㝈

がᘏ㛗されたሙྜを㝖く。）には、その事業年度⤊஢の日の⩣日から45日以内に、そ

の理⏤、ᣦ定をཷけようとするᮇ日等を記載した⏦ㄳ᭩を税務⨫㛗にᥦฟしなけれࡤ

ならない（法法75①②)。 

税務⨫㛗は、法人から⏦ㄳ᭩のᥦฟがあࡗたሙྜには、審ᰝの上、その法人に対し、

ᘏ㛗ᚋのᥦฟᮇ㝈を᭩㠃で通▱する。なお、事業年度⤊஢の日の⩣日から２月以内に

ᥦฟᮇ㝈のᘏ㛗又は却ୗのฎ分がなかࡗたときは、その⏦ㄳに係るᣦ定をཷけようと

するᮇ日がᥦฟᮇ㝈とみなされる（法法75մյ)。 

 ࠙参考法令・通達␒号ࠚ 

法基通17－１－１㹼17－１－３ 

 

䐵 ᐃḰ➼のᐃࡵཪࡣ≉ูの஦᝟ྛࡾࡼ࡟஦ᴗᖺᗘ⤊஢の᪥の⩣᪥ࡽ࠿㸰᭶௨ෆࡑ࡟

の஦ᴗᖺᗘのỴ⟬࡚࠸ࡘ࡟ᐃ᫬⥲఍ࡀᣍ㞟࠸࡞ࢀࡉᖖἣ࡜ࡿ࠶࡟ㄆࡿࢀࡽࡵሙྜ 

 内国法人が、定Ḱ等の定め又は特別の事᝟により各事業年度⤊஢の日の⩣日から２

月以内にその事業年度のỴ算について定時⥲会がᣍ㞟されない常ἣにあるとㄆめら
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れるሙྜには、納税ᆅの所㎄税務⨫㛗は、その内国法人の⏦ㄳに基づき、確定⏦࿌᭩

のᥦฟᮇ㝈を１月㛫ᘏ㛗することができる上、次のሙྜには、ᘏ㛗ᮇ㛫はそれࡒれ次

のとおりとなる（法法75の２①）。 

① その内国法人が会計┘ᰝ人を置いているሙྜで、かつ、その定Ḱ等の定めにより

各事業年度⤊஢の日の⩣日から３月以内にその事業年度のỴ算について定時⥲会

がᣍ㞟されない常ἣにあるとㄆめられるሙྜ（ୗ記②のሙྜを㝖く。）には、その

定めの内ᐜを຺᱌して４月を㉸࠼ない範ᅖ内において税務⨫㛗がᣦ定する月数の

ᮇ㛫 

② 特別の事᝟があることにより各事業年度⤊஢の日の⩣日から３月以内にその事

業年度のỴ算について定時⥲会がᣍ㞟されない常ἣにあることその௚やࡴを得な

い事᝟があるとㄆめられるሙྜには、税務⨫㛗がᣦ定する月数のᮇ㛫 

 （注） ⏦࿌᭩のᥦฟᮇ㝈がఇ日等にᙜたるときは、その⩣日（ఇ日等が連⥆するときは、᭱⤊のఇ日等の

⩣日）がᥦฟᮇ㝈となる。 

 ఇ日等とは、ᅵ᭙日、日᭙日、国民の⚃日に関する法律に規定するఇ日その௚一⯡のఇ日及び12月

29日㹼31日をいう（通則法10②、通則令２②)。 

࠙参考法令・通達␒号ࠚ 

  法基通17－１－４、17－１－４の２、17－１－４の３ 

 

㸱 ☜ᐃ⏦࿌書࡟グ㍕ࡁ࡭ࡍ஦㡯࡝ࡣ࡟のࡶ࡞࠺ࡼのࡿ࠶ࡀの࠿ 

 確定⏦࿌᭩には、その事業年度の所得㔠㢠（又はḞᦆ㔠㢠）及びその所得に対する法

人税㢠等次に掲ࡆる事項を記載しなけれࡤならない。具体的には⏦࿌᭩別表一(一)から

別表十୐(ᅄ)を用いてヱᙜ事項を記ධする（法法74①、151、法規34)。 

① 法人ྡ           շ 法人税の㢠 

② 納税ᆅ           ո 所得税㢠等の㑏௜㔠㢠 

ճ 法人␒号          չ 中㛫納௜㢠の᥍㝖㔠㢠 

մ ௦表⪅ྡ          պ 中㛫納௜㢠の㑏௜㔠㢠 

յ 事業年度の㛤ጞ及び⤊஢の日 ջ Ḟᦆ㔠の⧞ᡠしによる㑏௜ㄳồ㢠 

ն 所得㔠㢠又はḞᦆ㔠㢠    ռ その௚参考となるべき事項 

 

㸲 ☜ᐃ⏦࿌書࡝ࡣ࡟の࡞࠺ࡼ書㢮ࢆῧ௜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋの࠿ 

 法人税法では、法人の確定したỴ算を基♏として⏦࿌᭩を作成するという、いわࡺる

☜ᐃỴ⟬ᇶ‽を᥇ࡗているため、その基♏となࡗたỴ算᭩のᥦฟを⩏務௜けている。具

体的には次に掲ࡆるỴ算᭩等をῧ௜しなけれࡤならない（法法74ճ、法規35)。 

① ㈚೉対↷表及びᦆ益計算᭩ 

② 株୺資本等変動計算᭩ⱝしくは社員資本等変動計算᭩又はᦆ益㔠のฎ分表 

ճ ㈚೉対↷表及びᦆ益計算᭩に係る຺定⛉┠内ヂ明⣽᭩ 

մ 事業等のᴫἣに関する᭩㢮（᏶全ᨭ㓄関係がある法人があるሙྜ、その法人との関係を⣔⤫的 

に示した図） 
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յ ྜేዎ⣙᭩、分๭ዎ⣙᭩、分๭計⏬᭩その௚これらに㢮するものの෗し 

ն 組㆑෌⦅成によりྜే法人等に⛣㌿した資産、㈇മその௚୺要な事項又は⿕ྜే法人等から⛣

㌿をཷけた資産、㈇മその௚୺要な事項に関する明⣽᭩ 

  なお、租税特別措置法(税㢠又は所得の㔠㢠を減ᑡさࡏる規定等に㝈る。)の適用をཷ

けようとするሙྜには、適用㢠明⣽᭩をῧ௜しなけれࡤならない(租税特別措置の適用

≧ἣの㏱明化等に関する法律)。 

࠙参考法令・通達␒号ࠚ 

  法基通17－１－５ 

 

 

第㸴節 中 㛫 ⏦ ࿌ 

 この節では中㛫⏦࿌の✀㢮について学習する。 

 

中㛫⏦࿌はどのように行うのか 

 

 ࠿の࠺⾜࡟࠺ࡼの࡝ࠊࡣ୰㛫⏦࿌ ۑ

୰㛫⏦࿌は、事業年度の中㛫Ⅼで納税をするためのᡭ⥆をいう。すなわࡕ、事業年度

が㸴月を㉸࠼る普通法人は、原則として事業年度㛤ጞの日以ᚋ㸴月を経㐣した日から

２月以内に中㛫⏦࿌᭩をᥦฟしなけれࡤならない（法法71)。 

中㛫⏦࿌には、๓年度ᐇ⦼を基‽とする中㛫⏦࿌（通常「ணᐃ⏦࿌」という㹿)と௬Ỵ

算に基づく中㛫⏦࿌の２✀㢮があり、いずれかを㑅ᢥすることができる（法法72)。た

だし、௬Ỵ算に基づく中㛫⏦࿌は、①๓年度ᐇ⦼の基づき計算した㢠（๓年度基‽㢠）

が10୓෇以ୗ又は納௜すべき税㢠がないሙྜ（⅏ᐖᦆኻ㔠㢠があるሙྜを㝖く。）、②

௬Ỵ算をしたሙྜの中㛫⏦࿌᭩に記載すべき法人税の㢠が๓年度基‽㢠を㉸࠼るሙྜ

にはᥦฟできない。 

なお、中㛫⏦࿌᭩をᥦฟすべき法人がその中㛫⏦࿌᭩をそのᥦฟᮇ㝈までにᥦฟし

なかࡗたሙྜには、その⏦࿌ᮇ㝈において、๓年度ᐇ⦼による中㛫⏦࿌（ண定⏦࿌）が

あࡗたものとみなされる（法法73)。これを中㛫⏦࿌のないሙྜのࡋ࡞ࡳ⏦࿌という。 

 

 

 

 

 

 

学習のポイント 
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中㛫⏦࿌ その事業年度が㸴月を㉸࠼るሙྜに⏦࿌ 

๓年度ᐇ⦼に基づく税㢠

（法法71） 

௬Ỵ算による税㢠 

（法法72） 

๓事業年度の法人税㢠¹๓事業年度の月数�㸴 

（税㢠が10୓෇以ୗのときは⏦࿌୙要） 

事業年度㛤ጞの日以ᚋ㸴月を１事業年度とみ

なして税㢠を計算する。 

࠙例示３)ࠚ月法人のሙྜ） 

3�31

30
ە

29 
ە

4�1

30
ە

11�304�1

（12月）

・確定⏦࿌による税㢠120୓෇ 事

業

年

度

㛤

ጞ

の

日

（㸴月）

௬Ỵ算による税㢠

50୓෇

㸴

月

を

経

㐣

し

た

日

の

๓

日

㸴 
月 
を 
経 
㐣 
し 
た 
日 

㸴

月

を

経

㐣

し

た

日

か

ら

２

月

31
ە

3�31

30
ە

9�30

30
ە

10�1

（２月）

30
ە

э30�11�30までに⏦࿌

ճ ①又は②の中㛫⏦࿌がないሙྜのみなし⏦࿌        ①に‽ࡌる。

(注） ᪂たに設❧された法人(適᱁ྜేにより設❧された法人を㝖く。）の᭱ึの事業年度については、中㛫⏦࿌の必 

     要がない(法法71①ᣓᘼ᭩）。 

① ๓年度ᐇ⦼に基づく中㛫⏦࿌(ண定⏦࿌）

 30�9�30までに確定した๓ᮇの税㢠             120୓෇¹12�㸴＝60୓෇

э30�11�30までに⏦࿌

② ௬Ỵ算に基づく中㛫⏦࿌                 ௬Ỵ算による税㢠50୓෇
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第７節 㟷 Ⰽ ⏦ ࿌ 

 この節では、㟷Ⰽ⏦࿌ไ度のᴫ要・ᡭ⥆について学習する。 

 

１ 㟷Ⰽ⏦࿌ไ度が設けられた理⏤はఱか 

２ 㟷Ⰽ⏦࿌᭩をᥦฟするための要௳はఱか 

３ 㟷Ⰽ⏦࿌のみなしᢎㄆとはどのようなことか 

４ 㟷Ⰽ⏦࿌のᢎㄆ⏦ㄳの却ୗと取ᾘしはどのようなሙྜに行われるのか 

５ 㟷Ⰽ⏦࿌の特඾にはどのようなものがあるのか 

 

㸯 㟷Ⰽ⏦࿌ไᗘࡀ設ࡣ⏤⌮ࡓࢀࡽࡅఱ࠿ 

 法人は、⮬らの㈈政≧ែや事業成⦼を▱るためには、ྜ理的なᖒ⡙組⧊と経理᪉㔪と

をᣢたなけれࡤならない。それは法人⮬体のためだけではなく、法人をᕠる多くの利ᐖ

関係⪅のために社会的に必要なことであり、納税のためにもྠᵝである。特に、⏦࿌納

税ไ度は⮬分の所得は⮬分が᭱もよく▱ることができるという考࠼の上に❧つ⮬୺的

納税ไ度であるから、その成果をᮇするためには、ᖒ⡙組⧊の整備がඛỴである。 

 そこで法人税法では、法人がྠ法の定めるとこࢁにᚑࡗて、一定のᖒ⡙᭩㢮を備௜け、

これに日ࠎの取引を正確に記㘓し、納税ᆅの所㎄税務⨫㛗に㟷Ⰽ⏦࿌のᢎㄆ⏦ㄳをして、

そのᢎㄆをཷけたሙྜは㟷Ⰽ⏦࿌᭩をᥦฟすることができる「㟷Ⰽ⏦࿌ไᗘ」が設けら

れている（法法121①)。 

 このไ度に基づいて㟷Ⰽ⏦࿌をする法人は、所得㔠㢠の計算上一定の特඾をཷけられ

るとともに、その⏦࿌に対しては、ᖒ⡙᭩㢮をㄪᰝした上でなけれࡤ᭦正できないこと

とされている（ୗ記５を参↷のこと。）。これは、納税⪅をಙ㢗し、適正な記ᖒによる

正しい⏦࿌納税をዡບすることを┠的としたもので、一⯡の⏦࿌᭩と༊別するために㟷

Ⰽの⏦࿌用⣬を౑用するので、この࿧びྡがある。 

 

㸰 㟷Ⰽ⏦࿌書ࢆᥦฟࡵࡓࡿࡍのせ௳ࡣఱ࠿ 

 法人が㟷Ⰽ⏦࿌᭩をᥦฟするためには、次の二つの要௳を‶たしていなけれࡤならな

い。 

① 法定のᖒ⡙᭩㢮を備࠼௜けて取引を記㘓し、かつ、ಖᏑすること（法法126①) 

② 税務⨫㛗に「㟷Ⰽ⏦࿌のᢎㄆ⏦ㄳ᭩」をᥦฟして、あらかࡌめᢎㄆをཷけること（法

法122) 

օ ഛ௜ࢆࡅせࡿࡍᖒ⡙書㢮 

 㟷Ⰽ⏦࿌のᢎㄆをཷけている法人は、備࠼௜けたᖒ⡙᭩㢮にその取引を記㘓し、か

つ、ಖᏑしなけれࡤならないが、その具体的な内ᐜを図示すると次のとおりである（法

学習のポイント 
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規53㹼59、法規26の3)。 

 

 

࠙参 考ࠚᖒ⡙書㢮の㟁Ꮚࡿࡼ࡟➼ࢱ࣮ࢹಖᏑไᗘ 

 納税⪅のᖒ⡙ಖᏑの㈇ᢸ㍍減を図るほⅬから、⣬にฟຊしておかなけれࡤならなかࡗたࢥンࣗࣆーࢱ作成のᖒ⡙᭩

㢮については、一定の要௳のୗに、☢Ẽࢸーࣉやගࢫ࢕ࢹクなどに記㘓した㟁☢的記㘓（㟁Ꮚࢹーࢱ）のままಖᏑでき

ることとされている。 

 なお、㟁Ꮚࢹーࢱ等によるಖᏑไ度の適用をཷけるሙྜには、あらかࡌめ税務⨫㛗のᢎㄆをཷけることが必要である

（㟁Ꮚ計算ᶵを౑用して作成する国税関係ᖒ⡙᭩㢮のಖᏑ᪉法等の特例に関する法律)。 

 

ֆ 㟷Ⰽ⏦࿌書のᥦฟᢎㄆのᡭ⥆ 

イ 原 則 

 㟷Ⰽ⏦࿌のᢎㄆをཷけようとする法人は、㟷Ⰽ⏦࿌᭩をᥦฟしようとする事業年

度㛤ጞの日の๓日までに「㟷Ⰽ⏦࿌のᢎㄆ⏦ㄳ᭩」を納税ᆅの所㎄税務⨫㛗にᥦฟ

しなけれࡤならない（法法122①)。 

ロ ᪂たに法人を設❧したሙྜ 

 ᪂たに設❧した法人が、設❧ᚋ᭱ึの事業年度から㟷Ⰽ⏦࿌᭩をᥦฟしようとす

るときは、次のいずれか᪩い日の๓日までに上記イの⏦ㄳ᭩を納税ᆅの所㎄税務⨫

㛗にᥦฟしなけれࡤならない（法法122②)。 

① 設❧の日以ᚋ３月を経㐣した日 

  ② ᭱ึの事業年度⤊஢の日 

保存期間
　 ７年(青色申告書を提出した
 事業年度の欠損金に係る帳
 簿書類については10年)

整　然 明　瞭

複式簿記の原則

記　録

決　算

①　各補助簿等取引に関し
 　作成された一切の帳簿

②　棚卸表、貸借対照表、
　 損益計算書、決算に関し
   作成されたその他の帳簿

③　取引に関して相手方から
　 受け取った注文書、契約
   書、送り状、領収書、見積
   書  等
      自己の作成したこれらの
　 書類で写しがあるものは
　 その写し

仕訳帳 総勘定元帳 その他必要な書類

資産、負債及び資本に影響を及ぼす
一切の取引
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㸱 㟷Ⰽ⏦࿌のࡋ࡞ࡳᢎㄆ࡝ࡣ࡜の࠿࡜ࡇ࡞࠺ࡼ 

 㟷Ⰽ⏦࿌のᢎㄆ⏦ㄳ᭩のᥦฟがあࡗたሙྜ、そのᢎㄆの対㇟となࡗた事業年度⤊஢の

日（中㛫⏦࿌᭩をᥦฟしなけれࡤならない法人は、その事業年度㛤ጞの日以ᚋ㸴月を経

㐣する日）までに᭩㠃によりᢎㄆ又は却ୗの通▱がなかࡗたときは、その日においてᢎ

ㄆがあࡗたものとみなされる（法法124、125)。 

㸲 㟷Ⰽ⏦࿌のᢎㄆ⏦ㄳの༷ୗྲྀ࡜ᾘ࡝ࡣࡋの࡞࠺ࡼሙྜࡿࢀࢃ⾜࡟の࠿ 

օ ༷ ୗ 

 㟷Ⰽ⏦࿌のᢎㄆ⏦ㄳ᭩のᥦฟがあࡗたሙྜにおいて、次のいずれか一つにヱᙜする

事ᐇがあるときは、税務⨫㛗は、その⏦ㄳを却ୗすることができる（法法123一㹼ᅄ)。 

イ その法人のᖒ⡙᭩㢮の備௜け、記㘓又はಖᏑが㟷Ⰽ⏦࿌法人のᖒ⡙᭩㢮の要௳を

定める規定（法法126①）にᚑࡗて行われていないこと 

ロ その備࠼௜けるᖒ⡙᭩㢮に取引の全部又は一部を㞃ⶸし又は௬⿦して記載し又

は記㘓していることその௚୙ᐇの記載又は記㘓があるとㄆめられる┦ᙜの理⏤が

あること 

㟷Ⰽ⏦࿌のᢎㄆの取ᾘしの規定による通▱（法法127մ）をཷけ、又は㟷Ⰽ⏦࿌ ࣁ

の取りやめの規定（法法128）によるᒆฟ᭩のᥦฟをした日以ᚋ１年以内にその⏦

ㄳ᭩をᥦฟしたこと 
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連結納税のᢎㄆの取ᾘしの規定（法法４の５①）により連結納税⩏務⪅のᢎㄆが ࢽ

取りᾘされたሙྜで、そのᢎㄆが取りᾘされた日以ᚋ１年以内にその⏦ㄳ᭩をᥦ

ฟしたこと 

 

ֆ ྲྀ ᾘ ࡋ 

 㟷Ⰽ⏦࿌のᢎㄆがあࡗたሙྜでも、そのᚋに㟷Ⰽ⏦࿌の๓ᥦ条௳をḞくに⮳り又は

このไ度を⥔ᣢするための⛛ᗎが஘されるに⮳ࡗたときは、そのᢎㄆが取りᾘされる

ことがある。すなわࡕ、法人税法上、次のいずれか一つにヱᙜする事ᐇがあるときは、

税務⨫㛗は、そのヱᙜする事ᐇがある事業年度まで㐳ࡗて、そのᢎㄆを取りᾘすこと

ができる。取ᾘしがあると、その取りᾘされた事業年度㛤ጞの日以ᚋにᥦฟされた㟷

Ⰽ⏦࿌᭩は、㟷Ⰽ⏦࿌᭩でなかࡗたものとみなされ、各✀の特඾は適用されない（法

法127)。 

イ その事業年度に係るᖒ⡙᭩㢮の備௜け、記㘓又はಖᏑが法令で定めるとこࢁに

ᚑࡗて行われていないこと（法法127①一） 

ロ その事業年度に係るᖒ⡙᭩㢮について税務⨫㛗の必要なᣦ示（法法126②）にᚑ

わなかࡗたこと（法法127①二） 

その事業年度に係るᖒ⡙᭩㢮に取引の全部又は一部を㞃ⶸし又は௬⿦して記載 ࣁ

し又は記㘓しその௚その記載又は記㘓をした事項の全体についてその┿ᐇᛶを␲

うに㊊りる┦ᙜの理⏤があること（法法127①୕） 

たࡗ確定⏦࿌の規定（法法74①）による⏦࿌᭩をそのᥦฟᮇ㝈までにᥦฟしなか ࢽ

こと（法法127①ᅄ） 

࣍ イから二とྠᵝの事ᐇにより連結納税のᢎㄆが取りᾘされたሙྜ（法法127②） 

 

㸳 㟷Ⰽ⏦࿌の≉඾࡝ࡣ࡟のࡶ࡞࠺ࡼのࡿ࠶ࡀの࠿ 

 㟷Ⰽ⏦࿌法人には、次のような各✀の特඾が୚࠼られている。 

᰿ ᣐ 法 特   ඾   の   内   ᐜ 

法 人 税 法 

たḞᦆ㔠の10年㛫⧞㉺᥍㝖（法法57）ࡌ⏕㟷Ⰽ⏦࿌᭩をᥦฟした事業年度にۑ

 Ḟᦆ㔠の⧞ᡠしによる法人税㢠の㑏௜(法法80)ۑ

ᖒ⡙᭩㢮のㄪᰝに基づく᭦正（計算ㄗりが明ⓑなሙྜを㝖く。）（法法130ۑ

①） 

 の理⏤௜記（法法130②）࡬᭦正通▱᭩ۑ

 ᥎計による᭦正又はỴ定の⚗Ṇ(法法131)ۑ

租税特別措置法 

特別償却又は๭ቑ償却(措法42の5①、42の6①、42の10①、42の11①、42の11ۑ

の2①、42の11の3①、42の12の3①、42の12の4①、42

の12の6①、43㹼48） 

 各✀‽備㔠等の✚❧㢠等のᦆ㔠算ධ(措法55㹼57の6、57の8、58、61の２)ۑ

各✀の法人税㢠の特別᥍㝖(措法42の4、42の5②、42の6②、42の9、42の10ۑ
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②、42の11②、42の11の2②、42の11の3②、42の

12、42の12の2、42の12の3②、42の12の４②、42

の12の5、42の12の6②） 

 各✀の所得の特別᥍㝖等(措法59㹼61の3)ۑ

 (中ᑠ企業⪅等のᑡ㢠減価償却資産の取得価㢠のᦆ㔠算ධ（措法67の５ۑ

 課税の特例（措法66の10、67の5の2、67の7）ۑ

࠙参考法令・通達␒号ࠚ 

 法基通12－１－１ 

 

 

第㸶節 納௜・㑏௜ 

 この節では、法人税の納௜と㑏௜について学習する。 

 

１ 法人税はいつまでに納௜しなけれࡤならないか 

２ 法人税等の㑏௜はどのようなሙྜに行われるのか 

 

㸯 ἲே⛯࡟࡛ࡲࡘ࠸ࡣ⣡௜࠿࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ 

 中㛫⏦࿌᭩や確定⏦࿌᭩をᥦฟした法人は、その⏦࿌᭩に記載された法人税㢠を、そ

の⏦࿌᭩のᥦฟᮇ㝈までに納௜しなけれࡤならない（法法76、77)。 

 このሙྜ、「中㛫⏦࿌᭩をᥦฟした」には、中㛫⏦࿌᭩のᥦฟがあࡗたものとみなさ

れるものもྵまれる（法法73)。 

 なお、そのᮇ㝈までに納௜できなかࡗた法人税については、ᘏ⁫税が課される（通則

法60)。 

 

㸰 ἲே⛯➼の㑏௜࡝ࡣの࡞࠺ࡼሙྜࡿࢀࢃ⾜࡟の࠿  

法人税等の㑏௜には、「ᡤᚓ⛯㢠➼の㑏௜」(法法78)㺂「୰㛫⣡௜㢠の㑏௜」(法法

79)及び「Ḟᦆ㔠の⧞ᡠࡿࡼ࡟ࡋ㑏௜」(法法80) がある。 

法人税等について㑏௜㔠や㐣ㄗ納㔠が⏕ࡌたሙྜには、国税通則法の定めにより㑏௜

ຍ算㔠をຍ算して、これを㑏௜し、又はᮍ納の国税等に඘ᙜされる（通則法56㹼58)。 

օ ᡤᚓ⛯㢠➼の㑏௜ 

 所得税㢠等の㑏௜は、所得税㢠及びእ国税㢠の᥍㝖㢠が各事業年度の確定法人税㢠

から᥍㝖しきれなかࡗたሙྜに、その᥍㝖しきれなかࡗた㔠㢠について行われる。 

 なお、この㑏௜㔠については、その確定⏦࿌᭩のᥦฟᮇ㝈（ᮇ㝈ᚋ⏦࿌のሙྜはそ

の⏦࿌をした日）の⩣日からᨭᡶỴ定等の日までのᮇ㛫に応ࡌて、㑏௜ຍ算㔠がຍ算

される（法法78②)。 
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（注）平成12年１月１日から、利Ꮚ税・ᘏ⁫税及び㑏௜ຍ算㔠の๭ྜは、各年の特例基‽๭ྜ（各年の๓年の11

月30日を経㐣する時における日本㖟行法第15条第1項1号の規定により定められるၟ業ᡭᙧの基‽๭引⋡に

年4㸣をຍ算した㢠）が年7�3㸣に‶たないሙྜ、その年中においては、その特例基‽๭ྜとすることとされ

ている（措法93①、94①、95)。 

࠙参考法令・通達␒号ࠚ 

法令151 

ֆ ୰㛫⣡௜㢠の㑏௜ 

 中㛫納௜㢠の㑏௜は、中㛫納௜㢠がその事業年度の確定法人税㢠を㉸࠼ているሙྜ

に、その㉸࠼る部分の㔠㢠を㑏௜するものである。 

 なお、この㑏௜㔠についても、中㛫納௜㢠の納௜ᮇ㝈の⩣日（納ᮇ㝈ᚋの納௜のሙ

ྜは、納௜の日の⩣日）からᨭᡶỴ定等の日までのᮇ㛫に応ࡌて、㑏௜ຍ算㔠がຍ算

される（法法79ճ)。 

࠙参考法令・通達␒号ࠚ 

 法令153、154の２ 

և Ḟᦆ㔠の⧞ᡠࡿࡼ࡟ࡋ㑏௜ 

 Ḟᦆ㔠の⧞ᡠしによる㑏௜は、確定⏦࿌᭩をᥦฟする事業年度においてḞᦆ㔠㢠が

て、その࠼て᥍㝖するのに௦ࡗたሙྜ、⧞㉺Ḟᦆ㔠として⩣ᮇ以降㸷年㛫にわたࡌ⏕

Ḟᦆ㔠㢠を๓１年以内に㛤ጞしたいずれかの事業年度（㑏௜所得事業年度）の所得㔠

㢠に対する法人税㢠の㑏௜をཷけるというものである。この㑏௜をཷけるには、㑏௜

所得事業年度からḞᦆ㔠㢠が⏕ࡌた事業年度（Ḟᦆ事業年度）まで連⥆して㟷Ⰽ⏦࿌

᭩をᥦฟしていることが必要である（法法80①㹼ճ)。 

 Ḟᦆ㔠の⧞ᡠしにより法人税㢠の㑏௜をㄳồすることができる㔠㢠は、次の算式に

より計算した㔠㢠に┦ᙜする法人税㢠である（法法80①)。 

 

 

           �                ＝ 

 

 

 

 

 

 

 

 なお、㑏௜のㄳồをしようとする法人は、ᮇ㝈内の確定⏦࿌᭩とྠ時に所定の事項

を記載した㑏௜ㄳồ᭩を納税ᆅの所㎄税務⨫㛗にᥦฟしなけれࡤならない（法法80①

յ、法規36の４）。 

（注）Ḟᦆ㔠の⧞ᡠし㑏௜ไ度の適用೵Ṇ 

  法人税のḞᦆ㔠の⧞ᡠしによる㑏௜ไ度は、次の①ないしմに掲ࡆる法人以እの法人の平成４年４月１日

࠙例 示ࠚ 

ᙜᮇのḞᦆ㔠㢠100୓෇、๓ᮇの所得㔠㢠200୓෇でその法人税㢠が50୓෇

であࡗたሙྜ、⧞ᡠしによる㑏௜ㄳồ㢠は、次のとおりである。 

           100୓෇ 

           200୓෇ 
50୓෇ �      ＝ 25୓෇ 

㑏௜所得事業年

度の法人税の㢠

Ḟᦆ事業年度のḞᦆ㔠㢠 

㑏௜所得事業年度の所得の㔠㢠

㑏௜できる㔠㢠 
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から令和２年３月31日までの㛫に⤊஢する各事業年度において⏕ࡌたḞᦆ㔠㢠について、本ไ度の適用が೵

Ṇされている（措法66の13①）。ただし、Ύ算中に⤊஢する事業年度及び解ᩓ（適᱁ྜేによる解ᩓを㝖く。）、

事業の全部ㆡΏ、᭦⏕ᡭ⥆の㛤ጞ等の一定の事ᐇが⏕ࡌた日๓１年以内に⤊஢したいずれかの事業年度又

はྠ日のᒓする事業年度のḞᦆ㔠㢠については㺂本ไ度の適用がㄆめられている（措法66の13①、法法80մ、

法令154の３）。 

① 普通法人のうࡕ、Ḟᦆ事業年度⤊஢の時において資本㔠の㢠ⱝしくはฟ資㔠の㢠が１൨෇以ୗであるも

の（大法人による᏶全ᨭ㓄関係がある普通法人又は᏶全ᨭ㓄関係がある複数の大法人にⓎ行済株式等の全

部をಖ᭷されている普通法人（法法66ն୕）を㝖く。）又は資本ⱝしくはฟ資を᭷しないもの（ಖ㝤業法に

規定する┦஫会社及びእ国┦஫会社を㝖く。） 

（注１） 大法人とは、ס資本㔠の㢠又はฟ資㔠の㢠が５൨෇以上である法人、עಖ㝤業法に規定する┦஫

会社又はእ国┦஫会社、ף法人課税ಙクのཷク⪅である法人をいう（法法66ն二）。 

（注２） ᏶全ᨭ㓄関係とは、一の⪅が法人のⓎ行済株式等の全部を直᥋ⱝしくは㛫᥋にಖ᭷する関係（以

ୗ「ᙜ事⪅㛫の᏶全ᨭ㓄の関係」という。）又は一の⪅との㛫にᙜ事⪅㛫の᏶全ᨭ㓄の関係がある

法人┦஫の関係をいう（法法２十二の୐のභ）。 

② බ益法人等又は༠ྠ組ྜ等 

ճ 法人税法以እの法律によࡗてබ益法人等とみなされている所定の法人 

մ 人᱁のない社ᅋ等 

࠙参考法令・通達␒号ࠚ 

 法基通17－２－１、17－２－２ 
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第２章 課税ᶆ‽の計算のあらまし 

 法人税法は、法人の事業活動によࡗて得た各事業年度の所得の㔠㢠を課税ᶆ‽（対㇟）とし、株୺

がᡶい込んだ資本㔠等によࡗて法人の正࿡資産がቑ࠼た部分については課税対㇟とはしないこととし

ている（法法21、22)。 

 この章では、法人税の課税ᶆ‽である各事業年度の所得の㔠㢠がどのようにして計算されるのか、

その仕組みのあらましについて学習する。 

第１節 各事業年度の所得の㔠㢠 

 この節では、各事業年度の所得の㔠㢠はどのようにồめるのかを学習する。 

 

１ 各事業年度の所得の㔠㢠はどのようにồめるのか 

２ 益㔠の㢠に算ධすべき㔠㢠とはఱか 

３ ᦆ㔠の㢠に算ධすべき㔠㢠とはఱか 

４ 資本等取引とはఱか 

５ 一⯡にබ正ጇᙜとㄆめられる会計ฎ理の基‽とはఱをいうのか 

 

㸯 ྛ஦ᴗᖺᗘのᡤᚓの㔠㢠࡝ࡣの࡟࠺ࡼồࡿࡵの࠿ 

 法人税の課税ᶆ‽である各事業年度の所得の㔠㢠は、法人税法第22条第１項におい

て「ᙜヱ஦ᴗᖺᗘ」の「┈㔠の㢠」から「ᦆ㔠の㢠」を᥍㝖した㔠㢠とすると規定し

ている。 

 このሙྜの益㔠の㢠は、おおよそ企業会計上の኎上㧗や㈍኎㧗等の཰益の㢠に┦ᙜするものであ

り、ᦆ㔠の㢠は、企業会計上の኎上原価、㈍኎㈝、一⯡⟶理㈝等の㈝用及びᦆኻの㢠に┦ᙜするも

のである。 

 元ࠎ、法人の利益はබ正ጇᙜな会計ฎ理の基‽によࡗて計算されるものであり、本

㉁的には企業会計の利益の計算にᚑࡤ࠼よいこととしている。したがࡗて、「୍⯡࡟

බṇጇᙜ࡜ㄆࡿࢀࡽࡵ఍ィฎ⌮のᇶ‽」によࡗて会計ฎ理が行われていれࡤ、法人税

法は、これをㄆめることとしている（法法22մ)。 

企業会計の利益   ཰益の㢠  －  原価・㈝用・ᦆኻの㢠  ＝  利益の㔠㢠  

法人税法上の

所得㔠㢠 
    益㔠の㢠  －  ᦆ  㔠  の  㢠  ＝  所得の㔠㢠  
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企業会計の利益  法人税法上の所得㔠㢠 

኎ 上 原 価 

㈍ ኎ ㈝ 

一⯡⟶理㈝ 

Ⴀ業እ㈝用 

特 別 ᦆ ኻ 

  

኎ 上 

 

 

Ⴀ業እ཰益

特 別 利 益

Ҹ 

ᦆ㔠の㢠 

原価 

㈝用 

ᦆኻ 

の㢠 

益㔠の㢠 

(཰益の㢠) 

ᙜᮇ⣧利益     所得の㔠㢠  

㸰 ┈㔠の㢠࡟⟬ධࡁ࡭ࡍ㔠㢠ࡣ࡜ఱ࠿ 

 益㔠の㢠に算ධすべき㔠㢠とは、法人税法の規定や௚の法令で「益㔠の㢠に算ධす

る」又は「益㔠の㢠に算ධしない」と定められているもの（別ẁの定めがあるもの）

を㝖いて、資本等取引以እの取引に係る཰益の㢠とするものとし、その௦表的な取引

に係る཰益の㢠の例は、次のとおりである（法法22②、法法22の２)。 

（注１）「཰┈の㢠」とは、それࡒれの取引によࡗて⏕ࡌたᦆ益の⣧㢠をいうのではなく、例ࡤ࠼、ၟရの㈍኎のሙྜ

には኎上㧗、ᙺ務のᥦ౪のሙྜには཰ධ㧗のようにそれࡒれの取引の⥲㢠をいうᴫᛕである。 

（注２）資産の㈍኎ⱝしくはㆡΏ又はᙺ務のᥦ౪に係る཰益の㢠については、平成30年３月30日௜「཰益ㄆ㆑に関する

会計基‽」がබ表されたことにకい、法人税法において明確化された（法法22の２）。 

օ ၟရ、〇ရ等の資産の㈍኎による཰益の㢠 

ֆ ᅛ定資産、᭷価ドๆ等の資産のㆡΏによる཰益の㢠 

և ㄳ㈇等のᙺ務のᥦ౪による཰益の㢠 

ֈ ↓償による資産のㆡΏやᙺ務のᥦ౪による཰益の㢠 

։ ↓償による資産のㆡཷけによる཰益の㢠 

֊ その௚取引による཰益の㢠 

 これらの取引の例示のうࡕ、ֈ及び։は法人税法特᭷の考࠼᪉であるので次のようなⅬに注意を

要する。 

 ֈは༢なる資産の㉗୚を行ࡗただけであり、ఱも཰益がⓎ⏕していないと考࠼やすいが、法人税

法ではその資産をその時における価㢠（時価）で኎り、そのཷけ取ࡗた㔠㖹を直ࡕに┦ᡭ᪉にΏし

たのとྠࡌとみて、時価┦ᙜ㢠を཰益として益㔠の㢠に算ධすることとしている。 

 ։の資産の㉗୚をཷけたሙྜは、それだけ法人の正࿡資産がቑຍするので、その資産の時価┦ᙜ

㢠を཰益として益㔠の㢠に算ධすることとしている。 

 なお、཰益という用語は企業会計でも広く౑われているが、法人税法上の཰益には資産の㉗୚に

より⏕ずる཰益等がྵまれているので、企業会計上の཰益とྠ一のものではなく、その範ᅖをⱝᖸ

␗にしていることに注意を要する。 

 

㸱 ᦆ㔠の㢠࡟⟬ධࡁ࡭ࡍ㔠㢠ࡣ࡜ఱ࠿ 

益㔠の㢠に対応するものとして、法人税法の規定や௚の法令で「ᦆ㔠の㢠に算ධす 

る」又は「ᦆ㔠の㢠に算ධしない」と定められているものを㝖いて、ᦆ㔠の㢠を次の

原価、ᮇ㛫㈝用及びᦆኻの３✀㢮に༊分して規定している（法法22ճ)。 
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օ ཰益に対応する኎上原価、᏶成ᕤ事原価等の原価の㢠 

ֆ ㈍኎㈝、一⯡⟶理㈝等の㈝用（償却㈝をྵࡴ）の㢠 

և ⅏ᐖ等によるᦆኻの㢠（資本等取引を㝖く） 

 օの኎上原価等とは、ၟရの኎上㧗に対応する኎上原価やㆡΏした資産の原価等のことである。

኎上原価については、特にその事業年度の཰益としたものに対応する原価を計上する「㈝⏝཰┈ᑐ

ᛂのཎ๎」が重どされている。したがࡗて、཰益に対応する原価について事業年度末までに確定し

ないものがあるሙྜには、その㔠㢠を適正にぢ✚もࡗてᦆ㔠の㢠に算ධする必要がある（法法22ճ

一)。 

 ֆの㈍኎㈝、一⯡⟶理㈝、その௚ᨭᡶ利ᜥ等のႠ業እ㈝用は、཰益とಶ別対応で計算することが

困難な㈝用、いわࡺる「ᮇ㛫㈝⏝」とされるものである。これらの㈝用については、償却㈝を㝖い

て、その㈝用が事業年度末までにമົ࡚ࡋ࡜☜ᐃ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋが必要である。したがࡗて、法人が

ᑗ᮶Ⓨ⏕することがぢ込まれる㈝用を௵意にぢ✚もࡗて計上しても、法人税法でㄆめられているも

の以እはᦆ㔠の㢠に算ධできないということである（法法22ճ二）。 

 ևの⅏ᐖ・┐難等のഅⓎ的な原ᅉによるᦆኻは、元᮶、཰益やᮇ㛫の対応になࡌまないものであ

るから、その஦ᐇࡀⓎ⏕ࡁ࡜ࡓࡋの事業年度のᦆ㔠の㢠とすることとされている（法法22ճ୕)。 

࠙参 考ࠚ മົの☜ᐃࡣ࡜㸦法基通2�2�12） 

  മ務が確定しているかどうかは、その事業年度⤊஢の日までに次の全ての要௳にヱᙜするかどうかでุ

定する。 

① その㈝用に係るമ務が成❧していること 

② そのമ務に基づいて具体的な⤥௜をすべき原ᅉとなる事ᐇが⏕ࡌていること 

ճ そのമ務の㢠をྜ理的に算定することができること 

 

㸲 ㈨本➼ྲྀᘬࡣ࡜ఱ࠿ 

㈨本➼ྲྀᘬとは、法人の資本㔠等の㢠をቑຍあるいは減ᑡさࡏる取引(例ࡤ࠼ቑ資、

減資、ྜే等)の௚、法人が行う利益又は๫వ㔠の分㓄及びṧవ㈈産の分㓄又は引Ώ

しのことをいう（法法22յ)。これらの取引によࡗて法人の正࿡資産にቑ減が⏕ࡌて

も、法人税法ではそのቑ減を益㔠の㢠又はᦆ㔠の㢠に関係さࡏないこととしている

（法法22②、ճ୕)。 

  この㊃᪨は、元᮶、法人の利益はᦆ益取引から⏕ずるものであり資本のቑ減によࡗて⏕ずるも

のではないと考࠼られているからである。 

࠙参考法令・通達␒号ࠚ 

 法法２十භ 法基通1�5�4 

 

㸳 ୍⯡࡟බṇጇᙜ࡜ㄆࡿࢀࡽࡵ఍ィฎ⌮のᇶ‽ࡣ࡜ఱ࠺࠸ࢆの࠿ 

 法人税法は、法人の各事業年度の所得の㔠㢠の計算に関して、別ẁの定めによࡗて

税法⊂⮬の計算᪉法を定めているものの௚は、「一⯡にබ正ጇᙜとㄆめられる会計ฎ

理の基‽」にᚑࡗていれࡤ、その会計ฎ理をㄆめることとしている（法法22մ)。 
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 ここでいう、一⯡にබ正ጇᙜとㄆめられる会計ฎ理の基‽とは、ᐈほ的、常㆑的にみて規範ᛶが

あり、බ正でጇᙜとㄆめられる会計ฎ理の基‽という意࿡であり、具体的な明文による基‽がある

ことをண定しているわけではない。したがࡗて、この基‽は「企業会計原則」のみを意࿡するもの

でもなく、また、会計ฎ理のᐇ務の中でただ༢に័習として一⯡に行われているというだけでも㊊

りず、ᐈほ的な規範にまで㧗められた基‽ということである。 

 言い᥮࠼れࡤ、法人税法のこの規定は、法人の会計ฎ理において用いている基‽ないしは័行の

うࡕ、一⯡にබ正ጇᙜとㄆめられないものについては法人税法においてもㄆめないこととし、それ

以እのことについては原則として法人の会計ฎ理をㄆめるという基本᪉㔪を示したものであるとい

うことができる。 

࠙参考法令・通達␒号ࠚ 

 会社法431 

 

第２節 企業会計上の利益と法人税法上の所得 

 この節では、企業会計上の利益と法人税法上の所得㔠㢠とのᕪ␗について学習する。 

 

 企業会計上の利益と法人税法上の所得の㔠㢠にᕪ␗が⏕ࡌる理⏤はఱか 

 

 ࠿ఱࡣ⏤⌮ࡿࡌ⏕ࡀ␗ᕪ࡟ἲே⛯ἲୖのᡤᚓの㔠㢠࡜┈௻ᴗ఍ィୖの฼ ۑ

 法人税法上の所得の㔠㢠は、基本的には企業会計上の利益の㢠に┦ᙜするものであ

るが、企業会計上の利益の㢠がそのまま所得の㔠㢠となることはまれである。 

 企業会計上の利益は、୺として企業の㈈政≧ែ及び経Ⴀ成⦼を正しくㄆ㆑し、㓄ᙜ

ྍ⬟の㈈※を表示する┠的で計算されるのに対し、法人税法上の所得は課税のබ平、

適正な税㈇ᢸのためのㄪ整等を┠的とし、さらに産業政⟇上の┠的を取りධれて計算

することとされている。このため、法人税法には、法人税法第22条ࠄ各事業年度の所

得の㔠㢠の計算ࠅの基本的な規定に対する例እ規定として、「別ẁの定め」が設けら

れている。 

 したがࡗて、୧⪅の㛫にはその┠的の㐪いに応ࡌて必↛的にᕪ␗が⏕ࡌることとなる。 

 つまり、企業会計上は཰益であࡗても法人税法上は益㔠とはしないもの、㈝用で

あࡗてもᦆ㔠とはしないものがある。㏫に、企業会計上は཰益としないものであࡗて

も法人税法上は益㔠とするもの、㈝用としないものであࡗてもᦆ㔠とするものがある。 

 したがࡗて、企業会計上の利益の㢠にこの別ẁの定めによるㄪ整をຍ࠼たものが、

法人税法上の所得の㔠㢠となる。 

 その意࿡で、法人税法の学習は 、法人税法において「ูẁのᐃࡵ」として規定され

ている「┈㔠の㢠࡟⟬ධࡿࡍ㺁、「ᦆ㔠の㢠࡟⟬ධ࠸࡞ࡋ㺁、つまり利益の㢠にຍ算す

るものと、「┈㔠の㢠࡟⟬ධ࠸࡞ࡋ㺁、「ᦆ㔠の㢠࡟⟬ධࡿࡍ㺁、つまり利益の㢠から

学習のポイント 
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ࠉ

企業会計上の利益
税法上

のຍ算

税法上

の減算 課税所得㔠㢠

確定したỴ算に基

づくᦆ益計算᭩

௻

ᴗ

఍

ィ

฼

┈

ຍ

ࠉ

算

①ᦆ㔠୙⟬ධࠉ(企業会計で㈝用とし

(ても税法でᦆ㔠としないものࠉ

②┈㔠⟬ධࠉ(企業会計で཰益としな

(くても税法で益㔠とするものࠉ

減

ࠉ

算

①ᦆ㔠⟬ධࠉ(企業会計で㈝用としな

(くても税法でᦆ㔠とするものࠉ

②┈㔠୙⟬ධࠉ(企業会計で཰益とし

(ても税法で益㔠としないものࠉ

ㄢ

⛯

ᡤ

ᚓ

㔠

㢠

㸩 － ＝

減算するもののそれࡒれの事項を理解することにあるとい࠼る。 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

第３節 税 務 ㄪ 整 

 法人税の課税所得は、企業会計上の利益又はᦆኻを基♏とするのであるが、Ỵ算のẁ㝵で法人税法

の規定を取りධれたり、⏦࿌᭩において法人税法上定められている所要のຍ算又は減算を行いㄏᑟ的

に算ฟされる。この課税所得の計算㐣⛬を税務ㄪ整という。 

 この節では、この税務ㄪ整について学習する。 

 

１ ᦆ㔠経理とはఱか 

２ 税務ㄪ整事項とはఱか 

３ Ỵ算ㄪ整事項とはఱか 

４ ⏦࿌ㄪ整事項とはఱか 

 

㸯 ᦆ㔠⤒⌮ࡣ࡜ఱ࠿ 

 法人のỴ算は、会社法等の規定に基づき作成した㈚೉対↷表やᦆ益計算᭩などの計

算᭩㢮を株୺⥲会等にᥦฟし、そのᢎㄆ等を得ることによࡗて確定する。 

法人の各事業年度の所得の㔠㢠の計算は、この法人の確定したỴ算を重どし、益㔠

やᦆ㔠に算ධするかどうかについて法人の意ᛮに௵ࡏている事項がある。 

 そのため法人税法上では、法人の意ᛮを明らかにさࡏるため、株୺⥲会のᢎㄆ等を

ཷけ確定したỴ算において、あらかࡌめ㈝用やᦆኻとして計上することを条௳として

ᦆ㔠の㢠に算ධするという規定がある。 

 このように、法人の確定したỴ算において㈝用やᦆኻとして経理することを「ᦆ㔠

学習のポイント 
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⤒⌮」という（法法２二十஬)。 

࠙参考法令・通達␒号ࠚ 

 会社法438 

㸰 ⛯ົㄪᩚ஦㡯ࡣ࡜ఱ࠿ 

 法人が一⯡にබ正ጇᙜとㄆめられる会計ฎ理の基‽にᚑࡗて計算した利益は、必ず

しも法人税法に定める所得の計算規定にᚑࡗて計算されているわけではないため、こ

れを基♏に法人税法の規定に基づく所要のຍ算又は減算を行い、各事業年度の所得の

㔠㢠をồめることとなる。このㄪ整を「⛯ົㄪᩚ」といい、具体的には企業会計のỴ

算ẁ㝵でㄪ整するものと法人税⏦࿌᭩にῧ௜する各✀の明⣽᭩（別表ۑという。）を

用いて行うものがある。 

 この税務ㄪ整は、次のように༊分されている。 

օ ᦆ㔠経理等のฎ理が必要であり、⏦࿌᭩だけでㄪ整ができないもの 

ֆ 法人のỴ算における経理ฎ理にかかわらず適用されるが、法人に⏦࿌᭩上でㄪ整するかどうか

を௵ࡏているもの 

և 法人が⏦࿌᭩上でㄪ整しなけれࡤならないもの 

 税務ㄪ整は、օのように確定したỴ算で法人税法に定められた経理が要ồされる、いわࡺる「Ỵ

⟬ㄪᩚ஦㡯」と、ֆとևのようにそのᛶ㉁上確定したỴ算における経理を要ࡏず、⏦࿌᭩上でㄪ整

をồめる、いわࡺる「⏦࿌ㄪᩚ஦㡯」とに༊分することができる。 

 なお、これらの༊分は、法令上体⣔的に༊分されているわけではなく、ヱᙜ条項にಶࠎに示され

ている取扱いにより༊分されるのである。 

 

㸱 Ỵ⟬ㄪᩚ஦㡯ࡣ࡜ఱ࠿ 

 Ỵ算ㄪ整事項とは、法人がỴ算に⧊り込ࡴかどうかは௵意であるが、法人税法の適

用をཷけるためには、法人の確定したỴ算でᦆ㔠経理等のฎ理をする必要があり、確

定⏦࿌᭩の上だけでㄪ整することはㄆめられないものをいう。 

 例ࡤ࠼、減価償却はその資産にᢞୗした㈝用の㓄分ᡭ⥆であるから減価償却㈝はᦆ㔠の㢠に算ධ

されるべきものである。 

 しかし、その㈝用㓄分ᡭ⥆を全て法人の意ᛮに௵ࡏると課税のබ平がᮇࡏられないため、「法人

がᙜヱ事業年度においてその償却㈝としてᦆ㔠経理をした㔠㢠のうࡕ、その法人が㑅定した償却の

᪉法に基づいて計算した㔠㢠に達するまでの㔠㢠についてᦆ㔠の㢠に算ධする」と規定している（法

法31①）。 

 これは、税法上は常に法人が行ࡗたᦆ㔠経理による償却㈝を基♏として課税所得の計算上ᦆ㔠の

㢠に算ධする㔠㢠のุ定（㝈度㢠の算定）を行うということであり、法人が減価償却㈝を計上しな

いものを税務⨫㛗が㐍んでᦆ㔠算ධを行うことは原則としてࡏず、また、法人が企業会計上ఱほど

の減価償却をすべきかというとこࢁまで௓ධはしないということである。 

 

㸲 ⏦࿌ㄪᩚ஦㡯ࡣ࡜ఱ࠿ 
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税

ࠉ

ࠉ

ࠉ

務

ࠉ

ࠉ

ࠉ

ㄪ

ࠉ

ࠉ

ࠉ

整

պࠉ法人税から᥍㝖する所得税㢠のᦆ㔠୙算ධ(法40)

ջࠉ୙正行Ⅽ等に係る㈝用等のᦆ㔠୙算ධ(法55)

ռࠉ㟷Ⰽ⏦࿌の⧞㉺Ḟᦆ㔠(法57)

սࠉ減価償却㈝の償却㉸㐣㢠、引ᙜ㔠の⧞ධ㝈度㉸㐣㢠、

備㔠の✚❧㝈度㉸㐣㢠等(法31等)‽ࠉ

վࠉ஺際㈝等のᦆ㔠୙算ධ(措法61の4)

ճࠉ㑏௜㔠等の益㔠୙算ධ(法26)

մࠉ資産のホ価ᦆのᦆ㔠୙算ධ(法33)

⏦

࿌

ㄪ

整

௵

意

の

必

ࠉ

ࠉ

ࠉ

㡲

ࠉ

ࠉ

の

ࠉ

ࠉ

⏦

ࠉ

ࠉ

࿌

ࠉ

ࠉ

ㄪ

ࠉ

ࠉ

整

⏦

ࠉ

ࠉ

ࠉ

ࠉ

ࠉ

࿌

ࠉ

ࠉ

ࠉ

ࠉ

ㄪ

ࠉ

ࠉ

ࠉ

ࠉ

ࠉ

整

Ỵ

ࠉ

算

ࠉ

ㄪ

ࠉ

整

նࣜࠉーࢫㆡΏによる経理(法63)

取㓄ᙜ等の益㔠୙算ධ(法23)ཷࠉ①

እ国Ꮚ会社からཷける㓄ᙜ等の益㔠୙算ධ(法23の２)ࠉ②

ճࠉ所得税㢠の᥍㝖(法68)

資産のホ価益の益㔠୙算ධ(法25)ࠉ①

᏶全ᨭ㓄関係のある௚の内国法人からཷけたཷ㉗益ࠉ②

(法25の2)ࠉࠉ

ոࠉ法人税㢠等のᦆ㔠୙算ධ(法38)

չࠉእ国Ꮚ会社からཷける㓄ᙜ等に係るእ国※Ἠ税等の

ᦆ㔠୙算ධ(法39の2)ࠉ

減価償却資産の償却㈝(法31)ࠉ①

ᘏ資産の償却㈝(法32)⧞ࠉ②

ճࠉᅽ⦰記ᖒのᅽ⦰ᦆ(法42等)

յࠉᙺ員⤥୚のᦆ㔠୙算ධ(法34)

նࠉ㐣大な౑用人⤥୚のᦆ㔠୙算ධ(法36)

շࠉᐤ附㔠のᦆ㔠୙算ධ(法37)

մࠉ引ᙜ㔠࡬の⧞ධ㢠(法52等)

յࠉ‽備㔠の✚❧㢠(措法55等)

 ⏦࿌ㄪ整事項とは、確定⏦࿌᭩の上だけでㄪ整する事項であり、௵意の⏦࿌ㄪ整事

項と必㡲の⏦࿌ㄪ整事項とがある。 

օ ௵ពの⏦࿌ㄪᩚ஦㡯 

 法人のỴ算上の経理ฎ理に関係なく法人の㑅ᢥにより、法人が⮬ら確定⏦࿌᭩でㄪ整を行ࡗた

ሙྜにのみ適用される事項である（法法23ո等)。 

ֆ ᚲ㡲の⏦࿌ㄪᩚ஦㡯 

 法人が⏦࿌ㄪ整をしたかしていないかに関係なく、税務上ᙜ↛に益㔠୙算ධ、ᦆ㔠୙算ධ等の

計算を行い、企業利益をಟ正しなけれࡤならない事項である（法法25①等)。 

 また、法人の利益計算が事ᐇに基づいていないなど、බ正ጇᙜな会計ฎ理の基‽にᚑࡗていな

いሙྜ（例ࡤ࠼、኎上や㈝用の計上₃れ又は原価やᦆኻの㐣大計上があるようなሙྜ）にも、⏦

࿌ㄪ整により法人の企業利益をಟ正しなけれࡤならない。 

 したがࡗて、法人が⏦࿌ㄪ整をしていないሙྜは、税務⨫㛗はこれらの事項について᭦正やỴ

定をしなけれࡤならない。 

⛯ົㄪᩚ஦㡯ࠊ࡜ࡿࡵ࡜ࡲࢆ୺ࡶ࡞のࡣḟのࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾࡜ 
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第３章 益金の額の計算（その１）

法人税法第 条第２項は、各事業年度の所得の金額の計算上、その事業年度の益金の額に算入すべ

き金額は、別段の定めのあるものを除き、資本等取引以外のものに係る収益の額とすると規定してい

る。この章では、収益の額とは何かについて学習する。

第１節 資産の販売等の収益の額

収益とは、各事業年度の所得の金額の計算上プラスの要素となるものをいい、前章第１節の２「益

金の額に算入すべき金額とは何か」で学んだ商品・製品等の資産の販売による収益等、法人税法上の

益金の額を構成する取引により収受する対価の額をいう。

この節では、商品、製品等を販売した場合に、その収益の額をどの事業年度に計上すべきか（これ

を「収益の計上時期」という｡）については、法人の取引態様（事業の種類）等によって異なるので、

これらの収益の計上時期に関する法人税法上の取扱いを学習する。

１ 商品や製品等の販売による収益はいつ計上するのか

２ 請負による収益はいつ計上するのか

３ 収益の計上基準について、法人税法上の特例はあるのか

１ 商品や製品等の販売による収益はいつ計上するのか

商品や製品等を販売した場合、通常次のような流れが考えられる。

このような流れにより商品や製品等を販売した場合に、それによる収益をどの事業年度に計上する

かによって「当該事業年度の収益の額」は変動し、ひいては課税所得にも大きな影響を及ぼすことと

なる。例えば、ある商品を販売した場合に、その代金が入金した時に売上に計上する（会計学上の現

金主義）か、それとも代金の入金の有無に関わりなく販売が行われた時に売上に計上する（会計学上

の発生主義や実現主義）か、更に、販売が行われた時といっても契約成立の時か、出荷した時か、あ

るいは販売先に到着した時か、といった種々の時点が考えられ、いずれの時点を基準として収益を認

識するかによって当該事業年度の収益の額は異なることとなる。

学習のポイント
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このため法人税法では、収益の計上時期について、各法人の任意に委ねるのではな

く、課税の公平の観点から統一的に取り扱い、法人が商品等を販売した場合には、そ

の収益の額は、商品等の「引渡しがあった日」に計上することとされている（法法

の２①）。これは、商品等の買主への引渡しという事実に基づいて収益が実現したと

する考え方（これを「販売基準」という。）によるものである。

この引渡しがあった日がいつであるかということについては、種々の基準が考えられる。小売業

者のように店頭で商品を販売している場合には、商品を現実に相手方に手渡した時に引渡しがあっ

たものと容易に判断できるが、卸売業者等が遠隔地の相手方に販売している場合には、現実問題と

してどのような日をもって引渡しとみるかについては、必ずしも明らかではない。この判断の基準

としては通常、次のように「出荷基準」、「検収基準」等に区分されているが、法人がその商品の

種類や販売形態等に応じていずれかの合理的な基準を収益実現の認識基準として選び、毎期継続し

て適用すれば税法上もその計算が認められる。

☆ 商品等の「引渡し」があった日

上記の計上基準は、一般的な商品や製品等の販売形態の下における「引渡しがあった日」の収益

の計上基準であるが、例えば、委託販売、ガス・水道・電気等の販売の場合には、継続適用を条件

に例外処理（引渡しの日に近接する日）による収益計上も認められている。

【参考法令・通達番号】

法法 の２①②、法基通 ～ 等

甲（株）は乙（株）との売買契約に基づき、機械 台を 千円で販売

したが、収益に計上する日として、いつの日が考えられるか。
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－ －

【答】 ①⑥⑦については、収益の計上日とはならない。なぜなら、①の契約日にはいまだ商品の引

渡しがなく、⑥の代金の請求日及び⑦の入金日は、商品の引渡しが既に完了した後の代金決済

のための手続と決済手段にすぎないからである。

したがって、収益の計上する日としては、出荷基準による②の３月 日の出庫日、③の３月

日の発送日若しくは④の３月 日の入庫日（着荷日）か、又は検収基準による⑤の４月 日

の検収日かのいずれかの日とするのが適当である。いずれの日にするかは、甲㈱が合理的な経

理の基準を定め、毎期継続して適用すればよい。

２ 請負による収益はいつ計上するのか

請負には、建設請負のように物の引渡しを必要とするものと、運送や技術指導のよ

うに物の引渡しを必要としないで、役務の提供だけで完了するものがある。

これらの収益は、原則として、前者についてはその物の全部を引渡した日、後者に

ついては役務提供の全部を完了した日に収益に計上する（法法 の２①）。

ただし、一個の建設工事等であっても、建設工事等の一部が完成し、その完成した

部分を引き渡した都度、その引渡割合等に応じて工事代金を収入する旨の特約又は慣

習がある場合など、一定の事実がある場合には、その完成した部分（引渡量又は引渡

割合）に区分した単位ごとにその収益を計上するいわゆる部分完成基準により収益を

計上しなければならない。

☆ 請負契約による目的物の「引渡し等」のあった日

【参考法令・通達番号】

法基通 の 、 の ～ の

３ 収益の計上基準について、法人税法上の特例はあるのか

⑴ 延払基準（収益の計上時期を繰り延べるもの）

法人税法第 条の２第３項に規定するリース取引による同条第１項に規定するリース資産の引

渡しを法人税法上「リース譲渡」という（法法 。

リース譲渡を行った場合で、目的物の引渡しのあったときに収益に計上するといういわゆる「販

売基準」に代えて、支払期日の到来した賦払金の合計金額に応じて経理するいわゆる「延払基準」

の方法により経理した場合には、収益等の一部を繰り延べることが認められている。

当該延払基準による各事業年度の収益及び原価の額は、次の算式により計算する（法令 。

目的物を全部引き渡した日

完成部分を引き渡した日

原則 役務完了基準 役務の全部を完了した日

部分完了基準 部分的に収益金額が確定した日

物の引渡しを
要するもの

物の引渡しを
要しないもの

原則 完成引渡基準

部分完成基準請
負
契
約
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当期の収益の額 費用の額 ＝対価の額 原価の額 ×賦払金割合

賦払金割合＝

⑵ 工事進行基準（収益の計上時期を繰り上げるもの）

収益の計上時期の特例としては、この他に工事進行基準があり長期大規模工事（ソフトウェア

の開発を含む）については「工事進行基準」が強制適用される（法法 ① 。

また、長期大規模工事に該当しない工事についても、個別の工事ごとに工事進行基準を選択適

用できるが、一旦適用したものについては継続性が要求される（法法 ② 。

「長期大規模工事」とは、次の三つの要件を満たす工事をいう（法法 ①）。

イ 工事の着手の日からその工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日まで

の期間が１年以上であること

ロ その工事の請負の対価の額が、 億円以上の工事であること（法令 ①）

ハ 工事の契約において、その請負の対価の額の２分の１以上がその工事の目的物の引渡しの期

日から１年を経過する日後に支払われることが定められていないものであること（法令 ②）

工事進行基準の方法は、次の算式により計算された収益の額及び費用の額をその事業年度の益

金の額及び損金の額に算入する方法とされている（法令 ③）。

〔工事中の事業年度〕

＝ 請負の対価の額 × 進行割合 －

＝  × 進行割合 －

〔引渡事業年度〕

＝ 請負の対価の額 －

＝ 工事原価の額 －

また、進行割合とは、次に掲げる算式による割合その他の工事の進行の度合を示すものとして

合理的と認められるものに基づいて計算した割合をいう（法令 ③）。

進行割合＝

なお、次のいずれかに該当するときは、長期大規模工事の請負の収益の額及び費用の額はない

ものとすることができる（法令 ⑥）。

ｲ その事業年度終了の時において、その着手の日から６月を経過していないもの

ﾛ 進行割合が ％に満たないもの

分母のうち当期中に支払期日が到来する賦払金の合計額

リース譲渡の対価の額

当期に計上す

べき費用の額

既に費用の額として

計上した金額

当期に計上す

べき収益の額

既に収益の額として

計上した金額

期末の現況により見積

もられる工事原価の額

当期に計上す

べき費用の額

既に費用の額として

計上した金額

当期に計上す

べき収益の額

既に収益の額として

計上した金額

既に要した原材料費、労務費その他の経費の額の合計額

期末の現況により見積もられる工事原価の額
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４ 営業外収益はいつ計上するのか

⑴ 固定資産の譲渡

固定資産の譲渡による収益の計上時期は、原則として、商品や製品等の販売と同様に「引渡し

があった日」とされている。また、例外処理（引渡しの日に近接する日）として「契約の効力発

生の日」も認められている。

⑵ 利子、受取配当

預金・貯金から生ずる利子の額は、原則として、その利子の計算期間の経過に応じて計上する

とされている。また、一定のものについては、利払期基準も認められている。

なお、法人が他の法人から受ける剰余金の配当等（剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配

など）については、原則として、その剰余金の配当等の金額が確定したときに計上するとされて

いる。また、一定の場合には支払を受けた日（現金基準）も認められている。

【参考法令・通達番号】

法法 の２①②、法基通 － － 、法基通 － － 、法基通 、

第２節 資産の無償譲渡による収益の額

法人が資産を無償で譲渡した場合であっても、その資産の時価相当額が収益の額に含まれる。

この節では、資産の無償譲渡についての法人税法上の取扱いを学習する。

資産を無償で譲渡した場合は、時価で収益に計上するのか

○ 資産を無償で譲渡した場合は、時価で収益に計上するのか

法人が無償で資産を譲渡した場合には、企業会計では現実には金銭等の授受がない

ので、これを収益とはしない。

しかし、法人税法では、法人が他の者と取引を行う場合には、全ての資産は、時価

によって取引されたものとみなして課税所得を計算するのが原則となっている（法法

の２④）。

したがって、法人の所有資産を第三者に無償又は低廉な価額で譲渡しても、その譲

渡によって収入すべき金額は、その法人の収益として益金の額に算入すると同時に、

その金額を相手方に対して贈与したものとされ、それによって生じた損失は原則とし

て寄附金となる。この場合、その相手方が法人の役員又は使用人の場合はその者に対

する給与となる（法法 ⑦⑧、 、 。

【参考法令・通達番号】

法基通 、法基通

学習のポイント
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－ －

①無償譲渡

（０円）

②低廉譲渡

（ 万円）

（Ｂ法人）（Ａ法人）

土地

時価 万円

（簿価 万円）

益金の額に加算する
収益の額は時価の

万円

益金の額に加算する
収益の額は時価との
差額の 万円

【設 例】 資産の無償譲渡等による収益の額

Ａ法人が所有している土地（帳簿価額 万円、時価 万円）を、

例えば①無償でＢ法人に譲渡した場合、②低廉な価額（ 万円）で

譲渡した場合、税務上の仕訳はどのようになるか。

なお、Ａ法人とＢ法人との間に完全支配関係（※）はない。

【答】

① 税務上の仕訳（無償譲渡）

［譲渡法人］（Ａ法人）

（土地譲渡原価） 万円 （土 地） 万円

（寄 附 金） 万円 （土地譲渡収益） 万円

［譲受法人］（Ｂ法人）

（土 地） 万円 （受 贈 益） 万円

② 税務上の仕訳（低廉譲渡）

［譲渡法人］（Ａ法人）

（土地譲渡原価） 万円 （土 地） 万円

（現 金） 万円 （土地譲渡収益） 万円

（寄 附 金） 万円

［譲受法人］（Ｂ法人）

（土 地） 万円 （現 金） 万円

（受 贈 益） 万円

※ 完全支配関係とは、第１章第８節２ 欠損金の繰戻しによる還付 注 を参照のこと。

また、完全支配関係がある場合の処理については、第 章第２節を参照のこと。
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－ －

①無償譲渡

（０円）

②低廉譲渡

（ 万円）

（Ｂ法人）（Ａ法人）

土地

時価 万円

収益の額は
時価である

万円

収益の額は
時価との差額

万円

第３節 資産の無償譲受けによる収益の額

法人が他の者から資産等の贈与を受けた場合であっても、その資産の時価相当額が収益の額に含ま

れる。

この節では、資産の無償譲受けについての法人税法上の取扱いについて学習する。

資産を無償で譲り受けた場合は、時価で収益に計上するのか

○ 資産を無償で譲り受けた場合は、時価で収益に計上するのか

法人が他の者から資産を無償で譲り受けたり、債務の支払を免除されたりした場合

には、法人の純資産がそれだけ増加するのであるから、その資産を譲り受けた時の時

価に相当する金額や免除された債務の金額に相当する経済的利益の額を益金に算入

する（法法 ② 。

【設 例】 資産の贈与（無償譲受け等）による収益の額

Ｂ法人がＡ法人から土地（時価 万円）を、例えば無償又は低廉な価額で

譲り受けた場合の仕訳はどのようになるか。

なお、Ａ法人とＢ法人との間に完全支配関係はない。

【答】① 譲受法人（Ｂ法人）の税務上の仕訳（無償譲受け）

（土 地） 万円 （受 贈 益） 万円

② 譲受法人（Ｂ法人）の税務上の仕訳（低廉譲受け）

（土 地） 万円 （現 金） 万円

（受 贈 益） 万円

学習のポイント
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第４章 益㔠の㢠の計算（その２） 

 法人税法第22条第２項は、各事業年度の所得の㔠㢠の計算上、その事業年度の益㔠の㢠に算ධすべき

㔠㢠は、別ẁの定めがあるものを㝖き、資本等取引以እのものに係る཰益の㢠とすると規定している。 

この章では、法人税法上の別ẁの定めによる益㔠୙算ධについて学習する。 

 法人税法上の別ẁの定めには、例ࡤ࠼次のものがある。 

① ཷ取㓄ᙜ等の益㔠୙算ධ（法法23、23の２） 

② 資産のホ価益の益㔠୙算ධ（法法25） 

ճ ᏶全ᨭ㓄関係がある௚の内国法人からཷけたཷ㉗益の益㔠୙算ධ（法法25の２） 

մ 㑏௜㔠等の益㔠୙算ධ（法法26） 

 

第１節 ཷ取㓄ᙜ等 

 法人が௚の内国法人から㓄ᙜ等をཷけたሙྜには、そのཷ取㓄ᙜ等は、企業会計上では

཰益として計上されるが、法人税法上は一定の⏦࿌ᡭ⥆を条௳に、その㓄ᙜ等に係る株式

等の༊分に応ࡌて、その㓄ᙜ等の㢠の全㢠又は一定の算式により計算した㔠㢠を益㔠の㢠

に算ධしないこととしている（法法23）。 

 この節では、ཷ取㓄ᙜ等の益㔠୙算ධไ度について学習する。 

 

１ なཷࡐ取㓄ᙜ等を益㔠の㢠に算ධしないのか 

２ 益㔠୙算ධの対㇟となるཷ取㓄ᙜ等にはどのようなものがあるのか 

３ ཷ取㓄ᙜ等の益㔠୙算ධ㢠の計算はどのように行うのか 

４ ཷ取㓄ᙜ等の益㔠୙算ධไ度の適用をཷけるためにはどうしたらよいか 

㸯 ྲྀཷࡐ࡞㓄ᙜ➼ࢆ┈㔠の㢠࡟⟬ධ࠸࡞ࡋの࠿ 

օ ἲேのᛶ᱁࡟㛵ࡿࡍ考࠼᪉ 

 法人税法上、ཷ取㓄ᙜ等を益㔠の㢠に算ධするかしないかは、法人の所得に対して法人税を課税

するとྠ時に、法人から㓄ᙜをཷけたಶ人株୺に対して所得税を課税することとの関連をどのよう

に考࠼るかというⅬにある。 

 このⅬについて、法人のᛶ᱁に関する考࠼᪉として、ᚑ᮶から次の二つの考࠼᪉がある。 

イ 法人を⮬↛人であるಶ人と୪んで⊂❧した納税⪅であるとする考࠼᪉（法人ᐇ在ㄝ） 

 この考࠼᪉に❧つと、法人はಶ人株୺とは別ಶの課税༢఩であࡗて、ಶ人株୺とは↓関係に⊂

❧して法人税が課税されることとなるから、法人税が課税された所得からᨭᡶわれた㓄ᙜ㔠に対

して所得税を課税しても、法人・ಶ人㛫のㄪ整は必要としないこととなる。 

 

学習のポイント 
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ロ 法人は༢に株୺の㞟ྜ体であるとする考࠼᪉（法人ᨃไㄝ） 

この考࠼᪉に❧つと、法人に⊂❧した納税⩏務はなく、法人の所得に対する課税は、ಶ人の所

得税の๓ᡶとなる。法人株୺に対する㓄ᙜ等の㢠には、法人税が課税されるのであるから、ಶ人

の所得税の計算をする際に、課税済の法人税に┦ᙜする㔠㢠を᥍㝖することが必要になる。 

ֆ ⌧⾜の⛯ไの考࠼᪉ 

 現行の税ไでは、基本的には、法人税は所得税の๓ᡶとする法人ᨃไㄝの考࠼᪉が᥇られている。

したがࡗて、法人のẁ㝵で納௜した法人税に┦ᙜする㔠㢠を、その㓄ᙜ等をཷけたಶ人が納௜する

所得税㢠から᥍㝖するという仕組みとなࡗている（㓄ᙜ᥍㝖͐所法92)。 

このため、内国法人とその株୺であるಶ人との中㛫ẁ㝵に、௚の法人が株୺としてᏑ在するとき

は、その中㛫ẁ㝵にある法人がཷけ取る㓄ᙜ等の㢠にそのまま課税すると、᭱⤊的にಶ人ẁ㝵で納

௜する所得税㢠から法人税┦ᙜ㢠を᥍㝖する際に、中㛫ẁ㝵で法人税が課税されたᅇ数に応ࡌて、

その㒔度、㓄ᙜ᥍㝖㢠を定めなけれࡤならない。しかし、そのような計算はᢏ⾡的に୙ྍ⬟である

ことから、株୺である法人がཷけ取ࡗた㓄ᙜ等の㢠については、益㔠の㢠に算ධしないこととして

このၥ㢟を解Ỵしている。 

なお、法人企業のᢞ資┠的での株式ಖ᭷の㧗まり等のㅖ᝟ໃも考៖し、ᣢ株ẚ⋡がపい株式等に

係る㓄ᙜ等の㢠については、二重課税を᏶全にはㄪ整ࡏず、益㔠の㢠に算ධすることとしている。 

࠙二重課税᤼㝖の措置ࠚ 

 

  

   

 

法人税課税        益㔠୙算ධにより       㓄ᙜ᥍㝖により 

二重課税᤼㝖(法法23)      二重課税᤼㝖(所法92) 

 

㸰 ┈㔠୙⟬ධのᑐ㇟ྲྀཷࡿ࡞࡜㓄ᙜ➼࡝ࡣ࡟のࡶ࡞࠺ࡼのࡿ࠶ࡀの࠿ 

 ཷ取㓄ᙜ等の益㔠୙算ධの規定は、法人・ಶ人㛫の二重課税を㑊ける㊃᪨のものであり、その適用

をཷける๫వ㔠の㓄ᙜⱝしくは利益の㓄ᙜ又は๫వ㔠の分㓄は、株式等又はฟ資に係るものに㝈られ

る。したがࡗて、ྠࡌ㓄ᙜという用語が౑われていても、次のとおり益㔠୙算ධとなるものとならな

いものとがある。 

օ ┈㔠୙⟬ධࡶࡿ࡞࡜の 

① ๫వ㔠の㓄ᙜ（株式等に係るものに㝈るものとし、資本๫వ㔠の㢠の減ᑡにకうもの୪びに分

๭ᆺ分๭によるもの及び株式分㓄を㝖く。）ⱝしくは利益の㓄ᙜ(分๭ᆺ分㓄によるもの及び株式

分㓄を㝖く。）又は๫వ㔠の分㓄（ฟ資に係るものに㝈る。）の㢠（法法23①一） 

② ᢞ資ಙク及びᢞ資法人に関する法律第137条（㔠㖹の分㓄）の㔠㖹の分㓄（ฟ資⥲㢠等の減ᑡに

కう㔠㖹の分㓄を㝖く。）の㢠（法法23①二、会規㸶の４） 

ճ 資産のὶ動化に関する法律第115条第１項（中㛫㓄ᙜ）に規定する㔠㖹の分㓄の㢠（法法23①୕） 

 

法  人 
ಶ  人 

株  ୺ 
法  人 

株  ୺ 

㓄ᙜ 

㓄ᙜ 㓄ᙜ 
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մ 特定株式ᢞ資ಙク(እ国株価ᣦ数連動ᆺ特定株式ᢞ資ಙクを㝖く。)の཰益の分㓄㢠（措法67の

㸴） 

ֆ ┈㔠୙⟬ධࡶ࠸࡞ࡽ࡞࡜の 

① እ国法人、බ益法人等又は人᱁のない社ᅋ等からཷける㓄ᙜ等の㢠（法法23①） 

② ಖ㝤会社のዎ⣙⪅㓄ᙜの㢠（法法60①） 

ճ ༠ྠ組ྜ等の事業分㔞㓄ᙜ等の㢠（法法60の２） 

մ බ社മᢞ資ಙク以እのドๆᢞ資ಙクの཰益の分㓄の㢠（ᪧ法法23①୕、ᪧ法令19） 

յ 特定┠的会社及びᢞ資法人からཷける㓄ᙜ等の㢠（措法67の14ն、67の15ն） 

 

࠙参 考ࠚ 

 㸯 ▷ᮇಖ᭷ᰴᘧ➼の୙㐺⏝ 

㓄ᙜ等の㢠の元本である株式等をその㓄ᙜ等の㢠のᨭᡶに係る基‽日以๓１月以内に取得し、かつ、その株式等又は 

その株式等と㖭᯶をྠࡌくする株式等を基‽日ᚋ２月以内にㆡΏしたሙྜには、ㆡΏした株式等（▷ᮇ所᭷株式等）の 

㓄ᙜ等の㢠については、益㔠୙算ධไ度の適用がない（法法23②）。これは、ಶ人株୺が㓄ᙜのᨭᡶに係る基‽日の直 

๓に株式を㓄ᙜྵみ価㢠で法人にㆡΏし、㓄ᙜのᶒ利確定ᚋに㓄ᙜⴠ価㢠で㈙いᡠすことにより、法人がཷけるその株 

式等に係る㓄ᙜ等の㢠は益㔠୙算ධとなり、さらに法人における㈙ධ価㢠と኎却価㢠とのᕪ㢠はᦆ㔠の㢠に算ධされる 

結果となることから、㓄ᙜ等の㢠に対する課税をᅇ㑊する行Ⅽを㜵Ṇする᪉⟇として設けられた規定である。 

 

 㸰 እᅜᏊ఍♫ࡿࡅཷࡽ࠿㓄ᙜ➼の┈㔠୙⟬ධ 

   内国法人がእ国Ꮚ会社(その内国法人のᣢ株๭ྜが25㸣以上で、かつ、その㓄ᙜ等のᨭᡶ⩏務が確定する日以๓㸴月

以上引き⥆きಖ᭷しているもの)からཷける๫వ㔠の㓄ᙜ等の㢠については、一定の⏦࿌ᡭ⥆を条௳に、እ国Ꮚ会社か

らཷける㓄ᙜ等の㢠の95㸣┦ᙜ㢠を、その内国法人の各事業年度の所得の㔠㢠の計算上、益㔠の㢠に算ධしないことと

している（法法23の２、法令22の４）。これは、እ国Ꮚ会社利益の国内㑏ὶにྥけた⎔ቃ整備がồめられる中、税ไの

中❧ᛶのほⅬにຍ࠼、二重課税の᤼㝖及び税ไの⡆⣲化のほⅬからᑟධされたไ度である。 

   

㸱 ཷྲྀ㓄ᙜ➼の┈㔠୙⟬ධ㢠のィ⟬࡝ࡣの࠺⾜࡟࠺ࡼの࠿ 

 法人のಖ᭷する株式等を、①᏶全Ꮚ法人株式等（株式等ಖ᭷๭ྜが100㸣のもの）の 

グルーࣉ、②関連法人株式等（株式等ಖ᭷๭ྜが1�3を㉸࠼るのもの）のグルーࣉ、ճ 

その௚の株式等（株式等ಖ᭷๭ྜが５㸣㉸1�3以ୗのもの）のグルーࣉ及びմ㠀ᨭ㓄┠ 

的株式等（株式等ಖ᭷๭ྜが５㸣以ୗのもの）のグルーࣉのᅄつに分けて、それࡒれ次 

の①からմまでに掲ࡆる算式により計算した㢠のྜ計㢠がཷ取㓄ᙜ等の益㔠୙算ධ㢠 

となる(法法23①մյնշ)。 

 ࠙計算式ࠚ 

  ཷ取㓄ᙜ等の益㔠୙算ධ㢠は、①からմまでに掲ࡆる算式により計算した㢠のྜ計㢠となる。 

  ① ᏶全Ꮚ法人株式等に係る㓄ᙜ等の㢠 （全㢠） 

② 関連法人株式等に係る㓄ᙜ等の㢠 ؐ  関連法人株式等に係る㈇മ利Ꮚ㢠（注） 

ճ その௚の株式等に係る㓄ᙜ等の㢠 � 50㸣 

  մ 㠀ᨭ㓄┠的株式等に係る㓄ᙜ等の㢠 � 20㸣 

 （注）関連法人株式等に係る㈇മ利Ꮚ㢠の᥍㝖（法法23մ) 

㈇മ利Ꮚとは、その株式等の取得に要した೉ධ㔠等の利Ꮚのことをいう。㈇മ利Ꮚを᥍㝖することとしている㊃᪨ 

は、௬にཷ取㓄ᙜ等の全㢠を益㔠୙算ධとし、ᮇ中におけるᨭᡶ利Ꮚをᦆ㔠の㢠に算ධすることとすると、例ࡤ࠼、 
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೉ධ㔠により株式を取得したようなሙྜには、ཷ取㓄ᙜ等は益㔠୙算ධとなࡗた上、᭦にその೉ධ㔠の利Ꮚがᦆ㔠の 

㢠に算ධされることとなり、୙ྜ理な結果となることによるものである。 

࠙参 考ࠚ 

平成27年度税ไ改正において、ཷ取㓄ᙜ等の益㔠୙算ධไ度について、次のとおりぢ直しが行われた（平成27年４月 

１日以ᚋに㛤ጞする事業年度分の法人税法について適用される）。 

࠙改正๓ࠚ ࠙改正ᚋࠚ 

༊  分 ୙算ධ๭ྜ ༊  分 ୙算ධ๭ྜ 

᏶全Ꮚ法人株式等 

（株式等ಖ᭷๭ྜ100㸣） 
全 㢠 

᏶全Ꮚ法人株式等 

（株式等ಖ᭷๭ྜ100㸣） 
全 㢠 

関係法人株式等 

(株式等ಖ᭷๭ྜ25㸣以上) 

全 㢠 

（㈇മ利Ꮚの᥍㝖あ

り） 

関連法人株式等 

(株式等ಖ᭷๭ྜ３分の１㉸)

全 㢠 

（㈇മ利Ꮚの᥍㝖あり）

その௚の株式等 100分の50 

上記以እの株式等 

100分の50 

（㈇മ利Ꮚの᥍㝖あ

り） 

㠀ᨭ㓄┠的株式等 

（株式等ಖ᭷๭ྜ５㸣以ୗ）
100分の20 

 ドๆᢞ資ಙク (注) （全㢠益㔠算ධ） 

（注）益㔠୙算ධの対㇟となる㓄ᙜ等の㢠から「බ社മᢞ資ಙク以እのドๆᢞ資ಙクの཰益の分㓄の㢠」が㝖እされ、その 

全㢠を益㔠算ධすることとされた（ᪧ法法23①୕、ᪧ法令19）。ただし、特定株式ᢞ資ಙク（እ国株価ᣦ数連動ᆺ特定 

株式ᢞ資ಙクを㝖く。）の཰益の分㓄の㢠については、そのཷ益ᶒを株式等とྠᵝに扱い、㠀ᨭ㓄┠的株式等として、 

その཰益の分㓄の㢠の100分の20┦ᙜ㢠を益㔠୙算ධとすることとされた（措法67の㸴）。 

㸲 ཷྲྀ㓄ᙜ➼の┈㔠୙⟬ධไᗘの㐺⏝࠿࠸ࡼࡽࡓࡋ࠺࡝ࡣ࡟ࡵࡓࡿࡅཷࢆ 

 ཷ取㓄ᙜ等の益㔠୙算ධの規定は、確定⏦࿌᭩、ಟ正⏦࿌᭩又は᭦正ㄳồ᭩に益㔠の㢠に算ධされ

ない㓄ᙜ等の㢠及びその計算に関する明⣽を記載した᭩㢮のῧ௜があるሙྜに㝈り、その記載された

㔠㢠を㝈度として適用される（法法23ո)。 

 

࠙設 例ࠚ 

⏥株式会社（資本㔠1�000୓෇）の平31�4�1㹼令２�3�31事業年度の雑཰ධ຺定の中に次のもの

が計上されている。これによりཷ取㓄ᙜ等の益㔠୙算ධ㢠を計算しなさい。 

（᦬   要）      （税込཰ධ㔠㢠） 

① 㸿株式に係る๫వ㔠の㓄ᙜ     100�000 ෇͐㸿株式は᏶全Ꮚ法人株式等にヱᙜする。

② 㹀株式に係る๫వ㔠の㓄ᙜ      50�000 ෇͐㹀株式のಖ᭷๭ྜは３㸣である。 

ճ 㹁株式に係る๫వ㔠の㓄ᙜ      30�000 ෇͐㹁社はእ国法人である（እ国Ꮚ会社には

ヱᙜしない）。 

մ 㹂༠ྠ組ྜฟ資分㓄㔠        40�000 ෇͐ᮍ཰㔠に計上している。 

յ   ࠌ  事業分㔞㓄ᙜ㔠      20�000 ෇͐ᮍ཰㔠に計上している。 

ն 㹄ドๆᢞ資ಙクの཰益の分㓄㔠    40�000 ෇ 

շ 㹆බ社മᢞ資ಙクの཰益の分㓄㔠   50�000 ෇ 

上記の株式等は、いずれも๓ᮇ以๓から所᭷しており、計上㢠は全てᙜᮇにᨭᡶが確定してい

るものである。なお、㈇മ利Ꮚの㢠はない。 

 ࠚ⟆࠙

１ ཷ取㓄ᙜ等の益㔠୙算ධの対㇟とならないもの 

(1) 㹁株式に係る๫వ㔠の㓄ᙜはእ国法人（እ国Ꮚ会社にはヱᙜしない）からཷけたものであり、
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益㔠୙算ධの対㇟とならない。 

(2) 㹂༠ྠ組ྜ事業分㔞㓄ᙜ㔠は、ฟ資に対するものではなく、ᨭᡶ法人のᦆ㔠となるものであり、

益㔠୙算ධの対㇟とならない。 

(3) 㹄ドๆᢞ資ಙクの཰益の分㓄㔠は、平成27年度税ไ改正以降、益㔠୙算ධの対㇟とならない。 

(4) 㹆බ社മᢞ資ಙクの཰益の分㓄㔠は、බ社മのㆡΏ益、利Ꮚ等によࡗて構成されており、㓄ᙜ 

に┦ᙜするものがないため、益㔠୙算ධの対㇟とならない。 

 

２ 益㔠୙算ධ㢠の計算 

(1) ᏶全Ꮚ法人株式等 

    㸿株式に係る๫వ㔠の㓄ᙜ    100�000 ෇ 

(2) 㠀ᨭ㓄┠的株式等 

    㹀株式に係る๫వ㔠の㓄ᙜ    50�000 ෇ 

㹂༠ྠ組ྜฟ資分㓄㔠      40�000 ෇ 

                90�000 ෇ � 20�100 ＝ 18�000 ෇ 

(3) 益㔠୙算ධ㢠 

100�000 ෇ 㸩 18�000 ෇ ＝ 118�000 ෇ 

 

３ 法人税の⏦࿌᭩上では「別表ඵ(一)」と「別表ᅄ」に記ධする。 
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࠙別表ඵ(一)ࠚ 

・ࠉ・

・ ・

計

ە㸩(18)(17)－(16)ە

㉸ 㐣 利 Ꮚ 㢠 の ᦆ 㔠 算 ධ 㢠

(別 表 十 ୐ ( 二の ୕ ) 㺀 10 㺁 )��

国እᨭ㓄株୺等に係る㈇മの利Ꮚ等

のᦆ㔠୙算ධ㢠、関連⪅等に係るᨭ

ᡶ利Ꮚ等のᦆ㔠୙算ධ㢠又はᜏஂ的

施 設 に ᖐ ࡏ ら れ る べ き資 本に 対応

す る ㈇ മ の 利 Ꮚ の ᦆ 㔠 ୙ 算 ධ 㢠

ە ە ە ە ە ە ە ە ە ە ە

ཷ 取 㓄 ᙜ 等 の 㢠 の 明 ⣽

༊ 分

平成27年４月１日から平成29年３

月31日までの㛫に㛤ጞした各事業

年度の㈇ മ利Ꮚ等 の㢠のྜ計㢠

20

ྠ上の各事業年度の関連法人株式等

に係る㈇മ利Ꮚ等の㢠のྜ計㢠 ە
21

23
෇

㠀ᨭ㓄┠的株式等に係るཷ取㓄ᙜ等の㢠

ە ە ە ە (43 の 計 ) ەە   ەە
12 90�000

㠀ᨭ㓄┠的株式等に係るཷ取㓄ᙜ等の㢠

ە ە ە ە    (43 の 計 ) ەە ە ە
25

 

㈇

മ

利

Ꮚ

等

の

㢠

の

計

算

�

 

関

連

法

人

株

式

等

�

ู
⾲
ඵ
ं
ࠉ
平
୕
十
一
・
ᅄ
・
一
以
ᚋ
⤊
஢
事
業
年
度
分

4

5

9

国እᨭ㓄株୺等に係る㈇മの利Ꮚ等

の ᦆ 㔠 ୙ 算 ධ 㢠 、 関 連⪅ 等に 係る

ᨭᡶ利Ꮚ等のᦆ㔠୙算ධ㢠又はᜏஂ的

施 設 に ᖐ ࡏ ら れ る べ き資 本に 対応

す る ㈇ മ の 利 Ꮚ の ᦆ 㔠 ୙ 算 ධ 㢠

連結法人にᨭᡶう㈇മ利Ꮚ等の㢠

株式会社法人ྡࠉ⏥ࠉࠉ
31㺃 04㺃01

D

02㺃 03㺃31

事ࠉ業

年ࠉ度

ᙜ 年 度 ᐇ ⦼ に よ る ሙ ྜ の⥲ 資産 価㢠 等の 計算

ᙜ年度ᐇ⦼により㈇മ利Ꮚ等の㢠を計算するሙྜ 基‽年度ᐇ⦼により㈇മ利Ꮚ等の㢠を計算するሙྜ��

᏶全Ꮚ法人株式等に係るཷ取㓄ᙜ等の㢠

ە ە ە ە   (31 の 計 ) ە  ە ە ە
1

17

18

19

෇

100�000

᏶全Ꮚ法人株式等に係るཷ取㓄ᙜ等の㢠

ە ە ە ە (31 の 計 ) ە   ە ە ە
14

෇

関

連

法

人

株

式

等

ཷ 取 㓄 ᙜ 等 の 㢠

ە ە ە ە (34 の 計 ) ە ە ە ە
2

ཷ 取 㓄 ᙜ 等 の 㢠

ە ە ە ە (34 の 計 ) ە ە ە ە
15

㈇

മ

利

Ꮚ

等

の

㢠

の

計

算

ᙜ ᮇ に ᨭ ᡶ う ㈇ മ 利 Ꮚ 等 の 㢠 3 ᙜ ᮇ に ᨭ ᡶ う ㈇ മ 利 Ꮚ 等 の 㢠 16

6

計

(3)－(4)－(5)㸩(6)
7

㈇ മ 利 Ꮚ ᥍ 㝖 ๭ ྜ

ᑠ数Ⅼ以ୗ３)ە ఩ᮍ ‶ษ ᤞて ) ە

⥲ 資 産 価 㢠

ەDەەەە(29の計)ەەەەDە
8

ᮇ 末関連法 人株式等の ᖒ⡙価㢠

ەDەەەە(30の計)ەەەەDە
22

そ の ௚ 株 式等 に係 るཷ 取㓄 ᙜ等 の㢠

ە ە ە ە   (37 の 計 ) ەە ەە
11

そ の ௚株 式等 に係 るཷ 取㓄 ᙜ等 の 㢠

ە ە ە ە (37 の 計 ) ەە ە ە
24

ཷ 取 㓄 ᙜ 等 の 益 㔠 ୙ 算 ධ 㢠
(1) 㸩 ((2) － (10)) 㸩 (11) � 50 㸣 㸩 (12) � (20 㸣又 は 40 㸣 )

13 118�000
ཷ 取 㓄 ᙜ 等 の 益 㔠 ୙ 算 ධ 㢠
(14) 㸩 ((15) － (23)) 㸩 (24) � 50 㸣㸩 (25) � (20 㸣又は 40 㸣)

26

⥲ 資 産 の ᖒ ⡙ 価 㢠
連結法人にᨭᡶう㈇മ利

Ꮚ等の元本の㈇മの㢠等
⥲ 資 産 価 㢠

ەە (27) －(28) ەە

ᮇ末関連法人株式等の

ᖒ⡙価㢠ەەەەەە

๓ ᮇ 末 現 在 㢠 ෇ ෇ ෇ ෇

27 28 29 30

ᙜ ᮇ 末 現 在 㢠

計

33 34

法 人 ྡ 本ᗑの所在ᆅ

ཷ取㓄ᙜ

等の㢠の

計算ᮇ㛫

᏶

全

Ꮚ

法

人

株

式

等

法 人 ྡ 本 ᗑ の 所 在 ᆅ ཷ取 㓄ᙜ等の㢠 の計算ᮇ㛫
ཷ 取 㓄 ᙜ 等 の 㢠

ύ
・ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ・

・ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ・
100�000෇

・ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ・

・ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ・

計 100�000

ᕥ の う ࡕ 益 㔠 の 㢠 に

算 ධ さ れ る 㔠 㢠

益㔠୙算ධの対㇟となる㔠㢠

ەە (41)－(42) ەە 

㹀 ・ࠉ・

40�000

計

法 人 ྡ 本 ᗑ の 所 在 ᆅ
ཷ 取 㓄 ᙜ 等 の 㢠

ᕥ の う ࡕ 益 㔠 の 㢠 に

算 ධ さ れ る 㔠 㢠

益㔠୙算ධの対㇟となる㔠㢠

ەە (35)－(36) ەە

෇ ෇

・ࠉ・ 40�000

 

㠀

ᨭ

㓄

┠

的

株

式

等
�

法 人 ྡ

又 は 㖭 ᯶

本ᗑの所在ᆅ 基 ‽ 日 ಖ᭷๭ྜ ཷ 取 㓄 ᙜ 等 の 㢠

そ

の

௚

株

式

等

ཷྲྀ㓄ᙜ➼の┈㔠୙⟬ධ࡟㛵᫂ࡿࡍ⣽書①

ཷ 取 㓄 ᙜ 等 の 㢠 か ら ᥍ 㝖 す る

㈇ മ 利 Ꮚ 等 の 㢠
10

㉸ 㐣 利 Ꮚ 㢠 の ᦆ 㔠 算 ධ 㢠

ە (別表十୐ (二の୕ )㺀 10 㺁 ) ە

෇

関

連

法

人

株

式

等

ಖ᭷๭ྜ
ཷ 取 㓄 ᙜ 等 の 㢠

ᕥ の う ࡕ 益 㔠 の 㢠 に

算 ධ さ れ る 㔠 㢠

益㔠୙算ධの対㇟となる㔠㢠

ەەە (32)－(33) ەەە

・ࠉ・

・ ・
෇ ෇ ෇

32

31

35 36 37

38 39 40 41 42 43

計 90�000 90�000

50�000෇ ෇ 50�000෇

㹂

計

(別表十୐(一)㺀35㺁と別表十୐(二の二)㺀24㺁
のうࡕ多い㔠㢠)又は(別表十୐(二の二)㺀29㺁
と別表十୐の୕(二)㺀17㺁のうࡕ多い㔠㢠)

(別表十୐(一)㺀35㺁と別表十୐(二の二)㺀24㺁
のうࡕ多い㔠㢠)又は(別表十୐(二の二)㺀29㺁
と別表十୐の୕(二)㺀17㺁のうࡕ多い㔠㢠)

(21)
(20)

(9)
(8)

(7)�
ཷ取㓄ᙜ等の㢠から᥍㝖する㈇മ利Ꮚ等の㢠

(19)�(22)

ᚚ注ព 

１ 

䣓
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38
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䣔
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載
し
䣍䣓
39

䣔
及
び
䣓
40
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必
要
は
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࠙別表ᅄࠚ 

 

ᣢฟྍ



第４章 益㔠の㢠の計算（その２） 

－43－ 

第２節 資産のホ価益 

 法人の᭷する資産の時価がᖒ⡙価㢠を上ᅇࡗたሙྜに、ホ価᥮࠼をしてそのᖒ⡙価㢠をቑ㢠したとき

には、ホ価益がⓎ⏕する。 

 この節では、資産のホ価益の取扱いについて学習する。 

 

１ 資産のホ価益は益㔠の㢠に算ධされるのか 

２ 資産のホ価益は益㔠の㢠に算ධされるሙྜがあるのか 

 

㸯 ㈨⏘のホ౯┈ࡣ┈㔠の㢠࡟⟬ධࡿࢀࡉの࠿ 

 会社法や企業会計では資産のᖒ⡙価㢠は、原則としてこれを取得するために要した㔠㢠を基♏とす

る、いわࡺる「取得原価୺⩏」が᥇られている（会社法431、会規5①)。法人税法上もホ価᥮࠼に基づ

く課税所得の᜛意的ㄪ整等が行われるⅬを考࠼、法人が資産のホ価᥮࠼を行いホ価益を計上しても、

法人税法上は原則としてホ価᥮࠼がなかࡗたものとし、そのホ価益は益㔠୙算ධとしている（法法25)。 

࠙参考法令・通達␒号ࠚ 

 法基通4�1�1 

 

㸰 ㈨⏘のホ౯┈ࡣ┈㔠の㢠࡟⟬ධࡿࢀࡉሙྜࡿ࠶ࡀの࠿ 

 資産のホ価᥮࠼は原則的にはㄆめられないのであるが、次のようなሙྜのホ価益については、その

資産の時価を㝈度として益㔠の㢠に算ධすることとしている。 

① 内国法人が会社᭦⏕法又は㔠⼥ᶵ関等の᭦⏕ᡭ⥆の特例等に関する法律の規定にᚑࡗてホ価᥮࠼

をするሙྜ（法法25②） 

② 内国法人について෌⏕計⏬ㄆྍのỴ定があࡗたこと等によりホ価᥮࠼をするሙྜ（法法25ճ） 

ճ ಖ㝤会社がಖ㝤業法第112条（株式のホ価の特例）に規定に基づいてಖ᭷株式のホ価᥮࠼をするሙ

ྜ（法法25②、法令24） 

࠙参考法令・通達␒号ࠚ 

 法基通4�1�2 

 

第３節 ཷ ㉗ 益 

 法人が、௚の⪅から資産を↓償又はప㢠で取得したሙྜ及び௚の⪅からമ務のච㝖をཷけたሙྜには、

原則として、その資産のㆡཷ価㢠と時価とのᕪ㢠及びമ務ච㝖された㢠が、そのᨭฟ（മᶒᨺᲠ）ഃの

ᦆ㔠算ධの᭷↓にかかわらず、཰益として益㔠の㢠に算ධされる（法法22②）。 

 この節では、᏶全ᨭ㓄関係にある法人㛫においてᐤ附をཷけたഃのཷ㉗益の取扱いについて学習する。 

 

学習のポイント 
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᏶全ᨭ㓄関係がある法人㛫のཷ㉗益は、益㔠の㢠に算ධされるのか 

 

 ࠿のࡿࢀࡉධ⟭࡟㔠の㢠┈ࠊࡣ┈㉗ἲே㛫のཷࡿ࠶ࡀ᏶඲ᨭ㓄㛵ಀ ۑ

 内国法人が各事業年度においてその内国法人との㛫に᏶全ᨭ㓄関係（法人による᏶全ᨭ㓄関係に㝈

る。）がある௚の内国法人からཷけたཷ㉗益の㢠は、そのཷ㉗益の㢠をཷけた内国法人の各事業年度

の所得の㔠㢠の計算上、益㔠の㢠に算ධされない（法法25の２）。このሙྜのཷ㉗益の㢠については、

法人税法上のᐤ附㔠の㢠の定⩏と᏶全に⿬表の関係になࡗている（法法25の２②、ճ、法法37շ、ո）。 

 なお、᏶全ᨭ㓄関係については、第１章第㸶節（２(３)Ḟᦆ㔠の⧞ᡠしによる㑏௜（注２））参↷

のこと。 

࠙参考法令・通達␒号ࠚ 

 法法37②、81の㸴② 

 

第４節 㑏 ௜ 㔠 等 

 法人税やఫ民税等の納め㐣ࡂた税㔠は、㑏௜される。 

 この節では、㑏௜㔠の取扱いについて学習する。 

 

法人税等の㑏௜㔠は、益㔠の㢠に算ධされるのか 

 

 ࠿のࡿࢀࡉධ⟭࡟㔠の㢠┈ࠊࡣἲே⛯➼の㑏௜㔠 ۑ

法人税やᆅ᪉税であるఫ民税（㒔㐨ᗓ┴民税、ᕷ⏫ᮧ民税）等は、法人の所得等を課税ᶆ‽として

課税され、その所得の中からᨭᡶわれるべきものであり、課税所得㔠㢠の計算上ᦆ㔠の㢠に算ධされ

ない（法法38）。このように、納௜してもᦆ㔠の㢠に算ධされない法人税等が㐣ㄗ納等により㑏௜さ

れたሙྜには、その㑏௜㔠のཷධれによる཰益は益㔠の㢠に算ධされない。また、㑏௜をཷける㔠㢠

が௚のᮍ納の税㢠に඘ᙜされるሙྜもྠᵝである（法法26)。つまり、納௜したときᦆ㔠とならなかࡗ

た法人税等の㑏௜㔠を益㔠として所得の計算を行ࡤ࠼、二重課税となるからである。 

 

学習のポイント 

学習のポイント 
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第５章 ᦆ㔠の㢠の計算（その１） 

 法人税法第22条第３項は、その事業年度のᦆ㔠の㢠に算ධすべき㔠㢠について、別ẁの定めがあるも

のを㝖き、その事業年度の኎上原価（ྠ項第一号）、㈍኎㈝、一⯡⟶理㈝その௚の㈝用（ྠ項第二号）

及びᦆኻ（ྠ項第୕号）の㢠とすると規定している。このうࡕ、その事業年度の኎上原価については、

その事業年度の཰益に対応する原価であることを明らかにしている。 

 しかし、この཰益に対応する原価を算ฟするためのᲴ༺資産のホ価や減価償却資産等の償却㈝の計算

は、企業会計におけるᦆ益計算の重要な要⣲であり、それࡒれの法人のᐇែに即したいくつかのホ価᪉

法や償却᪉法が考࠼られており、いずれの᪉法を㑅ᢥするかによࡗて原価の㢠は␗なࡗてくる。 

 このような重要な意࿡をᣢつホ価᪉法や償却᪉法について、法人が課税所得の計算上᜛意的に㑅ᢥで

きることとすると、課税のබ平をḞくおそれがある。このため法人税法は、別ẁの定めとして第29条、

第31条、第32条の規定をおき、法人が᥇用できるホ価᪉法や償却᪉法等について定めている。 

 この章では、኎上原価の計算とᲴ༺資産のホ価や減価償却資産等の償却㈝の計算について学習する。 

 

第１節 Ჴ༺資産の኎上原価の計算 

 この節では、各事業年度の㈍኎཰益に対応する኎上原価をỴ定するために必要なᲴ༺資産の

範ᅖ、ホ価᪉法等について学習する。 

 

１ ኎上原価はどのようにồめるのか 

２ Ჴ༺資産とはどのようなものか 

３ Ჴ༺資産の取得価㢠にはどのようなものがྵまれるのか 

４ Ჴ༺資産の価㢠の計算はどのように行うのか 

５ Ჴ༺資産のホ価᪉法にはどのような᪉法があるのか 

㸴 ホ価᪉法の㑅定やᒆฟはどうするのか 

 

㸯 ኎ୖཎ౯࡝ࡣの࡟࠺ࡼồࡿࡵの࠿ 

 企業会計上、ၟရや〇ရの㈍኎利益は、኎上㧗から኎上原価をᕪし引いて計算する。

኎ୖཎ౯とは、ၟရ等の仕ධ㧗のうࡕᙜᮇの኎上㧗に対応するもので、次の算式により

計算する。 

学習のポイント 
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＋

期 末 商 品

棚 卸 高

(400)

〈売上〉

売上高

6,000

〈売上原価〉

売上原価

(4,800) ＝

期 首 商 品

棚 卸 高

(200)

期

末

棚

卸

高

前

事

業

年

度

の

期首商品棚卸高

(200）

当期商品仕入高

(5,000)

期末商品棚卸高

(実地棚卸)

(400)

当期売上原価

(4,800)

販売利益

(1,200)

売上原価

(4,800)

当 期 商 品

仕 入 高

(5,000)
－

 （期首商品棚卸高＋当期商品仕入高）－期末商品棚卸高＝売上原価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上記の売上原価を求める算式において、期首商品棚卸高は既に前期末に確定しており、当期商品の

仕入高についても取引高は確定していることから、当期の売上原価の金額は、期末の商品棚卸高がい

くらであるか明らかになれば確定する。この場合、期末の商品棚卸高の算出（評価）が過少に行われ

れば、売上原価の額は過大に計算されて結果的に利益の額が過少に計上される。逆に、期末の商品棚

卸高の算出（評価）が過大に行われれば、売上原価の額が過少に計算されて結果的に利益の額は過大

に計上されることとなる。 

 このように、商品棚卸高の期末評価は、企業会計における損益計算の重要な要素であり、法人税法

における所得金額の計算上も極めて重要な意味を持つものである。 

２ 棚卸資産とはどのようなものか 

 法人税法において棚卸資産とは、商品、製品その他の資産で棚卸しをすべきもの（有

価証券及び短期売買商品を除く｡）をいう（法法２二十)。この棚卸しをすべきものとは、

販売のために保有される物品や販売を目的とする製品の製造のために使用される物品

をいう。 

 例えば、同じ種類の自動車であっても、一般に事業で使用している自動車は固定資産となるが、自

動車販売業の販売用の自動車は棚卸資産となる。 

 棚卸資産とすべき具体的なものとしては、次のものがある（法令10）。 

棚 
 

 

卸 
 

 

資 
 

 

産 

 商品又は製品（副産物及び作業くずを含む。） 

 半 製 品 

 仕 掛 品（半成工事を含む。） 

主要原材料 

 補助原材料 

 消耗品で貯蔵中のもの 

 その他上記に準ずるもの 
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（注） ᭷価ドๆについては、そのᛶ㉁の㐪いからᲴ༺資産にはྵまれず、別にㆡΏᦆ益及びホ価᪉法が定められている

（法法61の２①、61の３①)。また、平成19年度税ไ改正によࡗて、▷ᮇ኎㈙ၟရ(▷ᮇ的な価᱁の変動を利用して

利益を得る┠的で取得した資産として政令で定めるもの(᭷価ドๆを㝖く。)をいう。法法61①)のㆡΏᦆ益及び時

価ホ価ᦆ益の益㔠又はᦆ㔠算ධไ度（法法61、法令118の４）が๰設されたため、▷ᮇ኎㈙┠的の㔠、㖟、ⓑ㔠等

は、Ჴ༺資産から㝖かれた。 

 

㸱 Ჴ༺㈨⏘のྲྀᚓ౯㢠࡝ࡣ࡟のࡶ࡞࠺ࡼのࡿࢀࡲྵࡀの࠿ 

 Ჴ༺資産の取得価㢠は、Ჴ༺資産のホ価㢠を計算するための基♏となる㔠㢠である。 

 例ࡤ࠼、㉎ධ又は⮬ᕫが〇㐀等をしたᲴ༺資産の取得価㢠は、次のようなものから構成される（法

令32)。 

(1) ㉎ධしたᲴ༺資産 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) ⮬ᕫが〇㐀等をしたᲴ༺資産 

 

  

 

 

 

 

 

 

㸲 Ჴ༺㈨⏘の౯㢠のィ⟬࡝ࡣの࠺⾜࡟࠺ࡼの࠿ 

 ᮇ末ၟရᲴ༺㧗とは、ၟရ等の仕ධ㧗のうࡕᙜᮇの኎上に対応しないものであり、いわࡺる኎れ

ṧࡗたၟရ分の仕ධ㧗である。このᮇ末ၟရᲴ༺㧗は、法人がその事業年度⤊஢の時に᭷するಶࠎの

Ჴ༺資産のホ価㢠をྜ算した㞟ྜ体のᴫᛕであり、次の算式でồめることができる。 

               �         ＝  

法人税法は、各事業年度の所得の㔠㢠の計算上、その事業年度のᦆ㔠の㢠に算ධする

１༢఩ᙜたりのホ価㢠 ᮇ末在ᗜ数㔞 ᮇ末ၟရᲴ༺㧗

㉎ࠉࠉධࠉࠉのࠉࠉ௦ࠉࠉ価

㉎ධඛにᨭᡶࡗた

௦㔠

引取㐠㈤ۑ

㈝Ⲵᙺۑ

㐠㏦ಖ㝤ᩱۑ

㉎ධᡭ数ᩱۑ

関税ۑ

その௚㉎ධのたۑ

めに要した㈝用ࠉ

㈍኎の用に౪するために

直᥋要した㈝用

ࡤ࠼例ࠉ

、㈝཰㈝、㑅別᳨ࠉࠉ

㈙ධ事務㈝等ࠉࠉ

取ࠉࠉࠉࠉࠉ得ࠉࠉࠉࠉࠉ価ࠉࠉࠉࠉࠉ㢠

ᘓ設・〇作・〇㐀の原価

㈍኎の用に౪するために

直᥋要した㈝用

原ᮦᩱ㈝ ປ務㈝ 経ࠉࠉ㈝

取ࠉࠉࠉࠉࠉ得ࠉࠉࠉࠉࠉ価ࠉࠉࠉࠉࠉ㢠
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኎上原価等を算定するሙྜにおけるその算定の基♏となるᲴ༺資産の価㢠は、法人の㑅

定したホ価᪉法によりホ価した㔠㢠とすることとしている（法法29)。 

 上記の１༢఩ᙜたりのホ価㢠は、その✀㢮、ရ㉁及びᆺの␗なるごとに༊分して、Ỵ

定される（法令28①一ロのᣓᘼ᭩ほか)。 

 また、上記のᮇ末の在ᗜ数㔞は、Ჴ༺資産について事業年度⤊஢の時に、ᐇ際にᲴ༺しを行ࡗて数

㔞を確ㄆする᪉法（ᐇᆅᲴ༺法）があるが、この᪉式では┐難等による減ᦆ等が確ㄆできないḞⅬが

ある。このためཷᡶᖒ等によりᢕᥱする᪉法（ᖒ⡙Ჴ༺法）をే用することによりᮇ末在ᗜ数㔞を確

定することとなる。 

࠙参考法令・通達␒号ࠚ 

 法基通5�4�1 

 

༊ 分 ༢価 数㔞(ᐇᆅᲴ༺) Ჴ༺㔠㢠 

㸿ၟရ 30 100 3�000 

㹀ၟရ 50 50 2�500 

㹁ၟရ 100 80 8�000 

㹂ၟရ 20 120 2�400 

ྜ 計   15�900 

 

 

㸳 Ჴ༺㈨⏘のホ౯᪉ἲ࡝ࡣ࡟の࡞࠺ࡼ᪉ἲࡿ࠶ࡀの࠿ 

 ᮇ末Ჴ༺㧗のホ価いかんによࡗて利益の㢠の᧯作がྍ⬟であることから、法人税法は、法人の᜛意

的な利益᧯作を㜵ࡂ、適正な所得㔠㢠を計算するために、Ჴ༺資産のᮇ末ホ価の᪉法を規定し、法人

がその中から㑅定した᪉法により、⥅⥆的にホ価するよう定めている。 

 Ჴ༺資産のᮇ末ホ価の᪉法として㑅定することができる原則的なホ価᪉法は、次のとおり原価法と

ప価法とに分けられ、原価法は᭦に㸴つに༊分される(法令28)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ప 価 法 （ 令 28 ① 二 ）

⛣ 動 平 ᆒ 法 （ 令 28 ① 一 ࢽ ）

᭱⤊仕ධ原価法（令28①一࣍）

⥲ 平 ᆒ 法 （ 令 28 ① 一 ࣁ ）

኎ 価 㑏 元 法 （ 令 28 ① 一 ࣊ ）

ホ

ࠉ

価

ࠉ

᪉

ࠉ

法

原 価 法 （ 令 28 ① 一 ）

ಶ 別 法 （ 令 28 ① 一 イ ）

ඛ ධ ඛ ฟ 法 （ 令 28 ① 一 ロ ）

࠙例示ࠚ 

ᮇ末ၟရᲴ༺㧗 

✀㢮、ရ㉁、ᆺの

␗なるごとに༊

分して計算する 
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օ ཎ౯ἲ 

 原価法は、Ჴ༺資産のᮇ末ホ価㢠を、ಶ別法以ୗ㸴✀㢮の᪉法のうࡕいずれかの᪉

法により算ฟしたその資産の取得価㢠をもࡗてホ価㢠とする᪉法である（法令28①

一)。 

 ここでは原価法のうࡕ、ඛධඛฟ法、᭱⤊仕ධ原価法についてㄝ明する。 

 

イ ඛධඛฟ法 ͐͐  ᮇ末Ჴ༺資産が、ᚋに取得したものから㡰次構成されているものとみなし、

そのみなされたᲴ༺資産の取得価㢠をᮇ末のホ価㢠とする᪉法である（法令

28①一ロ）。 

 したがࡗて、≀価が上᪼ഴྥにある時には、๓にపい価㢠で仕ධれたもの

からまず㈍኎されたものとして計算されるため、ᮇ末Ჴ༺資産が㧗くホ価さ

れ、㈍኎利益が多く計算されることとなる。 

࠙例 示ࠚ 

㸿ၟရの取引が、次のとおりであࡗたとすれࡤ、 

᦬  要 
 ཷ ධ  ᡶ ฟ  

数 㔞 ༢ 価 㔠 㢠 数 㔞  

 ಶ ෇ ෇     ಶ  

⧞ ㉺ 100 100 10�000   

第 １ ᅇ 仕 ධ 200 120 24�000   

኎ 上    150  

第 ２ ᅇ 仕 ධ 100 140 14�000   

኎ 上    100  

 400  48�000 250 ᮇ末ṧ150ಶ 

 ඛධඛฟ法では、ᮇ末ṧ150ಶは第２ᅇ┠の仕ධの100ಶと第１ᅇ┠の仕ධのう50ࡕಶが

ṧࡗているものとしてホ価するので、次のように計算される。 

ᮇ末ホ価㢠（140෇�100ಶ）㸩（120෇�50ಶ）＝ 20�000෇ 

（⧞㉺㧗） （仕ධ㧗） （ᮇ末ṧ㧗） 
኎上原価  10�000෇ 㸩 38�000෇ － 20�000෇ ＝ 28�000෇ 

 

 

ロ ᭱⤊仕ධ原価法 ͐͐ 事業年度の᭱ᚋに取得したものの༢価を用いてᮇ末Ჴ༺資産をホ価する

᪉法である(法令28①一࣍)㹿 

 この᪉法は、時価に㏆いホ価となり、Ჴ༺資産の数㔞が確ㄆできれࡤホ

価がᐜ᫆である。したがࡗて、ᮇ末㏆くに時価のୗⴠがある時には、ᮇ末

Ჴ༺資産がపくホ価されるため、㈍኎利益がᑡなく計算されるという特ᚩ

がある。 
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࠙例 示ࠚ 

 ๓記例示の㸿ၟရを᭱⤊仕ධ原価法でホ価すると、᭱ ᚋの仕ධの１༢఩ᙜたりの取得価㢠が

基♏となるので、次のように計算される。 

ᮇ末ホ価㢠  140෇ � 150ಶ ＝ 21�000෇ 

（⧞㉺㧗） （仕ධ㧗） （ᮇ末ṧ㧗） 

኎上原価   10�000෇ 㸩 38�000෇ － 21�000෇ ＝ 27�000෇ 

ֆ ప౯ἲ 

 ప価法は、Ჴ༺資産のᮇ末ホ価㢠を、次のうࡕいずれかపい᪉の価㢠とする᪉法で

ある（法令28①二)。 

① 原価法のうࡕ法人が㑅定した᪉法によりホ価した価㢠（原価） 

② ᮇ末におけるそのᲴ༺資産の価㢠（税法上の時価） 

࠙参考法令・通達␒号ࠚ 

 法基通5�2�9㹼5�2�11 

և ≉ู࡞ホ౯᪉ἲ 

 法人は、(1)の原価法又は(2)のప価法によるホ価の᪉法に௦࠼てこれらのホ価の᪉法以እのホ価

の᪉法を᥇ることができる。 

 この特別なホ価の᪉法によるሙྜには、所定の事項を記載した⏦ㄳ᭩を納税ᆅの所㎄税務⨫㛗に

ᥦฟし、そのᢎㄆをཷけなけれࡤならない（法令28の２①②)。 

 すなわࡕ、ᢎㄆをཷけようとするホ価の᪉法が企業のᐇែに即し、かつ、ྜ理ᛶがなけれࡤなら

ず、そのホ価の᪉法を᥇用することによࡗてその事業年度の所得の㔠㢠の計算が適正に行われ難い

とㄆめられるものについては税務⨫㛗はその⏦ㄳを却ୗすることとなる（法令28の２ճ)。 

㸴 ホ౯᪉ἲの㑅ᐃࡸᒆฟࡿࡍ࠺࡝ࡣの࠿ 

օ ホ౯᪉ἲの㑅ᐃ 

 法人は、そのႠんでいる事業の✀㢮ごと、かつ、ၟရ又は〇ရ、༙〇ရ、仕᥃ရな

どのᲴ༺資産の༊分ごとに、それࡒれホ価᪉法を㑅定しなけれࡤならない（法令29①)。 

 すなわࡕ、法人がどのホ価᪉法を㑅定するかは法人のྜ理的㑅ᢥに௵されており、法人のᐇែに

᭱も適した᪉法で኎上原価の計算が行われることをண定している。 
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ֆ ホ౯᪉ἲのᒆฟ 

 法人が㑅定したホ価᪉法は、次の༊分に応ࡌて、そのヱᙜする日のᒓする事業年度の確定⏦࿌᭩

のᥦฟᮇ㝈までに所㎄税務⨫㛗にᒆฟする必要がある（法令29②)。 

① ᪂たに設❧した法人͐͐͐͐͐͐Ѝ設❧の日 

② ᪂たに཰益事業を㛤ጞした法人͐Ѝ㛤ጞした日 

ճ ௚の✀㢮の事業を㛤ጞした法人͐Ѝ㛤ጞした日 

մ 事業の✀㢮を変᭦した法人͐͐͐Ѝ変᭦した日 

࠙参考法令・通達␒号ࠚ 

 法基通5�2�12 

և ホ౯᪉ἲのኚ᭦ 

 法人が㑅定したホ価᪉法は、⥅⥆して適用しなけれࡤならないが、これを変᭦するሙྜには、変

᭦しようとする事業年度㛤ጞの日の๓日までに変᭦ᢎㄆ⏦ㄳ᭩をᥦฟして所㎄税務⨫㛗のᢎㄆをཷ

ける必要がある（法令30②)。 

࠙参考法令・通達␒号ࠚ 

 法規㸷の２、法基通5�2�13 

ֈ ἲᐃホ౯᪉ἲ 

 法人がホ価᪉法のᒆฟをしなかࡗたሙྜやᒆけฟた᪉法によりホ価しなかࡗたሙ

ྜには、᭱⤊௙ධཎ౯ἲによる原価法によࡗてホ価したものとされる（法令31①)。 
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第２節 減価償却資産の償却㈝の計算 

 法人が事業のために౑用するᘓ≀、ᶵᲔ等のᅛ定資産の取得のために要した㈝用は、減価償却という

ᡭ⥆によࡗて各事業年度に㓄分（㈝用㓄分）される。 

 この節では、法人税法に定める減価償却資産の範ᅖ、取得価㢠、減価償却等について学習する。 

 

１ 減価償却とはఱか 

２ 減価償却の対㇟となる資産にはどのようなものがあるのか 

３ 取得価㢠には㉎ධ௦㔠の௚にどのような㈝用がྵまれるのか 

４ ᅛ定資産をಟ理、改Ⰻ等するためにᨭฟした㈝用はᦆ㔠となるのか 

５ 取得価㢠の全㢠を償却できるのか 

㸴 ౑用ྍ⬟ᮇ㛫（耐用年数）は௵意に定めてよいのか 

７ 減価償却の᪉法にはどのようなものがあるのか 

㸶 償却㈝としてᦆ㔠の㢠に算ධする㔠㢠は௵意でよいのか 

㸷 償却᪉法の㑅定とᒆฟはどうするのか 

 

㸯 ῶ౯ൾ༷ࡣ࡜ఱ࠿ 

 法人が事業に౑用するᘓ≀、ᶵᲔ等のᅛ定資産（ῶ౯ൾ༷㈨⏘）を取得するためにᨭ

ฟした㈝用の㢠（取得㈝）は、その全㢠を取得した事業年度の㈝用とするのではなく、

そのᅛ定資産が事業のために౑用されることによࡗて年ࠎ減価する部分に┦ᙜする㔠

㢠を㈝用として計上するのがྜ理的である。 

 つまり、ᅛ定資産が時の経㐣及び౑用によࡗて≀理的にຎ化し又は経済的に減ᑡする

というⅬに╔┠して、減価償却資産の取得価㢠を一定の᪉法により౑用ྍ⬟ᮇ㛫の各事

業年度ごとに、かつ、⥅⥆的に㈝用化するᡭ⥆を「ῶ౯ൾ༷」といい、そのᡭ⥆により

各事業年度に㓄分され㈝用化される㔠㢠を「ῶ౯ൾ༷㈝」という。 

౑⏝ྍ⬟ᮇ㛫㸲ᖺの㈨⏘のῶ౯ൾ༷のイ࣓࣮ࢪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）᭷ᙧ減価償却資産及び⏕≀の備ᛀ価㢠１෇を㝖いて、その取得価㢠の全㢠を償却㈝として計上することができる。 

 

学習のポイント 

減価償却㈝ 

ᮍ 償 却 

ṧ 㧗 

取

得

価

㢠 

౑用㛤ጞ １年┠ ２年┠ ３年┠ ４年┠ 

 ౑用ྍ⬟ᮇ㛫（耐用年数） 
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 法人税法では、企業会計で一⯡的にㄆめられている減価償却㈝をᦆ㔠の㢠に算ධすることをㄆめて

いる（法法22ճ)。 

 しかし、減価償却㈝は௚の㈝用と␗なり、ᐇ際の㔠㖹のᨭฟをకわずにᅛ定資産の価್減ᑡ分を法

人内部の意ᛮỴ定によࡗて㈝用化するものであるので、減価償却㈝の計算の全てを法人の⮬୺的なุ

᩿に௵ࡏたሙྜには、法人㛫の税㈇ᢸのබ平が確ಖできないこととなる。 

 そこで、法人税法では、その取得をした日及び法人が㑅ᢥした償却の᪉法を基♏として、減価償却

㈝の計算要⣲である①減価償却の基♏となる取得価㢠、②౑用ྍ⬟ᮇ㛫である耐用年数（耐令別表第

一から第භ）、ճ償却᪉法等の基本的事項の全てを規定し、法定の範ᅖ内で減価償却㈝のᦆ㔠算ධを

行うべきものであるとしている（法法31)。 

 

㸰 ῶ౯ൾ༷のᑐ㇟ࡿ࡞࡜㈨⏘࡝ࡣ࡟のࡶ࡞࠺ࡼのࡿ࠶ࡀの࠿ 

ᅛ定資産とは、Ჴ༺資産、᭷価ドๆ及び⧞ᘏ資産以እの資産をいうが、そのᅛ定資産

の全てが減価償却の対㇟となるものではない。 

 法人税法では、ᅛ定資産のうࡕ減価償却をすべき資産を「減価償却資産」とし、㝈定

ิᣲして定めている（法法２二十୕、法令13)。 

 減価償却資産を取得したሙྜには、これを資産に計上して事業の用に౪したᚋに一定

の᪉法により減価償却を行う。 

 なお、減価償却すべきものとして定められた資産であࡗても、事業の用に౪していな

い資産や、時の経㐣によりその価್が減ᑡしない資産は、減価償却の㊃᪨から減価償却

の対㇟とされず、㠀減価償却資産としている(法令13ᣓᘼ᭩)。 

 

資 
 

 
 

 
 

 
 

産 
ὶ
動
資
産

・㡸㈓㔠 

・᭷価ドๆ 

・Ჴ༺資産 

・㈚௜㔠   など 

 減 価 償 却 資 産 㠀 減 価 償 却 資 産 

（減価償却できないもの） 
 

᭷償 

ᙧ却 

減資 

価産 

ᘓ≀、ᘓ≀附ᒓ設備 

構⠏≀、㌴୧㐠ᦙ具 

ᕤ具、ჾ具備ရ 

ᶵᲔ⿦置  など 

 
時の経㐣や౑
用によࡗて価
್が減ᑡしな
いもの 

・ᅵᆅ 
・೉ᆅᶒ 
・㟁ヰຍධᶒ 
・ⓑ㔠〇ရ 

など 

 

ᅛ
定
資
産 

・ᅵᆅ・೉ᆅᶒ 

・ῶ౯ൾ༷㈨⏘ 
・㟁ヰຍධᶒ 

など 

 

 
↓償 

ᙧ却 

減資 

価産 

特チᶒ、ᐇ用᪂᱌ᶒ 

ၟᶆᶒ、Ⴀ業ᶒ 

 ࢔ト࢘ェࣇࢯ

㖔業ᶒ   など 

 

 
事業の用に౪
していないも
の 

・✌ാఇṆ中の
もの 

・ᘓ設中のもの 
⧞
ᘏ
資
産 

・㛤業㈝ 

・㛤Ⓨ㈝ 

・社മ等Ⓨ行㈝ 

など 

 

 

⏕ 

≀

∵、㤿 

果ᶞ    など 

 

 

࠙参考法令・通達␒号ࠚ 

 法基通7�1�1㹼7�1�10 

 

㸱 ྲྀᚓ౯㢠ࡣ࡟㉎ධ௦㔠の௚࡝࡟のࡿࢀࡲྵࡀ⏝㈝࡞࠺ࡼの࠿ 

 減価償却資産の取得価㢠は、その౑用ྍ⬟ᮇ㛫にわたࡗて償却㈝として㓄分される㈝

用の㢠の計算を行うሙྜの基♏となる㔠㢠である。 

 また、ᑗ᮶これをㆡΏしたときのㆡΏᦆ益や減価償却資産から㝖却するときの㝖却ᦆኻの計算にも
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関連する。 

 ㉎ධした減価償却資産の取得価㢠は、次のようなものから構成される（法令54）。 

 

࠙参考法令・通達␒号ࠚ 

   法基通7�3�1の2、7�3�3の2、7�3�5㹼7�3�7 

 

 

㸲 ᅛᐃ㈨⏘ࢆಟ⌮ࠊᨵⰋ➼࡟ࡵࡓࡿࡍᨭฟࡣ⏝㈝ࡓࡋᦆ㔠ࡿ࡞࡜の࠿ 

 ᅛ定資産を౑用している㏵中で、そのᅛ定資産の◚ᦆや⭉⼃に対してಟ理をຍ࠼たり、

又は改Ⰻ等を行うሙྜがある。これが༢なるಟ⧋であれࡤ、その㈝用は全㢠が「ಟ⧋㈝」

としてᦆ㔠となるが、౑用ྍ⬟ᮇ㛫がᘏびるような改Ⰻ等に要した㈝用は㺂「資本的ᨭ

ฟ」として一時のᦆ㔠にはㄆめられず、᪂たなᅛ定資産の取得価㢠として又は᪤Ꮡのᅛ

定資産の取得価㢠にຍ算しなけれࡤならない（法令55）。 

 法人がಟ理、改Ⰻ等のためにᨭฟした㈝用が、ಟ⧋㈝であるか資本的ᨭฟであるかを

ุ定するのは、ᐇ務上かなり困難なၥ㢟であるので、法人税法では、次の部分に対応す

る㔠㢠が資本的ᨭฟであると定めている（法令132)。 

① そのᅛ定資産の౑用ྍ⬟ᮇ㛫をᘏ㛗さࡏる部分 

② そのᅛ定資産の価㢠をቑຍさࡏる部分 

 このሙྜ、①と②のいずれにもヱᙜするときには、その多い᪉の㔠㢠が資本的ᨭฟと

なる。 

 

 なお、ᅛ定資産の౑用ྍ⬟ᮇ㛫をᘏ㛗さࡏる部分に対応する㔠㢠及び価㢠をቑຍさࡏる部分に対応
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する㔠㢠は、次の算式により計算する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㸺①②どࡕらか多い᪉の㔠㢠が、資本的ᨭฟとなる。㸼 

࠙参考法令・通達␒号ࠚ 

法基通7�8�1㹼7�8�9 

࠙設 例ࠚ 

 ⏥株式会社では、事務所１Ჷのಟ⧋㈝1�200�000෇をᙜᮇにᨭฟしたが㺂この事務所は、10年๓

に᪂⠏し、これを通常に⟶理、ಟ理していれࡤ、現在ではṧᏑ౑用ྍ⬟ᮇ㛫が10年、時価は

1�300�000෇であࢁうとண されていた。このಟ理の結果、そのᚋの౑用ྍ⬟ᮇ㛫は15年、ಟ理

直ᚋの時価は1�800�000෇となࡗたとしたሙྜの資本的ᨭฟの㢠はいくらか。 

 

 ࠚ⟆࠙

１ 「౑用ྍ⬟ᮇ㛫をᘏ㛗さࡏる部分に対応する㔠㢠」は、 

1�200�000෇ �       ＝ 400�000෇であり、 

２ 「価㢠をቑຍさࡏる部分に対応する㔠㢠」は、 

1�800�000෇ － 1�300�000෇ ＝ 500�000෇である。 

３ そのいずれか多い᪉の㔠㢠である500�000෇が資本的ᨭฟの㢠となり、ṧ㢠700�000෇がಟ⧋㈝

となる。 

 

㸳 ྲྀᚓ౯㢠の඲㢠ࢆൾ༷࡛ࡿࡁの࠿ 

օ ṧᏑ౯㢠 

イ 平成19年３月31日以๓に取得した減価償却資産 

 法人が、その᭷する減価償却資産について、その取得価㢠の全㢠（100㸣）を減価償却というᡭ

⥆によࡗて㈝用㓄分できるかというと、必ずしもそのようになࡗてはいない。これは事業の౑用

に耐࠼られなくなࡗても、ࢫクࣛッࣉとしてその資産をฎ分することによࡗてᙜึの取得価㢠の

一部をᅇ཰することができるからである。したがࡗて、取得価㢠からこのฎ分ྍ⬟価㢠┦ᙜ㢠を

ᕪし引いたṧ㢠に対して減価償却を行うこととなる。その౑用ྍ⬟ᮇ㛫を経㐣して᭱⤊的なฎ分

15年－10年
15年

① ౑用ྍ⬟ᮇ㛫をᘏ㛗さࡏるሙྜ 

② 価㢠をቑຍさࡏるሙྜ 
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によࡗてᅇ཰されることがண される部分を「ṧᏑ౯㢠」といい、法人税法においては、減価償

却資産の取得価㢠に次のṧᏑ๭ྜを஌ࡌて計算した㔠㢠をṧᏑ価㢠として定めている（法令56、

耐令㸴、ྠ別表第十一）。 

資 産 の ✀ 㢮 ᭷ᙧ減価償却資産 ↓ᙧ減価償却資産 ⏕  ≀ 

ṧ Ꮡ ๭ ྜ 10㸣 㸮㸣 ５㹼50㸣 

ロ 平成19年４月１日以ᚋに取得した減価償却資産 

 平成19年度税ไ改正により、ṧᏑ価㢠が廃Ṇされ、᭷ᙧ減価償却資産及び⏕≀については取得

価㢠から１෇を᥍㝖した㔠㢠まで減価償却㈝としてᦆ㔠の㢠に算ධすることができることとされ

た（法令61①二）。 

 

ֆ ൾ༷ྍ⬟㝈ᗘ㢠 

イ 平成19年３月31日以๓に取得した減価償却資産 

 減価償却資産の取得価㢠からṧᏑ価㢠をᕪし引いた㔠㢠が償却できる㔠㢠の㝈度であるが、法

人税法上は、ṧᏑ価㢠に達したᚋも次に掲ࡆる㔠㢠に達するまでは減価償却がㄆめられており、

これを「償却ྍ⬟㝈度㢠」という（法令61①）。 

資産の✀㢮 ᭷ᙧ減価償却資産 ↓ᙧ減価償却資産 ⏕  ≀ 

償 却 ྍ ⬟ 

㝈  度  㢠 
取得価㢠の95㸣 取 得 価 㢠 取得価㢠－ṧᏑ価㢠 

 なお、上記օのロのとおり、平成19年４月１日以ᚋに取得した減価償却資産については、ṧᏑ

価㢠が廃Ṇされたが、これにకい、平成19年３月31日以๓に取得した減価償却資産についても、

償却ྍ⬟㝈度㢠まで減価償却したሙྜには、そのᚋ、そのᖒ⡙価㢠を５年㛫でᆒ等償却すること

ができることとされた（法令61②）。 

ロ 平成19年４月１日以ᚋに取得した減価償却資産 

 ṧᏑ価㢠が廃Ṇされたことにకい、上記օのロのとおり、᭷ᙧ減価償却資産及び⏕≀について

は取得価㢠から１෇を᥍㝖した㔠㢠まで減価償却㈝としてᦆ㔠の㢠に算ධすることができること

とされた（法令61①二）。 

 

㸴 ౑⏝ྍ⬟ᮇ㛫㸦⪏⏝ᖺᩘ㸧ࡣ௵ព࡟ᐃ࠸ࡼ࡚ࡵの࠿ 

 取得した減価償却資産の取得価㢠は、減価償却というᡭ⥆によࡗて౑用ྍ⬟ᮇ㛫に応

れࡒてそれࡗて㈝用㓄分する。このሙྜ、౑用ྍ⬟ᮇ㛫は、法人の業ែ、規ᶍ等によࡌ

␗なる。そこで、法人税法では、法人の᜛意的なỴ定を㜵Ṇし、課税のබ平を図るほⅬ

から、この౑用ྍ⬟ᮇ㛫を耐用年数として「減価償却資産の耐用年数に関する省令」の

別表第一から別表第භまでに資産の✀㢮、構㐀、用㏵の␗なるごとに⣽かく規定してい

る。これを「法定耐用年数」という（法令56）。 
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༊  分 耐用年数表 耐用年数が法定されている資産の✀㢮 

一⯡的な減価償却資産 

別表第一 

別表第二 

別表第୕ 

別表第ᅄ 

ᘓ≀、構⠏≀、㌴୧及び㐠ᦙ具、ჾ具及び備ရ等

ᶵᲔ及び⿦置 

↓ᙧ減価償却資産 

⏕≀ 

特Ṧな減価償却資産 
別表第஬ 

別表第භ 

බᐖ㜵Ṇ用減価償却資産 

㛤Ⓨ◊✲用減価償却資産 

࠙参考法令・通達␒号ࠚ 

 耐令１①②、２、 

 

㸵 ῶ౯ൾ༷の᪉ἲ࡝ࡣ࡟のࡶ࡞࠺ࡼのࡿ࠶ࡀの࠿ 

 減価償却の᪉法には、償却㈝が耐用年数に応ࡌてẖ年ྠ一㢠となるように計算する᪉

法（ᐃ㢠ἲ）と、償却㈝がẖ年一定の๭ྜで㏴減するように計算する᪉法（ᐃ⋡ἲ）等

がある。 

 なお、平成19年３月31日以๓に取得した減価償却資産に適用する定㢠法及び定⋡法等

をそれࡒれ「ᪧ定㢠法」及び「ᪧ定⋡法」等といい（法令48①)、平成19年４月１日以ᚋ

に取得した減価償却資産に適用する償却᪉法は、༢に「定㢠法」及び「定⋡法」等とい

う（法令48の２)。 

 本講本において、「ᪧ定㢠法」及び「ᪧ定⋡法」等の文言は、平成19年３月31日以๓に取得した減

価償却資産の償却㝈度㢠の計算に関して౑用し、「定㢠法」及び「定⋡法」等の文言は、減価償却㈝

の計算全⯡に関するሙ㠃で౑用する௚、平成19年４月１日以ᚋに取得した減価償却資産の償却㝈度㢠

の計算に関して౑用する。 

օ ᖹ成��ᖺ㸱᭶��᪥௨๓ྲྀ࡟ᚓࡓࡋῶ౯ൾ༷㈨⏘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお、償却⋡は、償却㢠の計算を行うሙྜの重要な要⣲であり、具体的には「減価償却資産の耐用

年数に関する省令別表第୐」において、耐用年数に応ࡌたᪧ定㢠法及びᪧ定⋡法のそれࡒれの⋡が定

められている。 

（注）１ 上記の耐用年数に応ࡌた償却⋡は、法人の事業年度のᮇ㛫が１年のሙྜの⋡であるから、法人の事業年度のᮇ

㛫が１年ᮍ‶のሙྜには、ᪧ 定㢠法のときには㺂その償却⋡を 
事業年度月数

12
 であん分ㄪ整した償却⋡を、またᪧ

定⋡法のときには耐用年数に 
12

事業年度月数
 を஌ࡌて得た（耐用）年数に対応する償却⋡をもࡗてそれࡒれ適用 

償却㝈度㢠＝（取得価㢠－ṧᏑ価㢠）�
ᪧ定㢠法に

よる償却⋡
ᪧ定㢠法

ᪧ定⋡法 償却㝈度㢠＝
取得

価㢠
－

 ᪤にᦆ㔠の

 㢠に算ධさ

 れた償却㢠
�

ᪧ定⋡法に

よる償却⋡

原
則
的
な
償
却
᪉
法 

（注）ᪧ定⋡法による償却㝈度㢠は次によࡗても計算できる（⏦࿌᭩別表十භ(二)参↷）。 

 償却㝈度㢠＝（ᮇ末現在ᖒ⡙価㢠㸩ᙜᮇᦆ㔠計上償却㢠）�償却⋡ 
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する（耐令４②)。 

   ２ ᪧ定⋡法による償却⋡の数್にはṧᏑ価㢠が組み込まれているので、償却㝈度㢠は、取得価㢠から᪤にᦆ㔠の

㢠に算ධされた償却㢠を᥍㝖した㔠㢠（ᖒ⡙価㢠）を基♏として計算することとなる。 

   ３ 取得価㢠の95㸣┦ᙜ㢠まで達している減価償却資産について฿達した事業年度の⩣事業年度以ᚋの計算式 

 償却㝈度㢠＝ࠝ取得価㢠－（取得価㢠の95㸣┦ᙜ㢠）－１෇ࠞ� 
事業年度月数

60
 

 

ֆ ᖹ成��ᖺ㸲᭶㸯᪥௨ᚋྲྀ࡟ᚓࡓࡋῶ౯ൾ༷㈨⏘ 

  

 

 

 

 

 

イ 定㢠法 

ṧᏑ価㢠が廃Ṇされたことにకい、償却㝈度㢠の計算はその減価償却資産の取得

価㢠にその資産の耐用年数に応ࡌた償却⋡を஌ࡌて計算することとなる（法令48の

２、耐令別表第ඵ）。 

ロ 定⋡法 

平成24年4月1日以ᚋに取得されたものは、いわࡺる200㸣償却法「（１¹耐用年

数）�200㸣」(平成24年3月31日以๓は、250㸣)をもࡗて計算した㔠㢠（ㄪ整๓償

却㢠）を償却㝈度とする(法令48の２①二)。ただし、ㄪ整๓償却㢠が償却ಖド㢠（減

価償却資産の取得価㢠にᙜヱ資産の耐用年数に応ࡌたಖド⋡を஌ࡌて計算した㔠

㢠をいう。法令48の２յ一）に‶たないሙྜの償却㝈度㢠は、改定取得価㢠に改定

償却⋡（耐令別表第十の「改定償却⋡」(平成24年3月31日以๓は耐令別表஑)）を

஌ࡌて計算することとなる。 

（注）耐用年数に応ࡌた定⋡法又は定㢠法の償却⋡は、法人の事業年度のᮇ㛫が１年のሙྜの⋡であるから、法人の 

  事業年度のᮇ㛫が１年に‶たないሙྜには、それࡒれの償却⋡を 
事業年度月数

12
 であん分ㄪ整した償却⋡をもࡗ 

てそれࡒれ適用する（耐令５②）。 

 

㸶 ൾ༷㈝࡚ࡋ࡜ᦆ㔠の㢠࡟⟬ධࡿࡍ㔠㢠ࡣ௵ព࡛࠸ࡼの࠿ 

օ ൾ༷㝈ᗘ㢠࡜ᦆ㔠⤒⌮ 

 償却㈝の計算は、減価償却資産の取得のためにᨭฟされた㔠㢠について、その資産

の౑用ᮇ㛫における減価㢠をぢ✚もり、これを各事業年度に㈝用㓄分するための内部

取引である。こうした法人内部の計算に基づく㈝用については、法人の୺ほによࡗて

その㢠がỴ定され得るものであるため、᜛意的に計算が行われるྍ⬟ᛶを᭷している。

したがࡗて、法人税法は、課税のබ平を図るほⅬからᦆ㔠の㢠に算ධする㔠㢠に一定

の㝈度㢠を設けて、その範ᅖ内での⮬୺的なุ᩿に௵ࡏることとし、その意ᛮỴ定は

償却㝈度㢠＝取得価㢠 �
 定 㢠 法 に

 よる償却⋡
定㢠法

定⋡法 償却㝈度㢠＝
 取得

 価㢠
－

 ᪤にᦆ㔠の
 㢠に算ධさ
 れた償却㢠

�
定 ⋡ 法 に

よる償却⋡

原
則
的
な
償
却
᪉
法 
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確定したỴ算により行うものとしている（法法31①)。 

 法人税法上、ᦆ㔠の㢠に算ධされる償却㈝の㢠は、次のうࡕいずれかᑡない㔠㢠で

ある。 

① 償却㝈度㢠 

② 償却㈝としてᦆ㔠経理した㔠㢠 

 このሙྜの「償却㝈度㢠」とは、法人が㑅定した定㢠法、定⋡法等の償却の᪉法に

基づき、税法で定めるとこࢁの耐用年数、ṧᏑ価㢠（平成19年３月31日以๓に取得し

た資産に㝈る。）等を基♏として計算された㔠㢠をいう（法令58)。また、「償却㈝と

してᦆ㔠経理した㔠㢠」とは、法人が確定したỴ算で減価償却㈝として㈝用又はᦆኻ

として経理した㔠㢠をいう（法法２二十஬)。 

 したがࡗて、法人が確定したỴ算で償却㈝を計上しなかࡗたときは、法人税法上㐍んで償却㈝を

ᦆ㔠の㢠に算ධすることはない。また、Ỵ算で計上した償却㈝が償却㝈度㢠に‶たないሙྜの୙㊊

㢠（償却୙㊊㢠）があࡗたとしても、この୙㊊㢠はᦆ㔠の㢠に算ධされない。 

࠙参考法令・通達␒号ࠚ 

 法令48①、法令63、法基通7�5�1、7�5�2 

ֆ ൾ༷㉸㐣㢠 

 法人がᦆ㔠経理した償却㈝が、償却㝈度㢠を㉸࠼るሙྜのその㉸࠼る部分の㔠㢠を

「ൾ༷㉸㐣㢠」といい、その㔠㢠は所得の㔠㢠の計算上ᦆ㔠の㢠に算ධされない（法

法31①)。 

 この償却㉸㐣㢠は、次のように取り扱われる。 

① 償却㉸㐣㢠のある減価償却資産のᖒ⡙価㢠は、その償却㉸㐣㢠に┦ᙜする㔠㢠の

減㢠がなかࡗたものとみなして、⩣事業年度以降の償却㝈度㢠を計算する。した

がࡗて、定⋡法の計算の基♏となるᖒ⡙価㢠は、法人の計上した㔠㢠に᪤ の償却

㉸㐣㢠をຍ算した㔠㢠となる（法令62)。 

② その事業年度のᦆ㔠の㢠に算ධされなかࡗた償却㉸㐣㢠は、⩣事業年度以降にお

いて法人が償却㈝としてᦆ㔠経理した㔠㢠にྵめて、⩣事業年度以降のᦆ㔠の㢠に

算ධする償却㈝を計算する。つまり「ᦆ㔠経理した償却㈝」のなかには、ᙜ事業年

度においてᦆ㔠経理した償却㈝だけでなく、๓事業年度以๓にᦆ㔠経理した償却㈝

のうࡕ償却㉸㐣㢠となࡗた部分の㔠㢠がྵまれる（法法31մ)。 

ճ したがࡗて、償却㉸㐣㢠は、それが⏕ࡌた事業年度ではᦆ㔠の㢠に算ධされない

が、そのᚋの事業年度で償却୙㊊㢠が⏕ࡌたሙྜには、その償却୙㊊㢠の範ᅖ内で、

その事業年度のᦆ㔠の㢠となる。 

 このように、償却㉸㐣㢠が⏕ࡌた事業年度では、その㔠㢠はᦆ㔠の㢠に算ධされな

いので、これを⏦࿌᭩別表ᅄで所得㔠㢠にຍ算することとなる。また、償却୙㊊㢠が

た事業年度で๓事業年度以๓の償却㉸㐣㢠があるሙྜには、その償却୙㊊㢠と๓ࡌ⏕

事業年度以๓の償却㉸㐣㢠とのいずれかᑡない㔠㢠がᦆ㔠の㢠に算ධされるので、こ

ᣢฟྍ



第５章 ᦆ㔠の㢠の計算（その１） 

－60－ 

れを⏦࿌᭩別表ᅄで所得㔠㢠から減算することとなる。 

 例ࡤ࠼、法人が償却᪉法について定⋡法を㑅定しているሙྜにおいて、๓事業年度

以๓の償却㉸㐣㢠があるときの償却㝈度㢠の計算は、次のとおりである。 

(ᮇ末ᖒ⡙価㢠㸩ᙜᮇ償却㈝㸩๓ᮇ⧞㉺償却㉸㐣㢠）�定⋡法の償却⋡＝償却㝈度㢠 

 また、法人のᦆ㔠経理した償却㈝が償却㝈度㢠を㉸࠼るかどうかは、償却᪉法の␗

なるごと、かつ、✀㢮、構㐀又は用㏵、⣽┠がྠ一で耐用年数がྠ一の減価償却資産

ごとにุ定する（法規19)㹿  
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࠙例示ࠚ 

 法人が平成31年４月１日に法定耐用年数５年の減価償却資産を取得し、定⋡法による正規の耐用年

数を適用しないで、耐用年数３年の償却⋡により償却したሙྜのึ年度、次年度の償却㢠等の計算は、

ୗ図のようになる。 

  取得価㢠  5�000�000෇  法定耐用年数  ５年  定⋡法の償却⋡  0�400 

                適用耐用年数  ３年    定⋡法の償却⋡    0�667 

࠙ึ年度ࠚ 

 

 

 

  

                            Ћ 5�000�000෇�0�667 

                              5�000�000෇�0�400 

 

                               

 

 

Ћ5�000�000෇－3�335�000෇ 

              

࠙次年度ࠚ 

                                

 

 

 

              Ћ 1�665�000෇�0�667＝1�110�555෇ 

 

               㸺償却୙㊊㢠㸼 

                89�445෇ 

                  (1�200�000෇－1�110�555෇) 

 

 

                  

                 （554�445෇㸩1�110�555෇㸩1�335�000෇）�0�400 

                  

 

        Ћ1�665�000෇－1�110�555෇＝554�445෇ 

 

取得価㢠   5�000�000෇ 

Ỵ算計上㢠

減価償却㈝ 3�335�000෇ 

償却㝈度㢠

2�000�000෇

償却㉸㐣㢠は、ᦆ㔠としۻ

てㄆめられない。 

э⏦࿌書ู⾲ᅄ࡛ຍ⟬ 

償却㉸㐣㢠 

1�335�000෇ 

ᮇ末ᖒ⡙価㢠 

1�665�000෇ 

定⋡法の計算の基♏となるۻ

ᖒ⡙価㢠は、法人の計算した

㔠㢠に᪤ の償却㉸㐣㢠を

ຍ算した㔠㢠となる。 

᪤ の償却㉸㐣㢠は償却㈝

としてᦆ㔠経理したものに

ྵまれる。 

๓ᮇ末ᖒ⡙価㢠 

1�665�000෇ 

⧞㉺償却㉸㐣㢠

1�335�000෇ 

Ỵ 算 

計上㢠 
たሙྜ、償却୙㊊ࡌ⏕償却୙㊊㢠がۻ

㢠と⧞り㉺された償却㉸㐣㢠との

いずれかᑡない㔠㢠がᦆ㔠の㢠に

算ධされる。 

89�445෇  㸺  1�335�000 

（償却୙㊊㢠） （⧞㉺償却㉸㐣㢠）

э⏦࿌書ู⾲ᅄ࡛������෇ῶ⟬ 

減 価 

償却㈝ 

償却㝈度㢠 

1�200�000෇ 

ᮇ末 

ᖒ⡙ 

価㢠 
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և ᮇ୰ྲྀ࡟ᚓࡓࡋ㈨⏘のൾ༷㝈ᗘ㢠 

減価償却の対㇟となる資産は、原則としてそれを事業の用に౪していることが必要   

とされる。そこで、事業年度の中㏵において事業の用に౪した減価償却資産の償却㝈

度㢠は、ᪧ 定㢠法、定㢠法、ᪧ 定⋡法または定⋡法を᥇用している減価償却資産につい

ては次のように計算することとしている（法令59①)。 
 

その事業年度全ᮇ

㛫の償却㝈度㢠 
 �  

 

（注）「事業の用に౪した月数」は、事業に౑用した日からᮇ末までの月数で、ᬺにᚑࡗて計算し、１月に‶たない➃

数は１月とする（法令59②)。 
 

ֈ ᑡ㢠のῶ౯ൾ༷㈨⏘のᦆ㔠⟬ධ 

 減価償却資産を取得したときには、これを資産に計上し事業の用に౪したᚋに減価

償却を行うのであるが、次のいずれかにヱᙜするものがあるሙྜは、法人がその取得

価㢠に┦ᙜする㔠㢠について、その事業の用に౪した日のᒓする事業年度においてᦆ

㔠経理したときは、そのᦆ㔠経理をした㔠㢠はᦆ㔠の㢠に算ධされる。つまり、減価

償却資産として資産に計上することを要しないこととなる（法令133)。 

① その౑⏝ྍ⬟ᮇ㛫ࡀ㸯ᖺᮍ‶であるもの 

② そのྲྀᚓ౯㢠ࡀ��୓෇ᮍ‶であるもの 

࠙参考法令・通達␒号ࠚ 

法基通7�1�11、7�1�12 
 

։ ୍ᣓൾ༷㈨⏘のᦆ㔠⟬ධ 

 減価償却資産でྲྀᚓ౯㢠ࡀ��୓෇ᮍ‶であるもの（上記ֈの適用をཷけるものを㝖

く㹿）を事業の用に౪したሙྜにおいて、その資産の全部又は特定の一部を一ᣓした

もの（以ୗ「一ᣓ償却資産」という㹿）の取得価㢠のྜ計㢠をその事業年度以ᚋの各事

業年度の㈝用の㢠又はᦆኻの㢠とする᪉法を㑅定したときは、その一ᣓ償却資産につ

きこれらの事業年度においてᦆ㔠の㢠に算ධされる㔠㢠は、その一ᣓ償却資産の取得

価㢠のྜ計㢠（以ୗ「一ᣓ償却対㇟㢠」という㹿）の全部又は一部につきᦆ㔠経理をし

た㔠㢠のうࡕ、次の算式により計算した㔠㢠に達するまでの㔠㢠とされている（法令

133の２①)。 

 なお、ᦆ㔠経理をした㔠㢠には、一ᣓ償却対㇟㢠につきその事業年度๓の各事業年

度においてᦆ㔠経理をした㔠㢠のうࡕその各事業年度のᦆ㔠の㢠に算ධされなかࡗ

た㔠㢠をྵࡴこととされている（法令133の２չ)。 

 

一 ᣓ 償 却 対 ㇟ 㢠 � 
その事業年度の月数

36
 

  

事業の用に౪した月数

その事業年度の月数

⟬ ᘧ 
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このไ度は、一ᣓ償却資産を事業の用に౪した日のᒓする事業年度の確定⏦࿌᭩等

に一ᣓ償却対㇟㢠の記載があり、かつ、その計算に関する᭩㢮をಖᏑしているሙྜに

㝈り、適用される（法令133の２ս)。 
 

֊ ୰ᑠ௻ᴗ⪅➼のᑡ㢠ῶ౯ൾ༷㈨⏘のᦆ㔠⟬ධ 

 措法42の４ճに規定する中ᑠ企業⪅又は㎰業༠ྠ組ྜ等で、㟷Ⰽ⏦࿌法人のうࡕ常

時౑用するᚑ業員の数が1�000人以ୗの法人(注)が、平成18年４月１日から令和２年

３月31日までの㛫に取得等をして事業の用に౪した減価償却資産で、そのྲྀᚓ౯㢠ࡀ

��୓෇ᮍ‶であるᑡ㢠減価償却資産については、ࡑのྲྀᚓ౯㢠のྜィ㢠のࡕ࠺���୓

෇࡟㐩࡛ࡲࡿࡍの㔠㢠はᦆ㔠算ධをㄆめるという特例措置が講ࡌられている（措法67

の５、措令39の28）。 

 なお、この特例措置は、確定⏦࿌᭩等にᑡ㢠減価償却資産の取得価㢠に関する明⣽

᭩のῧ௜があるሙྜに㝈り、事業の用に౪した事業年度におけるᦆ㔠経理を要௳とし

て適用される。 

（注）平成28年税ไ改正により、平成28年４月１日以ᚋに取得等をするᑡ㢠減価償却資産のᦆ㔠算ධの適用に

ついては、適用対㇟法人が中ᑠ企業⪅等のうࡕ「常時౑用するᚑ業員の数が1�000人以ୗの法人」に㝈定さ

れた。  
 

࠙参 考ࠚᑡ㢠のῶ౯ൾ༷㈨⏘➼のᦆ㔠⟬ධのྲྀᢅࠊࡣ࠸ḟのࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ⌮ᩚ࡟࠺ࡼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）中ᑠ企業⪅又は㎰業༠ྠ組ྜ等で㟷Ⰽ⏦࿌᭩をᥦฟするもののうࡕ常時౑用するᚑ業員の数が

1�000人以ୗの法人に㝈られる。 

また、そのᦆ㔠算ධ㝈度㢠は30୓෇ᮍ‶の減価償却資産の取得価㢠のྜ計㢠が300୓෇に達する

までの㔠㢠を㝈度とする。 

  

資産計上ᚋ、通常の減価償却

ᑡ

㢠

資

産

の

取

得

価

㢠 

10୓෇以上 

20୓෇ᮍ‶ 

20୓෇以上 

10୓෇ᮍ‶ 

㑅ᢥ 

30୓෇ᮍ‶ 

事業౪用時に全㢠ᦆ㔠算ධ 

㑅ᢥ 

一ᣓ償却資産のᦆ㔠算ධ 

資産計上ᚋ、通常の減価償却

一ᣓ償却資産のᦆ㔠算ධ 

資産計上ᚋ、通常の減価償却

事業౪用時に㝈度㢠内で一時ᦆ㔠算ධ(注) 

ᣢฟྍ



第５章 ᦆ㔠の㢠の計算（その１） 

－64－ 

㸷 ൾ༷᪉ἲの㑅ᐃ࡜ᒆฟࡿࡍ࠺࡝ࡣの࠿ 

օ ῶ౯ൾ༷の᪉ἲ 

イ 平成19年３月31日以๓に取得した減価償却資産 

 法人税法では、償却の᪉法として次のᅄつの᪉法を定めており、法人は原則とし

てこれらのいずれかの᪉法を㑅ᢥすることとなる（法令48)。 

 

（注）᪤償却㢠とは、᪤に償却㈝としてᦆ㔠経理をした㔠㢠で、各事業年度の所得の㔠㢠の計算上ᦆ

㔠の㢠に算ධされた㔠㢠をいう。 

 

ロ 平成19年４月１日以ᚋに取得した減価償却資産 

 法人税法では、償却᪉法として次のᅄつの᪉法を定めており、法人は原則として

これらのいずれかの᪉法を㑅ᢥすることとなるが、平成19年度税ไ改正によりṧᏑ

価㢠が廃Ṇされたことにకい、次のとおりの算式となる。なお、「定⋡法」の算式

は「ᪧ定⋡法」とྠᵝであるが、この算式により計算された償却㝈度㢠が償却ಖド

㢠に‶たないሙྜには、改定取得価㢠に改定償却⋡を஌ࡌて計算した㔠㢠となる

（法令48の２)。 

 

（注）᪤償却㢠とは、上記イの（注）᭩とྠࡌ。 
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ֆ ῶ౯ൾ༷の㑅ᐃの⠊ᅖ 

 㑅ᢥできる償却᪉法の範ᅖは、次の資産の༊分に応ࡌ次のとおりである（法令48、

48の２）。 

㈨⏘の༊ศ  ᒆฟࡓࡋࢆἲே 
ᒆ ฟ ࢆ ࡋ ࡞
 ἲேࡓࡗ࠿

 
ൾ༷࡞ู≉

᪉ἲ 
     

①ᘓ≀ 
（մ及び
շを㝖
く） 

平成10年３月
31日以๓に取得 

Ѝ
 ᪧ定㢠法ۑ
 
 ᪧ定⋡法ۑ

 ᪧᐃ⋡ἲ Ѝ 

税務 ⨫㛗の
ᢎㄆ をཷけ
てᕥ 記以እ
の特 別の償
却᪉ 法を㑅
定す ること
ができる 
(法令48の4、
法基通7�2�3)。

平成10年４月
１日から平成
19年３月31日
までの㛫に取
得 

Ѝ ᪧ定㢠法（ᒆฟを要しない） Ѝ 

ᖹ成��ᖺ㸲᭶
㸯᪥௨ᚋྲྀ࡟
ᚓ 

Ѝ ᐃ㢠ἲ（ᒆฟを要しない） Ѝ 

②ᘓ≀附
ᒓ設備・
構⠏≀ 
（մ及び
շを㝖
く） 

平成19年３月
31日以๓に取得 

Ѝ

 
 ᪧ定㢠法ۑ
 
 ᪧ定⋡法ۑ
 

ᪧ定⋡法 Ѝ 

平成19年４月
１日から平成
28年３月31日
までに取得 

Ѝ

 
 定㢠法ۑ
 
 定⋡法ۑ
 

 
 定⋡法ۑ

 
Ѝ 

ᖹ成��ᖺ㸲᭶
㸯᪥௨ᚋྲྀ࡟
ᚓ 

Ѝ ᐃ㢠ἲ（ᒆฟを要しない） Ѝ 

ճ᭷ᙧ減
価償却資
産（①、
②、մ及
びշを㝖
く） 

平成19年３月
31日以๓に取得 

Ѝ
 ᪧ定㢠法ۑ
 
 ᪧ定⋡法ۑ

のうࡕ 

ᒆ け ฟ

た᪉法 
ᪧ定⋡法 Ѝ 

ᖹ成��ᖺ㸲᭶
㸯᪥௨ᚋྲྀ࡟
ᚓ 

Ѝ
 ᐃ㢠ἲۑ
 
 ᐃ⋡ἲۑ

のうࡕ 

ᒆ け ฟ

た᪉法 
ᐃ⋡ἲ Ѝ 

մ㖔業用減
価償却資産
（ն及びշ
を㝖く） 

平成19年３月
31日以๓取得 

 

 ᪧ定㢠法ۑ
 ᪧ定⋡法ۑ
  ᪧ⏕産㧗ẚ例法 ᪧ⏕産㧗ẚ例法ۑ

平成19年４月
１日から平成
28年３月31日
までに取得 

 
 定㢠法ۑ

 定⋡法ۑ

 産㧗ẚ例法⏕ۑ

⏕産㧗ẚ例法 

 

ᖹ成��ᖺ㸲᭶
㸯᪥௨ᚋྲྀ࡟
ᚓࡓࡋᘓ≀ࠊᘓ
≀㝃ᒓ設ഛཬ
 ≀構⠏ࡧ

 

 ᐃ㢠ἲۑ

 

 㧗ẚ例ἲ⏘⏕ۑ
Ѝ 

ᖹ成��ᖺ㸲᭶
㸯᪥௨ᚋྲྀ࡟
ᚓୖࡓࡋグ௨
እの㖔ᴗ⏝ῶ
౯ൾ༷㈨⏘ 

 

 ᐃ㢠ἲۑ

 ᐃ⋡ἲۑ
 㧗ẚ例ἲ⏘⏕ۑ

 

のうࡕ

ᒆけฟ

た᪉法

のうࡕ

ᒆけฟ

た᪉法

のうࡕ

ᒆけฟ

た᪉法

のうࡕ

ᒆけฟ

た᪉法

のうࡕ

ᒆけฟ

た᪉法

のうࡕ

ᒆけฟ

た᪉法

のうࡕ

ᒆけฟ

た᪉法

ᣢฟྍ



第５章 ᦆ㔠の㢠の計算（その１） 

－66－ 

յ↓ᙧᅛ定
資産（ն及
びշを㝖
く）、⏕≀ 

平成19年３月
31日以๓に取得 

Ѝ ᪧ定㢠法（ᒆฟを要しない） Ѝ 

ᖹ成��ᖺ㸲᭶
㸯᪥௨ᚋྲྀ࡟
ᚓ 

Ѝ ᐃ㢠ἲ（ᒆฟを要しない） Ѝ 

ն㖔業ᶒ 

平成19年３月
31日以๓に取
得 

 

 ᪧ定㢠法ۑ

 

 ᪧ⏕産㧗ẚ例法ۑ
ᪧ⏕産㧗ẚ例法 Ѝ 

税務 ⨫㛗の
ᢎㄆ をཷけ
てᕥ 記以እ
の特 別の償
却᪉ 法を㑅
定す ること
ができる 
(法令48の4、
法基通7�2�3)。

  

ᖹ成��ᖺ㸲᭶
㸯᪥௨ᚋྲྀ࡟
ᚓ 

 
 ᐃ㢠ἲۑ

 

 㧗ẚ例ἲ⏘⏕ۑ

⏕産㧗ẚ例法 Ѝ 

շࣜーࢫ資
産 

平成10年 10月
１日から平成
20年３月31日
までに⥾結し
たዎ⣙に係る
国እࣜーࢫ資
産 

 ᪧ国እࣜーࢫᮇ㛫定㢠法 Ѝ 

ᖹ成��ᖺ㸲᭶�
᪥௨ᚋ࡟⥾⤖
ಀ࡟ዎ⣙ࡓࡋ
ᡤ᭷ᶒ⛣㌿ࡿ
እ࣮ࣜࢫ㈨⏘ 

 ᮇ㛫ᐃ㢠ἲ Ѝࢫ࣮ࣜ 

 

（注）定㢠法、定⋡法の㑅定は耐用年数省令別表に掲ࡆる資産の✀㢮ごと（別表二のᶵᲔ及び⿦置は設備の✀㢮ごと）に

㑅定することができる。また、２以上の事業所又は⯪⯧を᭷する法人は事業所又は⯪⯧ごとに␗なる償却の᪉法を㑅

定することができる（法令51）。 

և ൾ༷᪉ἲのኚ᭦ 

 法人が㑅定した償却᪉法は、⥅⥆して適用しなけれࡤならないが、これを変᭦しよ

うとするሙྜには、変᭦しようとする事業年度㛤ጞの日の๓日までに、変᭦ᢎㄆ⏦ㄳ

᭩を所㎄税務⨫㛗にᥦฟしてᢎㄆをཷける必要がある（法令52)。 

࠙参考法令・通達␒号ࠚ 

 法基通7�2�4、7�4�3、7�4�4  

のうࡕ

ᒆけฟ

た᪉法

のうࡕ

ᒆけฟ

た᪉法
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࠙設 例ࠚ 

 ⏥株式会社(⧄⥔〇ရ༺)の平31�４�１㹼令２�３�31事業年度の減価償却に関する資ᩱは、次

のとおりである。これにより償却㝈度㢠及び償却㉸㐣㢠等を計算しなさい。 

 なお、法定償却᪉法を᥇用し、ᮇ中に取得した資産は、直ࡕに事業の用に౪されている。 

資産の 
✀㢮等 

構 㐀
用 ㏵ 

取得価㢠 
ᮇ㤳現在
ᖒ⡙価㢠 

ᙜ  ᮇ
償 却 㢠 

ᮇ末現在
ᖒ⡙価㢠 

備  考 

ᗑ ⯒ 
㕲➽ࢥンク

ࣜート 

෇
10�000�000

෇
5�000�000

෇
250�000

෇
4�750�000

・10年３月31日以๓
に取得 

಴ ᗜ 
ᮌ  㐀 
ၟရಖ⟶ 

6�000�000
元年10月2日
取  得 

250�000 5�750�000  

㝞ิᲴ 
ၟ  ရ 
㝞 ิ Ჴ 

800�000 550�000 135�000 415�000
・๓ᮇ償却㉸㐣㢠 

50�000෇ 
・27年４月に取得 

஌用㌴ 大 ᆺ ㌴ 1�000�000
元年12月１日

取  得 
159�500 840�500

 
 

஌用㌴ 大 ᆺ ㌴ 1�200�000
２年２月１日

取  得 
60�000 1�140�000

 
 

 

 ࠚ⟆࠙

１ 耐用年数と償却⋡は、次のとおりである。 

   ᗑ ⯒ 39年 ᪧ定⋡法（0�057）   㝞ิᲴ 㸶年 定⋡法 (0�250) 

   ಴ ᗜ 15年 定 㢠 法（0�067）   ஌用㌴ 㸴年 定 ⋡ 法 (0�333) 

２ ᗑ⯒のᙜᮇの償却㝈度㢠は、(4�750�000෇㸩250�000෇)�0�057＝285�000෇であり、法人が計上

した250�000෇は償却㝈度㢠以内であるから、全㢠ᦆ㔠の㢠に算ධされる。 

３ ಴ᗜのᙜᮇの償却㝈度㢠は、6�000�000෇�0�067�6�12＝201�000෇であり、法人が計上した

250�000෇とのᕪ㢠49�000෇は、償却㉸㐣㢠となるので、⏦࿌᭩別表ᅄで所得㔠㢠にຍ算する（平成

19年４月１日以ᚋ取得のᘓ≀であり、定㢠法となる。)。 

４ 㝞ิᲴのᙜᮇの償却㝈度㢠は、๓ᮇの償却㉸㐣㢠をᮇ㤳ᖒ⡙価㢠にຍ࠼て計算するので、(415�000

෇㸩135�000෇㸩50�000෇)�0�25＝150�000෇となる。 

 法人は、135�000෇の償却㈝を計上していることから、15�000෇の償却୙㊊となるが、๓ᮇの償却

㉸㐣㢠50�000෇がᦆ㔠経理した償却㈝にྵまれるため、15�000෇を⏦࿌᭩別表ᅄで所得㔠㢠から減

算する。 

５ ஌用㌴のᙜᮇの償却㝈度㢠は、(840�500෇㸩159�500෇)�0�333�4�12㸩(1�140�000෇㸩60�000

෇)�0�333�2�12＝177�600෇であり、法人が計上した(159�500෇㸩60�000෇) ＝219�500෇とのᕪ

㢠41�900෇は償却㉸㐣㢠となるので、⏦࿌᭩別表ᅄで所得㔠㢠にຍ算する。 

㸴 以上の計算を「⏦࿌᭩別表ᅄ」、「⏦࿌᭩別表஬(一)」及び「⏦࿌᭩別表十භ(一)、(二)」で示

すと以ୗのとおりである。 

  なお、上記４及び５の計算にᙜたࡗては、⏦࿌᭩別表十භ(二)のとおり、償却ಖド㢠の計算等が

必要となることに留意する。 
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࠙別表ᅄࠚ 

 

 

 

࠙別表஬（一）ࠚ 
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࠙別表十භ（一）ࠚ 
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࠙別表十භ（二）ࠚ 
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第３節 ⧞ᘏ資産の償却㈝の計算 

 法人は各✀の㈝用をᨭฟするが、それが全てᨭฟ時のᦆ㔠になるわけではなく、そのᨭฟした㈝用が

⩣ᮇ以降の཰益にも㈉⊩するとㄆめられるものについては、⧞ᘏ資産、๓ᡶ㈝用及び資産の取得価㢠と

して、そのᨭฟのຠ果の及ࡪᮇ㛫に分けてそれࡒれのᮇ㛫の㈝用としてฎ理する。 

 この節では、このうࡕ⧞ᘏ資産の範ᅖ、償却㈝の計算について学習する。 

 

１ ⧞ᘏ資産とはఱか、また、その✀㢮はどのようなものがあるのか 

２ 償却㈝の計算はどのように行うのか 

 

㸯 ⧞ᘏ㈨⏘ࡣ࡜ఱࡓࡲࠊ࠿㺂ࡑの✀㢮࡝ࡣのࡶ࡞࠺ࡼのࡿ࠶ࡀの࠿ 

 「⧞ᘏ㈨⏘」とは、᪤に௦価のᨭᡶが᏶஢し、これに対応するᙺ務のᥦ౪をཷけた㈝用のうࡕ、ᨭ

ฟのຠ果が⩣ᮇ以降にも及ࡪとண᝿される㈝用を、適正なᮇ㛫ᦆ益計算のほⅬから、ᨭฟのຠ果の及

ᮇ㛫にྜ理的に㓄分するため、㈈産的価್を᭷しないものを経㐣的に資産として計上するものであࡪ

る。したがࡗて、⧞ᘏ資産は、᥮㔠ᛶもなく、また、法律上のᶒ利でもなく、ᐇ体をకわない資産（ᨃ

ไした資産）であるとこࢁにその特ᚩがある。 

 法人税法では、適正なᮇ㛫ᦆ益計算を行うことによࡗて法人㛫の課税のබ平をᮇするため、減価償

却資産とྠࡌく⧞ᘏ資産を規定している。 

 法人税法上の⧞ᘏ資産は、法人のᨭฟする㈝用のうࡕᨭฟのຠ果が１年以上に及ࡪも

のをいい、資産の取得価㢠に算ධされる㈝用と๓ᡶ㈝用は㝖かれている。このᨭฟのຠ

果が１年以上に及ࡪ㈝用には、企業会計における⧞ᘏ資産もྵまれる（法法２二十ᅄ、

法令14)。 

 

  

学習のポイント 

࠙参考法令・通達␒号ࠚ 

 法基通8�1�1㹼8�1�15 

税 法 上 の ⧞ ᘏ 資 産

օ 企業会計にもある⧞

ᘏ資産 

 ① ๰❧㈝ 

 ② 㛤業㈝ 

 ճ 㛤Ⓨ㈝ 

 մ 株式஺௜㈝ 

 յ 社മ等Ⓨ行㈝ 

ֆ 税法ᅛ᭷の⧞ᘏ資産 

  次に掲ࡆる㈝用でᨭฟのຠ果がそのᨭฟの日以ᚋ１年以上

に及ࡪもの 

 ① ⮬ᕫが౽益をཷけるබඹ的施設又はඹྠ的施設の設置又

は改Ⰻのためにᨭฟする㈝用（㐨㊰㈇ᢸ㔠等） 

 ② 資産を㈤೉し又は౑用するためにᨭฟするᶒ利㔠又は❧

㏥ᩱその௚の㈝用（೉ᐙのᶒ利㔠、♩㔠等） 

 ճ ᙺ務のᥦ౪をཷけるためにᨭฟするᶒ利㔠その௚の㈝用

 （の㢌㔠等࢘ࣁ࢘ࣀ）

 մ 〇ရ等の広࿌ᐉఏの用に౪する資産を㉗୚したことによ

り⏕ずる㈝用（広࿌ᐉఏ用の┳ᯈ、㝞ิᲴ等を㉗୚した㈝用）

 յ ①からմまでの㈝用のほか、⮬ᕫが౽益をཷけるためにᨭ

ฟする㈝用（ฟ∧ᶒの設定の対価ࣉ、 ロ㔝⌫㑅ᡭのዎ⣙㔠等）

ͤ 平成19年度税ไ改正に

より⧞ᘏ資産から㝖እさ

れたもの 

・ヨ㦂◊✲㈝ 

・社മⓎ行ᕪ㔠 
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㸰 ൾ༷㈝のィ⟬࡝ࡣの࠺⾜࡟࠺ࡼの࠿ 

 ⧞ᘏ資産はそのຠ果が及ࡪᮇ㛫を基♏として償却するが、その償却㝈度㢠は⧞ᘏ資産の༊分に応ࡌ、

それࡒれ次により計算した㔠㢠となる（法法32①、法令64①)。 

օ ௻ᴗ఍ィࡿ࠶ࡶ࡟⧞ᘏ㈨⏘ 

 償却㝈度㢠＝その⧞ᘏ資産の㢠 

 法人の随時償却とされ、ᮇ末現在の⧞ᘏ資産の㢠の全㢠が償却㝈度㢠となる。 

ֆ ⛯ἲᅛ᭷の⧞ᘏ㈨⏘ 
 

償却㝈度㢠 ＝ ᨭฟした㈝用の㢠 � 
その事業年度の月数

 ᨭฟのຠ果が及ࡪᮇ㛫の月数 
 

 

 ᨭฟした㈝用をそのᨭฟのຠ果の及ࡪᮇ㛫でᣨ分した㔠㢠がその事業年度の償却㝈度㢠となる。 

（注） ᨭฟする日のᒓする事業年度においては、そのᨭฟする日からその事業年度⤊஢の日までの月数とする（１月

ᮍ‶の➃数は１月とする。）。 

 

 法人税法上、ᦆ㔠の㢠に算ධされる㢠は、償却㈝としてᦆ㔠経理した㔠㢠のうࡕ償却㝈度㢠に達

するまでの㔠㢠であり、また、償却㉸㐣㢠の取扱いは減価償却のሙྜとྠᵝである（法法32①ն、

法令64、65)。 

 なお、そのᨭฟした㈝用の㢠が20୓෇ᮍ‶であるときは、⧞ᘏ資産として計上しないで、そのᨭ

ฟ時に全㢠をᦆ㔠経理によりᦆ㔠の㢠に算ධすることができる（法令134)。 

࠙参考法令・通達␒号ࠚ 

   法基通8�2�1㹼8�2�5、8�3�1㹼8�3�8 

その事業年度の月数 

ᨭฟのຠ果が及ࡪᮇ㛫の月数 
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第６章 損金の額の計算（その２）

法人税法第 条第３項第二号及び第三号は、別段の定めがあるものを除き、その事業年度の販売費、

一般管理費等の費用の額とその事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に関するものが、その事業

年度の損金の額に算入されることを示している。

この章では、その費用の額と損失の額について、別段の定めによる損金算入や損金不算入が規定され

ているもののうち、実務的に適用が多い項目を中心に学習する。

第１節 役員等の給与

法人が支払う給与は、使用人に対して支払うものと、役員に対して支払うものとに大別され、両者は

法人税法上その取扱いに差異がある。

使用人に対する給与 給料･賞与･退職給与 は、法人と使用人との雇用契約（民法 ）に基づいて、そ

の労務の対価として支払われるものであるから、企業会計上費用となるものであり、法人税法上も原則

としてその全額が損金の額に算入される（法法 ③二 。

ただし、次のような例外的な規定が設けられている。

① 過大な使用人給与の損金不算入（法法 、法令 、 の２）

② 使用人賞与の損金算入時期（法令 の３）

これに対して、役員に対する給与については、役員が会社の委任（会社法 ）を受けてその法人の経

営に従事する者であり、法人の得た利益の分配に参与する地位にあるともいえることから、職務執行の

対価として相当とされる金額を超える部分は損金の額に算入しないこととしている（法法 。

この節では、役員に対する給与の取扱いを中心に学習するが、法人税法は、法人のうち、少数の首脳

の意思によってその企業活動を左右できる会社を「同族会社」として、役員に対する給与に関して特別

に規定しているので、まず同族会社のあらましから学習する。

【参考法令・通達番号】

民法 、

１ 同族会社とはどのような会社をいうのか

２ 役員とはどのような者をいうのか

３ 使用人兼務役員とはどのような者をいうのか

４ 役員の給与はどのように取り扱われるか

５ 使用人の給与はどのように取り扱われるか

６ 経済的利益とは何か

学習のポイント
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１ 同族会社とはどのような会社をいうのか

少数の出資者が、資本の多くの部分を保有している会社であれば、絶対多数の議決権

を行使することにより、少数の出資者たる首脳の個人的意思でその会社を支配できるこ

とから、例えば、役員に対する臨時的な給与は損金の額に算入されないという取扱いに

対して、実質的には役員である者を使用人とするなどの方法で、会社と役員を通じた全

体の租税負担の不当な軽減を図ることが可能である。

そこで、法人税法では、株主等の３人以下とこれらの株主等と特殊の関係にある個人

及び法人がその会社の株式の総数又は出資金額の合計額の ％超を保有している会社

を「同族会社」とし 法法２十 、非同族会社と区別して特別の規定を設けている。

また、株主等とは、株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人

の出資者をいう（法法２十四）。

【参 考】同族会社の課税上の特別規定

① 同族会社の使用人のうち一定の株式を保有している者は、役員とみなされる場合がある（法令７二、 ①五 。

また、同族会社の役員のうち一定の株式を保有している者は、使用人兼務役員とされない役員となる（法令 ①五 。

② 同族会社において、法人税の負担を不当に減少させる結果となる行為や計算が行われるときは、正常な取引に置き替

えて所得金額が計算され、法人税の課税が行われる。これが｢同族会社等の行為又は計算の否認｣である（法法 ）。

○ 同族会社の判定基準

同族会社であるかどうかの判定に当たっては、その基礎となる株主等を単に株主等の頭数では

なく、ある株主等と特殊の関係のある者（同族関係者）の持分を全部合わせて１グループとし、こ

れを株主１人の持株とみて、３グループまでの組み合わせにより資本金（発行済株式の総数又は出

資金額）の ％を超える場合に、その会社を同族会社と判定する（法法２十）。

この場合、同族関係者となる個人は、株主等の配偶者や子供等の親族だけでなく次のような者が

含まれる（法令４① 。

⑴ 株主等の親族（配偶者、６親等内の血族、３親等内の姻族（民法 ））

⑵ 株主等と内縁関係（事実上婚姻関係と同様の事情）にある者

⑶ 個人である株主等の使用人（法人株主の使用人は含まない。）

⑷ 個人株主等から受ける金銭等により生計を維持している者（上記⑴から⑶以外の者）

⑸ 上記⑵から⑷の者と生計を一にするこれらの者の親族

また、同族関係者となる法人とは、次に掲げる法人をいう（法令４②）。

⑴ 株主等の１人（個人の場合は同族関係者含む。以下、⑵及び⑶において同じ。）が他の会社を

支配している場合における当該他の会社

⑵ 株主等の１人と⑴の会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社

⑶ 株主等の１人と⑴及び⑵の会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社

なお、「他の会社を支配している場合」とは、次に掲げる場合のいずれかに該当するものをいう

（法令４③）。

⑴ 他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の ％を超える数又は金額の株式又は出資を有

する場合
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⑵ 他の会社の次に掲げる議決権のいずれかにつき、その総数の ％を超える数を有する場合

イ 事業の全部若しくは重要な部分の譲渡、解散、継続、合併、分割、株式交換、株式移転又は

現物出資に関する決議に係る議決権

ロ 役員の選任及び解任に関する決議に係る議決権

ハ 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として会社が供与する財産上の利益に関する事項

についての決議に係る議決権

ニ 剰余金の配当又は利益の配当に関する決議に係る議決権

⑶ 他の会社の株主等（合名会社、合資会社又は合同会社の社員に限る。）の総数の半数を超える

数を占める場合

【例示】同族会社の判定の具体例

甲株式会社の株主とその持株数は次のとおりである。

（株 主 名） （持株数）

Ａ（代表取締役） ………………

Ｂ（専務取締役） ……………… Ａのグループ

Ｃ ………………………………… Ａ＋Ｅ＝ ％

Ｄ …………………………………

Ｅ（Ａの妻） …………………… Ｂのグループ ％

Ｆ（Ｂの父） …………………… Ｂ＋Ｆ＝ ％

Ｇ（Ｃの兄） ……………………

Ｈ（Ｃの甥） …………………… Ｃのグループ

その他 名で各自 株ずつ所有 Ｃ＋Ｇ＋Ｈ＝ ％

（互いに同族関係なし） ………

計 ………………………………

※ 株式の種類は全て普通株式であり、１株に１議決

権を有する。

したがって、甲株式会社は同族会社と判定される。

【参考法令・通達番号】

法基通 ～

２ 役員とはどのような者をいうのか

法人税法上の役員の範囲は、取締役等で会社法その他の法令に基づき選任された役員

よりも広く規定されている。

すなわち、法人税法上の役員には、株主総会等により選任され登記されている役員の

他、法形式上は役員になっていないが、実質的に法人の経営に従事して、その意思決定

に大きな影響力を持つと認められる者が含まれる（法法２十五、法令７ 。

具体的には次の者をいう。

⑴ 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人 会社法等で定められた役員

⑵ 会長、相談役、顧問等のように、登記上の役員ではないが、使用人以外の者で実質的に法人の経
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）

）

営に従事している（法人の主要な業務執行の意思決定に参画している）者（法令７一）

⑶ 同族会社の使用人のうち、同族会社の判定の基礎となった特定の株主グループに属しているなど

次の三つの要件の全てに該当している株主 「特定株主」と称する。 でその会社の経営に従事して

いる者 法令７二、 ①五

イ 各株主グループの所有割合の多い順に順位を付し、第一順位のグループから順次所有割合を足

したときに、初めて ％を超えるグループに属していること

ロ 自己の属する株主グループの所有割合が ％を超えていること

ハ 自己の所有割合（配偶者及び所有割合 ％超の関係会社を含む。）が５％を超えていること

【例示】同族会社の使用人で三つの要件の全てを満たしている者の例

Ａ ⑶のイ及びロの判定

株主グループ
例 １

所有割合％
例 ２

％
例 ３

％

甲

乙 ※

丙 ※

丁

戊

Ｂ ⑶のハの判定

甲グループの
株主の内訳

例 １
所有割合％

例 ２
％

例 ３
％

社 長

社長の妻

長 男 ○

長男の妻 ○

次 男 ○

社長の弟 ○

計

【参考法令・通達番号】

法基通 、会社法

３ 使用人兼務役員とはどのような者をいうのか

我が国の雇用慣行の下では、長年同じ法人に勤務して職制上の地位も上がった使用人

は、雇用者側の配慮等から、使用人としての仕事を続ける一方で、取締役等の役員に昇

格する場合がある。

法人税法は、このような役員を「使用人兼務役員」と呼び、次のように定義している。

使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地

位を有し、常時使用人としての職務に従事する者をいう（法法 ⑥、法令 。例えば、

取締役営業部長、取締役工場長等がこれに該当する。

○ 左の表の網かけの株主グループに

属する者で、その会社の経営に従事

しているものが役員とみなされる。

ただし、この株主グループに属す

る者であっても、その者（配偶者を含

む｡）の所有割合が５％以下のもの

は､役員とはみなされない｡

※ 例３の乙、丙は同順位のため、両

グループが第２順位の株主グルー

プとなる。

○ 左の表は、例１から例３の甲

グループ株主の所有割合の内訳であ

るが、○印の株主は、その所有割合が

５％以下であるので、役員とはみな

されない。
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使用人兼務役員になる者とならない者の区分を図示すると、次のとおりである。

（注）同族会社の特定役員とは、同族会社の役員のうち前述した２⑶の所有割合条件を満たしてい

る役員をいう。

【参考法令・通達番号】

法基通 ～

４ 役員の給与はどのように取り扱われるか

平成 年度税制改正前の法人税法においては、使用人に対する給与（給料・賞与・退

職給与）と同じように、役員に対する給与についても役員報酬・役員賞与・役員退職給

与に区分して、それぞれ損金の額に算入される金額についての取扱いが定められてい

たが、会社法制や会計制度など周辺的な制度が大きく変わる機会を捉えて、平成 年

度税制改正では、それらのものをまとめて役員給与と整理した上で、その損金の額に

算入される範囲等について次のように定めている。

⑴ 一定の役員給与の損金算入

法人がその役員に対して支給する給与のうち、次のイからハまでに掲げる給与のいずれにも該

当しないものの額は損金の額に算入されない（法法 ①）。

ただし、これらの給与には、債務の免除による利益その他経済的な利益を含み、業績連動給与に

該当しない退職給与、及び使用人兼務役員に対して支給する使用人分給与は含まれず、また、不相

当に高額な部分の金額及び事実を隠蔽又は仮装して経理することにより役員に対して支給する給

与は損金の額に算入されない（法法 ①②③④）。

イ 定期同額給与

支給時期が１月以下の一定の期間ごとであり、かつ、当該事業年度の各支給時期における支給

額が同額である給与、その他これに準ずる給与をいい（法法 ①一、法令 ①）、定期給与の各

支給時期における支給額から源泉税等の額（源泉徴収所得税、特別徴収地方税、社会保険料の額

区 分

社長、副社長、理事長、代表取締役、代表執行役、専務取締役、専

務理事、常務取締役、常務理事、代表権の制限等のない理事、清算

人、その他これらに準ずる者

合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員

取締役（委員会設置会社の取締役に限る。）、会計参与及び監査役

並びに監事

同族会社の特定役員（注）

上記以外の役員で、部長、課長、その他法人の使用人としての職制

上の地位を有し、かつ、常時使用人として職務に従事している者

判 定

使用人兼務

役員になら

ない。

使用人兼務

役員になる。
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等の合計額）を控除した金額が同額である場合には、その定期給与のその支給時期における支給

額は同額であるとみなされる（法令 ②）。

ロ 事前確定届出給与

その役員の職務につき所定の時期に①確定した額の金銭、②確定した数の株式又は新株予約

権及び③確定した額の金銭債権に係る特定譲渡制限付株式又は特定新株予約権を交付する旨の

定めに基づいて支給する給与で、納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をして

いるものをいう（法法 ①二、法令 ②～⑧、法規 の３①）。

なお、確定した株式又は新株予約権を交付する給与については、所轄税務署長に届出をしてい

ることに加えて、適格株式又は適格新株予約権であること（法法 ①二ロハ）の要件の全てを満

たすものが事前確定届出給与として損金の額に算入されることとなる。

したがって、あらかじめ支給額等や支給時期が確定している役員給与については毎月の定期

同額の給与の他に６月及び 月などのように特定の月に増額支給するもの（従前の役員賞与）で

あっても損金の額に算入されるということとなる。

ハ 業績連動給与

法人（同族会社にあっては同族会社以外の法人との間にその法人による完全支配関係がある

法人に限る。）が業務を執行する役員に対して支給する業績連動型給与で次に掲げる要件を満た

すもの（他の業務を執行する役員の全てに対して次に掲げる要件を満たす業績連動給与を支給

する場合に限る。）をいう（法法 ①三、法令 ⑨～⑲、法規 の３③）。

ｲ その業績連動給与の算定方法が、職務執行期間開始の日以後に終了する事業年度の業績の状

況を示す指標（以下「業績連動指標」という。）を基礎とした客観的なもので、次の要件を満

たすものであること

① 金銭による給付にあっては確定額を、株式又は新株予約権にあっては確定数を、それぞれ

限度としているものであり、かつ、他の業務を執行する役員に対して支給する業績連動給与

に係る算定方法と同様のものであること

② 原則として、職務執行期間開始日の属する会計期間開始の日から３月（法法 の２①各号

（確定申告書の提出期限の延長の特例 による延長期間の指定を受けている法人にあっては、

その指定に係る月数に２を加えた月数）を経過する日までに、報酬委員会の決定その他適正

な手続を経ていること

③ その内容が、②の決定又は手続の終了の日以後遅滞なく、有価証券報告書に記載されてい

ること等一定の方法により開示されていること

ﾛ 金銭による給与にあっては上記 ｲ の業績連動指標の数値が確定した日の翌日から１月を経

過する日までに支払われ、又は支払われる見込みであること

株式又は新株予約権による給与にあっては業績連動指標の数値が確定した日の翌日から２月

を経過する日までに交付され、又は交付される見込みであること

ﾊ 損金経理をしていること（給与の見込額として損金経理により引当金勘定に繰り入れた金額

を取り崩す方法により経理した場合を含む。）

持出可



第６章 損金の額の計算（その２）

－ －

注 「業務を執行する役員」とは、業績連動給与の算定方法についての報酬委員会の決定又は手続の終了の日に

おいて次の役員に該当するものをいう（法令 ⑨）。

① 取締役会設置会社の代表取締役及び取締役会の決議によって業務を執行するものとして選任された取締

役（会社法 ①）

② 指名委員会等設置会社の執行役（会社法 ）

③ ①及び②の役員に準ずる役員

⑵ 過大な役員給与の損金不算入

法人がその役員に対して支給する給与のうち不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入さ

れない（法法 ②、法令 ）。

イ 役員退職給与以外の役員給与

役員給与が不相当に高額かどうかは、次の「実質基準」及び「形式基準」によりそれぞれ不相

当に高額な部分の金額を算出し、いずれか多い金額が損金の額に算入されない金額となる（法令

一）。

① 役員の職務内容、法人の収益状況、使用人に対する給与の支給状況、同業種同規模法人の役

員給与の支給状況等に照らし、不相当に高額な場合には、その高額な部分の金額（実質基準）

法令 一イ

② 法人の定款や株主総会で定めた金額の範囲を超えて給与を支給していた場合の、その超える

部分の金額（形式基準） 法令 一ロ

注 上記２の により役員とみなされる使用人は実質基準により判定する。

ロ 役員退職給与

役員の退職給与については、役員の退職の事実により支払われる一切の給与をいうのである

が、退職給与のうち、当該役員の業務に従事した期間や退職の事情、同業種同規模法人の役員退

職金の支給状況等に照らし、不相当に高額な場合には、その高額であると認められる部分の額は

損金の額に算入されない（法法 ②、法令 二）。

役員に対して業績連動指標を基礎として支給される退職給与については、前ページに記載の

業績連動給与の損金算入要件を満たさないものは損金の額に算入されない（法法 ①）。

⑶ 使用人兼務役員に対する賞与

使用人としての職務を有する役員に対して支給する使用人としての職務に対する賞与について

は、他の使用人の賞与の支給時期と同時期に支給し、かつ、他の職務が類似する使用人の賞与の額

と比較して適正な額である場合に損金算入が認められる（法法 ②、法令 三）。

⑷ 隠ぺい又は仮装により支給する役員給与の損金不算入

法人が、事実を隠ぺいし、又は仮装して経理することによりその役員に対して支給する給与の額

は損金とならない（法法 ③）。

５ 使用人の給与はどのように取り扱われるか

使用人に支給する給与（給料、賞与、退職給与）は、原則として各事業年度の所得の
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金額の計算上、損金の額に算入される。

しかし、企業経営者がその配偶者や子供に多額の給与を支払い、法人税の負担軽減を

図っているといった問題の指摘があることから、使用人であっても、役員の親族等に対

して支給する過大な給与については、損金の額に算入しない措置が講じられている。

すなわち、法人がその役員と特殊の関係にある使用人（特殊関係使用人）に対して支給

する給与の額のうち、不相当に高額な部分の金額については、損金の額に算入しないこ

ととされている（法法 ）。

⑴ 給与の範囲

給料、賃金、賞与及び退職給与の他、債務の免除による経済的利益その他の利益が含まれる。

⑵ 特殊関係使用人の範囲

役員と特殊の関係のある使用人とは、次に掲げるものである（法令 。

① 役員の親族

② 役員と事実上婚姻関係と同様の関係にある者

③ ①及び②以外の者で役員から生計の支援を受けているもの

具体的には、役員から給付を受ける金銭その他の財産又は給付を受けた金銭その他の財産の

運用によって生ずる収入を生活費に充てている者をいう（法基通 。

④ ②及び③に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

「生計を一にする」とは、有無相助けて日常生活の資を共通にしていることをいうのであるか

ら、必ずしも同居していることを必要としない（法基通 、法基通 。

⑶ 不相当に高額な部分の金額

不相当に高額な部分とされる金額は、過大な役員給与の判定の場合と同様である。すなわち、そ

の使用人に対して支給した給与の額が、当該使用人の職務の内容、その法人の収益及び他の使用人

に対する給与の支給の状況、その法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの

使用人に対する給与の支給の状況等に照らし、当該使用人の職務に対する対価として相当である

と認められる金額（退職給与にあっては、その使用人に対して支給した退職給与の額が、当該使用

人のその法人の業務に従事した期間、その退職の事情、その法人と同種の事業を営む法人でその事

業規模が類似するものの使用人に対する退職給与の支給の状況等に照らし、その退職した使用人

に対する退職給与として相当であると認められる金額）を超える場合におけるその超える部分の

金額とされている（法令 の２ 。

６ 経済的利益とは何か

役員及び使用人（以下「役員等」という。）に対して支払う給与は、現金で支払われ

るのが通常である。しかし、法人が役員等に対して有する貸付金等の債権を放棄する

場合、あるいは、法人が所有している土地、建物を役員等に対して無償や低い価額で賃

貸する場合のように、現金は支払われないが実質的にその役員等に対して給与を支給

したのと同様の経済的効果をもたらす利益が与えられる場合がある。このような利益
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を一般に「経済的利益」という（法基通 。

そこで、法人税法上このような経済的利益については、役員の場合であれば、その

実態に応じ定期同額給与、臨時的な給与、退職給与に区分し、これを実際に支給した

給与の額に含めそれぞれの金額が過大であるか否かを判断することとなる。

また、使用人の場合は、役員と特殊な関係のある使用人について、経済的利益をそ

の実態に応じ給料、賞与、退職給与に区分し、これを実際に支給した給与の額に含め

それぞれの金額が過大であるか否かを判断することとなる。

【参 考】役員等に係る経済的利益とその取扱い

経済的利益となるものの例示と、その取扱いをまとめると、次の表のとおりである。

経 済 的 利 益 取 扱 い

① 役員等に法人の資産を無償又は低い価額

で譲渡した場合

（時価－譲渡価額＝差額）

その差額が毎月おおむね一定している場合

は定期同額給与

② 役員等に社宅等を無償又は低い価額で提

供した場合

（通常の賃料－徴収賃料＝差額）

全て定期同額給与

③ 役員等に金銭を低い利率で貸し付けた場

合

（通常の利息－徴収利息＝差額）

全て定期同額給与

④ 役員等に機密費、接待費、交際費等の名義

で支給した金額で費途不明、会社業務に関係

がないもの

毎月定額で支給している場合（渡切交際費）

は定期同額給与

⑤ 役員等の個人的費用を負担した場合 毎月負担する住宅の光熱費、家事手伝いの給

料等は定期同額給与

【参考法令・通達番号】

法基通 、 、
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第２節 ஺ 際 ㈝ 等 

 この節では、஺際㈝課税ไ度が設けられた㊃᪨、஺際㈝等の範ᅖ等について学習する。 
 

 

１ ஺際㈝課税ไ度が設けられた㊃᪨はఱか 

２ ஺際㈝等とされるものはどのようなものか 

３ ஺際㈝等にྵまれる㈝用とྵまれない㈝用の例示 

４ ஺際㈝等のᦆ㔠୙算ධ㢠はどのように計算するのか 

 

㸯 ஺㝿㈝ㄢ⛯ไᗘࡀ設ࡓࢀࡽࡅ㊃᪨ࡣఱ࠿ 

 法人がᨭฟする஺際㈝は、㈍኎促㐍等事業のためにᨭฟし、その౑㏵が明らかである

㝈り、企業会計上その全㢠が㈝用となるべきものである。 

 しかし、法人のᨭฟする஺際㈝は、ẖ年ᕧ㢠にのࡗࡰており、その෕㈝ᛶが社会的に

ၥ㢟となࡗている。そこで、法人がᨭฟした஺際㈝等について、これをᦆ㔠としてㄆめ

ないことにより、そのᨭฟをᢚไして෕㈝の節⣙を図るという政⟇上の┠的から、租税

特別措置法において஺際㈝等のᦆ㔠୙算ධを規定している。 

  なお、現在では上記にຍ࠼、「බ正な取引の㜼ᐖの㜵Ṇ」と「正常な価᱁ᙧ成」が㊃

᪨にྵまれている(平成㸴年度の税ไ改正に関する答⏦「３ 課税の適正・බ平の確ಖ」)。 

 

㸰 ஺㝿㈝➼ࡶࡿࢀࡉ࡜の࡝ࡣのࡶ࡞࠺ࡼの࠿ 

 税法上の஺㝿㈝➼の⠊ᅖは、社会通ᛕ上のᴫᛕより幅広く、஺際㈝㺂᥋ᚅ㈝㺂ᶵ密㈝㺂

その௚の㈝用で㺂法人がその得意ඛや仕ධඛその௚事業に関係のある⪅等に対する᥋ᚅ、

౪応、៘Ᏻ、㉗答その௚これらに㢮する行Ⅽのためにᨭฟするものである(措法61の４

մ)。 

 この取扱いを༊分してㄝ明すると、次のとおりである。 

① ஺際㈝その௚の㈝用とは、法人が஺際㈝等の⛉┠で経理したかどうかをၥわないこと。 

② ᥋ᚅ、㉗答等の行Ⅽとは、もてなし、㉗≀などのやりとり等のᛶ㉁をᣢつ全ての行Ⅽをいうこと。 

ճ 事業に関係のある⪅等とは㺂直᥋その事業に取引関係のある⪅だけでなく、㛫᥋にその法人の利ᐖ

に関係のある⪅及びその法人のᙺ員、౑用人、株୺等もྵまれること（措通61の４օ－22）。 

մ ᨭฟするとは、ᨭฟの事ᐇがあࡗたことであり、᥋ᚅするなどの行Ⅽがあࡗたことをいう。した

がࡗて、௬ᡶ又はᮍᡶ等の経理をしていなくともその行Ⅽがあࡗた事業年度の஺際㈝等にྵまれる

こと（措通61の４օ－24）。 

なお、次のような㈝用は஺際㈝等から㝖かれる。 

① 専らᚑ業員の⚟利ཌ⏕のための㐠動会や᪑行等に通常要する㈝用（措法61の４մ一） 

② 㣧㣗その௚これに㢮する行Ⅽのために要する㈝用（専らその法人のᙺ員ⱝしくはᚑ業員又はこれ

学習のポイント 
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らのぶ᪘に対する᥋ᚅ等のためにᨭฟするものを㝖く。以ୗ「㣧㣗㈝」という。）であࡗて、その

㣧㣗㈝としてᨭฟする㔠㢠をその㣧㣗等に参ຍした⪅の数で㝖して計算した㔠㢠が5�000෇以ୗと

なる㈝用（措法61の４մ二、措令37の５①）。ただし、この㣧㣗㈝については、㣧㣗等のあࡗた年

月日等の所定の事項を記載した᭩㢮をಖᏑしているሙྜに㝈り、ㄆめられる（措法61の４ն、措規

21の18の４）。 

ճ 広࿌ᐉఏのための࢝ࣞンࢲ－やᡭᖒ等の作成㈝用（措令37の５②一） 

մ 会㆟に関連しておⲔⳫᏊやᘚᙜ⛬度のもてなしをする㈝用（措令37の５②二） 

յ ฟ∧、ᨺ㏦のための取ᮦ㈝等の㈝用（措令37の５②୕） 

 

㸱 ஺㝿㈝➼࠸࡞ࢀࡲྵ࡜⏝㈝ࡿࢀࡲྵ࡟㈝⏝の例♧ 

օ ஺㝿㈝➼ࡿࢀࡲྵ࡟㈝⏝ 

① 会社のఱ࿘年記ᛕ、社ᒇ᪂⠏記ᛕ等におけるᐗ会㈝、記ᛕရ௦等（措通61の４օ�15օ） 

② ୗㄳᕤሙ、௦理ᗑ等となるため、又はするための㐠動㈝（措通61の４օ�15ֆ） 

  (注) 取引関係を結ࡪために┦ᡭ᪉の企業（事業⪅）に㔠㖹又は事業用資産を஺௜するための㈝用は஺際  

     ㈝等にヱᙜしない（ྠ通達（注））。 

ճ 得意ඛ、仕ධඛ等社እの⪅の៞ᘫ㺂⚝⚟に際しᨭฟする㈝用（措通61の４օ�15և） 

մ 得意ඛ、仕ධඛ等事業に関係ある⪅を᪑行㺂ほ๻等にᣍᚅする㈝用（措通61の４օ�15ֈ） 

յ 得意ඛ、仕ධඛ等のᚑ業員に対して取引のㅰ♩等としてᨭฟする㈝用(措通61の４օ�15֍） 

ն 得意ඛ、仕ධඛ等社እの⪅に対する᥋ᚅ、౪応に要した㈝用で、次のֆにヱᙜしない全ての㈝

用（措通61の４օ�15֏） 

ֆ ஺㝿㈝➼࠸࡞ࢀࡲྵ࡟㈝⏝ 

① 社会事業ᅋ体、政治ᅋ体に対するᣐ㔠 (措通61の４օ�２օ)(ᐤ附㔠) 

② ⚄社の⚍♩等のᐤ㉗㔠（措通61の４օ�２ֆ）（ᐤ附㔠） 

ճ 得意ඛに対し、኎上㧗にẚ例さࡏるなど一定の基‽により஺௜する㔠㖹や事業用資産、又はᑡ

㢠≀ရ（おお3�000 ࡡࡴ෇以ୗ）（措通61の４օ�４）（኎上๭ᡠし） 

մ あらかࡌめ行ࡗた広࿌ᐉఏに基づき、一定のၟရを㉎ධした一⯡ᾘ㈝⪅を᪑行にᣍᚅしたりᬒ

ရを஺௜したりするための㈝用（措通61の4օ�㸷և)（広࿌ᐉఏ㈝） 

յ 一⯡のᕤሙぢ学⪅等に〇ရのヨ㣧、ヨ㣗をさࡏる㈝用（措通61の４օ�㸷։)（広࿌ᐉఏ㈝） 

ն 得意ඛ等に対するぢ本ရ等の౪୚に通常要する㈝用(措通61の４օ�㸷֊）（広࿌ᐉఏ㈝） 

շ ๰❧記ᛕ日等に際し、ᚑ業員等におおࡡࡴ一律に社内で౪୚される通常の㣧㣗に要する㈝用（措

通61の４օ�10օ）(⚟利ཌ⏕㈝) 

ո ᚑ業員等又はそのぶ᪘等の៞ᘫ、⚝⚟に際し一定の基‽でᨭ⤥される㈝用（措通61の４օ�10

ֆ）（⚟利ཌ⏕㈝） 

（専ᒓࢭール࣐ࢫン及び専ᒓୗㄳ業⪅のᚑ業員等のሙྜもྠࡌ。（措通61の４օ�13և、61の４օ

�18ֈ）) 

չ ᶵ密㈝、஺際㈝等のྡ⩏で、ᚑ業員等にᨭ⤥した㔠㢠でその㈝㏵が୙明のものや法人の業務に
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関係がないもの(措通61の４օ�12և)(⤥୚) 

࠙参考法令・通達␒号ࠚ 

 法基通9�2�9֍、措通61の4օ�1㹼61の4օ�24 

 

㸲 ஺㝿㈝➼のᦆ㔠୙⟬ධ㢠࡝ࡣの࡟࠺ࡼィ⟬ࡿࡍの࠿ 

 法人が、平成18年４月１日から令和２年３月31日までの㛫に㛤ጞする各事業年度にお

いてᨭฟする஺際㈝等の㢠は、原則としてᦆ㔠の㢠に算ධされないが、平成26年４月１

日以ᚋに㛤ጞする事業年度から、஺際㈝等のうࡕ᥋ᚅ㣧㣗㈝（注）の㢠の50�100に┦ᙜ

する㔠㢠は、ᦆ㔠の㢠に算ධされる。 

（注）᥋ᚅ㣧㣗㈝とは、஺際㈝等のうࡕ㣧㣗㈝であࡗて、法人税法上で整理・ಖᏑが⩏務௜けられて

いるᖒ⡙᭩㢮に、㣧㣗㈝に係る㣧㣗等のあࡗた年月日等の所定の事項を記載することにより、㣧

㣗㈝であることが明らかにしているものをいう（措法61の4մ、措規21の18の4、法規59、62、67）。 

 

資本㔠の㢠又はฟ資㔠の㢠が１൨෇以ୗの法人（普通法人のうࡕその事業年度⤊஢の

日において、法人税法第66条第㸴項第二号又は第୕号に掲ࡆる法人にヱᙜするもの（以

ୗ、この節において「大法人のᏊ会社等」という。）を㝖く。）については、定㢠᥍㝖

㝈度㢠を㉸࠼る㔠㢠がᦆ㔠の㢠に算ධされない。定㢠᥍㝖㝈度㢠は、平成25年4月1日以

ᚋに㛤ጞする事業年度については年800୓෇(平成25年3月31日以๓に㛤ጞした事業年度

においては年600୓෇、平成21年4月1日๓に⤊஢した事業年度においては400୓෇)に事

業年度の月数を஌ࡌてこれを12で㝖して計算した㔠㢠となる（措法61の4②）。 

なお、᥋ᚅ㣧㣗㈝の㢠の50�100┦ᙜ㢠のᦆ㔠算ධと定㢠᥍㝖㝈度㢠までのᦆ㔠算ධの

いずれかを㑅ᢥ適用することができる（措法61の4①②）。 
 

イ 平成26年４月1日以ᚋに㛤ጞする事業年度のሙྜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）月数は事業年度の月数をいい、ᬺ にᚑࡗて計算し、１月に‶たない➃数を⏕ࡌたときは、その➃数を１月とする（措

法 61 の４ճ)。 

ᑐ㇟ἲே ᦆ 㔠 ୙ ⟬ ධ 㢠 

月数 

12 
࣐ͤイࢫࢼのሙྜにはࢮロ(全㢠ᦆ㔠算ධ) 

ᨭฟ஺際㈝等の㢠 － 800୓෇� 

ᨭฟ஺際㈝等の㢠 － ᥋ᚅ㣧㣗㈝の㢠�   

資本㔠(ฟ資

㔠)１൨෇ 

以 ୗ の 法 人

(大法人のᏊ

会 社 等 を 㝖

く) 

㑅ᢥ適用

50 

 100 

上記以እ 

の 法 人 
ᨭฟ஺際㈝等の㢠 － ᥋ᚅ㣧㣗㈝の㢠� 

50 

 100

月数 

12 
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ロ 平成 25 年 4 月 1 日以ᚋ平成 26 年３月 31 日までの㛫に㛤ጞする事業年度のሙྜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成25年3月31日以๓に㛤ጞする事業年度のሙྜ ࣁ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

࠙設 例ࠚ 

 ⏥株式会社のᙜᮇ（令元�７�１㹼令元�12�31）末の資本㔠の㢠3�000୓෇、ᙜᮇの஺際㈝等の

ᨭฟ㢠が500୓෇（うࡕ᥋ᚅ㣧㣗㈝の㢠が300୓෇）であるとしたሙྜ、その஺際㈝等のᦆ㔠୙算

ධ㢠を計算しなさい。なお、⏥株式会社は大法人のᏊ会社等ではない。 

＝定㢠᥍㝖㝈度㢠は、800୓෇�6�12＝400୓෇となり、᥋ᚅ㣧㣗㈝の50㸣┦ᙜ㢠（300୓෇�50㸣ࠚ⟆࠙

150୓෇）を上ᅇることから、定㢠᥍㝖㝈度㢠を㑅ᢥする᪉が᭷利となる。したがࡗて、ᦆ㔠୙算ධ

㢠を計算すると、500୓෇－800୓෇�6�12＝100୓෇となる。 

）

 

ᑐ㇟ἲே 
ᨭฟ஺㝿㈝ 

➼ の 㢠 
ᦆ 㔠 ୙ ⟬ ධ 㢠 

    � 800୓෇ 

㉸のሙྜ 

月数 

12 

上記以እ 

の 法 人 
ᨭ ฟ ஺ 際 ㈝ 等 の 㢠 

 ロ（全㢠ᦆ㔠算ධ）ࢮ
資本㔠(ฟ資

㔠)１൨෇ 

以 ୗ の 法 人

(大法人のᏊ

会 社 等 を 㝖

く) 

     � 800୓෇ 

以ୗのሙྜ 

月数 

12 

ᑐ㇟ἲே 
ᨭฟ஺㝿㈝ 

➼ の 㢠 
ᦆ 㔠 ୙ ⟬ ධ 㢠 

上記以እ 

の 法 人 
ᨭ ฟ ஺ 際 ㈝ 等 の 㢠 

ᨭฟ஺際㈝等の㢠 � 10㸣 
資本㔠(ฟ資

㔠)１൨෇ 

以 ୗ の 法 人

(大法人のᏊ

会 社 等 を 㝖

く) 

(600୓෇�      �10㸣)㸩(   －600୓෇�  )
月数 

12 

ᨭฟ஺ 

際㈝等 

の 㢠 

月数 

12 

     � 
600୓෇ 

以ୗのሙྜ 

月数 

12 

    � 600୓෇ 

㉸のሙྜ 

月数 

12 

ᨭฟ஺際㈝等の㢠 ̿ 800୓෇�    
月数 

12 

ᣢฟྍ



第㸴章 ᦆ㔠の㢠の計算（その２） 

  －86－ 

  なお、上記設例において事業年度を平24㸬7�1㹼平24�12�31としたሙྜ(平成25年３月31日以๓に 

㛤ጞする事業年度でᨭฟしたሙྜ)の、ᦆ㔠୙算ධ㢠は 

  (600୓෇�㸴�12�10㸣)㸩(500୓෇－600୓෇�㸴�12)＝230୓෇となる。 

 

࠙別表十஬ࠚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

࠙別表ᅄࠚ 
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第３節 ᐤ 附 㔠 

 この節では、ᐤ附㔠についてᦆ㔠算ධ㝈度㢠が設けられた㊃᪨、ᐤ附㔠の範ᅖ等について学習する。 
 

 

１ ᐤ附㔠のᦆ㔠算ධ㝈度㢠が設けられた㊃᪨はఱか 

２ ᐤ附㔠とされるものにはどのようなものがあるのか 

３ ᐤ附㔠のᦆ㔠算ධ㝈度㢠はどのように計算するのか 
 

㸯 ᐤ㝃㔠のᦆ㔠⟬ධ㝈ᗘ㢠ࡀ設ࡓࢀࡽࡅ㊃᪨ࡣఱ࠿ 

 法人のᨭฟした㈝用が法人税法上のᦆ㔠となるためには、その法人の事業活動に必要

なものでなけれࡤならない。しかし、ᐤ附㔠はそのᛶ㉁上、直᥋には཯対⤥௜のないᨭ

ฟであるため、事業活動に必要なものであるかどうかのุ定がᴟめて困難である。 

 このようなᐤ附㔠を↓ไ㝈にᦆ㔠としてㄆめたሙྜ、本᮶課税されるべきはずの所得

がᐤ附を通ࡌて減り、税㔠の減ᑡをᣍき、結果的に国が法人に௦わࡗてᐤ附をしたのと

 。ことになるࡌྠ

 しかしながら、法人として事業を෇⁥にᐇ施し、規ᶍをᣑ大するためには、ᆅᇦ࡬の

㈉⊩や⚟♴活動も必要であり、ᦆ㔠ᛶがㄆめられるとする考࠼᪉もある。そのようなと

こࢁに、ある✀のᦆ㔠ᛶをᨃไして、行政的౽ᐅと課税のබ平のほⅬから、⤫一的な㝈

度㢠を設けて、それを㉸࠼る㔠㢠についてはᦆ㔠の㢠に算ධしないこととしている（法

法37）。 

 

㸰 ᐤ㝃㔠ࡶࡿࢀࡉ࡜の࡝ࡣ࡟のࡶ࡞࠺ࡼのࡿ࠶ࡀの࠿ 

օ ᐤ㝃㔠の⠊ᅖ 

 法人税法上のᐤ㝃㔠とは、法人が行ࡗた㔠㖹その௚の資産又は経済的な利益の㉗୚

又は↓償の౪୚をいい、社会通ᛕ上のᐤ附㔠のᴫᛕよりその範ᅖは広くなࡗている

（法法37շ）。 

 法人税法上のᐤ附㔠であるかどうかの༊別は、ಶࠎのᐇែによりุ᩿すべきものであるが、この

ุ᩿の基‽として、事業に直᥋関係ない⪅に対する㔠㖹でした㉗୚は、原則としてᐤ附㔠として取

り扱われる。例ࡤ࠼、社会事業ᅋ体、政治ᅋ体に対するᣐ㔠や⚄社の⚍♩等のᐤ㉗㔠のようなもの

はᐤ附㔠とされる。 

࠙参考法令・通達␒号ࠚ 

 措通61の4օ�2 

ֆ ᐤ㝃㔠ࡽ࠿㝖ࡶࡿࢀ࠿の 

イ 㔠㖹その௚の資産又は経済的な利益の㉗୚又は↓償の౪୚であࡗても、法人の事業㐙行と直᥋

関係があるとㄆめられる広࿌ᐉఏ㈝、஺際㈝、⚟利ཌ⏕㈝等にヱᙜするものは、ᐤ附㔠から㝖か

れる。 

ロ 法人がᐤ附㔠としてᨭฟしたものであࡗても、法人のᙺ員等がಶ人として㈇ᢸすべきᛶ᱁をᣢ

学習のポイント 
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つᨭฟは、その⪅に対する⤥୚となる。 

࠙参考法令・通達␒号ࠚ 

 法法37շ、法基通9�4�1㹼9�4�2の2 

և ᐤ㝃㔠の㢠のィ⟬ 

イ 㔠㖹で㉗୚したሙྜには、その㔠㖹の㢠で計算する。 

ロ 㔠㖹以እの資産の㉗୚や経済的な利益の↓償の౪୚のሙྜには、その㉗୚や౪୚の時における

時価で計算する。 

たよࡗぶᏊ会社㛫のように特別な関係にある⪅が時価よりపい価㢠で資産のㆡΏを行、ࡤ࠼例 ࣁ

うなሙྜで、そのᕪ㢠がᐇ㉁的に㉗୚したとㄆめられるときは、そのᕪ㢠で計算する。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（注） పᗮㆡΏに係る仕ヂ等については、第３章第２節を参↷のこと。 

࠙参考法令・通達␒号ࠚ 

 法法37շո 

 

㸱 ᐤ㝃㔠のᦆ㔠⟬ධ㝈ᗘ㢠࡝ࡣの࡟࠺ࡼィ⟬ࡿࡍの࠿ 

օ ᐤ㝃㔠のྲྀ࠸ᢅࡾ 

 ᐤ附㔠は現ᐇにᨭᡶࡗた事業年度のᦆ㔠として取り扱うこととされている(法令78

①)。 

 したがࡗて、現ᐇにᨭᡶわれるまでは、ᐤ附㔠のᨭᡶがなかࡗたものとされるので、

ᐤ附㔠をᮍᡶ計上しても、その計上した事業年度ではᦆ㔠の㢠に算ධされず、ᐇ際に

ᨭᡶࡗた事業年度のᐤ附㔠として取り扱われる。また、現ᐇにᨭᡶࡗた事業年度にᦆ

㔠の㢠に算ධしないで௬ᡶ㔠等の௬຺定で経理していても、そのᨭฟした事業年度の

ᐤ附㔠として取り扱うこととされている（法基通9�4�2の3)。 

࠙参考法令・通達␒号ࠚ 

 法基通9�4�2の4 

࠙例 示ࠚ 

 ᐤ附㔠1�000�000෇の中に、ᮍᡶ計上したᐤ附㔠200�000෇がྵまれ、௬ᡶ経理したᐤ附㔠の中にᐤ附㔠 

となるものが500�000෇あࡗたとすれࡤ、法人税法上の取扱いによるᐤ附㔠の㔠㢠は、次のようになる。 

 （法人計算のᐤ附㔠）（ᮍᡶᐤ附㔠）   （௬ᡶᐤ附㔠） 

   1�000�000෇ － 200�000෇ 㸩 500�000෇ ＝1�300�000෇ 

㔠㖹の㢠又は
㉗୚ⱝしくは
౪୚のときの
時価でホ価し
た㢠 

ㆡΏ時の時価

とㆡΏ価㢠と

のᕪ㢠 

ᐤ

 

附

 

㔠

 
 ㉗୚又は 
 
 ↓償の౪୚

 
 పᗮㆡΏ 
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ֆ ᐤ㝃㔠のᨭฟඛࡿࡼ࡟༊ศ 

イ ୍⯡のᐤ㝃㔠 

 一⯡のᐤ附㔠のᦆ㔠算ධ㝈度㢠の計算は、ᙧ式的にᮇ末の資本㔠等の㢠を基にした資本㔠基‽

㢠とᙜᮇの所得の㔠㢠を基にした所得基‽㢠から次のとおりᦆ㔠算ධ㝈度㢠を計算し、この㝈度

㢠を㉸࠼る部分の㔠㢠はᦆ㔠の㢠に算ධされない（法法37①、法令73①)。 

 

 

  

 

 

(注)１ 資本㔠等の㢠とは、資本㔠の㢠又はฟ資㔠の㢠と法人税法施行令第㸶条第１項に掲ࡆる㔠㢠とのྜ計㢠

である（法法２十භ)。 

２ ᙜᮇの所得の㔠㢠は、ᐤ附㔠をᦆ㔠に算ධする๓の㔠㢠で、具体的には、⏦࿌᭩別表ᅄ「௬計」ḍの㔠

㢠にᨭฟしたᐤ附㔠の㢠をຍ࠼た㔠㢠である（法令73②ճ)。 

３ 月数は、ᬺにᚑࡗて計算し、１月に‶たない➃数を⏕ࡌたときはこれをษりᤞてる（法令73յ)。 
 

ࣟ ᏶඲ᨭ㓄㛵ಀࡿ࠶ࡀ௚のἲே࡟ᑐࡿࡍᐤ㝃㔠 

 内国法人が各事業年度において᏶全ᨭ㓄関係（法人による᏶全ᨭ㓄関係に㝈る。）がある௚の

内国法人に対してᨭฟしたᐤ附㔠の㢠（法法25条の2②に規定するཷ㉗益に対応するものに㝈る。）

は、ᦆ㔠の㢠に算ධされない（法法37②）。 

 ᐤ㝃㔠ࡿࡍᑐ࡟ᆅ᪉බඹᅋయࡣᅜཪ ࣁ

 国又はᆅ᪉බඹᅋ体に対するᐤ附㔠は、ᐤ附した⪅がᐤ附によࡗて設けられた設備を専ᒓ的に

利用するሙྜや、特別な利益がそのᐤ附をした⪅に及ࡪとㄆめられるものを㝖き、その全㢠をᦆ

㔠の㢠に算ධすることができる（法法37ճ一)。 

 ᐤ㝃㔠㸦ᣦᐃᐤ㝃㔠㸧ࡓࡋᣦᐃࡀ⮧㈈ົ኱ ࢽ

 බ益法人等に対するᐤ附㔠で、一定の要௳を備࠼るものとして㈈務大⮧がᣦ定したものは、そ

の全㢠をᦆ㔠の㢠に算ධすることができる（法法37ճ二)。 

࣍ ≉ᐃබ┈ቑ㐍ἲே࡟ᑐࡿࡍᐤ㝃㔠 

( )

ᮇ末資本㔠等の㢠 

資本㔠基‽㢠 

資本㔠基‽㢠

4 

࿌᭩で所得にຍ算⏦ࠉࠉࠉ

䚷
䚷
税
法

上
の

ᐤ

附
㔠

ࠉ
法
人

計

上
の

ᐤ
附

㔠

ᮍᡶ㔠
20୓෇

㻌
ᮇ

中
ᨭ

ฟ

分

௬ᡶ経理分

50୓෇
 ⏦࿌᭩で所得から減算

100

୓
෇

80

୓

෇
130

୓

෇
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 බ益のቑ㐍にⴭしくᐤ୚する法人として法人税法施行令第77条に掲ࡆられたᅋ体に対するᐤ附

㔠は、一⯡のᐤ附㔠の㝈度㢠とは別ᯟの㝈度㢠が設けられており、その㝈度㢠の範ᅖ内の㔠㢠を

ᦆ㔠の㢠に算ධすることができる（法法37մ)。 

 㔠㖹の㢠ࡓࡋᨭฟ࡚ࡋ࡜⏘ᐃබ┈ಙクのಙク㈈≉ ࡬

 特定බ益ಙクのಙク㈈産とするためにᨭฟした㔠㖹の㢠は、ᐤ附㔠とみなし、そのうࡕ、その

┠的がᩍ⫱又は⛉学の᣺⯆、文化のྥ上、社会⚟♴࡬の㈉⊩その௚බ益のቑ㐍にⴭしくᐤ୚する

もののಙク㈈産とするためにᨭฟした㔠㖹の㢠については、上記࣍のᐤ附㔠の㢠とྜわࡏて、一

⯡のᐤ附㔠とは別ᯟの㝈度㢠の範ᅖ内でᦆ㔠の㢠に算ධすることができる（法法37ն）。 

ト ㄆᐃ≉ᐃ㠀Ⴀ฼άືἲே࡟ᑐࡿࡍᐤ㝃㔠 

 特定㠀Ⴀ利活動法人（132法人）のうࡕ一定の要௳を‶たすものとして所㎄ᗇのㄆ定をཷけたも

の（ㄆ定132法人）に対するᐤ附㔠の㢠は、上記࣍のᐤ附㔠の㢠とྜわࡏて、一⯡のᐤ附㔠とは別

ᯟの㝈度㢠の範ᅖ内でᦆ㔠の㢠に算ධすることができる（措法66の11の２②)。 

 ᐤ㝃㔠ࡿࡍᑐ࡟⪅ᅜእ㛵㐃 ࢳ  

    法人がその法人の国እ関連⪅に対してᨭฟしたᐤ附㔠の㢠は、ᦆ㔠の㢠に算ධされない（措法

66の4ճ。 

 

 

 ࠸ᢅྲྀࡿࡼ࡟ᐤ㝃㔠の༊ศࠚࡵ࡜ࡲ࠙

 ᐤ 附 㔠 の ༊ 分 取   扱   い 

イ 一⯡のᐤ附㔠 
資本㔠等の㢠と所得の㔠㢠に基づいて計算した
㔠㢠までᦆ㔠算ධできる。 

ロ ᏶全ᨭ㓄関係がある௚の法人に対するᐤ附㔠 全㢠ᦆ㔠算ධできない。 

 国又はᆅ᪉බඹᅋ体に対するᐤ附㔠 ࣁ
全㢠ᦆ㔠算ධできる。 

 ㈈務大⮧がᣦ定したᐤ附㔠（ᣦ定ᐤ附㔠） ࢽ

࣍ 特定බ益ቑ㐍法人に対するᐤ附㔠 

イとは別ᯟの㝈度㢠の範ᅖ内の㔠㢠までᦆ㔠算
ධできる。 

 ࡬
特定බ益ಙク㈈産とするためにᨭฟする㔠㖹等
（බ益ቑ㐍ಙクに㝈る。） 

ト 
ㄆ定特定㠀Ⴀ利活動法人（ㄆ定㹌㹎㹍法人）に
対するᐤ附㔠 

チ 国እ関連⪅に対するᐤ附㔠 全㢠ᦆ㔠算ධできない 
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࠙設 例ࠚ 

 எ株式会社の平31�4�1㹼令2�3�31事業年度における次の資ᩱから、ᐤ附㔠のᦆ㔠୙算ධ㢠と課

税所得㔠㢠を計算しなさい。 

 なお、ྠ社は各㔠㢠をいずれも雑ᦆኻ຺定に計上している。 

１ 経㈝等の明⣽ 

日 ௜ 㔠  㢠 
ᨭ ฟ の
┦ ᡭ ᪉

経㈝等の内ᐜ 備  考 

 ෇  
1�5�20 100�000 㒔❧㸿㧗ᰯ 図᭩㤋ᣑᙇ㈝用  

1� 9�9 50�000 㹀 ⏫ 内 会 ᾘ 㜵 資 㔠  

1�12�8 200�000 㹁株式会社 ㉗ ୚
㹁社とᙜ社との㛫
に᏶全ᨭ㓄関係は
ない。 

2�3�29 40�000 㹂 ⚄ 社 社Ẋ改⠏資㔠 ᮍᡶ㔠຺定に計上

２ 㹁社に対する㉗୚の内ᐜは、ᙜ社ಖ᭷のᅵᆅ（ᖒ⡙価㢠200�000෇㺂時価1�000�000෇）を㉗

୚したものである。 

３ 上記以እで計算に必要な事項 

օ ᙜᮇ末の資本㔠等の㢠は60�000�000෇である。 

ֆ 確定したỴ算によるᙜᮇ⣧利益は4�810�000෇であり、ຍ算、減算事項は設例以እにはな

いものとする。 

 

 

 。設例のᐤ附㔠に対する取扱いを示すと、次のとおりであるࠚ⟆࠙

ᨭฟの┦ᡭ᪉ ᐤ 附 㔠 に 対 す る 取 扱 い 

㒔 ❧ 㸿 㧗 ᰯ 
 国❧・බ❧の学ᰯ等の施設のᘓ設やᣑᙇ等のためにされるᐤ附㔠は㺂国等に対するᐤ

附㔠としての඾ᆺ的なものである㹿 

㹀 ⏫ 内 会 
 ⏫内会は、ᆅ᪉බඹᅋ体ではないから、国等に対するᐤ附㔠にヱᙜࡏず、一⯡のᐤ附

㔠となる。 

㹁 株 式 会 社  ㉗୚した資産の㉗୚の時の時価 1�000�000෇がᐤ附㔠となる。 

㹂 ⚄ 社 

 ⚄社に対する社Ẋ改⠏資㔠は、ᣦ定ᐤ附㔠にヱᙜするものを㝖き一⯡のᐤ附㔠にヱᙜ

するのであるが㺂㺀ᨭฟしたᐤ附㔠㺁とは現㔠等を஺௜したものをいい、現ᐇにᨭᡶわれ

るまでの㛫はᐤ附㔠のᨭฟがなかࡗたものとされる。したがࡗて、この㔠㢠は⏦࿌᭩別

表ᅄでຍ算するとともに、ᦆ㔠୙算ධ㢠の計算の対㇟となるᐤ附㔠から㝖እする。 

１ 以上をまとめると、ᙜᮇのᐤ附㔠の㢠は次のようになる。 

  ᣦ定ᐤ附㔠等   㒔❧㸿㧗ᰯ             100�000෇ 

  一⯡のᐤ附㔠   㹀⏫内会     50�000෇ 

           㹁株式会社   1�000�000෇   1�050�000෇ 

  ᐤ附㔠のྜ計                   1�150�000෇ 
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２ ᦆ㔠算ධ㝈度㢠は、次のように計算される。 

①  60�000�000෇ �      �    ＝       ＝150�000෇    ͐͐͐資本㔠基‽㢠         

                
(ᅵᆅㆡΏ益)

   㹂⚄社࡬の
ᮍᡶᐤ附㔠

       
(ᐤ附㔠ㄆᐜ)

        
(ᐤ附㔠のྜ計)

 

 ② (4�810�000 㸩 1�000�000  㸩  40�000 － 1�000�000 㸩 1�150�000)�       

   

 ＝ 150�000෇ ͐͐͐所得基‽㢠 

 ճ (150�000෇ 㸩 150�000෇ ) � 
 １ 

 ２ 
 ＝ 75�000෇（ᦆ㔠算ධ㝈度㢠） 

３ したがࡗて、ᦆ㔠୙算ධ㢠は 

            㸿㧗ᰯ࡬の
ᐤ附㔠  

         
(ᦆ㔠算ධ㝈度㢠)

 

   1�150�000෇ － 100�000෇ － 75�000෇ ＝ 975�000෇となる。 

 これを「⏦࿌᭩別表ᅄ」、「⏦࿌᭩別表஬（一)」及び「⏦࿌᭩別表十ᅄ（二）」で示すと、次࣌ー

 。のようになるࢪ

  

ͤ 㹁社に対する㉗୚について 

   〈会社の仕ヂ〉  雑ᦆኻ   200�000෇ 㸭 ᅵ ᆅ 200�000෇ 

〈税務上の仕ヂ〉 ᐤ附㔠 1�000�000෇ 㸭 ᅵ ᆅ 200�000෇ 

                         ㆡΏ益 800�000෇ 

   〈ಟ  正〉 （ຍ算）雑ᦆኻྰㄆ   200�000෇ 㸭（減算）ᐤ附㔠ㄆᐜ      200�000෇ 

（ຍ算）ㆡΏ益計上₃れ 800�000෇ 㸭〈減算〉ᐤ附㔠計上₃れ 800�000෇ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 
12 

2�5 
1�000

１

４

2�5 
100 

ᣢฟྍ



第㸴章 ᦆ㔠の㢠の計算（その２） 

  －93－ 

࠙別表ᅄࠚ 

 

��  �   �
எ ᰴᘧ఍♫ 

������������

��������������� 

��������� ���������

ᮍᡶᐤ㝃㔠

ㆡΏ཰┈ ������� ������� 

1�000�000 ᐤ附㔠 1�000�000

��������� ���������

���������

 

���������

���������

���������

���������

��������� ���������

㸰   �  ��  

���������

��������� �������

���������

���������

 

 

������� 

 

 

 

������������������ 

�������

�������

�������

�������

㞧ᦆኻ ������� �������

ᣢฟྍ



第㸴章 ᦆ㔠の㢠の計算（その２） 

  －94－ 

࠙別表஬（一）ࠚ  

 

��  �   � 
㸰  �  �� எ ᰴᘧ఍♫

������ᮍᡶᐤ㝃㔠 ������

���������� ����������

���������� ����������
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࠙別表十ᅄ（二）ࠚ 

 

ู
⾲
༑
ᅄ
ः
ࠉ
平
୕
十
一
・
ᅄ
・
一
以
ᚋ
⤊
஢
事
業
年
度
分

③ ᰴᘧ఍♫法人ྡࠉ=
��㺃 �㺃 �

��࣭�࣭��

事ࠉࠉ業

年ࠉࠉ度
ᐤ㝃㔠のᦆ㔠⟬ධ࡟㛵᫂ࡿࡍ⣽書

බ ┈ ἲ ே ➼ ௨ እ の ἲ ே の ሙ ྜ

ᐤ 附 㔠 ᨭ ฟ ๓ 所 得 㔠 㢠 の ە PDUX ە ┦ ᙜ 㢠

ە ە ە ە ە ە (8) ە� ە ە ە ە ە ە ە ە ە

ᮇ末の資本㔠等の㢠の 月数 ᥮算 㢠の ە ┦ ᙜ㢠

ە ەەە (11)ەەە ەەە� ەەەە ەەەە

特定බ益ቑ㐍法人等に対するᐤ 附㔠 の特 別ᦆ 㔠算 ධ㝈

度 㢠

ە�(㸩(15)(14))ەەەەەە ەە ەە ەە ەە ەە

一 ⯡ ᐤ 附 㔠 の ᦆ 㔠 算 ධ 㝈 度 㢠

ەەەەە (9))ە 㸩(12)) ە� ەەەە ەەەە

ە ە ە ە ە (10) � ە ە ە ە ە ە ە ە

බ ┈ ἲ ே ➼ の ሙ ྜ

一

⯡

ᐤ

附

㔠

の

ᦆ

㔠

算

ධ

㝈

度

㢠

の

計

算

D

ᨭ

ฟ

し

た

ᐤ

附

㔠

の

㢠

D

ᣦ 定 ᐤ 附 㔠 等 の 㔠 㢠

ەە ەەە 41)ەە の計 ە( ەەە ەەە
1

50

㔠

算

ධ

㝈

度

㢠

の

計

算

ە

対

す

る

ᐤ

附

㔠

の

特

別

ᦆ

特

定

බ

益

ቑ

㐍

法

人

等

に

100
┦ ᙜ 㢠 が 年 200୓ ෇ に ‶ た な い ሙྜ

（ ᙜ ヱ 法 人 が බ 益 社 ᅋ 法人 又は බ益 ㈈ᅋ
法 人 であ るሙ ྜを 㝖く 。） は、 年200୓෇

෇

特 定 බ 益 ቑ 㐍 法 人等 に対 する ᐤ 附 㔠㢠

ەە ەەە 42)ەە の計 ە( ەەە ەەە
2

ྠ 上 以 እ の み な し ᐤ 附 㔠 㢠 26そ の ௚ の ᐤ 附 㔠 㢠 3 ���������
計

㸩(1)ەەەەە (2)㸩 ەەەەە(3)
4 ���������

そ の ௚ の ᐤ 附 㔠 㢠 27᏶ 全 ᨭ 㓄 関 係 が あ る

法 人 に 対 す る ᐤ 附 㔠 㢠
5

�������
ᦆ

㔠

算

ධ

㝈

度

㢠

の

計

算

D

ᨭ

ฟ

し

た

ᐤ

附

㔠

の

㢠

D

㛗 ᮇ ⤥ ௜ 事 業 ࡬ の ⧞ ධ 利 Ꮚ 㢠 25

所 得 㔠 㢠 ௬ 計

ەەەەە(別表ᅄ㺀25の①㺁�㺀26の①㺁)ەەەەە
7 ���������

所 得 㔠 㢠 ௬ 計

①別表ᅄ㺀25の)ەەەەەە 㺁)ەەەەەە
29

ᐤ 附 㔠 ᨭ ฟ ๓ 所 得 㔠 㢠

ە ە ە ە ە ە ە (6) 㸩 (7) ە ە ە ە ە ە ە

ە ە ە ە ( ࣐ イ ࢼ ࢫ の ሙ ྜ は 㸮 ) ە ە ە ە

8
���������

計

ەەەەەە (4)㸩 ەەەە(5) ەە
6 ���������

計

ەەەەە㸩(26)㸩(27)(25)ەەەەە
28

13
������

㛗 ᮇ ⤥ ௜ 事 業 を 行 う ඹ 済

組 ྜ 等 の ᦆ 㔠 算 ධ 㝈 度 㢠

D((25)と⼥資㢠の年 5�5㸣┦ᙜ㢠のうࡕᑡない㔠㢠)D

33

ᮇ 末 の 資 本 㔠 等 の 㢠

ە ە ە ە ( 別 表 ஬ ( 一 ) 㺀 36 のմ 㺁 ) ە ە ەە

ە ە ە ە ( ࣐ イ ࢼ ࢫ の ሙ ྜ は 㸮 ) ە ە ە ە

10
����������

3111
����������

ྠ 上 の ┦ ᙜ 㢠 12 ������� බ 益 社 ᅋ 法 人 又 は බ 益 ㈈ ᅋ

法 人 の බ 益 法 人 特 別 㝈 度 㢠

)ەەەە 別 表十 ᅄ( 二 ) ௜表 㺀3 㺁 ە( ە ەە

32

ྠ 上 の ┦ ᙜ 㢠 9 �������

ྠ 上 の ┦ ᙜ 㢠
ྠ 上 の 月 数 ᥮ 算 㢠

ᐤ 附 㔠 ᨭ ฟ ๓ 所 得 㔠 㢠

ە ە ە ەە (28)ەە 㸩 ە(29) ەە ەە ەە

ەەەەە(のሙྜは㸮ࢫࢼイ࣐)ەەەەە

30

38

ᦆ

㔠

୙

算

ධ

㢠

ྠ 上 の う ࡕ ᦆ 㔠 の 㢠 に 算 ධ さ れ な い 㔠 㢠

ە ە D(20) － ((9) 又 は (13)) － (17) － (18)D ەە

15

ᣦ 定 ᐤ 附 㔠 等 の 㔠 㢠

D(41の計ەەەەەەەەە )Dەەەەەەەەە
35

16

国 እ 関 連 ⪅ に 対 す る ᐤ 附 㔠 㢠 及 び

᏶ 全 ᨭ 㓄 関 係 が あ る 法 人 に 対 す る ᐤ 附 㔠 㢠
36

14

ᦆ 㔠 算 ධ 㝈 度 㢠

(31) 㺂 ((31) と (32) の う ࡕ 多 い 㔠 㢠 ) 又 は

((31) と (33) の う ࡕ 多 い 㔠 㢠 ) ە ە ە ە ە

国 እ 関 連 ⪅ に 対 す る ᐤ 附 㔠 㢠

及 び 本 ᗑ 等 に 対 す る 内 部 ᐤ 附 㔠 㢠
19

ᣦ 定 ᐤ 附 㔠 等 の 㔠 㢠

(1)
18 ������� (28)のᐤ附㔠㢠のうྠࡕ上のᐤ附㔠以እのᐤ附㔠㢠

ە ە ە ە ە ە ە ە (28) － (36) ە ە ە ە ە ە ە ە

特定බ益 ቑ㐍 法人 等 に 対 す るᐤ 附㔠 のᦆ 㔠 算 ධ㢠

(2))ەەە と ((14)又は(16)) のう ᑡないࡕ 㔠㢠 ەەە(
17

23
計

ە ە ە ەە (38)ەە 㸩 ە(39) ەە ەە ەە

ᦆ

㔠

୙

算

ධ

㢠

ྠ 上 の う ࡕ ᦆ 㔠 の 㢠 に 算 ධ さ れ な い 㔠 㢠

－(37)ەەەەەە (34)－ ەەەەەە(35)

計

ەەەەە (21)㸩 (22)㸩 ەەە(23) ەە
24 �������

37

40

34

(4)のᐤ附㔠㢠のうྠࡕ上のᐤ附㔠以እのᐤ附㔠㢠

ەەەەەەەەە(19)－(4)ەەەەەەەەە
20 ���������

௧࿴ඖᖺ�᭶��᪥ 㒔❧$㧗ᰯ �������

ᣦ ᐃ ᐤ 㝃 㔠 ➼ ࡟ 㛵 ࡍ ࡿ ᫂ ⣽

ᐤ 附 し た 日 ᐤ 附 ඛ ࿌ 示 ␒ 号 ᐤ 附 㔠 の ౑ ㏵ ᐤ 附 㔠 㢠
41

21 �������
国 እ 関 連 ⪅ に 対 す る ᐤ 附 㔠 㢠 及 び

᏶全ᨭ㓄関 係が ある 法人 に対 する ᐤ附 㔠㢠

(36)

39
国 እ 関 連 ⪅ に 対 す る ᐤ 附 㔠 㢠 及 び

本 ᗑ 等 に 対 す る 内 部 ᐤ 附 㔠 㢠 (19)
22

᏶全ᨭ㓄関係がある法人に対するᐤ附㔠㢠

(5)

෇

計 �������

≉ᐃබ┈ቑ㐍ἲேⱝࡣࡃࡋㄆᐃ≉ᐃ㠀Ⴀ฼άືἲே➼࡟ᑐࡿࡍᐤ㝃㔠ཪࡣㄆᐃ≉ᐃබ┈ಙク࡟ᑐࡿࡍᨭฟ㔠の᫂⣽

Dᐤ附した日又はᨭฟした日D ᐤ附ඛ又はཷク⪅ 所 在 ᆅ
ᐤ附㔠の ౑㏵ 又は ㄆ定 特定

බ 益 ಙ ク の ྡ ⛠
ᐤ 附 㔠 㢠 又 は ᨭ ฟ 㔠 㢠

42

෇

計

ࡑ の ௚ の ᐤ 㝃 㔠 の ࠺ ࡕ ≉ ᐃ බ ┈ ಙ ク � ㄆ ᐃ ≉ ᐃ බ ┈ ಙ ク ࢆ 㝖 ࡃ ࠋ � ࡟ ᑐ ࡍ ࡿ ᨭ ฟ 㔠 の ᫂ ⣽

ᨭ ฟ し た 日 ཷ ク ⪅ 所 在 ᆅ 特 定 බ 益 ಙ ク の ྡ ⛠ ᨭ ฟ 㔠 㢠

12

2�5

1�000

1

4

2�5又は1�25

100

1

2

20又は50

100

6�25

100

3�75

1�000

6�25

100

3�75

1�000

෇

෇
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第４節 租 税 බ 課 等 

 租税බ課は、企業会計上は一⯡に㈝用として経理されるが、法人税法における所得計算上は、税┠又

はᛶ㉁に応ࡌᦆ㔠にできるものとできないものとに༊分されている。 

 この節では、ᦆ㔠の㢠に算ධできない租税බ課等について学習する。 

 

１ ᦆ㔠の㢠に算ධされない租税බ課はどのようなものがあるか 

２ ᦆ㔠の㢠に算ධされない租税බ課はどのように取り扱うのか 

３ 納税඘ᙜ㔠の⧞ධ㢠はᦆ㔠になるのか 

４ ୙正行Ⅽ等に係る㈝用はどのようなものがあるか 

 

㸯 ᦆ㔠の㢠࡟⟬ධ࠸࡞ࢀࡉ⛒⛯බㄢ࡝ࡣのࡶ࡞࠺ࡼの࠿ࡿ࠶ࡀ 

租税බ課のうࡕᦆ㔠算ධとならないものは、①所得に対する税、②法人税㢠から᥍㝖

する所得税㢠等である（法法38）。 

 このように、租税බ課の一部のものについてのみᦆ㔠୙算ධとしている理⏤は必ずし 

も一定ではないが、例ࡤ࠼法人税等については、それが所得を課税ᶆ‽として課される

というྠ税の本㉁及び計算ᢏ⾡上の理⏤によるものといわれている。 

 ᦆ㔠୙算ධとされる୺な租税බ課は次のとおりである。 

օ ἲே⛯ࠊᆅ᪉ἲே⛯ࠊఫẸ⛯㸦㒔㐨ᗓ┴Ẹ⛯ࠊᕷ⏫ᮧẸ⛯㸧 

 ここで法人税・ఫ民税の㢠というሙྜには、これらの本税に係るຍ算税等の附ᖏ税はྵまれない（ୗ

記４և参↷）が、このうࡕ利Ꮚ税（ᆅ᪉税における納ᮇ㝈のᘏ㛗のሙྜのᘏ⁫㔠をྵࡴ。） につい

てはᦆ㔠に算ධされることに注意する(法法38①୕㺂通則法60մ㺂64ճ㺂69)。 

ֆ ἲே⛯㢠ࡽ࠿᥍㝖ࡿࡍᡤᚓ⛯㢠 

և እᅜ⛯㢠᥍㝖のᑐ㇟ࡓࡋ࡜እᅜἲே⛯㢠 

 

㸰 ᦆ㔠の㢠࡟⟬ධ࠸࡞ࢀࡉ⛒⛯බㄢ࡝ࡣの࠺ᢅࡾྲྀ࡟࠺ࡼの࠿ 

法人がỴ算でᦆ㔠経理をした租税බ課のなかにᦆ㔠୙算ධのものがあれࡤ㺂その㔠㢠

を租税බ課の納௜≧ἣに関する明⣽᭩(⏦࿌᭩別表஬(二))に記ධし㺂⏦࿌᭩別表ᅄで所

得㔠㢠にຍ算しなけれࡤならない。 

 

 

 

 

学習のポイント 
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⛒ ⛯ බ ㄢ の ྲྀ ᢅ ࠸  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㸱 ⣡⛯඘ᙜ㔠の⧞ධ㢠ࡣᦆ㔠ࡿ࡞࡜の࠿ 

 法人は、Ỵ算にᙜたࡗてᙜᮇ分の法人税、ఫ民税等のぢ✚㢠を᥍㝖し、税引ᚋのᙜᮇ

⣧利益を計上するのが、一⯡的であり、次のような会計ฎ理が行われる。 

法人税等 

(納税඘ᙜ㔠⧞ධ㢠) 
��� 㸭 

ᮍᡶ法人税等 

(納税඘ᙜ㔠 )
��� 

 このሙྜ、ᦆ益計算᭩の表示は次のようになる。 

税引๓ᙜᮇ⣧利益    ��� 

法 人 税 等    ��� 

ᙜ ᮇ ⣧ 利 益    ��� 

 法人税等は確定していない租税බ課をᮍᡶ法人税等(納税඘ᙜ㔠)として引きᙜてたものである。法

人税法で定められた引ᙜ㔠にはヱᙜしないのでᦆ㔠の㢠には算ධされず、⏦࿌᭩別表ᅄで所得㔠㢠に

ຍ算しなけれࡤならない。 

 なお、ᮍᡶ法人税等（納税඘ᙜ㔠）は⩣ᮇ以降において、法人税等を納௜する際に次のように仕ヂ

され、取りᔂされる。 

ᮍᡶ法人税等 

(納税඘ᙜ㔠 ) 
��� 㸭 現   㔠 ���

࠙参考法令・通達␒号ࠚ 

法基通9�5�1㹼9�5�3、9�5�8、9�5�9 

 

㸲 ୙ṇ⾜Ⅽ➼࡟ಀ࡝ࡣ➼⏝㈝ࡿのࡶ࡞࠺ࡼの࠿ࡿ࠶ࡀ 

  㞃࡮い௬⿦行Ⅽに要する㈝用等又は㈥㈣等にᙜたるべき㈝用等、法人がᨭฟする୙正

行Ⅽ等に係る㈝用等については、法人税法に別ẁの定めを設けて、ᦆ㔠の㢠に算ධしな

いこととしている（法法55）。 

  附ᖏ税や⨩⛉㔠等がᦆ㔠୙算ධとされているのは、これらについてᦆ㔠算ධをㄆめる

と࣌ࢼル࢕ࢸとしてのຠ果がその分だけ⁛ẅされてしまうからである。 

  ᦆ㔠୙算ධとされる୺な୙正行Ⅽ等に係る㈝用等は次のとおりである。 

国 税 

 ᆅ᪉法人税ۑ 法人税ۑ

 法人税から᥍㝖する所得税ۑ

 法人税から᥍㝖するእ国税ۑ

ᦆ
㔠
୙
算
ධ 

 

ᆅ᪉税 ۑ㒔㐨ᗓ┴税、ᕷ⏫ᮧ民税 

国 税 

㓇税その௚のಶۑ ༳⣬税ۑ ᾘ㈝税ۑ

別㛫᥋税 ۑ利Ꮚ税 

 法人税から᥍㝖しない所得税ۑ

ᦆ
㔠
算
ධ 

 

ᆅ᪉税 
 ᅛ定資産税その௚のᆅ᪉税ۑ 事業税ۑ

 納ᮇ㝈ᘏ㛗のሙྜのᘏ⁫㔠ۑ
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 օ 㞃࠸࡮௬⿦⾜Ⅽ࡟せࡿࡍ㈝⏝➼ 

 ֆ ㈥㈣➼࡟ᙜࡁ࡭ࡿࡓ㈝⏝➼ 

 և ᅜ⛯➼࡟ಀࡿ㝃ᖏ⛯➼ 

これらにヱᙜするものとして、国税に係るᘏ⁫税、㐣ᑡ⏦࿌ຍ算税、↓⏦࿌ຍ算税、୙納௜ຍ算

税、重ຍ算税、༳⣬税の㐣ᛰ税、ᆅ᪉税法の規定によるᘏ⁫㔠（納ᮇ㝈のᘏ㛗のሙྜのᘏ⁫㔠を㝖

く。）、㐣ᑡ⏦࿌ຍ算㔠、୙⏦࿌ຍ算㔠、重ຍ算㔠がある。 

 ֈ ⨩⛉㔠➼ 

   እ国又はそのᆅ᪉බඹᅋ体が課する⨩㔠又は⛉ᩱに┦ᙜするものは、国内の⨩㔠及び⛉ᩱとྠᵝ

にᦆ㔠の㢠に算ධしないこととされている（法法55մ一）。 
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－ －

【設 例】

丙株式会社の平 ４ １～令２ ３ 事業年度の租税公課に関する事項は次のとおりであ

る。これに基づいて申告書別表四と申告書別表五 二（申告書別表五 一 については関係箇所）

を完成させなさい。

なお、所得税額控除の適用を受けるものとする。

また、確定した決算による当期純利益は 円とする。

１ 損金経理した租税公課

⑴ 法人税及び地方法人税（当期中間分） 円

⑵ 県民税（ 〃 ） 円

⑶ 事業税（前期確定分） 円

⑷ 受取預金利息に係る源泉徴収の所得税 円

⑸ 固定資産税 円

⑹ 源泉所得税の不納付加算税 円

⑺ 駐車違反に係る反則金 円

⑻ 納税充当金繰入額 円

２ 納税充当金取崩しの内訳

⑴ 期首残高 円

⑵ 法人税及び地方法人税（前期確定分） 円

⑶ 県民税（ 〃 ） 円

（注）申告書別表五 二 の作成に当たって、当期の確定申告分の法人税及び地方法人税並びに県民税は、次の金

額とする。

法人税及び地方法人税・当期分（確定） 円

県民税・当期分（確定） 円

【答】

① 損金の額に算入されないもの ② 損金の額に算入されるもの

これを「申告書別表四」、「申告書別表五 一 」及び「申告書別表五 二 」で示すと、次ページ

のようになる。

法 人 税 及 び 地 方 法 人 税 円 事 業 税 円

県 民 税 円 固 定 資 産 税 円

法人税から控除する所得税額 円

不 納 付 加 算 税 円

反 則 金 円

納 税 充 当 金 繰 入 額 円

持出可
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࠙別表ᅄࠚ 
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࠙別表஬（一）ࠚ 
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࠙別表஬（二）ࠚ 
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第５節 資産のホ価ᦆ 

 法人が所᭷する資産の時価がᖒ⡙価㢠をୗᅇࡗたሙྜに、その資産のホ価᥮࠼をしてそのᖒ⡙価㢠を

減㢠したときは、その減㢠した部分について資産のホ価ᦆがⓎ⏕する。会社法及び会社計算規則では、

資産のホ価は取得原価୺⩏を原則としながら、株୺、മᶒ⪅及び利ᐖ関係人のಖㆤを┠的とするಖᏲ୺

⩏の❧ሙから、ᮍᐇ現のᦆኻを✚ᴟ的にㄆ㆑さࡏ、企業利益に཯ᫎさࡏることとしている。これに対し

法人税法は、あくまで取得原価୺⩏を適用することを原則としている。これは、資産のホ価᥮࠼に基づ

く課税所得の᜛意的ㄪ整の㜵Ṇ等を考៖する❧ሙによるものであり、法人の所᭷する資産が⅏ᐖによる

ⴭしいᦆയその௚特別の事ᐇが⏕ࡌたሙྜなど（法法33②ճմ、法令68、68の２）の௚は、原則として

ᦆ㔠の㢠に算ධしないこととしている（法法33①)。 

 なお、法人の計上した資産のホ価ᦆがᦆ㔠の㢠に算ධされなかࡗたሙྜには、そのᖒ⡙価㢠のホ価᥮

たࡗをした日のᒓする事業年度以ᚋの各事業年度の所得の㔠㢠の計算上、そのᖒ⡙価㢠の減㢠はなか࠼

ものとみなされる（法法33ն)。 

࠙参考法令・通達␒号ࠚ 

 法基通9�1�1㹼9�1�19、会規５ 

 

第㸴節 ᅽ ⦰ 記 ᖒ 

 税務上、本᮶課税所得としてⓎ⏕している特定の利益について、一定の条௳のୗに、その課税関係を

ᑗ᮶に⧞りᘏべるไ度がᅽ⦰記ᖒไ度である。 

 この節では、ᅽ⦰記ᖒไ度の㊃᪨及び適用要௳について学習する。 

 

１ ᅽ⦰記ᖒไ度が設けられた㊃᪨はఱか 

２ ᅽ⦰記ᖒไ度の適用要௳はఱか 

３ ಖ㝤㔠で取得した௦᭰資産のᅽ⦰㝈度㢠はどのように計算するのか 

 

 

㸯 ᅽ⦰グᖒไᗘࡀ設ࡓࢀࡽࡅ㊃᪨ࡣఱ࠿ 

 法人の各事業年度の益㔠の㢠に算ධすべき㔠㢠は、法人税法第22条第２項の規定によれࡤ、資本等

取引以እの取引に係る཰益の㢠とされている。 

 したがࡗて、法人が、設備ᢞ資をする際に国やᆅ᪉බඹᅋ体から⿵ຓ㔠をཷけたሙྜや、⅏ᐖ等に

よるᅛ定資産のᦆᐖによりಖ㝤㔠をཷけたሙྜでも、その཰ධ㔠㢠を益㔠の㢠に算ධしなけれࡤなら

ない。また、法人が、ྠ✀の資産を஺᥮したሙྜ又はᅵᆅ、ᘓ≀等で特定の要௳にヱᙜするᅛ定資産

の㈙᥮࠼のため資産をㆡΏしたሙྜも、その資産のᖒ⡙価㢠とㆡΏ経㈝の㢠をᦆ㔠の㢠に算ධする一

᪉で、ㆡΏ対価の㢠を益㔠の㢠にそれࡒれ算ධしなけれࡤならない。 

学習のポイント 
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 このような取引に係る཰益を益㔠の㢠に算ධすることは、原則的には法人税が課税されることを意

࿡しているから、その課税によࡗて┠的資産や௦᭰資産の取得を困難にさࡏるという㞀ᐖが⏕ࡌ、⿵

ຓ㔠等をཷけた┠的が達成されなくなるおそれがあるなど、租税政⟇及び産業政⟇から適ᙜとされな

いሙྜがある。 

 そこで、⿵ຓ㔠཰ධやಖ㝤㔠཰ධ等の཰益についても課税するという原則を㈏きながら、その一᪉

で、一時の課税を㑊ける᪉法としてㄆめられているのが「ᅽ⦰グᖒ」のไ度である。 

 ᅽ⦰記ᖒは税法⊂⮬のไ度で、⿵ຓ㔠や஺᥮等で取得した資産の取得価㢠をそのཷ㉗益やㆡΏ益等

に┦ᙜする㢠だけ減㢠し、その減㢠した部分をᦆ㔠の㢠に算ධすることにより、一時的に課税利益を

 。課税の⧞ᘏべを図るไ度であるࡕない、すなわࡏさࡌ⏕

 ᅽ⦰記ᖒを適用して取得した資産について、減価償却を行うとき又はその取得資産をㆡΏした際の

ㆡΏ原価を計算するときには、ᅽ⦰記ᖒにより減㢠したᚋのᖒ⡙価㢠を基♏として計算することとさ

れている（法令54ճ)。 

 このようなことから、ᅽ⦰記ᖒを行ࡗた資産については、その減価償却を通ࡌて又はㆡΏの際に、

ᅽ⦰記ᖒによࡗて課税されなかࡗた཰益に対する課税がᐇ現していくこととなり、結果として課税の

⧞ᘏべというຠ果が⏕ࡌる。 

 

࠙参 考ࠚ 

 ᅽ⦰記ᖒには、法人税法に規定されているものと、租税特別措置法に規定されているものとがある（法法42㹼50、措法

61の３、64、64の2、65、65の７㹼66、66の2、66の10、67の４)。 

㸰 ᅽ⦰グᖒไᗘの㐺⏝せ௳ࡣఱ࠿ 

օ ᅽ⦰記ᖒを行うሙྜには、ᅽ⦰㝈度㢠（ㆡΏ益に┦ᙜする㢠）内で確定Ỵ算において所定の経理

をしなけれࡤならない。 

ֆ また、確定⏦࿌᭩にᅽ⦰㢠等のᦆ㔠算ධに関する明⣽（⏦࿌᭩別表十୕(一)㹼(十二)）をῧ௜す

ることが必要となる。 

࠙参 考ࠚ 

 ᅽ⦰記ᖒの経理᪉法には㺂次の3つの᪉法があり㺂これらのいずれかの᪉法を㑅ᢥすることができる(ただし㺂ᅽ⦰記ᖒ

の✀㢮によࡗては②及びճの᪉法を㑅ᢥできないものがある。)㹿 

 

① ᦆ㔠経理によりᖒ⡙価㢠を直᥋減㢠する᪉法 

    ᶵᲔ⿦置ᅽ⦰ᦆ ���୓෇㸭ᶵᲔ⿦置       ���୓෇ 

ᅽ
⦰
ᦆㆡ

Ώ
益

㝈
度
㢠 

ᅽ 

⦰ 
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② ᦆ㔠経理により✚❧㔠として✚み❧てる᪉法 

    ᅽ⦰✚❧㔠✚❧ᦆ ���୓෇㸭ᶵᲔ⿦置ᅽ⦰✚❧㔠  ���୓෇ 

ճ ๫వ㔠のฎ分により✚❧㔠として✚み❧てる᪉法 

    ⧞㉺利益๫వ㔠 ���୓෇㸭ᶵᲔ⿦置ᅽ⦰✚❧㔠  ���୓෇ 

(注)ճのሙྜには㺂ᅽ⦰✚❧㔠の㢠を⏦࿌᭩別表ᅄにおいて所得㔠㢠から減算する。 

࠙参考法令・通達␒号ࠚ 

 法基通10�1�1、措通64㹼66の2(ඹ)－１ 

 

㸱 ಖ㝤㔠࡛ྲྀᚓࡓࡋ௦᭰㈨⏘のᅽ⦰㝈ᗘ㢠࡝ࡣの࡟࠺ࡼィ⟬ࡿࡍの࠿ 

 法人がᅛ定資産の⁛ኻ等によりᨭᡶをཷけたಖ㝤㔠で௦᭰資産を㉎ධしたሙྜには、ಖ㝤ᕪ益㔠に

ついて、次の算式により計算したᅽ⦰㝈度㢠の範ᅖ内の㔠㢠をᅽ⦰記ᖒすることによりᦆ㔠算ධする

ことがㄆめられる（法法47①、法令84、85)。 

 

 なお、このሙྜに、ಖ㝤ᕪ益㔠は次の算式により計算した㔠㢠である。 

ಖ㝤ᕪ益㔠＝(ཷけ取ࡗたಖ㝤㔠の㢠－⁛ኻ等によりᨭฟする経㈝の㢠)－⁛ኻ等した資産のᖒ⡙価

㢠のうࡕ⿕ᐖ部分の㢠 

࠙参考法令・通達␒号ࠚ 

 法基通10�5�1 

 

࠙設 例ࠚ 

ၥ 次の例に基づきಖ㝤㔠で取得した௦᭰資産のᅽ⦰㝈度㢠を計算しなさい。 

⁛ኻしたᘓ≀のᖒ⡙価㢠                300୓෇ 

⁛ኻによりᨭฟした経㈝の㢠               50୓෇ 

ᨭᡶをཷけたಖ㝤㔠㢠                 450୓෇ 

ಖ㝤㔠で取得した௦᭰資産の取得価㢠          400୓෇ 

 

 ࠚ⟆࠙

ಖ㝤ᕪ益㔠の㢠は、450୓෇－300୓෇－50୓෇＝100୓෇ 

ᅽ⦰ᦆとしてᦆ㔠算ධできる㢠は 100୓෇�
400

 450－50 
＝100୓෇ 
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よࡗて௦᭰資産の取得価㢠を 

400୓෇－100୓෇＝300୓෇とすることができる。 

 この結果、ಖ㝤ᕪ益㔠の㢠100୓෇について、ಖ㝤㔠を཰ཷしたときに課税される㔠㢠はないことと

なる。これを仕ヂで示すと、次のようになる。 

１ ᘓ≀が⁛ኻしたとき。 

  ⅆ⅏ᮍỴ算    3�000�000෇  㸭  ᘓ≀       3�000�000෇ 

２ 経㈝をᨭฟしたとき。 

  ⅆ⅏ᮍỴ算     500�000෇  㸭  現㔠        500�000෇ 

３ ಖ㝤㔠のᨭᡶをཷけたとき。 

  現㔠       4�500�000෇  㸭  ⅆ⅏ᮍỴ算    3�500�000෇ 

                      ಖ㝤ᕪ益     1�000�000෇ 

４ ௦᭰資産を取得したとき。 

  ᘓ≀       4�000�000෇  㸭  現㔠       4�000�000෇ 

５ ᅽ⦰記ᖒ（その取得価㢠を直᥋減㢠する᪉法）をしたとき。 

  ᘓ≀ᅽ⦰ᦆ    1�000�000෇  㸭  ᘓ≀       1�000�000෇ 

 

 

第７節 ⧞㉺Ḟᦆ㔠 

 Ḟᦆ㔠㢠とは、各事業年度の所得の㔠㢠の計算上、ᦆ㔠の㢠が益㔠の㢠を㉸࠼るሙྜの、その㉸࠼る

部分の㔠㢠である（法法２十஑)。 

 法人税の税㢠の計算は、各事業年度ごとに༊ษࡗて行うのであるから、๓ᮇ以๓に⏕ࡌたḞᦆ㔠㢠を

ᙜᮇのᦆ㔠の㢠に算ධすることは原則的にはㄆめられないが、この例እとして、Ḟᦆ㔠㢠の⧞㉺᥍㝖ไ

度がある。 

 この節ではḞᦆ㔠㢠の⧞㉺᥍㝖について学習する。 

 

１ 㟷Ⰽ⏦࿌᭩をᥦฟした事業年度のḞᦆ㔠㢠の⧞㉺᥍㝖の㊃᪨及び要௳はఱか 

２ ⧞㉺᥍㝖はどのような㡰ᗎで行うのか 

 

㸯 㟷Ⰽ⏦࿌書ࢆᥦฟࡓࡋ஦ᴗᖺᗘのḞᦆ㔠㢠の⧞㉺᥍㝖の㊃᪨ཬࡧせ௳ࡣఱ࠿ 

 法人は⥅⥆して事業をႠんでいることから、ある事業年度のḞᦆ㔠㢠を௚の事業年度の利益㔠㢠と

通算ࡏずに、利益の⏕ࡌた事業年度についてだけ課税する原則を㈏くと、税㈇ᢸが㐣重となることが

考࠼られる。 

 このようなことを考៖し、例እの一つとして㟷Ⰽ⏦࿌᭩をᥦฟした事業年度の「Ḟᦆ㔠㢠の⧞㉺᥍

㝖ไᗘ」がある。 
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 このไ度は、๓ᮇ以๓に⏕ࡌたḞᦆ㔠㢠があるሙྜに、次の要௳の全てにヱᙜすれࡤ、そのḞᦆ㔠

㢠をᙜᮇの所得㔠㢠の50㸣(注1参↷)に┦ᙜする㔠㢠を所得㔠㢠から᥍㝖するものである（法法57）。 

 なお、資本の㢠が1൨෇以ୗである中ᑠ法人等୪びに᪂設及び᭦⏕ᡭ⥆㛤ጞỴ定等の事ᐇが⏕ࡌた

法人における一定の事業年度については、᥍㝖㢠にไ㝈はない(法法57ջ)。 

① 各事業年度㛤ጞの日๓10年以内(注2参↷)に㛤ጞした事業年度において⏕ࡌた税務計算上のḞᦆ㔠

㢠であること。 

② 㟷Ⰽ⏦࿌᭩をᥦฟした事業年度に⏕ࡌたḞᦆ㔠㢠であること。 

ճ そのᚋにおいて連⥆して確定⏦࿌᭩をᥦฟしていること。 

մ Ḟᦆ㔠㢠の⏕ࡌた事業年度に係るᖒ⡙᭩㢮をಖᏑしていること。 

 （注） 平成27年度税ไ改正において、「๓㸷年以内に㛤ጞした各連結事業年度」から「๓10年以内に㛤ጞした各

連結事業年度」に改正され、その施行日（平成29年４月１日）について、平成28年税ไ改正において、平成

30年４月１日とするぢ直しが行われた（平成27年改正法附則１ඵの二）。この改正は平成30年４月１日以ᚋ

に㛤ጞする事業年度において⏕ずるḞᦆ㔠について適用される（平27改正法附則27①）。 

 

࠙参考ࠚ᥍㝖㝈度㢠と⧞㉺ᮇ㛫 

対㇟事

業年度 

平成20年４月

１日から平成

24年３月31日

の㛫に㛤ጞす

る事業年度 

平成24年４月

１日から平成

27年３月31日

の㛫に㛤ጞす

る事業年度 

平成27年４月

１日から平成

28年３月31日

の㛫に㛤ጞす

る事業年度 

平成28年４月

１日から平成

29年３月31日

の㛫に㛤ጞす

る事業年度 

平成29年４月

１日から平成

30年３月31日

の㛫に㛤ጞす

る事業年度 

 

平成30年４月

１日以ᚋに㛤

ጞする事業年

度 

᥍㝖㝈 

度㢠 

(注１) 

ไ㝈なし 
所得の㔠㢠の

80㸣 

所得の㔠㢠の

65㸣 

所得の㔠㢠の

60㸣 

所得の㔠㢠の

55㸣 

所得の㔠㢠の

50㸣 

⧞㉺ 

ᮇ㛫 

(注２) 

㸷年 10年 

 

 

㸰 ⧞㉺᥍㝖࡝ࡣの࡞࠺ࡼ㡰ᗎ࡛⾜࠺の࠿ 

 㟷Ⰽ⏦࿌᭩をᥦฟした事業年度のḞᦆ㔠㢠の⧞㉺᥍㝖は、必㡲の⏦࿌ㄪ整事項（第２章第３節を参

↷）となࡗている。 

 したがࡗて、法人が⏦࿌ㄪ整を行ࡗていないሙྜには、税務⨫㛗は᭦正によࡗてḞᦆ㔠㢠の⧞㉺᥍

㝖のฎ理をしなけれࡤならない。このሙྜ、⧞㉺Ḟᦆ㔠は、᥍㝖する事業年度の所得の㔠㢠を㝈度と

し、᥍㝖できなかࡗたḞᦆ㔠㢠は᭦に⩣ᮇ以降に⧞り㉺すこととなる。また、⧞㉺Ḟᦆ㔠は᭱もྂい

事業年度において⏕ࡌたものから㡰次᥍㝖する。 

࠙参考法令・通達␒号ࠚ 

 法基通12�1�1 

 

 

ᣢฟྍ



第㸴章 ᦆ㔠の㢠の計算（その２） 

  －108－ 

 ࠙設 例ࠚ 

 次の資ᩱから、୎株式会社の第2事業年度以降の所得の㔠㢠を計算しなさい。 

 また、事業年度のᮇ㛫は１年であり、Ḟᦆ事業年度はいずれも㟷Ⰽ⏦࿌᭩をᥦฟし、その௚の

事業年度も連⥆して確定⏦࿌᭩をᥦฟしている。 

 なお、資本㔠２൨෇（設❧ᚋ㸶年㉸、᭦⏕ᡭ⥆㛤ጞ等の事ᐇはない。）である。 

第１事業年度(25�4�1㹼26�3�31)  Ḟᦆ㔠㢠 1�300�000 ڹ෇ 

第２  ࠌ  (26�4�1㹼27�3�31)  Ḟᦆ 900�000 ڹ  ࠌ෇ 

第３  ࠌ  (27�4�1㹼28�3�31)  所得㔠㢠       700�000෇（Ḟᦆ᥍㝖๓） 

第４  ࠌ  (28�4�1㹼29�3�31)  所得 600�000     ࠌ෇（ ࠌ ） 

第５  ࠌ  (29�4�1㹼30�3�31)  所得 1�000�000   ࠌ෇（ ࠌ ） 

第㸴  ࠌ  (30�4�1㹼31�3�31)  所得 800�000    ࠌ෇（ ࠌ ） 

 。次のとおりである ࠚ⟆࠙

 １ 第３事業年度で、第１事業年度のḞᦆ㔠㢠のう455�000ࡕ෇（ᙜᮇの所得㔠㢠の65㸣に┦ᙜする㔠 

㢠）を᥍㝖する。 

   ᕪ引所得㔠㢠245�000෇、⩣ᮇ⧞㉺㢠1�745�000෇ 

 ２ 第４事業年度で、第１事業年度のḞᦆ㔠㢠のう360�000ࡕ෇（ᙜᮇの所得㔠㢠の60㸣に┦ᙜする㔠

㢠）を᥍㝖する。 

   ᕪ引所得㔠㢠240�000෇、⩣ᮇ⧞㉺㢠1�385�000෇ 

 ３ 第５事業年度で、第１事業年度のḞᦆ㔠㢠485�000෇と第２事業年度のḞᦆ㔠㢠のう65�000ࡕ෇

のྜ計550�000෇（ᙜᮇの所得㔠㢠の55㸣に┦ᙜする㔠㢠）を᥍㝖する。 

   ᕪ引所得㔠㢠450�000෇、⩣ᮇ⧞㉺㢠835�000෇ 

 ４ 第㸴事業年度で、第２事業年度のḞᦆ㔠㢠のう400�000ࡕ෇（ᙜᮇの所得㔠㢠の50㸣に┦ᙜする㔠

㢠）を᥍㝖する。 

   ᕪ引所得㔠㢠400�000෇、⩣ᮇ⧞㉺㢠435�000෇ 

第㸴事業年度（30�４�１㹼31�３�31）について図及び「⏦࿌᭩別表୐（Ḟᦆ㔠のᦆ㔠算ධの関する 

明⣽᭩）」、「⏦࿌᭩別表ᅄ」で示すと、次のとおりである。 

                                                          

  

    

 

 

 

  

 

 

  

  

 

第㸴ᮇ 

第2ᮇ分

40を᥍㝖 

80�50� 40 

�80 

㸩70 

第１ᮇ 
分45�5
を᥍㝖 

60�60� 36

100�55� 55 

第１ᮇ 第２ᮇ 

第３ᮇ 第４ᮇ 第５ᮇ

第１ᮇ
分36を
᥍ 㝖

 130ڹ

 90ڹ

㸩60

第1ᮇ分

48�5と 

第2ᮇ分

6�5を᥍

㝖 

70�65� 45�5
㸩100
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࠙別表୐（一）ࠚ 
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第７章 ᦆ㔠の㢠の計算（その３） 

 法人税法では、別ẁの定めによࡗてᑗ᮶Ⓨ⏕する㈝用等に備࠼て、引ᙜ㔠として一定㝈度内の⧞ධ㢠

をᦆ㔠の㢠に算ධすることをㄆめている（法法52）。 

 この章では、引ᙜ㔠のあらましについて学習する。 

第１節 引 ᙜ 㔠 

 

引ᙜ㔠とはどのようなものか 

 

 ࠿のࡶ࡞࠺ࡼの࡝ࡣ࡜ᘬᙜ㔠 ۑ

 法人の所得の㔠㢠の計算上、ᦆ㔠の㢠に算ධされる㈍኎㈝等の㈝用は、償却㈝を㝖いて、その事業

年度⤊஢の日までにമ務の確定したものに㝈られる（法法22ճ)。したがࡗて、ᑗ᮶そのⓎ⏕がண 

される㈝用やᦆኻをぢ✚もࡗて、ᦆ㔠の㢠に算ධすることはㄆめられないのが原則である。 

 しかし、ᑗ᮶そのⓎ⏕が確ᐇに㉳きるとண され、しかもその㉳ᅉとなる事ᐇが、その事業年度

以๓にあるとㄆめられる特定の㈝用又はᦆኻについては、これをあらかࡌめぢ✚もࡗて各会計ᮇ㛫に

๭りᙜて、引ᙜ㔠として計上することが会計័行となࡗており、税務上もこれをㄆめることが適正な

課税所得の計算上必要であるとしている。 

 そこで、法人税法では、このような企業会計のᐇ᝟を考៖して、別ẁの定めによࡗて㈚ಽ引ᙜ㔠（法

法52）、㏉ရㄪ整引ᙜ㔠、㏥職⤥୚引ᙜ㔠、㈹୚引ᙜ㔠、特別ಟ⧋引ᙜ㔠及び〇ရಖド等引ᙜ㔠の㸴

✀㢮の引ᙜ㔠を設け一定㝈度内の⧞ධ㢠をᦆ㔠の㢠に算ධすることをㄆめてきたが、平成10年度の税

ไ改正により引ᙜ㔠関係の大幅な改正が行われ、㈹୚引ᙜ㔠、特別ಟ⧋引ᙜ㔠及び〇ရಖド等引ᙜ㔠

については、経㐣措置を௜してไ度が廃Ṇされ、㈚ಽ引ᙜ㔠については、ไ度の改正が行われた。 

 また、㏥職⤥୚引ᙜ㔠については平成14年度の税ไ改正で、㏉ရㄪ整引ᙜ㔠についても平成30年

度の税ไ改正で経㐣措置を௜してไ度が廃Ṇされた。 

࠙参 考ࠚ 

 租税特別措置法には、引ᙜ㔠とྠᵝに各事業年度において一定㝈度内の⧞ධ㢠をᦆ㔠の㢠に算ධする‽備㔠の規定が

ある。‽備㔠は引ᙜ㔠とは␗なり、その事業年度の཰益と明確なᅉ果関係をᣢࡗているものはᑡなく、ࡴしࢁഅⓎ的な

ᦆኻの引ᙜてや政⟇的なᛶ᱁をᣢࡗているので、租税特別措置法により規定されている（措法55㹼57の8、58、61の2)㹿 

 引ᙜ㔠と‽備㔠の一⯡的な┦㐪Ⅼは次のとおりである㹿 

① 引ᙜ㔠の⧞ධれはⓑⰍ⏦࿌法人でもㄆめられるが、‽備㔠の✚❧ては㟷Ⰽ⏦࿌法人に㝈られる。 

② 引ᙜ㔠の⧞ධれはᦆ㔠経理が必要であるが、‽備㔠の✚❧てはᦆ㔠経理による௚、๫వ㔠のฎ分によࡗて✚み❧

てることもできる。このሙྜは、その✚み❧てた㔠㢠は⏦࿌᭩別表ᅄで所得㔠㢠から減算することとなる。 

ճ いずれも⧞ධ㢠、✚❧㢠のᦆ㔠算ධに関する明⣽の記載を要するが、この記載がないሙྜでも、引ᙜ㔠について

はいわࡺるࡺうࡻࡌ規定があるのに対し、‽備㔠についてはࡺうࡻࡌ規定はない。 

࠙参考法令・通達␒号ࠚ 

 法令96㹼102 
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第２節 ㈚ಽ引ᙜ㔠 

 法人税法では、法人が᭷する㔠㖹മᶒについてᑗ᮶Ⓨ⏕することがண される㈚ಽれのᦆኻぢ込㢠に

ついて、一定の⧞ධ㝈度㢠に達するまでの㔠㢠を、ᦆ㔠経理により㈚ಽ引ᙜ㔠に⧞りධれたሙྜには、

そのᦆ㔠算ධがㄆめられている（法法52)。 

 この節では、㈚ಽ引ᙜ㔠について学習する。 

 

１ ㈚ಽ引ᙜ㔠とはどのようなものか 

２ ㈚ಽ引ᙜ㔠をᦆ㔠算ධできる法人はどのようなものか 

３ ㈚ಽ引ᙜ㔠の⧞ධ㝈度㢠の計算はどのように行うのか 

４ ㈚ಽ引ᙜ㔠の経理ฎ理はどのように行うのか 

 

㸯 ㈚ಽᘬᙜ㔠࡝ࡣ࡜のࡶ࡞࠺ࡼの࠿ 

 ၟရ等の㈍኎によࡗて、法人が取得する኎᥃㔠やཷ取ᡭᙧ等のമᶒは、その全てが確

ᐇにᅇ཰されるわけではなく、得意ඛの◚産その௚の原ᅉでⱝᖸの部分は㈚ಽれとなる

༴㝤がある。㈚ಽれとは、኎᥃㔠等のമᶒがᅇ཰୙⬟となࡗた≧ែであり、事業㐙行に

కࡗてⓎ⏕するᦆኻである。現ᐇにᅇ཰୙⬟となࡗたമᶒについては、㈚ಽᦆኻとして、

課税所得の計算上ᦆ㔠の㢠に算ධされる。しかし、これとは別に、今は㈚ಽれとなࡗて

いない኎᥃㔠等のമᶒであࡗても、ᑗ᮶㈚ಽれがⓎ⏕するおそれがあり、そのためのᦆ

ኻをぢ込んであらかࡌめ‽備をしておく必要がある。 

 企業会計では、ᑗ᮶Ⓨ⏕がண される㈚ಽれの㢠として、Ỵ算ᮇ末において法人が᭷

する኎᥃㔠等のമᶒに対し、㐣ཤの経㦂則による一定の⋡を஌ࡌた㔠㢠を㈚ಽ引ᙜ㔠຺

定に⧞りධれることとしている。⧞ධれのሙྜの仕ヂを示すと、次のとおりである。 

  ㈚ಽ引ᙜ㔠⧞ධᦆ  ��� 㸭 ㈚ಽ引ᙜ㔠  ��� 

 このሙྜ、どの⛬度のᅇ཰୙⬟㢠がⓎ⏕するかのண は㠀常に困難であり、これを法

人の᜛意に௵ࡏることは適ᙜではない。 

そこで法人税法は、法人が᭷する㔠㖹മᶒの㈚ಽれその௚これに㢮する事⏤によるᦆ

ኻのぢ込み㢠として、ᦆ㔠経理により㈚ಽ引ᙜ㔠຺定に⧞りධれた㔠㢠については、一

定の⧞ධ㝈度㢠の範ᅖ内でそのᦆ㔠算ධをㄆめることとしている（法法52①②)。 

 

 ࠙参 考ࠚ㈚ಽᦆኻ 

㈚ಽれの事ᐇㄆ定は難しい㠃もあるため、法人税基本通達において㈚ಽれのุ定に関する一⯡的な基‽が定められて 

いる。 

օ 㔠㖹മᶒの全部又は一部のษᤞてをしたሙྜの㈚ಽれ（法基通9�6�1) 

イ 㔠㖹മᶒのうࡕ会社᭦⏕法等の法令の規定や関係⪅の༠㆟Ỵ定等によりษりᤞてられることとなࡗた㔠㢠 

ロ മ務⪅のമ務㉸㐣の≧ែが┦ᙜᮇ㛫⥅⥆し、㔠㖹മᶒのᘚ済をཷけることができないሙྜに㺂そのമ務⪅に対し 

᭩㠃によりമ務ච㝖をした㔠㢠 

ֆ ᅇ཰୙⬟の㔠㖹മᶒの㈚ಽれ（法基通9�6�2） 
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മ務⪅の資産≧ἣ、ᨭᡶ⬟ຊ等からみて㔠㖹മᶒの全㢠がᅇ཰できないことが明らかになࡗたሙྜの、そのമᶒの 

全㢠を㈚ಽれとしてᦆ㔠経理した㔠㢠 

և 一定ᮇ㛫取引೵Ṇᚋᘚ済がないሙྜ等の㈚ಽれ（法基通9�6�3） 

മ務⪅との取引を೵Ṇした時以ᚋ1年を経㐣したሙྜ等の㺂そのമ務⪅に対して᭷する኎᥃മᶒ（備ᛀ価㢠を᥍㝖し 

たᚋの㔠㢠）を㈚ಽれとしてᦆ㔠経理した㔠㢠 

 

㸰 ㈚ಽᘬᙜ㔠ࢆᦆ㔠⟬ධ࡛ࡿࡁἲே࡝ࡣのࡶ࡞࠺ࡼの࠿ 

  平成24年４月１日以ᚋ㛤ጞする事業年度(平23�12改正附則13①)については、㈚ಽ引

ᙜ㔠⧞ධ㢠のᦆ㔠算ධができる法人は、次の中ᑠ法人、㖟行、ಖ㝤会社等及び一定の㔠

㖹മᶒを᭷する法人に㝈られている。 

① ᮇ末資本㔠(ฟ資㔠)の㢠が１൨෇以ୗである普通法人(法法52①一イ) 

ただし、資本㔠が５൨෇以上である法人等との㛫に᏶全ᨭ㓄関係のある普通法人等 

を㝖く。 

② 資本ⱝしくはฟ資を᭷しない法人(法法52①一イ) 

ճ බ益法人等又は༠ྠ組ྜ等(法法52①一ロ) 

մ 人᱁のない社ᅋ等(法法52①ࣁ) 

յ 㖟行・ಖ㝤会社等(法法52①二) 

ն 㔠⼥に関する取引に係る㔠㖹മᶒを᭷する法人(法法52①୕) 

 

㸱 ㈚ಽᘬᙜ㔠の⧞ධ㝈ᗘ㢠のィ⟬࡝ࡣの࠺⾜࡟࠺ࡼの࠿ 

  ಶ別ホ価㔠㖹മᶒと一ᣓホ価㔠㖹മᶒとに༊分してそれࡒれ⧞ධ㝈度㢠を計算する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

օ ಶูホ౯㔠㖹മᶒ࡟ಀࡿ㈚ಽᘬᙜ㔠の⧞ධ㝈ᗘ㢠 

 ᮇ末において、法人の᭷する㔠㖹മᶒについて、次のイからࢽのሙྜに応ࡌて、മ

務⪅ごとに計算したᅇ཰୙⬟ぢ込㢠がಶ別ホ価㈚ಽ引ᙜ㔠の⧞ධ㝈度㢠となる（法法

52①、法令96①)。このಶ別ホ価の対㇟となる㔠㖹മᶒには、኎᥃㔠、㈚௜㔠その௚

これらに㢮する㔠㖹മᶒのほか、例ࡤ࠼、ಖド㔠や๓Ώ㔠等について㏉㑏ㄳồを行ࡗ

たሙྜにおけるその㏉㑏ㄳồമᶒがྵまれる（法基通11�２�３)。 

イ 㛗ᮇᲴ上മᶒ 

 ᙜヱ㔠㖹മᶒ等が、᭦⏕計⏬ㄆྍのỴ定があࡗたこと等の事⏤により、そのᘚ済を⊰ணされ又

ಶูホ౯ 

㔠㖹മᶒ 

୍ᣓホ౯ 

㔠㖹മᶒ 

の⧞ධ㝈ᗘ㢠ࢀࡒࢀࡑ
௨ୗの㔠㢠 

⧞ධ㝈ᗘ㢠 

⧞ධ㝈ᗘ㢠㸻 
 ᮇᮎ୍ᣓホ౯㔠㖹മᶒ�㈚ಽᐇ⦼⋡

⏥മົ⪅ 

எമົ⪅ 

୤മົ⪅ 

⏥മົ⪅

எമົ⪅

୤മົ⪅

୍ᣓホ౯

  ᦆ 㔠 

  ᦆ 㔠  

  ᦆ 㔠 

  ᦆ 㔠 

୍ ᣓ ホ ౯ 

ಶ ู ホ ౯ 

ᦆ 㔠 ⟬ ධ 㢠
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は㈿ᡶによりᘚ済されるሙྜには、これらの事ᐇがあࡗた事業年度⤊஢の日から５年経㐣ᚋにᘚ

済されることとなる㔠㢠（ᢸಖᶒのᐇ行その௚によりᘚ済のぢ込みのある㔠㢠を㝖く㹿）（法令96

①一) 

ロ മ務㉸㐣等によりᅇ཰ぢ込みのない㔠㖹മᶒ 

 上記イ以እで、മ務⪅についてമ務㉸㐣の≧ែが┦ᙜᮇ㛫⥅⥆し、事業ዲ㌿のぢ通しがないこ

と、⅏ᐖ、経済事᝟の急変等により多大のᦆᐖを⿕ࡗたことその௚これらに㢮する事⏤が⏕ࡌた

ため、その㔠㖹മᶒの一部の㔠㢠につきᅇ཰のぢ込みがないとㄆめられるሙྜ、そのᅇ཰ぢ込み

のない㔠㢠（法令96①二) 

 ᙧ式基‽による㔠㖹മᶒ ࣁ

 上記イ及びロ以እのሙྜに、മ務⪅について᭦⏕ᡭ⥆の㛤ጞの⏦❧てがあࡗたこと等の事⏤が

Ⓨ⏕したሙྜには、その事ᐇがⓎ⏕した事業年度の末日においてそのമ務⪅に対する㔠㖹മᶒの

㢠のうࡕ、ᐇ㉁的にമᶒとみられない部分の㔠㢠等を㝖いた㔠㢠の50㸣┦ᙜ㢠（法令96①୕) 

 እ国政ᗓ等に対する㔠㖹മᶒ ࢽ

 እ国の政ᗓ、中ኸ㖟行又はᆅ᪉බඹᅋ体に対する㔠㖹മᶒのうࡕ、㛗ᮇにわたる୙ᡶ等により

その経済的価್がⴭしく減ᑡし、かつ、そのᘚ済をཷけることがⴭしく困難であるとㄆめられる

事⏤が⏕ࡌている㔠㖹മᶒの㢠の50㸣┦ᙜ㢠（法令96①ᅄ) 

ֆ ୍ᣓホ౯㔠㖹മᶒ࡟ಀࡿ㈚ಽᘬᙜ㔠の⧞ධ㝈ᗘ㢠 

イ 一ᣓホ価㔠㖹മᶒの範ᅖ 

 一ᣓホ価㔠㖹മᶒとは、法人がその事業年度⤊஢のときに᭷する኎᥃㔠、㈚௜㔠その௚これら

に‽ずる㔠㖹മᶒ（๓記(1)のಶ別ホ価㔠㖹മᶒを㝖く。）をいう（法法52②、法基通11�2�16)。 

 この一ᣓホ価㔠㖹മᶒには、኎᥃㔠、㈚௜㔠のമᶒについて取得したཷ取ᡭᙧもྵまれる௚、

そのཷ取ᡭᙧを๭り引き、又は⿬᭩ㆡΏしたሙྜにもỴ済が᏶஢するまではその対㇟となる（法

基通11�2�17)。 

 しかし、ಶ別ホ価㔠㖹മᶒとは␗なり、資産の取得やᙺ務のᥦ౪をཷけるためにᨭฟしたᡭ௜

㔠、๓Ώ㔠、ಖド㔠等のമᶒ及びᑗ᮶⢭算される㈝用の๓ᡶとしてᨭฟされた๓ᡶ⤥ᩱ、௬ᡶ᪑

㈝等一時的に௬ᡶ㔠、❧᭰㔠等として経理されている㔠㢠はヱᙜしない（法基通11�2�18)。 

 これらの関係を整理すると、୺なものは次のとおりである。 

 

① ኎᥃㔠、㈚௜㔠 

② ᮍ཰のㆡΏ௦㔠、ᮍ཰ຍᕤᩱ、ᮍ཰ㄳ㈇㔠、ᮍ཰ᡭ数ᩱ、ᮍ཰ಖ⟶ᩱ、ᮍ཰ᆅ௦ᐙ㈤又は㈚

௜㔠のᮍ཰利Ꮚで、益㔠の㢠に算ධされたもの 

ճ ᮍ཰のᦆᐖ㈺償㔠で益㔠の㢠に算ධされたもの 

մ ಖドമ務をᒚ行したሙྜのồ償ᶒ 

յ その᭷する኎᥃㔠、㈚௜㔠等のമᶒについて取得したཷ取ᡭᙧ(๭引ᡭᙧ・⿬᭩ᡭᙧをྵࡴ。) 

ն その᭷する኎᥃㔠、㈚௜㔠等のമᶒについて取得したඛ日௜ᑠษᡭのうࡕ、その法人が一ᣓ

ホ価㔠㖹മᶒにྵめたもの 

㸦設ᐃのᑐ㇟ࡶࡿ࡞࡜の㸧 
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① 㡸㈓㔠及びそのᮍ཰利Ꮚ、බ社മのᮍ཰利Ꮚ、ᮍ཰㓄ᙜその௚これらに㢮するമᶒ 

② ಖド㔠、ᩜ㔠（೉ᆅᶒ、೉ᆅᶒ等の取得に関連して↓利ᜥ又はప利⋡でᥦ౪した༠ຊ㔠等を

 㡸け㔠その௚これらに㢮するമᶒ、（ࡴྵ

ճ ᡭ௜㔠、๓Ώ㔠等のように資産の取得の௦価又は㈝用のᨭฟに඘てるものとしてᨭฟした㔠㢠 

մ ๓ᡶ⤥ᩱ、ᴫ算ᡶ᪑㈝、๓Ώ஺際㈝等のようにᑗ᮶⢭算される㈝用の๓ᡶとして一時的に௬

ᡶ㔠、❧᭰㔠等として経理されている㔠㢠 

յ 仕ධ๭ᡠしのᮍ཰㔠 

࠙参考法令・通達␒号ࠚ 

法基通11�2�16㹼11�2�18 

ロ ⧞ධ㝈度㢠の計算 

 一ᣓホ価㔠㖹മᶒに係る⧞ධ㝈度㢠の計算は、次の算式による（法令96ն)。 

その事業年度⤊஢時の一ᣓホ価㔠㖹മᶒのᖒ⡙価㢠のྜ計㢠 � ㈚ಽᐇ⦼⋡ ＝ ⧞ධ㝈度㢠

㸺㈚ಽᐇ⦼⋡㸼 

 ㈚ಽᐇ⦼⋡は、次の算式によࡗて算ฟした๭ྜ（㐣ཤ３年㛫の平ᆒ㈚ಽ⋡）をいう（法令96

ն)。 

     その事業年度㛤ጞの日๓３年以内に㛤ጞした各事業

年度の኎᥃മᶒ等の㈚ಽᦆኻの㢠㸩ಶ別ホ価分の引

ᙜ㔠⧞ධ㢠－ಶ別ホ価分の引ᙜ㔠ᡠධ㢠 

�

 

12 

 

㈚ಽᐇ⦼⋡ ＝ 

 ᕥの各事業年度のྜ計月数 

 

その事業年度㛤ጞの日๓３年以内に 

㛤ጞした各事業年度⤊஢の時における 

一ᣓホ価㔠㖹മᶒのᖒ⡙価㢠のྜ計㢠 

 ᑠ数Ⅼ以ୗ４఩ᮍ‶

ษ上ࡆ 

  

¹ ᕥの各事業年度の数 

    

 中ᑠ企業等の㈚ಽ引ᙜ㔠の特例 ࣁ

㈚ಽ引ᙜ㔠の法定⧞ධ⋡は平成10年度改正により廃Ṇされたが、中ᑠ企業等の㈚ಽ引ᙜ㔠の特

例ไ度の対㇟法人（資本㔠の㢠等が１൨෇を㉸࠼る普通法人及び資本㔠の㢠等が５൨෇以上であ

る法人等との㛫にその法人による᏶全ᨭ㓄関係がある普通法人（法法66ն二又は୕に掲ࡆる法人

にヱᙜするもの）୪びにಖ㝤業法に規定する┦஫会社などを㝖く。）については、租税特別措置

として引き⥆き、法定⧞ධ⋡による⧞ධれもㄆめられている（措法57の㸷①、措令33の７մ）。 

㸦設ᐃのᑐ㇟ࡶ࠸࡞ࡽ࡞࡜の㸧
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㸲 ㈚ಽᘬᙜ㔠の⤒⌮ฎ⌮࡝ࡣの࠺⾜࡟࠺ࡼの࠿ 

 ㈚ಽ引ᙜ㔠としてᦆ㔠の㢠に算ධされる㔠㢠は、⧞ධ㝈度㢠に達するまでの㔠㢠をᦆ㔠経理したሙ

ྜに㝈られる（法法52①)。これを仕ヂで示すと次のとおりである。 

㈚ಽ引ᙜ㔠⧞ධᦆ   ��� 㸭 ㈚ಽ引ᙜ㔠    ��� 

 また、ᙜᮇに⧞りධれた㈚ಽ引ᙜ㔠の㔠㢠は、⩣ᮇにその全㢠を益㔠に算ධするとともに、また᪂

たな㔠㢠を引きᙜてることとなる。このような計上の仕᪉を「Ὑ᭰࠼」という（法法52պ)。 

 これを仕ヂ（⩣ᮇ）で示すと次のとおりである。 

㈚ಽ引ᙜ㔠      ��� 㸭 ㈚ಽ引ᙜ㔠ᡠධ益 ��� 

㈚ಽ引ᙜ㔠⧞ධᦆ   ��� 㸭 ㈚ಽ引ᙜ㔠    ��� 

࠙設 例ࠚ 

次の資ᩱから㈚ಽ引ᙜ㔠の⧞ධ㝈度㢠の計算をしなさい。 

① ⏥株式会社は⧄⥔〇ရの༺኎をႠࡴ資本㔠10�000�000෇の株式会社で、事業年度は平31�４� 

１㹼令２�３�31である。⧞ධ⋡は㺂法定⧞ධ⋡を㑅ᢥする。 

② ᙜᮇはᦆ㔠経理により250�000෇を㈚ಽ引ᙜ㔠に⧞りධれている。 

ճ 㸿ၟᗑに対しᮇ末に኎᥃㔠4�500�000෇と㈙᥃㔠500�000෇がある。 

մ 㹀ၟᗑの኎᥃௦㔠としてཷけ取ࡗたཷ取ᡭᙧ5�000�000෇があるが㺂ྠᗑに対しᨭᡶᡭᙧ

1�500�000෇を᣺りฟしている。 

յ ㈚௜㔠として500�000෇を計上しているが、内ᐜは社員に対する⤥ᩱの๓ᡶ㔠である。 

 ࠚ⟆࠙

  一ᣓホ価㔠㖹മᶒの㢠の計算を示すと、次のとおりである。 

資 産 の 内 ヂ ᖒ ⡙ ṧ 㧗 
኎ ᥃ മ ᶒ 等 に

ヱᙜしないമᶒ

ᐇ㉁的にമᶒと

み ら れ な い 㢠

㈚ ಽ 引 ᙜ 㔠 の 

対 ㇟ と な る 

㔠 㖹 മ ᶒ の 㢠 

኎ ᥃ 㔠 㸿 ၟ ᗑ 
෇

4�500�000
෇
－

෇
500�000

෇ 
4�000�000 

ཷ取ᡭᙧ 㹀 ၟ ᗑ 5�000�000 － 1�500�000 3�500�000 

㈚ ௜ 㔠 ๓ᡶ⤥ᩱ 500�000 500�000 － － 

ྜ    計 10�000�000 500�000 2�000�000 7�500�000 

ᮇ末一ᣓホ価㔠㖹മᶒ

のᖒ⡙価㢠
̿

ᐇ㉁的にമᶒとみられ

ないものの㢠
� ＝

中ᑠ企業等の

⧞ධ㝈度㢠

（その法人の୺たる事業に応ࡌた⋡）

(注） 1

㔠⼥及びಖ㝤業͐1�000分の3

その௚͐1�000分の6

法定⧞ධ⋡

（措令33の7մ）

༺኎業及びᑠ኎業（㣧㣗ᗑ業及びᩱ理ᗑ業を

1�000の10͐（。ࡴྵ

〇㐀業͐1�000分の8

๭㈿㈍኎ᑠ኎業、ໟᣓಙ用㉎ධあࡏࡗん業及び

ಶ別ಙ用㉎ධあࡏࡗん業͐1�000分の13

法定⧞ධ⋡による特例計算と㐣ࠉ

ཤ3年㛫の㈚ಽᐇ⦼⋡による原則

計算とは、事業年度ごとに㑅ᢥ適

用できる。

ᐇ㉁的にമᶒとみられないものࠉ

の㢠については、措通57の9�1を

参↷。

2
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したがࡗて、⧞ධ㝈度㢠は 

7�500�000෇ � 
10

 1㸪000 
 ＝ 75�000෇であり、 

⧞ධ㝈度㉸㐣㢠は 

250�000෇ － 75�000෇ ＝ 175�000෇となる。 

これを「⏦࿌᭩別表ᅄ」、「⏦࿌᭩別表஬ं」及び「⏦࿌᭩別表十一(一の二)」で示すと次࣌ーࢪの 

ようになる。 

10 
1�000 
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࠙別表ᅄࠚ 

 
 
࠙別表஬(一)ࠚ 

 
 

��   �   � 

��   �  �� 
⏥  ᰴᘧ఍♫ 

⏥  ᰴᘧ఍♫ ��   �   � 
��   �  �� 

㈚ಽᘬᙜ㔠⧞ධ㝈ᗘ㉸㐣㢠  ������� �������

㈚ಽᘬᙜ㔠 ������� �������

�� ����

��� �� ���� �� �

��� �� � 
  

�� ���� 
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࠙別表十一（一の二）ࠚ 

 

 
 

⏥ ᰴᘧ఍♫ ��  �   �

�  �  ��

�������

���������

���������

��

������

�������

኎᥃㔠

ཷྲྀᡭᙧ

㈚௜㔠

��������� 

��������� 

 ������� 

���������� 

�������

������� 

���������

���������

���������

������� 

��������� 

���������

��������� 

��������� 

���������
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第㸶章 ᭷価ドๆ 

 法人税法上の᭷価ドๆについて、この章では、᭷価ドๆの範ᅖ、法人が取得又はㆡΏするሙྜの取得

価㢠及びㆡΏᦆ益の㢠の計算、ホ価᪉法等について学習する。 

 

１ ᭷価ドๆとはどのようなものか 

２ ᭷価ドๆをㆡΏしたときの取扱いはどうするのか 

３ ᭷価ドๆの取得価㢠等はどのように計算するのか 

４ ᭷価ドๆのᮇ末のホ価はどのように行うのか 

 

㸯 ᭷౯ドๆ࡝ࡣ࡜のࡶ࡞࠺ࡼの࠿ 

 法人税法上、᭷価ドๆとは「㔠⼥ၟရ取引法第２条第１項に規定する᭷価ドๆその௚これに‽ずる

もので政令で定めるものをいう㹿」と定⩏されている（法法２二十一）。 

 例ࡤ࠼①国മドๆ、②ᆅ᪉മドๆ、ճ社മๆ、մ日本㖟行等のⓎ行するฟ資ドๆ、յ株ๆ、նᢞ資

ಙクのཷ益ドๆ、շ㈚௜ಙクのཷ益ドๆ等であり、また、ྜྡ会社㺂ྜ資会社又はྜྠ会社の社員の

ᣢ分、༠ྠ組ྜ等の組ྜ員のᣢ分等である（法令11)。 

 

㸰 ᭷౯ドๆࢆㆡΏࡁ࡜ࡓࡋのྲྀᢅࡿࡍ࠺࡝ࡣ࠸の࠿ 

 法人が᭷価ドๆのㆡΏをしたሙྜには、そのㆡΏに係る利益㔠㢠（次の「(1)」に掲ࡆる㔠㢠が「(2)」

に掲ࡆる㔠㢠を㉸࠼るሙྜにおけるその㉸࠼る部分の㔠㢠をいう㹿）又はㆡΏᦆኻ㢠（次の「(2)」の

㔠㢠が「(1)」に掲ࡆる㔠㢠を㉸࠼るሙྜにおけるその㉸࠼る部分の㔠㢠をいう㹿）は、そのㆡΏに係

るዎ⣙をした日（⣙定日）のᒓする事業年度の所得の㔠㢠の計算上、益㔠の㢠又はᦆ㔠の㢠に算ධす

る（法法61の２①)。 

օ その᭷価ドๆのㆡΏに係る対価の㢠（法法24①の規定により㓄ᙜ等の㢠とみなされる㔠㢠に┦ᙜ

する㔠㢠を᥍㝖した㔠㢠） 

ֆ その᭷価ドๆのㆡΏに係る原価の㢠（その᭷価ドๆについて法人が㑅定した一༢఩ᙜたりのᖒ⡙

価㢠の算ฟの᪉法により算ฟした㔠㢠にそのㆡΏをした᭷価ドๆの数を஌ࡌて計算した㔠㢠） 

 

㸱 ᭷౯ドๆのྲྀᚓ౯㢠➼࡝ࡣの࡟࠺ࡼィ⟬ࡿࡍの࠿ 

 ᭷価ドๆの取得価㢠は、᭷価ドๆのホ価㢠及びㆡΏ原価を計算するための基♏となる㔠㢠である。 

 なお、᭷価ドๆの取得価㢠については、次の༊分によりそれࡒれ取り扱われる（法令119①)。 

 ① ㉎ධした᭷価ドๆ 

 ② 㔠㖹のᡶ込み等により取得した᭷価ドๆ 

 ճ 株式等↓償஺௜により取得した株式又は᪂株ண⣙ᶒ 

 մ ᭷利な㔠㢠で取得した᭷価ドๆ 
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 յ その௚の᪉法で取得した᭷価ドๆ 

օ ㉎ධࡓࡋ᭷౯ドๆのྲྀᚓ౯㢠 

 ㉎ධした᭷価ドๆ（ಙ用取引等又はࣜࢹバࣈ࢕ࢸ取引による現≀の取得のሙྜを㝖く。）につい

ては、㉎ධの௦価（㉎ධᡭ数ᩱその௚その᭷価ドๆの㉎ධのために要した㈝用があるሙྜには、そ

の㈝用をຍ算した㔠㢠）となる（法令119①一）。 

 ただし、᭷価ドๆを取得するために要した通ಙ㈝、ྡ⩏᭩᥮ᩱは㉎ධのために要した㈝用にྵめ

ないことができる（法基通2�3�5)。 

ֆ 㔠㖹のᡶ㎸ྲྀࡾࡼ࡟➼ࡳᚓࡓࡋࢆ᭷౯ドๆのྲྀᚓ౯㢠 

 㔠㖹のᡶ込み又は㔠㖹以እの資産の⤥௜により取得した᭷価ドๆ（ୗ記の（４）にヱᙜするሙྜ

等を㝖く。）については、そのᡶ込㔠㢠及び㔠㖹以እの資産の価㢠のྜ計㢠が取得価㢠となる（法

令119①二)。 

և ᰴᘧ➼↓ൾ஺௜ྲྀࡾࡼ࡟ᚓࡓࡋᰴᘧཪࡣ᪂ᰴண⣙ᶒのྲྀᚓ౯㢠 

 株式等の↓償஺௜（法人がその株୺等に対して᪂たに㔠㖹のᡶ込み又は㔠㖹以እの資産の⤥௜を

さࡏないで株式又は᪂株ண⣙ᶒを஺௜すること。）により取得したሙྜの株式又は᪂株ண⣙ᶒ（ୗ

記の(4)にヱᙜするሙྜ等を㝖く。）については、取得価㢠は㞽（ࢮロ）となる（法令119①୕）。 

ֈ ᭷฼࡞㔠㢠࡛ྲྀᚓࡓࡋ᭷౯ドๆのྲྀᚓ౯㢠 

 ᭷価ドๆと引᥮࠼にᡶ込みをした㔠㖹の㢠及び⤥௜をした㔠㖹以እの資産の価㢠のྜ計㢠がそ

の取得のために通常要する価㢠にẚして᭷利な㔠㢠であるሙྜにおけるᙜヱᡶ込み又はᙜヱ⤥௜

（以ୗ「ᡶ込み等」という。）により取得をした᭷価ドๆについては、その取得の時におけるその

᭷価ドๆの取得のために通常要する価㢠が取得価㢠となる（法令119①ᅄ）。 

 なお、᭷利な㔠㢠で取得した᭷価ドๆには、᪂たなᡶ込み等をࡏずに取得した᭷価ドๆがྵまれ

るが、法人の株୺等が㔠㖹その௚の資産のᡶ込み等又は株式等↓償஺௜により取得した株式又は᪂

株ண⣙ᶒ（その法人の௚の株୺等にᦆᐖを及ࡰすおそれがないとㄆめられるሙྜにおけるその株式

又は᪂株ண⣙ᶒに㝈る。）等は㝖かれる。 

 すなわࡕ、Ⓨ行法人から取得した᭷価ドๆについては、ᡶ込㔠㢠又は⤥௜資産価㢠をもࡗてその

取得価㢠とする（↓償のሙྜには取得価㢠を㞽とする。）こととなるが（上記(2)又は(3)にヱᙜ）、

᭷利な㔠㢠での取得又は↓償஺௜のሙྜで、株୺等として取得していないሙྜ及び株୺等として取

得したሙྜであࡗても௚の株୺等にᦆᐖを及ࡰすおそれがあるሙྜには、取得した᭷価ドๆの時価

をもࡗて取得価㢠をㄆ㆑し、ᡶ込㔠㢠又は⤥௜資産価㢠とのᕪ㢠についてཷ㉗益がⓎ⏕することと

なる。 

։ ୍༢఩ᙜࡾࡓのᖒ⡙౯㢠の⟬ฟ 

  ᭷価ドๆの一༢఩ᙜたりのᖒ⡙価㢠は、኎㈙┠的᭷価ドๆ（法法61の３①一）、‶ᮇಖ᭷┠的等

᭷価ドๆ（法令119の２②各号）及びその௚᭷価ドๆの༊分ごとに、かつ、その㖭᯶をྠࡌくする

ものごとに、⛣動平ᆒ法又は⥲平ᆒ法により算ฟする必要がある（法令119の２①②)。 

イ ⛣ືᖹᆒἲ 

  ᭷価ドๆをその㖭᯶の␗なるごとに༊別し、その㖭᯶をྠࡌくする᭷価ドๆを取得する㒔度そ
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の᭷価ドๆのその取得の直๓のᖒ⡙価㢠とその取得をした᭷価ドๆの取得価㢠とのྜ計㢠をこれ

らの᭷価ドๆの⥲数で㝖して平ᆒ༢価を算ฟし、その算ฟした平ᆒ༢価をもࡗてその一༢఩ᙜた

りのᖒ⡙価㢠とする᪉法をいう（法令119の２①一）。 

ࣟ ⥲ᖹᆒἲ 

  ᭷価ドๆをその㖭᯶の␗なるごとに༊別し、その㖭᯶のྠࡌものについて、その事業年度㛤ጞ

の時において᭷していたその᭷価ドๆのᖒ⡙価㢠とその事業年度において取得をしたその᭷価ド

ๆの取得価㢠の⥲㢠とのྜ計㢠をこれらの᭷価ドๆの⥲数で㝖して平ᆒ༢価を算ฟし、その算ฟ

した平ᆒ༢価をもࡗてその一༢఩ᙜたりのᖒ⡙価㢠とする᪉法をいう（法令119の２①二）ࠋ 

 

㸲 ᭷౯ドๆのᮇᮎのホ౯࡝ࡣの࠺⾜࡟࠺ࡼの࠿ 

 ᭷価ドๆのᮇ末ホ価㢠は、኎㈙┠的᭷価ドๆについてはᮇ末において時価ホ価し（時価法）、ホ価

益又はホ価ᦆを益㔠の㢠又はᦆ㔠の㢠に算ධし、⩣ᮇ㤳においてὙ᭰᪉式によりᡠධれを行う（法法

61の3①②、մ、法令119の15)。 

 そして、኎㈙┠的እ᭷価ドๆ（኎㈙┠的᭷価ドๆ以እの᭷価ドๆをいう㹿）については、ୗ記(2)

の原価法によりそのᮇ末ᖒ⡙価㢠をもࡗてᮇ末ホ価㢠とされる。 

ただし、償㑏ᮇ㝈及び償㑏㔠㢠の定めのあるものについて（㌿᥮社മを㝖く㹿）は、ୗ記(3)の償却

原価法によりそのຍ減算㢠を益㔠の㢠又はᦆ㔠の㢠に算ධする（償却原価法)。 

օ ᫬౯ἲ 

 時価法は、法人の᭷する኎㈙┠的᭷価ドๆについて、時価によりホ価した㔠㢠をもࡗて、その事

業年度⤊஢の時におけるホ価㢠とする᪉法である。 

 その時価ホ価㢠は、事業年度⤊஢の時において᭷する᭷価ドๆを㖭᯶の␗なるごとに༊別し、そ

の㖭᯶をྠࡌくする᭷価ドๆについて、次の᭷価ドๆの༊分に応ࡌそれࡒれに定める㔠㢠にその᭷

価ドๆの数を஌ࡌて計算した㔠㢠とされている（法法61の３①一、法令119の13)。 

᭷価ドๆの༊分 

 ① 取引所኎㈙᭷価ドๆ 

 ② ᗑ㢌኎㈙᭷価ドๆ及び取扱᭷価ドๆ 

 ճ その௚価᱁බ表᭷価ドๆ 

 մ ①からճ以እの᭷価ドๆ 

ֆ ཎ౯ἲ 

原価法は、ᮇ末の኎㈙┠的እ᭷価ドๆにつき⥲平ᆒ法と⛣動平ᆒ法の２✀㢮の平ᆒ法のうࡕいず

れかの᪉法によࡗてそのᖒ⡙価㢠を算ฟし、その算ฟしたᖒ⡙価㢠をもࡗてᮇ末の኎㈙┠的እ᭷価

ドๆのᮇ末ホ価㢠とする᪉法である（法法61の３①二、法令119の２①)。 

և ൾ༷ཎ౯ἲ 

 償却原価法は、ᖒ⡙価㢠と償㑏㔠㢠とのᕪ㢠のうࡕ、ᙜᮇに㓄分すべき㔠㢠をそのᖒ⡙価㢠にຍ

算又は減算した㔠㢠をᮇ末ᖒ⡙価㢠とするとともに、そのຍ減算㢠を益㔠の㢠又はᦆ㔠の㢠に算ධ

するという᪉法である（法令119の14、139の２)。 
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償㑏᭷価ドๆ（償㑏ᮇ㝈及び償㑏㔠㢠の定めのある኎㈙┠的እ᭷価ドๆ）については、この᪉法

によりᮇ末のホ価㢠を算ฟする。 

 

   （参考） 

᭷価ドๆの༊分 ᖒ⡙価㢠 ᮇ 末 ホ 価 

኎㈙┠的᭷価ドๆ 
⛣動平ᆒ法

又は 

⥲平ᆒ法 

時価法 

኎㈙┠的እ

᭷価ドๆ 

‶ᮇಖ᭷┠的等᭷

価ドๆ 

原価法（償㑏ᮇ㝈及び

償㑏㔠㢠の定めのある

ものは償却原価法） その௚の᭷価ドๆ 
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第㸷章 税㢠の計算 

 法人税㢠は、これまで学習してきた第３章から第㸶章までの法人税の課税ᶆ‽である各事業年度の所

得の㔠㢠に一定の税⋡を஌ࡌて算ฟする。 

 この章では、税㢠の計算に関係する事項について学習する。 

第１節 各事業年度の所得に対する法人税 

 

法人税の税⋡は、法人の✀㢮と所得㔠㢠によࡗて␗なるのか 

 

 ࠿のࡿ࡞␗࡚ࡗࡼ࡟ᡤᚓ㔠㢠࡜ἲேの✀㢮ࠊࡣ⋠⛯ἲே⛯の ۑ

 各事業年度の所得に対する法人税の税⋡は、23�2㸣（平成28年４月１日から平成30年

３月31日までの㛫に㛤ጞする事業年度については23�4㸣）となࡗているが、中ᑠ企業⪅

等に対する税㈇ᢸの㍍減を┠的として、資本㔠１൨෇以ୗの法人等については、所得㔠

㢠のうࡕ年800୓෇以ୗの部分に対しては19㸣としている（法法66、81の12、143、平28

改正法附則26、27、29)。 

 さらに、中ᑠ企業⪅等の法人税⋡の特例として平成24年４月１日から令和３年３月31

日までの㛫に㛤ጞする事業年度については、税⋡を15㸣とする㍍減措置が図られている

（措法42の３の２、67の２、68、68の㸶、68の100、68の108、平29改正法附則61）。 

なお、中ᑠ企業⪅等に対する㍍減税⋡の特例は、平成22年４月１日以ᚋに㛤ጞする事

業年度から「資本㔠の㢠又はฟ資㔠の㢠が５൨෇以上である大法人等との㛫にその大法

人による᏶全ᨭ㓄関係がある普通法人（法法66ն各号に掲ࡆるもの）」などにヱᙜする

ものは適用対㇟から㝖かれ、平成31年４月１日以ᚋに㛤ጞする事業年度から「適用㝖እ

事業⪅（ᙜヱ事業年度㛤ጞの日๓３年以内に⤊஢した各事業年度（基‽事業年度）の所

得㔠㢠の年平ᆒが15൨෇を㉸࠼る法人）」にヱᙜするものは適用対㇟から㝖かれた（法

法66ն、法法143յ、措法42の３の２、措法42の４ոඵ）。 
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  税⋡は、法人の✀㢮別と所得㔠㢠の༊分にᚑい、次のとおりである。 

適用事業年度

 

法人の✀㢮、所得㔠㢠 

24�4�1 

以ᚋ㛤ጞ 

事業年度

27�4�1 

以ᚋ㛤ጞ 

事業年度

28�4�1 

以ᚋ㛤ጞ 

事業年度

30�4�1 

以ᚋ㛤ጞ 

事業年度 

31�4�1 

以ᚋ㛤ጞ

事業年度

普
通
法
人
・
人
᱁
の
な
い
社
ᅋ
等 

資本㔠の㢠ⱝしくは

ฟ資㔠の㢠が１൨෇

以ୗのもの又は資本

ⱝしくはฟ資を᭷し

ないもの（┦஫会社、

大法人による᏶全ᨭ

㓄関係がある法人を

㝖く。） 

年800୓෇

以ୗの部

分 

ୗ記以

እの法

人 
15㸣 15㸣 15㸣 15㸣 

15㸣 

適用㝖

እ事業

⪅ 

19㸣 

年800୓෇㉸の部分 25�5㸣 23�9㸣 23�4㸣 23�2㸣 23�2㸣 

上記以እの法人 25�5㸣 23�9㸣 23�4㸣 23�2㸣 23�2㸣 

༠ྠ組ྜ等（特定の༠ྠ

組ྜ等（注２）を㝖く。） 

年800୓෇以ୗの部分 15㸣 15㸣 15㸣 15㸣 15㸣 

年800୓෇㉸の部分 19㸣 19㸣 19㸣 19㸣 19㸣 

බබ

益

法

人

等 

බබ益社ᅋ（㈈ᅋ）法

人、一⯡社ᅋ（㈈ᅋ）

法人のうࡕ㠀Ⴀ利

ᆺ法人 

年800୓෇以ୗの部分 15㸣 15㸣 15㸣 15㸣 15㸣 

年800୓෇㉸の部分 25�5㸣 23�9㸣 23�4㸣 23�2㸣 23�2㸣 

බ一定のබ益法人等

（注３） 

年800୓෇以ୗの部分 15㸣 15㸣 15㸣 15㸣 15㸣 

年800୓෇㉸の部分 25�5㸣 23�9㸣 23�4㸣 23�2㸣 23�2㸣 

上記以እのබ益

法人等 

年800୓෇以ୗの部分 15㸣 15㸣 15㸣 15㸣 15㸣 

年800୓෇㉸の部分 19㸣 19㸣 19㸣 19㸣 19㸣 

  （注）１ 事業年度のᮇ㛫が１年ᮍ‶の法人については、年800୓෇とあるものは、 

800୓෇�
 その事業年度の月数 

12
  として計算する(法法66մ)㹿 

２ 特定の༠ྠ組ྜ等（構成員が50୓人以上である組ྜなど）にあࡗては、所得㔠㢠のう10ࡕ൨෇を㉸࠼る

部分の㔠㢠については22㸣（平成24年４月１日以ᚋに㛤ጞする事業年度、それ以๓は26㸣）の税⋡が適用

される（措法68)。 

     ３ 一定のබ益法人等とは、ㄆྍᆅ⦕ᅋ体、⟶理組ྜ法人、ᅋᆅ⟶理組ྜ法人、法人である政ඪ等、㜵⅏⾤ 

  ༊整備事業組ྜ、特定㠀Ⴀ利活動法人、࣐ンシࣙンᘓ᭰組ྜ及び࣐ンシࣙンᩜᆅ኎却組ྜをいう（措令 

27の３の２）。 

４ ᆅ᪉法人税は、平成26年10月1日以ᚋに㛤ጞ（中㛫⏦࿌にあࡗては平成27年10月１日以ᚋに㛤ጞ）す

る事業年度から課税され、その課税ᶆ‽は各事業年度の課税ᶆ‽法人税㢠とされており、税⋡は4�4㸣

（令和元年10月1日以ᚋ㛤ጞする課税事業年度は10�3㸣）である。 

５ 適用㝖እ事業⪅とは、ᙜヱ事業年度㛤ጞの日๓３年以内に⤊஢した各事業年度（基‽年度）の所得㔠

㢠の年平ᆒが15൨෇を㉸࠼る法人をいう（措法42の4ոඵ)。 
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第２節 特定ྠ᪘会社の特別税⋡ 

 法人税法は、特にಶ人経Ⴀ的Ⰽᙬのᙉい会社を特定ྠ᪘会社として特別な取扱いをしている。 

 この節では、特定ྠ᪘会社に適用される特別税⋡について学習する。 

 

特定ྠ᪘会社の留ಖ㔠に対しては、特別税⋡が課されるのか 

㸯 ≉ᐃྠ᪘఍♫の␃ಖ㔠࡟ᑐࡀ⋠⛯ู≉ࠊࡣ࡚ࡋㄢࡿࢀࡉの࠿ 

 ྠ᪘会社の要௳については、᪤に第㸴章第１節で学習したとおりであるが、ྠ᪘会社においては、

一⯡の法人と␗なり、┦஫に特Ṧな関係をᣢつᑡ数のものが法人をᨭ㓄しているため、ಶ人株୺の所

得税の⣼㐍税⋡による租税㈇ᢸをᅇ㑊するため、๫వ㔠の分㓄の時ᮇを㐜らࡏたり、あるいは全く๫

వ㔠の分㓄を行わないか分㓄してもᴟめてഹᑡの㢠しか行わないこととすることによࡗて๫వ㔠を

留ಖするഴྥがみられた。 

 そこで、特定ྠ᪘会社（資本㔠の㢠又はฟ資㔠の㢠が１൨෇以ୗである一定の会社及びΎ算中の会

社を㝖く。）が一定の㝈度㢠を㉸࠼て各事業年度の所得等の㔠㢠を留ಖしたሙྜには、通常の法人税

の௚に、その㝈度㢠（留ಖ᥍㝖㢠）を㉸࠼て留ಖした所得等の㔠㢠（課税留ಖ㔠㢠）に対し、その㔠

㢠に応ࡌて10㸣、15㸣、20㸣の特別税⋡による法人税を課すこととされている（法法67①)。 

 とこࢁで、本ไ度の適用がある特定ྠ᪘会社については、ᚑ᮶（平成18年度税ไ改正๓）は、その

会社の株୺のう３ࡕ株୺グルーࣉ以ୗの株୺等でその会社のⓎ行済株式の数等の⥲数の50㸣を㉸࠼

ている数等を᭷するሙྜのྠ᪘会社がヱᙜするとされていたが、平成18年度税ไ改正において、経済

社会の構㐀変化に的確に対応し、中ᑠ企業の㈈政基┙のᙉ化を図るほⅬと、今日、ඹྠฟ資ᆺの࣋ン

チࣕー企業経Ⴀが㐍ᒎしているがこれらの企業については株୺グルーࣉ┦஫の⊂❧ᛶが㧗まࡗてき

ている≧ἣを㋃ま࠼、留ಖ㔠課税の対㇟となるྠ᪘会社のุ定について、３株୺グルーࣉによるุ定

から１株୺グルーࣉによるุ定とする⦆和が行われ、本ไ度の適用対㇟となる会社を「特定ྠ᪘会社」

ということとされた。 

  また、平成19年度税ไ改正では、産業➇தຊを㧗め、中ᑠ企業の㈈政基┙のᙉ化を図るほⅬからぢ

直しが行われ、ᙜヱไ度の適用対㇟となる特定ྠ᪘会社から、資本㔠の㢠又はฟ資㔠の㢠が１൨෇以

ୗの会社が㝖かれたが、平成22年度以降の税ไ改正において、資本㔠の㢠又はฟ資㔠の㢠が５൨෇以

上である法人等との㛫にその法人による᏶全ᨭ㓄関係がある普通法人にヱᙜするもの（法法66ն二

に掲ࡆるもの）で資本㔠の㢠又はฟ資㔠の㢠が1൨෇以ୗの会社、ᢞ資法人及び特定┠的会社は、ᙜ

ヱไ度の特定ྠ᪘会社から㝖እされないこととされた。 

 
 

㸰 ≉ᐃྠ᪘఍♫ 

 ≉ᐃྠ᪘఍♫とは、会社の株୺等の１人とそのྠ᪘関係⪅（上記１のとおり。）がその会社のⓎ行

済株式又はฟ資の⥲数又は⥲㢠の50㸣を㉸࠼る数又は㔠㢠の株式又はฟ資を᭷するሙྜなど「その会
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社をᨭ㓄しているሙྜ」におけるその会社を⿕ᨭ㓄会社といい、この⿕ᨭ㓄会社のうࡕ、⿕ᨭ㓄会社

であることについてのุ定の基♏となࡗた株୺又は社員のうࡕに⿕ᨭ㓄会社でない法人があるሙྜ、

その法人をそのุ定の基♏となる株୺又は社員から㝖እしてุ定するとしたሙྜにおいても⿕ᨭ㓄

会社となるもの（資本㔠の㢠又はฟ資㔠の㢠が1൨෇以ୗであるものにあࡗては法法66ն二又は୕に

掲ࡆるものに㝈る。また、Ύ算中のものを㝖く。）をいう（法法67①②)。 

 

 ≉ᐃྠ᪘఍♫の␃ಖ㔠ㄢ⛯のᴫ要は、次図のようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） １ ᙜᮇ留ಖ㔠㢠については、第10章第２節及び第３節を参↷。 

    ２ ᙜᮇఫ民税㢠は、「法人税㢠（所得税㢠等を᥍㝖する๓の㔠㢠）�16�3㸣」である（法法67ճ、法令139の10)。 

     ͤ平成26年度税ไ改正によりᆅ᪉法人税の๰設にకい、①法人が課されるᆅ᪉法人税の㢠は、留ಖ㔠㢠の計算上、

所得等の㔠㢠のうࡕ留ಖした㔠㢠から᥍㝖することとされた。②それにకうᆅ᪉税法の改正により、㐨ᗓ┴民税

及びᕷ⏫ᮧ民税の税⋡が引きୗࡆられたことから、留ಖ㔠㢠の計算上᥍㝖されるᙜᮇఫ民税㢠が、20�7㸣から

16�3㸣（平成28年度改正により、平成29年４月以ᚋは10�4㸣）に引きୗࡆられた。 ճまた、所得の㔠㢠の計算上

ᦆ㔠の㢠に算ධされないᆅ᪉法人税の㢠に係る㑏௜㔠についても、所得等の㔠㢠を構成する㑏௜㔠等の益㔠୙算

ධ㢠にྵめないこととされた（法法67ճ、法令139の10）。 

    ３ 留ಖ᥍㝖㢠は、次の㔠㢠のう᭱ࡕも多い㔠㢠となる。 

① 所得等の㔠㢠�40㸣 

② 年2�000୓෇ 

ճ 資本㔠の㢠又はฟ資㔠の㢠�25㸣－利益✚❧㔠㢠（ᙜᮇの所得等の㔠㢠に係る部分の㔠㢠を㝖く。） 

（法法67յ） 

    ４ 特別税⋡は、課税留ಖ㔠㢠を次の㔠㢠に༊分して、その༊分に応ࡌた税⋡となる（法法67①)。 

・課税留ಖ㔠㢠が3�000୓෇以ୗの㔠㢠͐͐10㸣  

・課税留ಖ㔠㢠が3�000୓෇を㉸１࠼൨෇以ୗの㔠㢠͐͐15㸣  

・課税留ಖ㔠㢠が１൨෇を㉸࠼る㔠㢠͐͐20㸣 

࠙参考法令・通達␒号ࠚ 

 法基通16�1�1㹼16�1�8 

 

 

 

課税 
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㔠㢠

ᙜᮇ
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得
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等
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税
⋡ 税㢠

社እὶฟ㢠 ᙜᮇ法人税㢠

ᙜᮇఫ民税㢠

留ಖ᥍㝖㢠
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第３節 ౑㏵⛎༏㔠のᨭฟがあるሙྜの特別税⋡ 

 この節では、౑㏵⛎༏㔠のᨭฟがあるሙྜの特別税⋡が設けられた㊃᪨、౑㏵⛎༏㔠の範ᅖ等につい

て学習する。 

 

１ ౑㏵⛎༏㔠の特別税⋡が設けられた㊃᪨はఱか 

２ ౑㏵⛎༏㔠とはどのようなものか 

３ ౑㏵⛎༏㔠に対する特別税⋡はいくらか 

㸯 ౑㏵⛎༏㔠の≉ู⛯⋡ࡀ設ࡓࢀࡽࡅ㊃᪨ࡣఱ࠿ 

 法人が஺際㈝、ᶵ密㈝、᥋ᚅ㈝等のྡ⩏をもࡗてᨭฟした㔠㖹で、その㈝㏵が明らかでない

ものについては、法人税の課税所得の計算上、ᦆ㔠の㢠に算ධされない。 

 このような、いわࡺるࠕ౑㏵୙᫂㔠ࠖのၥ㢟は、税のၥ㢟のみならず社会的なࣔࣛルのၥ㢟

であるが、ᙜ時(654)、その㢠が多㢠に上ࡗており、それが㐪法ないし୙ᙜなᨭฟの㞃れ⵿になࡗ

ているとして社会的に大きなၥ㢟となࡗている。企業が┦ᡭඛを⛎༏するようなᨭฟについて

は、㐪法ないし୙ᙜなᨭฟにつながりやすく、それがࡦいてはබ正な取引を㜼ᐖすることにも

なることを㋃ま࠼、そのようなᨭฟをᴟຊᢚไするほⅬから、平成㸴年度の税ไ改正において

時㝈的な措置として、౑㏵⛎༏㔠に対して政⟇的に㏣ຍ的な税㈇ᢸをồめる税ไ上の措置が講

 。(られた（措法62、措令38ࡌ

(注) この౑㏵⛎༏㔠に対する課税は、┿ᐇの所得⪅に対する௦᭰課税として行うものではなく、また、┦ᡭ᪉の⬺税

のᢚไを୺たる┠的の一つとして行うものでもない。ただし、㏣ຍ課税が行われる範ᅖ内において、┦ᡭ᪉の⬺税

のᢚไは図られることとなる。 

࠙参考法令・通達␒号ࠚ 

 法基通9�7�20 

 

㸰 ౑㏵⛎༏㔠࡝ࡣ࡜のࡶ࡞࠺ࡼの࠿ 

 ౑㏵⛎༏㔠のᨭฟとは、法人がした㔠㖹のᨭฟのうࡕ、┦ᙜの理⏤がなく、その┦ᡭ᪉のẶྡ（ྡ

⛠)、ఫ所（所在ᆅ）及びその事⏤をᖒ⡙᭩㢮に記載していないものである（措法62②)。 

 ここでいう㔠㖹のᨭฟとは、㔠㖹をᨭᡶうことの௚、㉗୚、౪୚その௚これらに㢮する┠的のため

にする㔠㖹以እの資産の引Ώしについても㔠㖹のᨭฟとྠᵝに取り扱うこととされている。 

 次に、ᖒ⡙᭩㢮に┦ᡭ᪉のẶྡ等を記載していないことについて┦ᙜの理⏤があるものは౑㏵⛎

༏㔠から㝖እされるが、これにヱᙜするものとしては、ᡭᖒ、࢝ࣞンࢲー等の広࿌ᐉఏ用≀ရの㉗୚

やチッࣉ等のᑠཱྀのㅰ㔠がある。 

 また、取引の対価としてᨭฟされたものであることが明らかなものについては、౑㏵⛎༏㔠から㝖

እされている（措法62②)。つまり、ၟရの仕ධれ等のように対価ᛶが明確なᨭฟは、通常、㐪法な

いし୙ᙜなᨭฟにはつながらないものと考࠼られるからである。ただし、そのᨭᡶが୙┦ᙜに㧗㢠で

あるとㄆめられるようなሙྜには、その㧗㢠とㄆめられる部分については、このไ度の適用がある。 
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 なお、㐪法ないし୙ᙜなᨭฟにつながるようなᨭฟは、通常、┦ᡭ᪉のẶྡ等を明らかにしないた

め、「対価ᛶと㔠㢠のጇᙜᛶ」をド明することは㠀常に困難であると考࠼られることから、利ᶒ⋓得

のためのᕤ作資㔠、ㅰ㔠等や࣑ࣖ⊩㔠、取引ඛのᙺ員等࡬の⿬ࣜ࣋ート、株୺⥲会対⟇㈝等のᨭฟは、

౑㏵⛎༏㔠課税の対㇟となる。 

 

㸱 ౑㏵⛎༏㔠࡟ᑐ࠿ࡽࡃ࠸ࡣ⋠⛯ู≉ࡿࡍ 

 法人が౑㏵⛎༏㔠をᨭฟしたሙྜの法人税㢠は、法人税法及び租税特別措置法により計算される

通常の法人税㢠に、その౑㏵⛎༏㔠のᨭฟ㢠の40㸣をຍ算した㔠㢠である（措法62①)。 

第４節 税 㢠 ᥍ 㝖 

 今まで学習した各事業年度の所得の㔠㢠に対して、一定の税⋡を஌ࡌて法人税が課ࡏられるが、所得

税と法人税との二重課税ⱝしくは国際的な二重課税を᤼㝖するため、又は政⟇的㓄៖のため、いくつか

の税㢠᥍㝖のไ度が設けられている。 

 この節では、これらの税㢠᥍㝖のうࡕ୺に所得税㢠の᥍㝖について学習する。 

 

１ 税㢠᥍㝖の対㇟となるものにはどのようなものがあるか 

２ ᥍㝖する所得税㢠はどのように計算するのか 

３ ᥍㝖する所得税㢠はᦆ㔠の㢠に算ධされないのか 

４ 税㢠᥍㝖は௵意の⏦࿌ㄪ整事項となるのか 

 

㸯 ⛯㢠᥍㝖のᑐ㇟ࡶࡿ࡞࡜の࡝ࡣ࡟のࡶ࡞࠺ࡼの࠿ࡿ࠶ࡀ 

 法人税における税㢠᥍㝖には、次のようなものがある。 

օ ஧㔜ㄢ⛯の᤼㝖ࢆ┠ⓗࡶࡿࡍ࡜の 

  ① 所得税㢠の᥍㝖（法法68） 

  ② እ国税㢠の᥍㝖（法法69） 

࠙参考法令・通達␒号ࠚ 

 法令140の2、141 

 

ֆ ᨻ⟇ⓗ㓄៖ࢆ┠ⓗࡶࡿࡍ࡜の㸦୺ࡶ࡞の㸧 

① ௬⿦経理に基づく㐣大⏦࿌のሙྜの᭦正にకう法人税㢠の᥍㝖（法法70） 

② ヨ㦂◊✲を行ࡗたሙྜの法人税㢠の特別᥍㝖（措法42の４） 

ճ 㧗度省࢚ࢿルࢠ－ቑ᥎㐍設備等を取得したሙྜの法人税㢠の特別᥍㝖（措法42の５） 

մ 中ᑠ企業⪅等がᶵᲔ等を取得したሙྜの法人税㢠の特別᥍㝖（措法42の㸴） 

յ Ἀ⦖の特定ᆅᇦにおいてᕤ業用ᶵᲔ等を取得したሙྜの法人税㢠の特別᥍㝖（措法42の㸷） 

ն 国ᐙᡓ略特別༊ᇦにおいてᶵᲔ等を取得したሙྜの法人税㢠の特別᥍㝖（措法42の10） 
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㸰 ᥍㝖ࡿࡍᡤᚓ⛯㢠࡝ࡣの࡟࠺ࡼィ⟬ࡿࡍの࠿ 

 法人が利Ꮚや㓄ᙜをཷけ取る際には、所得税の※Ἠᚩ཰が行われる。この※Ἠᚩ཰

された所得税は、法人にとࡗては法人税の๓ᡶのᛶ㉁を᭷するものであることから、

各事業年度の確定法人税㢠から᥍㝖できることとされている（法法68)。 

 法人税㢠から᥍㝖できる所得税㢠は、㡸㈓㔠の利Ꮚ等に対する所得税㢠についてはその全㢠、බ社

മの利Ꮚや๫వ㔠の㓄ᙜ等に対する所得税㢠についてはその元本を所᭷していたᮇ㛫に対応する㔠

㢠である（法令140の2①)。 

 なお、各事業年度の確定法人税㢠から᥍㝖しきれない所得税㢠については、㑏௜される（法法78①)。 

 

㸱 ᥍㝖ࡿࡍᡤᚓ⛯㢠ࡣᦆ㔠の㢠࡟⟬ධ࠸࡞ࢀࡉの࠿ 

 所得税㢠の᥍㝖は、所得税と法人税の二重課税を᤼㝖する㊃᪨で設けられているこ

とから、税㢠᥍㝖をཷける所得税㢠は、各事業年度の所得の㔠㢠の計算上ᦆ㔠の㢠に

算ධされない（法法40)。 

 ただし、所得㔠㢠について税㢠᥍㝖の規定の適用をཷけないሙྜは、ᦆ㔠の㢠に算

ධできる。 

 

㸲 ⛯㢠᥍㝖ࡣ௵ពの⏦࿌ㄪᩚ஦㡯ࡿ࡞࡜の࠿ 

 所得税㢠の᥍㝖は、௵意の⏦࿌ㄪ整事項であり、確定⏦࿌᭩、ಟ正⏦࿌᭩又は᭦正ㄳ

ồ᭩に記載した㔠㢠を㝈度として適用される。したがࡗて、確定⏦࿌᭩等にその㔠㢠の

記載がないሙྜには᥍㝖をཷけることができない（法法68մ)。 
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第10章 税法上の資本の部 

 法人税法は、資本の部の㔠㢠のうࡕ、株୺等がᣐฟした部分の㔠㢠と法人が✌得した部分の㔠㢠とを

༊別しており、๓⪅を㈨本㔠➼の㢠といい資本㔠の㢠と資本㔠の㢠以እのものから成り、ᚋ⪅を฼┈✚

❧㔠㢠という。 

資本㔠等の㢠は、企業会計上の資本㔠と資本๫వ㔠に┦ᙜするものであり、また、利益✚❧㔠㢠は、

企業会計上の利益๫వ㔠に┦ᙜするものであるが、これらは必ずしも一⮴するものではない。 

この章では、資本㔠等の㢠と利益✚❧㔠㢠について学習する。 

 

税法上の㈚೉対↷表(イ࣓ーࢪ)      ࠙参考ࠚ 企業会計上の㈚೉対↷表 

  

資 産 

㈇ മ 

㈨本㔠 

➼の㢠 

資本㔠の㢠 

資本㔠の㢠以እ

฼┈✚❧㔠㢠 

  

第１節 資本㔠等の㢠 

 この節では、資本㔠等の㢠とはఱかを学習する。 

 

資本㔠等の㢠を構成する資本㔠の㢠及び資本㔠の㢠以እのものとはどのようなものか 

 

㸯 ㈨本㔠の㢠࡝ࡣ࡜のࡶ࡞࠺ࡼの࠿ 

  法人税法においては特に⊂⮬の規定を設けておらず、会社法等の規定による㔠㢠となる

ことから「資本㔠」又は「ฟ資㔠」とྠ⩏である。 

㸰 ㈨本㔠➼の㢠のࡕ࠺㈨本㔠の㢠௨እのࡶの࡝ࡣ࡜のࡶ࡞࠺ࡼの࠿ 

 資本㔠等の㢠のうࡕ資本㔠の㢠以እのものとは、株୺等からᣐฟされた㔠㢠のうࡕ、

資本㔠の㢠には組みධれられずに留ಖされているものをいう（法法２十භ、法令㸶①ᰕ

᭩)。 

 例ࡤ࠼、株式のⓎ行価㢠のうࡕ資本に組みධれなかࡗた「株式ᡶ込๫వ㔠」がある（法

令8①一）。 

 なお、資本㔠等の㢠をቑຍ又は減ᑡさࡏる取引は資本等取引にヱᙜし、法人の所得㔠

㢠の計算上益㔠の㢠又はᦆ㔠の㢠に関係さࡏない（法法22յ)。 

  

 

資 産 

㈇ മ 

資本㔠 

資本๫వ㔠 

利益๫వ㔠 
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第２節 利益✚❧㔠㢠 

 利益✚❧㔠㢠とは、法人の所得の㔠㢠のうࡕ留ಖされているものをいう（法法2十ඵ）。  

この利益✚❧㔠㢠は、法人の所得として課税済みの㔠㢠であり、それが株୺等に㓄ᙜ等されたሙྜに

は二重課税のㄪ整を要し、また、特定ྠ᪘会社の留ಖ㔠課税の計算の基♏となるなど、重要な意⩏をᣢ

つものである。 

 この節では、利益✚❧㔠㢠について学習する。 

 

  １ 法人税法上の利益✚❧㔠㢠とはどのようなものか 

２ 利益✚❧㔠㢠の計算はどのように行うのか 

 

㸯 ฼┈✚❧㔠㢠࡝ࡣ࡜のࡶ࡞࠺ࡼの࠿ 

 利益✚❧㔠㢠とは、法人の各事業年度の所得のうࡕ留ಖしている㔠㢠から、その事業

年度の法人税及びఫ民税（㒔㐨ᗓ┴民税及びᕷ⏫ᮧ民税）として納௜することとなる㔠

㢠などのྜ計㢠を減算した㔠㢠の⣼計㢠をいう（法法２十ඵ、法令㸷)。 

 

㸰 ฼┈✚❧㔠㢠のィ⟬࡝ࡣの࠺⾜࡟࠺ࡼの࠿ 

 利益✚❧㔠㢠の計算は、次の算式により計算した㔠㢠である。 

（算式） 

次に掲ࡆる㔠㢠のうࡕ法人が留ಖしている

㔠㢠のྜ計㢠 
 次の㔠㢠のྜ計㢠  

利 
 

益 
 

✚ 
 

❧ 
 

㔠 
 

㢠 

①各事業年度の所得の㔠㢠 

②ཷ取㓄ᙜ等の益㔠୙算ධ（法法23）、㑏௜

㔠等の益㔠୙算ධ（法法26）等の規定に

より各事業年度の所得の㔠㢠の計算上益

㔠の㢠に算ධされなかࡗた㔠㢠 

ճ⧞㉺Ḟᦆ㔠のᦆ㔠算ධ（法法57㹼59）の

規定により各事業年度の所得の㔠㢠の計

算上ᦆ㔠の㢠に算ධされた㔠㢠 

など

 

 

 

̿ 

①法人税として納௜するこ

ととなる㔠㢠 

②㒔㐨ᗓ┴民税及びᕷ⏫ᮧ

民税として納௜すること

となる㔠㢠 

 

 

 

など 

 

 

 

＝ 

 

ᐇ務上は、⏦࿌᭩別表ᅄ及び⏦࿌᭩別表஬(一)で計算する。 
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第３節 ⏦࿌᭩別表ᅄのᶵ⬟ 

 法人の企業利益と各事業年度の所得の㔠㢠が一⮴しないことは、᪤に述べたとおりである。この一⮴

しないⅬをㄪ整し、企業利益からㄏᑟ的に所得の㔠㢠を算ฟするための明⣽᭩が⏦࿌᭩別表ᅄである。 

 この節では、⏦࿌᭩別表ᅄのᶵ⬟及び作成᪉法について学習する。 

 

１ ⏦࿌᭩別表ᅄにはどのようなᶵ⬟があるのか 

２ ⏦࿌᭩別表ᅄの作成はどのように行うのか 

３ 留ಖ・社እὶฟはどのようなものか 

 

㸯 ⏦࿌書ู⾲ᅄ࡝ࡣ࡟の࡞࠺ࡼᶵ⬟ࡿ࠶ࡀの࠿ 

 ⏦࿌᭩別表ᅄ「所得の㔠㢠の計算に関する明⣽᭩」は、企業利益から所得の㔠㢠をㄏ

ᑟして計算するためのものであることから、税務上のᦆ益計算᭩としてのᶵ⬟を᭷して

いる。また、ྠ時にᙜᮇの利益✚❧㔠㢠の計算の基♏ᶵ⬟を᭷している。  

օ ᡤᚓ㔠㢠の⟬ฟᶵ⬟ 

これは確定したỴ算に基づく利益又はᦆኻを基♏に所得㔠㢠を算ฟするᶵ⬟であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ֆ ᙜᮇศ฼┈✚❧㔠㢠のィ⟬のᇶ♏ᶵ⬟ 

  これは、⏦࿌ㄪ整の㔠㢠について、そのฎ分（留ಖ又は社እὶฟ）の༊分けを行い、

ᙜᮇの所得㔠㢠のうࡕ社内に留ಖされた㔠㢠、すなわࡕᙜᮇにⓎ⏕した利益✚❧㔠㢠

を算ฟするというᶵ⬟である。 

そして、この算ฟされた利益✚❧㔠㢠からᙜᮇの所得に対する法人税㢠及びᆅ᪉税

を᥍㝖して、特定ྠ᪘会社の留ಖ㔠課税(法法67)の対㇟となる留ಖ所得㔠㢠がồめら

れる。  

原 価 

཰ 益 
㈝ 用 

ᦆ ኻ 

ᙜᮇ⣧利益 

学習のポイント 

ᙜ ᮇ ⣧ 利 益

཰益  に算ධ (益㔠算ධ) 
原価 
㈝用   に୙算ධ(ᦆ㔠୙算ධ)
ᦆኻ 

ຍ 
 

算 

཰益  に୙算ධ(益㔠୙算ධ)
原価 
㈝用   に算ධ (ᦆ㔠算ධ) 
ᦆኻ 

減 
 

算 

所 得 㔠 㢠

別 

表 

ᅄ

ᦆ益計算᭩ 
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㸰 ⏦࿌書ู⾲ᅄのస成࡝ࡣの࠺⾜࡟࠺ࡼの࠿ 

 ⏦࿌᭩別表ᅄは、ᦆ益計算᭩のᙜᮇ⣧利益又はᙜᮇ⣧ᦆኻを基♏として各✀の⏦࿌

ㄪ整を行い、ᙜᮇの所得㔠㢠又はᙜᮇのḞᦆ㔠㢠ⱝしくは留ಖ所得㔠㢠を計算するも

のである。⏦࿌᭩別表ᅄは、法人が⏦࿌（๓年ᐇ⦼に基づく中㛫⏦࿌を㝖く㹿）をす

るሙྜには、⏦࿌᭩別表一及び別表஬(一)とともに、全ての法人が必ず作成しなけれ

 。ならないものであるࡤ

 

㸱 ␃ಖ࣭♫እὶฟ࡝ࡣのࡶ࡞࠺ࡼの࠿ 

օ 留ಖとは、法人の内部に㔠㖹などఱらかのᙧで資産としてṧࡗているということで

ある。 

  例ࡤ࠼、減価償却資産の償却㉸㐣㢠は、法人計算の上ではその資産のᖒ⡙価㢠の減

㢠が行われているが、税務計算上は減㢠されなかࡗたものとされ、それだけ資産とし

てṧࡗているので利益✚❧㔠㢠を構成することとなる。ྠᵝなものに、⧞ᘏ資産の償

却㉸㐣㢠、引ᙜ㔠の⧞ධ㝈度㉸㐣㢠、‽備㔠の✚❧㝈度㉸㐣㢠がある。 

また、ᖒ⡙上に表現されていなかࡗた኎上㔠㢠があࡗたሙྜ、ᙜヱ኎上㔠㢠に対応

する኎᥃㔠などもྠᵝに利益✚❧㔠㢠を構成する。 

ֆ 社እὶฟとは、留ಖ以እをいい、所得の㔠㢠が法人内に留まることなく減ᑡするこ

とをいい、「㓄ᙜ」と「その௚」に༊分されている。 

例ࡤ࠼、株୺に対して๫వ㔠の㓄ᙜをしたሙྜ、所得㔠㢠に変動はないが㔠㖹は法

人内に留まることなく減ᑡしているので社እὶฟとなる（法令㸷①ඵ）。 

また、஺際㈝等のᦆ㔠୙算ධ㢠が⏕ࡌたሙྜ、所得㔠㢠はቑຍするもののᨭᡶࡗた

㔠㖹は法人内に留まることなく減ᑡしているので社እὶฟとなる。ྠᵝなものに、ᙺ

員⤥୚のᦆ㔠୙算ධ㢠がある。 

   なお、ཷ取㓄ᙜの益㔠୙算ධ㢠が⏕ࡌたሙྜ、所得㔠㢠は減ᑡするもののཷ取ࡗ

た㔠㖹は法人内に留まࡗているが౽ᐅ的に社እὶฟ（課税እ཰ධともいわれる。）

としている（法令㸷①一ロ）。    

 

⏦࿌᭩別表ᅄの作成᪉法は次࣌ーࢪの図のとおりである。 
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第４節 ⏦࿌᭩別表஬(一)のᶵ⬟ 

 税務上の利益✚❧㔠㢠及び資本㔠等の㢠を算ฟするための明⣽᭩が⏦࿌᭩別表஬(一)である。 

 この節では、⏦࿌᭩別表஬(一)のᶵ⬟及び作成᪉法について学習する。 

 

 

１ ⏦࿌᭩別表஬(一)にはどのようなᶵ⬟があるのか 

２ ⏦࿌᭩別表஬(一)の作成はどのように行うのか 

 

 

㸯 ⏦࿌書ู⾲஬�୍�࡝ࡣ࡟の࡞࠺ࡼᶵ⬟ࡿ࠶ࡀの࠿ 

 法人の企業利益と所得の㔠㢠が一⮴しないことなどから企業会計上の利益๫వ㔠と

法人税法上の利益✚❧㔠㢠にもᕪ␗が⏕ࡌてくる。 

そこで、法人のỴ算上の㈚೉対↷表に表われていないものをྵࡴ税務計算上の利益✚

❧㔠㢠及び資本㔠等の㢠の内ᐜとその␗動≧ἣを示すのが⏦࿌᭩別表஬(一)「利益✚❧

㔠㢠及び資本㔠等の㢠の計算に関する明⣽᭩」である。その意࿡において⏦࿌᭩別表஬

(一)は、税務上の㈚೉対↷表のᶵ⬟を᭷しているとい࠼る。 

 なお、利益✚❧㔠㢠は、特定ྠ᪘会社の留ಖ㔠課税の計算、Ύ算所得㔠㢠の計算等に

用いられるので、その␗動を常に⏦࿌᭩別表஬(一)で明確にしておく必要がある。 

 

㸰 ⏦࿌書ู⾲஬�୍�のస成࡝ࡣの࠺⾜࡟࠺ࡼの࠿ 

 ⏦࿌᭩別表஬(一)は、㈚೉対↷表の「⣧資産の部」に計上されているもののほか、利

益✚❧㔠㢠及び資本㔠等の㢠の計算の明⣽を記載するものであり、作成᪉法は次࣌ー

 。の図のとおりであるࢪ
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๓
ᮇ

の
別

表
஬
（

一
）
の
「

մ
」
ḍ

の
㔠

㢠
を

⛣
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。
 

株
式

資
本

等
変

動
計

算
᭩

の
⧞

㉺
利

益
๫

వ
㔠

の
ᙜ
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末

ṧ
㧗
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る
。

 

ͤ
⧞
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ᦆ
㔠

の
ሙ

ྜ
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表
示
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。
 

ᙜ
ᮇ

の
確

定
分

Ⓨ
⏕

㢠
を

⛣
記

す

る
。

 

別
表

ᅄ
の

「
５

」
の

㔠
㢠

を
⛣

記
す

る
。

 

ᙜ
ᮇ

の
中

㛫
分

Ⓨ
⏕

㢠
を

⛣
記

す

る
。

 

原
則

と
し

て
、
別

表
ᅄ

の
「

７
」
ḍ

以

ୗ
の
「

ຍ
算

」
の
「

留
ಖ

②
」
ḍ

の
㔠

㢠
を

項
┠

別
に

記
載

す
る

。
 

株
式

資
本

等
変

動
計

算
᭩

の
利

益
‽

備
㔠

の
㢠

を
記

載
す

る
。

 

原
則

と
し

て
別

表
ᅄ

の
「

1
2
」
ḍ

、
「

1
3
」

ḍ
、
「

1
8
」
ḍ

及
び
「

2
0
」
ḍ

以
ୗ

の
「

減

算
」
の
「

留
ಖ

②
」
ḍ

の
㔠

㢠
を

項
┠

別
に

記
載

す
る

。
 

ᙜ
ᮇ

中
の

取
り

ᔂ
し

㢠
を

記
載

す
る

。
 

「
2
6
①

」
ḍ

の
㔠

㢠
を

⛣
記

す
る

。
 

ᙜ
ᮇ

中
に

納
௜

し
た

㔠
㢠

（
納

税
඘

ᙜ
㔠

の
取

り
ᔂ

し
、
௬

ᡶ
経

理
、
ᦆ

㔠
経

理
に

よ

る
納

௜
税

㢠
の

ྜ
計

㢠
）

を
記

載
す

る
。

 

ᣢฟྍ



第10章 税法上の資本の部 

 

－137－ 

࠙設 例ࠚ 

 ⏥株式会社の平31�４�１㹼令２�３�31事業年度におけるỴ算≧ἣは、次のとおりであࡗた。これに基づき、

⏦࿌᭩別表一(一)、一（一）次ⴥ、ᅄ、஬(一)及び஬(二)を作成しなさい。（༢఩㸸෇） 

օ ㈚೉対↷表 

ㅖ 資 産 502�500�000 ㅖ ㈇ മ

資 本 㔠

資 本 ‽ 備 㔠

利 益 ‽ 備 㔠

別 ㏵ ✚ ❧ 㔠

⧞㉺利益๫వ㔠

467�000�000

10�000�000

1�000�000

2�400�000

5�600�000

16�500�000

ֆ ᦆ益計算᭩の計数         և 別表஬(一)のᮇ㤳現在利益✚❧㔠㢠 

኎ 上 㧗 等

税引๓ᙜᮇ⣧利益

納 税 ඘ ᙜ 㔠

ᙜ ᮇ ⣧ 利 益

省  略 

15�500�000

5�000�000

10�500�000

 利 益 ‽ 備 㔠

別 ㏵ ✚ ❧ 㔠

備ရ減価償却㉸㐣㢠

⧞ ㉺ ᦆ 益 㔠

納 税 ඘ ᙜ 㔠

ᮍ 納 法 人 税

ᮍ 納 ┴ 民 税

ᮍ 納 ᕷ 民 税

 

2�000�000

3�000�000

100�000

13�000�000

1�373�000

1�000�000

100�000

273�000

ֈ ᙜᮇ中における๫వ㔠のฎ分等の≧ἣは、次ⴥの「株୺資本等変動計算᭩」のとおりである。 

։ 租税බ課に関する事項（内᭩はᆅ᪉法人税㢠である。） 

 

 

 մ ᙜᮇの確定ᆅ᪉税は、次の算式で計算するものとする。 

    ┴民税  法人税㢠�4�2㸣（法人税๭㢠）㸩 20�000（ᆒ等๭） 

    ᕷ民税  法人税㢠�9�7㸣（法人税๭㢠）㸩 50�000（ᆒ等๭） 

  （法人税㢠は༓෇ᮍ‶の㔠㢠をษりᤞて、確定ᆅ᪉税の税㢠๭㢠はⓒ෇ᮍ‶の㔠㢠をษりᤞてる。） 

֊ 税務ㄪ整事項 

 ① ཷ 取 㓄 ᙜ 等 の 益 㔠 ୙ 算 ධ 㢠    132�000 

 ② ᘓ ≀ の 減 価 償 却 ㉸ 㐣 㢠      71�800 

 ճ ㌴ ୧ の 減 価 償 却 ㉸ 㐣 㢠      53�167 

 մ 備ရ減価償却㉸㐣㢠のᙜᮇㄆᐜ㢠     20�000 

   (๓ᮇから⧞り㉺された償却㉸㐣㢠)    100�000 

 յ ᙺ 員 ⤥ ୚ の ᦆ 㔠 ୙ 算 ධ 㢠   1�500�000 

 ն ஺ 際 ㈝ 等 の ᦆ 㔠 ୙ 算 ධ 㢠   3�600�000 

 շ ㈚ ಽ 引 ᙜ 㔠 ⧞ ධ ㉸ 㐣 㢠    175�000 

  

① 納税඘ᙜ㔠 

๓ ᮇ 末 㔠 㢠 

② 納税඘ᙜ㔠の取ᔂし

による納௜㢠 

๓ᮇ分ᮍ納法人税 

๓ᮇ分ᮍ納┴民税 

๓ᮇ分ᮍ納ᕷ民税 

 

1�373�000 

 

 

1�000�000 

100�000 

273�000 

 ճ ᦆ㔠経理による納௜

  ᙜᮇ中㛫分法人税 600�000

ᙜᮇ中㛫分┴民税 50�000 

ᙜ ᮇ 中 㛫 分 ᕷ 民 税 91�500

    

(内26�400) 

(内44�000)
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 ࠚ⟆࠙

 １ ຍ算項┠ 

  ① ᦆ㔠の㢠に算ධされない租税බ課 

           600�000෇㸩50�000෇㸩91�500෇＝741�500෇ 

  ② 納税඘ᙜ㔠                  5�000�000෇ 

  ճ ᘓ≀減価償却㉸㐣㢠                   71�800෇ 

  մ ㌴୧減価償却㉸㐣㢠                   53�167෇ 

  յ ᙺ員⤥୚のᦆ㔠୙算ධ㢠                    1�500�000෇ 

  ն ஺際㈝等のᦆ㔠୙算ධ㢠           3�600�000෇ 

  շ ㈚ಽ引ᙜ㔠⧞ධ㉸㐣㢠            175�000෇ 

                 ྜ 計 11�141�467෇ 

 

 ２ 減算項┠ 

  ① ཷ取㓄ᙜ等の益㔠୙算ධ㢠     132�000෇ 

  ② 備ရ減価償却㉸㐣㢠のᙜᮇㄆᐜ㢠   20�000෇ 

            ྜ 計   152�000෇ 

 

 ３ 確定法人税㢠等 

① 確定法人税㢠 

     8�000�000෇�15㸣㸩13�489�000෇�23�2㸣＝4�329�448෇  э  4�329�400෇ 

    ᮍ納法人税㢠 

     4�329�400෇－573�600（600�000෇－26�400෇）෇＝3�755�800෇ 

  ② 確定ᆅ᪉法人税 

     4�329�000෇�4�4㸣＝190�476෇ э 190�400෇ 

    ᮍ納ᆅ᪉法人税 

     190�400෇－26�400෇＝164�000෇  

ճ 確定┴民税㢠 

     4�329�000෇�4�2㸣㸩20�000෇＝201�818෇ э 201�800෇ 

    ᮍ納┴民税㢠 

     201�800෇－50�000෇＝151�800෇ 

  մ 確定ᕷ民税㢠 

     4�329�000෇�9�7㸣㸩50�000෇＝469�913෇ э  469�900෇ 

    ᮍ納ᕷ民税㢠 

     469�900෇－91�500෇＝378�400෇ 

 これを、「別表一(一)」、「別表一(一次ⴥ)」、「別表ᅄ」、「別表஬(一)」及び「別表஬(二)」

で示すと、次の࣌ーࢪのとおりである。 

ᣢฟྍ



第10章 税法上の資本の部 

 

－140－ 

【別表一（一）】 

 

 

確定 
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࠙別表一（一）次ⴥࠚ 
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࠙別表ᅄࠚ 
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࠙別表஬（一）ࠚ 
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࠙別表஬（二）ࠚ 
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第11章 連結納税ไ度とグルーࣉ法人税ไ 

 1990年௦以降、企業⤫治の在り᪉の変化に対応し、組⧊෌⦅ไ度、連結会計ไ度、᪂会社法などの企

業の組⧊ᙧែに関する法ไ度が整備され、これに対応して、法人税においても、平成13年度以降、連結

納税ไ度や組⧊෌⦅税ไなどの改正がᐇ施された。 

 また、企業グルーࣉを対㇟とした法ไ度や会計ไ度が定╔しつつある中、税ไにおいてもᣢ株会社ไ

のような法人の組⧊ᙧែの多ᵝ化に対応するとともに、課税の中❧ᛶやබ平ᛶを確ಖする必要ᛶが⏕ࡌ

ていることから、平成22年度改正において、グルーࣉ法人税ไが๰設された。 

 この章では、連結納税ไ度とグルーࣉ法人税ไを学習するが、୧ไ度は、法人グルーࣉを意㆑したไ

度ではあるが、連結納税ไ度が㑅ᢥ適用であるのに対して、グルーࣉ法人税ไはᙉไ適用である。 

第１節 連結納税ไ度 

この節では、連結納税ไ度の仕組みを学習する。 

 

１ 連結納税ไ度とはどのようなไ度か 

２ 連結事業年度及び⏦࿌・納税⩏務はどうなるのか 

３ 連結所得の㔠㢠及び連結税㢠はどのように計算するのか 

 

㸯 㐃⤖⣡⛯ไᗘ࡝ࡣ࡜の࡞࠺ࡼไᗘ࠿ 

連結納税ไ度とは、国税ᗇ㛗ᐁのᢎㄆを๓ᥦとし、連結ぶ法人とその連結ぶ法人による᏶全ᨭ㓄関

係がある௚の内国法人（連結Ꮚ法人）のすべてで構成されるグルーࣉを一༢఩として、連結ぶ法人が

そのグルーࣉの連結納税⩏務⪅となり、連結所得の㔠㢠等をまとめて一の⏦࿌᭩（連結確定⏦࿌᭩）

に記載して法人税の⏦࿌・納税を行うไ度である（法法４の２㹼４の５、法令14の㸴㹼14の㸷）。 

なお、連結納税の対㇟となるᏊ法人を௵意に㑅ᢥすることはㄆめられない。 

࠙参 考ࠚ 

１ 連結ぶ法人とは、法人税法第４条の２Ӑ連結納税⩏務⪅ӑのᢎㄆをཷけたྠ条に規定する内国法人をいう（法法２

十二のභの୐、連基通１－３－１）。 

なお、連結ぶ法人となることができる内国法人は、普通法人又は༠ྠ組ྜ等に㝈られ、Ύ算中の法人、普通法人（እ

国法人を㝖く。）又は༠ྠ組ྜ等との㛫にその普通法人又は༠ྠ組ྜ等による᏶全ᨭ㓄関係がある法人、特定┠的会

社等は㝖かれる（法法４の２、法令14の㸴①ճ）。 

２ 連結Ꮚ法人とは、法人税法第４条の２Ӑ連結納税⩏務⪅ӑのᢎㄆをཷけた௚の内国法人をいう（法法２十二の୐、

連基通１－３－１）。 

なお、連結Ꮚ法人となることができる内国法人は、連結ぶ法人となることができる法人との㛫に᏶全ᨭ㓄関係があ

る普通法人に㝈り、普通法人以እの法人、◚産ᡭ⥆㛤ጞのỴ定をཷけた法人、特定┠的会社、ᢞ資法人等の連結㝖እ

法人は㝖かれる（法法４の２、法令14の㸴①②）。 

３ 連結᏶全ᨭ㓄関係とは、連結ぶ法人と連結Ꮚ法人との㛫の᏶全ᨭ㓄関係又はその連結ぶ法人との㛫に᏶全ᨭ㓄関係

がある連結Ꮚ法人┦஫の関係をいう（法法２十二の୐の୐）。ここでいう「᏶全ᨭ㓄関係」とは、ぶ法人とᏊ法人と

学習のポイント 
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の㛫のぶ法人による直᥋᏶全ᨭ㓄関係のうࡕ、連結㝖እ法人及びእ国法人が௓在しないものをいう（法令14の㸴②）。 

４ 連結法人とは、連結ぶ法人又はその連結ぶ法人との㛫に連結᏶全ᨭ㓄関係がある連結Ꮚ法人をいう（法法２十二の

୐の二）。 

５ 連結所得とは、連結ぶ法人及び連結Ꮚ法人の所得をいう（法法２十ඵのᅄ）。 

㸴 連結確定⏦࿌᭩とは、法人税法第81条の22Ӑ連結確定⏦࿌ӑの規定によりᥦฟする⏦࿌᭩をいう。 

７ 連結納税の適用をཷけようとするሙྜには、原則として、᭱ึに適用をཷけようとするぶ法人の事業年度㛤ጞの日   

の３か月๓までに、ぶ法人及びそのぶ法人による᏶全ᨭ㓄関係がある全てのᏊ法人の連ྡで、必要な事項を記載した   

⏦ㄳ᭩（ᢎㄆ⏦ㄳ᭩）をぶ法人の納税ᆅを所㎄する税務⨫㛗を経⏤して、国税ᗇ㛗ᐁにᥦฟしなけれࡤならない（法

法４の３①）。 

 

㸰 㐃⤖஦ᴗᖺᗘཬࡧ⏦࿌࣭⣡⛯⩏ົࡿ࡞࠺࡝ࡣの࠿ 

օ 㐃⤖஦ᴗᖺᗘ 

連結ぶ法人に対しては、各連結事業年度の連結所得について、その連結所得に対する法人税を課

すこととなる（法法㸴)。この連結事業年度とは、連結法人の連結ぶ法人事業年度（その連結法人

に係る連結ぶ法人の事業年度をいう。）㛤ጞの日からその⤊஢の日までのᮇ㛫をいい、連結ぶ法人

事業年度と事業年度の␗なる連結Ꮚ法人は、⮬らの事業年度にかかわらず、この連結事業年度のᮇ

㛫を一つの事業年度とみなして所得㔠㢠を計算する（法法14、15の２)。 

（注）連結納税ไ度の適用㛤ጞ、連結事業年度中の連結Ꮚ法人のຍධ・㞳⬺等にకい各連結Ꮚ法人の༢体所得の課税ᮇ

㛫と連結所得の課税ᮇ㛫を༊分するため、✀ࠎのሙ㠃に応ࡌたみなし事業年度が設けられている（法法14)。 

ֆ ⏦࿌➼ 

連結ぶ法人は、各連結事業年度⤊஢の日の⩣日から２月以内に、連結確定⏦࿌᭩を連結ぶ法人の

納税ᆅの所㎄税務⨫㛗にᥦฟしなけれࡤならない（法法81の22①)。 

なお、連結Ꮚ法人は、各連結事業年度に係る連結法人税のಶ別ᖐᒓ㢠等を記載した᭩㢮をその連

結Ꮚ法人の本ᗑ所在ᆅの所㎄税務⨫㛗にᥦฟする必要がある（法法81の25①)。 

࠙参 考ࠚ 㐃⤖ἲே⛯のಶูᖐᒓ㢠㸦ἲἲ��の��㸧 

 連結グルーࣉを一体のものとして計算した連結法人税の㢠を各連結法人に対して㓄分するために、法人税法第81

条の18⦅連結法人税のಶ別ᖐᒓ㢠の計算⦆の規定により計算する連結法人税の㈇ᢸ㢠としてᨭฟすべき㔠㢠、又は連

結法人税の減ᑡ㢠として཰ධすべき㔠㢠を連結法人税のಶ別ᖐᒓ㢠という。 

և ⏦࿌ᮇ㝈の≉例 

各連結法人において、会計┘ᰝ人の┘ᰝをཷけなけれࡤならないことなどの理⏤により、Ỵ算が

確定しないため、又は連結Ꮚ法人が多数に上ることなどの理⏤により、各連結事業年度の連結所得

の㔠㢠等の計算を஢することができないため、連結確定⏦࿌᭩を各連結事業年度⤊஢の日の⩣日

から２月以内にᥦฟできない常ἣにあるሙྜには、連結ぶ法人が納税ᆅの所㎄税務⨫㛗のᢎㄆを

ཷけることにより、そのᥦฟᮇ㝈を２月㛫ᘏ㛗することができる（法法81の24①)。 

ֈ ⣡௜ 

連結ぶ法人は、連結所得に対する法人税を連結確定⏦࿌᭩のᥦฟᮇ㝈までに納௜しなけれࡤな

らない（法法81の27)。また、連結Ꮚ法人は連結ぶ法人が納௜すべき連結所得に対する法人税につ

いて、連ᖏ納௜の㈐௵を㈇う（法法81の28)。 

։ ⛯⋡ 

連結所得の㔠㢠に対する法人税の税⋡は、連結ぶ法人の༊分に応ࡌ次表のとおりとなる（法法
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81の12、措法68の8、68の100、68の108)。 

なお、平成22年４月１日以ᚋに㛤ጞする事業年度から中ᑠ企業⪅等に対する㍍減税⋡等の特例

は、資本㔠の㢠又はฟ資㔠の㢠が５൨෇以上である法人等との㛫にその法人による᏶全ᨭ㓄関係

がある普通法人等（法法66ն各号に掲ࡆるもの）ついては、適用しないこととされた（措法68の㸶、

法法66ն、81の12②、ճ、ն）。 

適用連結事業年度

法人の✀㢮、所得㔠㢠 

24�4�1以ᚋ

㛤ጞ連結

事業年度

27�4�1以ᚋ

㛤ጞ連結

事業年度

28�4�1以ᚋ

㛤ጞ連結

事業年度

30�4�1以ᚋ 

㛤ጞ連結 

事業年度 

31�4�1以ᚋ

㛤ጞ連結

事業年度

普
通
法
人 

資本㔠の㢠ⱝしくは

ฟ資㔠の㢠が１൨෇

以ୗのもの又は資本

ⱝしくはฟ資を᭷し

ないもの（┦஫会社

及び大法人による᏶

全ᨭ㓄関係がある法

人を㝖く。） 

年800୓

෇ 以 ୗ

の部分 

ୗ 記 以

እ の 法

人 
（15㸣） （15㸣） （15㸣） （15㸣） 

（15㸣）

適 用 㝖

እ 事 業

⪅ 

（19㸣）

年800୓෇㉸の部分 25�5㸣 23�9㸣 23�4㸣 23�2㸣 23�2㸣 

上記以እの法人 25�5㸣 23�9㸣 23�4㸣 23�2㸣 23�2㸣 

༠ྠ組ྜ等（特定の༠ྠ

組ྜ等を㝖く。） 

年800୓෇以ୗの部分 （16㸣） （16㸣） （16㸣） （16㸣） （16�） 

年800୓෇㉸の部分 20㸣 20㸣 20㸣 20� 20� 

特定の༠ྠ組ྜ等 

(特定のᆅ༊又はᆅᇦに

係るもので、措法68の108

に掲ࡆる一定の要௳を‶

たすもの) 

年800୓෇以ୗの部分 （16㸣） （16㸣） （16㸣） （16㸣） （16�） 

年800୓෇㉸10൨෇以ୗの部分 20㸣 20㸣 20㸣 20� 20� 

年10൨෇㉸の部分 22㸣 22㸣 22㸣 22� 22� 

特定の་⒪法人 

(一定の要௳を‶たすも

のとして、措法67条の2①

に規定する国税ᗇ㛗ᐁの

ᢎㄆをཷけたもの) 

年800୓

෇ 以 ୗ

の部分 

ୗ 記 以

እ の 法

人 
（16㸣） （16㸣） （16㸣） （16㸣） 

（16�） 

適 用 㝖

እ 事 業

⪅ 

（20�） 

年800୓෇㉸の部分 20㸣 20㸣 20㸣 20� 20� 

（注）ᣓᘼ内は、租税特別措置法第68条の㸶Ӑ中ᑠ企業⪅等である連結法人の法人税⋡の特例ӑの規定による税⋡で、平成

24年４月１日から令和３年３月31日までの㛫に㛤ጞする各連結事業年度について適用することとされている。なお、適

用㝖እ事業⪅については、第㸷章第１節を参↷のこと。 

 

㸱 㐃⤖ᡤᚓの㔠㢠ཬࡧ㐃⤖⛯㢠࡝ࡣの࡟࠺ࡼィ⟬ࡿࡍの࠿ 

連結所得の㔠㢠の計算は、基本的には連結納税ไ度を適用していない法人の所得（༢体所得）の㔠

㢠を計算するሙྜとྠᵝに、その連結事業年度の益㔠の㢠からᦆ㔠の㢠を᥍㝖した㔠㢠とされており、

次の項┠についてはそれࡒれ次のとおり計算する（法法81の２）。 

また、連結税㢠は連結所得の㔠㢠に上記２։の税⋡を஌ࡌて計算した㔠㢠から各✀の税㢠᥍㝖㢠を

᥍㝖して計算する（法法81の12)。 
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օ 㐃⤖ἲே㛫ྲྀᘬのᦆ┈ㄪᩚ 

 連結法人㛫には᏶全ᨭ㓄関係があることから、法人税法第61条の13の規定によりㆡΏᦆ益が⧞り

ᘏべられる（第２節 「グルーࣉ法人税ไ」参↷）。 

 なお、平成22年10月１日๓にᪧ法人税法第81条の10第１項の規定により⧞りᘏべられたㆡΏᦆ益

については、法人税法第61条の13の規定により⧞りᘏべられたものとみなされる（平成22年改正法

附則22②）。 

イ ㆡΏᦆ益ㄪ整資産 

「ㆡΏᦆ益ㄪ整資産」とは、次の資産のうࡕ、そのㆡΏの直๓のᖒ⡙価㢠が1�000୓෇以上の

ものをいう（法法61の13①、法令122の14①）。 

(㺐) ᅛ定資産 

(㺹) Ჴ༺資産たるᅵᆅ（ᅵᆅの上にᏑするᶒ利をྵࡴ。） 

(㺨) ᭷価ドๆ（ㆡΏ法人又はㆡཷ法人において኎㈙┠的᭷価ドๆにヱᙜするものを㝖く。） 

(㺤) 㔠㖹മᶒ 

(㺬) ⧞ᘏ資産 

ロ ㆡΏ利益㢠又はㆡΏᦆኻ㢠のᡠධ 

連結法人が௚の連結法人にㆡΏしたㆡΏᦆ益ㄪ整資産につき、ㆡཷ法人において、ㆡΏ、償却、

ホ価᥮࠼、㈚ಽれ、㝖却その௚政令で定める事⏤が⏕ࡌたሙྜには、ᙜヱㆡΏᦆ益ㄪ整資産に係

るㆡΏ利益㢠又はㆡΏᦆኻ㢠に┦ᙜする㔠㢠は、政令で定めるとこࢁにより、ᙜヱ連結法人の各

連結事業年度の連結所得の㔠㢠の計算上、益㔠の㢠又はᦆ㔠の㢠に算ධする （法法61の13②）。 

ֆ 㐃⤖⧞㉺Ḟᦆ㔠 

イ 連結Ḟᦆ㔠㢠の⧞㉺᥍㝖 

連結グルーࣉの各連結事業年度㛤ጞの日๓10年以内に㛤ጞした連結事業年度で⏕ࡌた連結Ḟ

ᦆ㔠㢠は、その各連結事業年度において、連結所得の㔠㢠の50�100を㝈度（᥍㝖㝈度㢠及び⧞㉺

ᮇ㛫はୗ表のとおり。）としてᦆ㔠の㢠に算ධされる（法法81の㸷①)。 

ロ 連結納税適用๓のḞᦆ㔠㢠の⧞㉺᥍㝖 

連結納税適用๓に⏕ࡌたḞᦆ㔠㢠であࡗても、連結ぶ法人の᭱ึに連結納税を適用する事業年

度㛤ጞの日๓10年（注）以内に㛤ጞした各事業年度にぶ法人に⏕ࡌたḞᦆ㔠㢠の௚一定の要௳を

‶たすものは、連結Ḟᦆ㔠㢠とみなしてイの適用をཷけることができる（法法81の㸷②）。 

（注）平成27年度税ไ改正において、「๓㸷年以内に㛤ጞした各連結事業年度」から「๓10年以内に㛤ጞした各連結

事業年度」に改正され、その施行日（平成29年４月１日）について、平成28年税ไ改正において、平成30年４月

１日とするぢ直しが行われた（平成27年改正法附則１ඵの二）。この改正は平成30年４月１日以ᚋに㛤ጞする

連結事業年度において⏕ずる連結Ḟᦆ㔠について適用される（平27改正法附則30①）。 
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࠙参考ࠚ᥍㝖㝈度㢠と⧞㉺ᮇ㛫 

連結ぶ法人の 

連結事業年度 

平成27年４月１日か

ら平成28年３月31日

の㛫に㛤ጞする連結

事業年度 

平成28年４月１日か

ら平成29年３月31日

の㛫に㛤ጞする連結

事業年度 

平成29年４月１日か

ら平成30年３月31日

の㛫に㛤ጞする連結

事業年度 

平成30年４月１日以

ᚋに㛤ጞする連結事

業年度 

᥍㝖㝈度㢠 

連結Ḟᦆ㔠᥍㝖๓の

連 結 所 得 の 㔠 㢠 の

65㸣 

連結Ḟᦆ㔠᥍㝖๓の

連 結 所 得 の 㔠 㢠 の

60㸣 

連結Ḟᦆ㔠᥍㝖๓の

連 結 所 得 の 㔠 㢠 の

55㸣 

連結Ḟᦆ㔠᥍㝖๓の

連 結 所 得 の 㔠 㢠 の

50㸣 

⧞㉺ᮇ㛫 㸷年 10年 

 

և ཷྲྀ㓄ᙜ➼の┈㔠୙⟬ධ 

   連結法人がཷける㓄ᙜ等の㢠のうࡕ次の༊分に応ࡌてそれࡒれ次に掲ࡆる㔠㢠は、連結所得の㔠

㢠の計算上、益㔠の㢠には算ධされない（法法81の４）。 

イ 平成27年４月１日以ᚋに㛤ጞする連結事業年度 

 ࠙計算式ࠚ 

  ཷ取㓄ᙜ等の益㔠୙算ධ㢠は、①からմまでに掲ࡆる算式により計算した㢠のྜ計㢠となる。 

① ᏶全Ꮚ法人株式等（注１）に係る㓄ᙜ等の㢠 （全㢠） 

② 関連法人株式等（注２）に係る㓄ᙜ等の㢠 ؐ  関連法人株式等に係る㈇മ利Ꮚ㢠（注） 

ճ その௚の株式等に係る㓄ᙜ等の㢠 � 50㸣 

մ 㠀ᨭ㓄┠的株式等（注３）に係る㓄ᙜ等の㢠 � 20㸣 

（注１）᏶全Ꮚ法人株式等とは、平成27年４月１日以ᚋに㛤ጞする連結ぶ法人事業年度においてཷけ取る㓄ᙜ等

に係る株式等のうࡕ、その㓄ᙜ等の㢠の計算ᮇ㛫のึ日から末日まで⥅⥆して連結法人とその㓄ᙜ等をᨭ

ᡶう௚の内国法人との㛫に᏶全ᨭ㓄関係があࡗたሙྜのᙜヱ௚の内国法人の株式等をいう（法法81の４յ、

法令155の㸷①、平27改正法附則29）。 

（注２）関連法人株式等とは、内国法人のⓎ行済株式又はฟ資の⥲数又は⥲㢠の３分の１を㉸࠼る数又は㔠㢠の

ᙜヱ内国法人の株式等を㓄ᙜ等の計算ᮇ㛫のึ日から末日まで連結法人がಖ᭷している株式等をいう（法

法81の４ն、法令115の10）。 

（注３）㠀ᨭ㓄┠的株式等とは、௚の内国法人のⓎ行済株式又はฟ資の⥲数又は⥲㢠の５㸣以ୗに┦ᙜする数又

は㔠㢠の株式等を連結法人の㓄ᙜ等の㢠のᨭᡶに係る基‽日においてಖ᭷するሙྜの株式等をいう（法法

81の４շ、法令115の10の２）。 

ロ 平成27年３月31日以๓に㛤ጞする連結事業年度 

࠙計算式ࠚ 

    ཷ取㓄ᙜ等の益㔠୙算ධ㢠は、①からճまでに掲ࡆる算式により計算した㢠のྜ計㢠となる。 

    ① ᏶全Ꮚ法人株式等（注４）に係る㓄ᙜ等の㢠 （全㢠） 

② 関係法人株式等（注５）に係る㓄ᙜ等の㢠 ؐ  関連法人株式等に係る㈇മ利Ꮚ㢠 

ճ その௚の株式等に係る㓄ᙜ等の㢠 � 50㸣 

（注４）᏶全Ꮚ法人株式等とは、平成22年４月１日以ᚋに㛤ጞする連結ぶ法人事業年度においてཷけ取る㓄ᙜ等

に係る株式又ฟ資のうࡕ、その㓄ᙜ等の㢠の計算ᮇ㛫の㛤ጞから末日まで⥅⥆して連結法人とその㓄ᙜ等

をᨭᡶう௚の内国法人との㛫に᏶全ᨭ㓄関係があࡗたሙྜのᙜヱ௚の内国法人の株式又はฟ資をいう（ᪧ

法法81の４յ、ᪧ法令155の㸷①、平22改正法附則24①）。 
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（注５）関係法人株式等とは、内国法人のⓎ行済株式又はฟ資の⥲数又は⥲㢠のうࡕ連結グルーࣉにᒓする法人

の᭷する株式の数又はฟ資㔠㢠のྜ計の๭ྜが25㸣以上となるなど一定の要௳を‶たすものをいう(ᪧ法

法81の４ն、ᪧ法令115の10）。 

 ֈ ᐤ㝃㔠 

連結法人が各連結事業年度において᏶全ᨭ㓄関係（法人による᏶全ᨭ㓄関係に㝈る。）がある௚

の内国法人に対してᨭฟしたᐤ附㔠の㢠（注１）は、その連結法人の各連結事業年度の連結所得の

㔠㢠の計算上、ᦆ㔠の㢠に算ධされない（法法81の㸴②）。 

また、ᐤ附㔠のᦆ㔠୙算ධ㢠の計算は、連結ぶ法人の連結ಶ別資本㔠等の㢠（注２）と連結所得

の㔠㢠を基♏として、連結グルーࣉを一体として行われる（法法81の㸴①)。 

（注１）平成22年10月１日以ᚋにᨭฟするᐤ附㔠については、法人税法25条の２Ӑཷ㉗益の益㔠୙算ධӑの規定を適用

しないとしたሙྜにᐤ附㔠のᨭฟඛにおいて益㔠の㢠に算ධされるཷ㉗益の㢠に対応するものに㝈る（法法81

の㸴②、平22改正法附則25）。 

（注２）連結ಶ別資本㔠等の㢠とは、連結⏦࿌法人が株୺等からฟ資をཷけた㔠㢠として計算される㔠㢠をいう（法法

２十୐の二）。 

 ։ ஺㝿㈝➼ 

஺際㈝等のᦆ㔠୙算ධ㢠の計算は、連結ぶ法人の資本㔠の㢠又はฟ資㔠の㢠を基♏として、連結

グルーࣉを一体として行われる。連結ぶ法人事業年度が平成26年４月１日から令和２年３月31日ま

での㛫に㛤ጞする各連結事業年度においては、஺際㈝等のうࡕ᥋ᚅ㣧㣗㈝(注)の㢠の50�100に┦ᙜ

する㔠㢠は、ᦆ㔠の㢠に算ධされる（措法68の66①)。 

なお、資本㔠の㢠又はฟ資㔠の㢠が１൨෇以ୗの法人（普通法人のうࡕ、その事業年度⤊஢の日

において、法法66ն二又は୕に掲ࡆる法人にヱᙜするものを㝖く。）については、定㢠᥍㝖㝈度㢠

を㉸࠼る㔠㢠がᦆ㔠の㢠に算ධされない。定㢠᥍㝖㝈度㢠は、平成25年4月1日以ᚋに㛤ጞする事業

年度については年800୓෇(平成25年3月31日以๓に㛤ጞした事業年度においては年600୓෇、平成21

年4月1日๓に⤊஢した事業年度においては400୓෇)に事業年度の月数を஌ࡌてこれを12で㝖して計

算した㔠㢠となる。おࡗて、᥋ᚅ㣧㣗㈝の㢠の50�100┦ᙜ㢠のᦆ㔠算ධと定㢠᥍㝖㝈度㢠までのᦆ

㔠算ධのいずれかを㑅ᢥ適用することができる（措法68の66②）。 

（注）᥋ᚅ㣧㣗㈝とは、஺際㈝等のうࡕ㣧㣗その௚これらに㢮する行Ⅽのために要する㈝用（専らᙺ員ⱝしくはᚑ業員

又はこれらのぶ᪘に対する᥋ᚅ等のためにᨭฟするものを㝖く。以ୗ「㣧㣗㈝」という。）㣧㣗㈝であࡗて、整理・

ಖᏑが⩏務௜けられているᖒ⡙᭩㢮に㣧㣗㈝に係る㣧㣗等のあࡗた年月日、参ຍした得意ඛ、仕ධඛその௚事業に

関係のある⪅等のẶྡ又はྡ⛠及びその関係、参ຍした⪅の数、㣧㣗㈝の㢠等の事項を記載することにより㣧㣗㈝

であることが明らかにされているものをいう（措法68の66մ、措規21の18の4、22の61の４、法規㸶の３の10）。 

   なお、１人ᙜたり5�000෇以ୗの㣧㣗㈝で᭩㢮のಖᏑ要௳を‶たしているものについては、ᚑ๓どおり、஺際㈝

等にヱᙜしない（措法68の66մ二・ն、措令39の94①、措規21の18の４、22の61の４）。 

֊ ᡤᚓ⛯㢠᥍㝖 

所得税㢠の᥍㝖は、連結グルーࣉを一体として適用される（法法81の14)。 

֋ 㐃⤖≉ᐃྠ᪘఍♫の␃ಖ㔠ㄢ⛯ 

連結ぶ法人が特定ྠ᪘会社であるሙྜには、特定ྠ᪘会社の留ಖ㔠課税は、連結グルーࣉを一体

として適用される（法法81の13)。 
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第２節 グルーࣉ法人税ไ 

この節では、平成22年10月１日以ᚋに行ࡗたㆡΏ等に適用されるグルーࣉ法人税ไについて学習する。 

 

１ グルーࣉ法人税ไのᴫ略 

２ 対㇟となる一定の資産（ㆡΏᦆ益ㄪ整資産）とはఱか 

３ 通▱⩏務 

 

㸯 ࣉ࣮ࣝࢢἲே⛯ไのᴫ␎ 

᏶全ᨭ㓄関係(第一章 第㸶節 ２(3)Ḟᦆ㔠の⧞ᡠしによる㑏௜ 注２ 参↷(法法２十二の୐の

භ))がある内国法人㛫で一定の資産（ㆡΏᦆ益ㄪ整資産）をㆡΏしたሙྜには、そのㆡΏᦆ益ㄪ整資

産に係るㆡΏᦆ益の計上を⧞りᘏべ、ㆡཷ法人においてㆡΏ、償却等の事⏤が⏕ࡌたとき又はㆡΏ法

人とㆡཷ法人との㛫で᏶全ᨭ㓄関係がなくなࡗたとき等にその⧞りᘏべたㆡΏᦆ益の全部又は一部を

取りᡠすというไ度である(法法61の13)。 

なお、このไ度は、平成22年10月１日以ᚋに行ࡗたㆡΏᦆ益ㄪ整資産のㆡΏについて適用される（平

22年改正法附則22①)。 

例ࡤ࠼、ୗ図の取引において、᏶全ᨭ㓄関係がある法人㸿と法人㹀との㛫で、法人㸿が⡙価3�000୓

෇のᅵᆅを法人㹀に5�000୓෇でㆡΏしたሙྜ、そのㆡΏ利益㢠2�000୓෇に┦ᙜする㔠㢠は、そのㆡ

Ώした事業年度の所得の㔠㢠の計算上、ᦆ㔠の㢠に算ධする。すなわࡕ、法人㸿はそのㆡΏした時Ⅼ

では、ㆡΏ利益㢠2�000୓෇を計上しない（⧞りᘏべる）。そのᚋ、法人㹀が㹁（グルーࣉእの⪅）に

ㆡΏしたሙྜ、法人㸿において、そのㆡΏがあࡗた日のᒓする法人㹀の事業年度⤊஢の日のᒓする法

人㸿の事業年度の所得の㔠㢠の計算上、益㔠の㢠に算ධする（ㆡΏ利益㢠2�000୓෇に┦ᙜする㔠㢠を

別表で所得にຍ算する）。 

        ᏶全ᨭ㓄関係があるグルーࣉ 

 

 

 

 

 

 

グルーࣉ内の法人㸿から法人㹀࡬のㆡΏ時には、ㆡΏ益を計上しない。 

                グルーࣉእ࡬のㆡΏ時に、法人㸿においてㆡΏ益を計上する。 

なおࠊ᏶全ᨭ㓄関係がある内国法人㛫では、資産のㆡΏの௚、ཷ取㓄ᙜ、ཷ㉗益及びᐤ附㔠にも特

例が設けられているが、それࡒれ第４章第１節「ཷ取㓄ᙜ等」、第４章第３節「ཷ㉗益」及び第㸴章

第３節「ᐤ附㔠」に記述した。 

        ⡙価3�000୓෇          

 

        ㆡΏ価㢠5�000୓෇ 

(ㆡΏ益2�000୓෇) 

法人

㸿 

法人

㹀 

 

㹁 
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㸰 ᑐ㇟୍ࡿ࡞࡜ᐃの㈨⏘㸦ㆡΏᦆ┈ㄪᩚ㈨⏘㸧ࡣ࡜ఱ࠿ 

  対㇟となる一定の資産である「ㆡΏᦆ益ㄪ整資産」とは、次の資産のうࡕ、そのㆡΏの直๓のᖒ⡙

価㢠が1�000୓෇以上のものをいう（法法61の13①、法令122の14①）。 

օ ᅛ定資産 

ֆ Ჴ༺資産たるᅵᆅ（ᅵᆅの上にᏑするᶒ利をྵࡴ。） 

և ᭷価ドๆ（ㆡΏ法人又はㆡཷ法人において኎㈙┠的᭷価ドๆにヱᙜするものを㝖く。） 

ֈ 㔠㖹മᶒ 

։ ⧞ᘏ資産 

  

㸱 ㏻▱⩏ົ 

օ ㆡΏἲேの㏻▱⩏ົ 

ㆡΏ法人がその᭷するㆡΏᦆ益ㄪ整資産をㆡཷ法人にㆡΏしたሙྜには、そのㆡΏのᚋ㐜⁫なく、

そのㆡཷ法人に対し、そのㆡΏした資産がㆡΏᦆ益ㄪ整資産ヱᙜ資産である᪨（その資産につき⡆

౽法（法令122の14ն）の適用をཷけようとするሙྜには、その᪨）を通▱しなけれࡤならない(法

令122の14տ)。 

ֆ ㆡཷἲேの㏻▱⩏ົ 

イ ㆡΏ法人からの通▱に対するᅇ答通▱ 

上記(1)の通▱をཷけたㆡཷ法人は、次に掲ࡆるሙྜの༊分に応ࡌてその掲ࡆる事項を、その通

▱をཷけたᚋ㐜⁫なく、その通▱をしたㆡΏ法人に通▱しなけれࡤならない（法令122の14ր）。 

༊    分  通▱する内ᐜ 

① 上記օの通▱に係る資産がㆡཷ法人において

኎㈙┠的᭷価ドๆにヱᙜするሙྜ 

その᪨ 

② 上記օの通▱に係る資産がㆡཷ法人において

減価償却資産又は⧞ᘏ資産にヱᙜするሙྜにお

いて、その資産につき⡆౽法の適用をཷけよう

とする᪨の通▱をཷけたとき 

その資産について適用する耐用年数

又はその資産のᨭฟのຠ果の及ࡪᮇ㛫 

 

ロ ㆡΏᦆ益のᡠධ事⏤のⓎ⏕時の通▱ 

ㆡཷ法人は、ㆡΏᦆ益ㄪ整資産につきᡠධ事⏤（注）が⏕ࡌたときには、その᪨及びその⏕ࡌ

た日を、その事⏤が⏕ࡌた事業年度⤊஢ᚋ㐜⁫なく、ㆡΏ法人に通▱しなけれࡤならない(法令

122の14ց)。ただし、そのㆡΏᦆ益ㄪ整資産につき⡆౽法の適用をཷけようとする᪨の通▱をཷ

けたሙྜは㝖かれる。 

（注）ᡠධ事⏤とは、ㆡΏᦆ益ㄪ整資産に係るㆡΏ、償却、ホ価᥮࠼、㈚ಽれ、㝖却などをいう（法法61の13②、

法令122の14մ）。 
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第12章 ᭦正及びỴ定 

 法人税は、所得税、┦⥆税、ᾘ㈝税等とྠᵝに、⏦࿌納税ไ度を᥇用している。したがࡗて、納

税⩏務⪅である法人は、事業年度が⤊஢すると⮬らỴ算を行い、その確定したỴ算に基づいて所得

㔠㢠及び法人税㢠等を記載した確定⏦࿌᭩を、事業年度⤊஢の日の⩣日から２月以内に税務⨫㛗に

ᥦฟし、法人税㢠を納௜する必要がある（第１章第５節「確定⏦࿌」参↷)。 

 ⏦࿌納税ไ度は、納税⪅の⮬୺的な⏦࿌と納税をᮇᚅしているไ度である。税法では、このไ度

をᢸಖする意࿡から⏦࿌᭩をᥦฟしないሙྜや⏦࿌の内ᐜがㄗࡗているሙྜには、᭦正又はỴ定に

より、本税の௚に、㐣ᑡ⏦࿌ຍ算税や重ຍ算税、ᘏ⁫税等の附ᖏ税を㈿課することで課税のබ平を

図ࡗている。 

 税務上のฎ分である᭦正及びỴ定に関連した規定については、国税通則法に一⯡的な事項が定め

られており、法人税法では、その特則を定めている。 

 この章では、法人税法に規定する᭦正及びỴ定の特則について学習する。 

࠙参考法令・通達␒号ࠚ 

通則法24㹼30 

 

 

１ いわࡺる⢊㣭Ỵ算に基づく㐣大な⏦࿌の減㢠᭦正は行うのか 

２ 㟷Ⰽ⏦࿌᭩等に係る所得㔠㢠等の᭦正はどのように行うのか 

３ ᥎計計算による᭦正やỴ定ができる法人とは 

 

㸯 ࡿࡺࢃ࠸⢊㣭Ỵ⟬࡟ᇶ࡙ࡃ㐣኱࡞⏦࿌のῶ㢠᭦ṇ࠺⾜ࡣの࠿ 

 法人の中には事ᐇを௬⿦して経理した、いわࡺる⢊㣭Ỵ算に基づき所得㔠㢠を㐣大に⏦࿌する法人

もある。このような㐣大な⏦࿌が行われたሙྜには、法人がそのᚋの事業年度の確定したỴ算で、⢊

㣭事項についてಟ正の経理をし、そのỴ算に基づく確定⏦࿌᭩をᥦฟするまでの㛫は、たと࠼税務ㄪ

ᰝによࡗて㐣大⏦࿌であることがุ明しても、税務⨫㛗は減㢠の᭦正をしないことができる（法法129

①)。 

 また、㐣大⏦࿌について、減㢠の᭦正をしたことにより㑏௜㔠が⏕ࡌても、その㑏௜㔠のうࡕ⢊㣭

Ỵ算に関連する税㢠は、その㔠㢠を直ࡕに㑏௜ࡏず、その᭦正の日のᒓする事業年度㛤ጞの日๓１年

以内に㛤ጞした事業年度の法人税┦ᙜ㢠だけ㑏௜し、ṧ㢠は、᭦正の日のᒓする事業年度以降５年㛫

に納௜する法人税㢠から㡰次᥍㝖することとされている（法法70、135①)。 

㸰 㟷Ⰽ⏦࿌書➼࡟ಀࡿᡤᚓ㔠㢠➼の᭦ṇ࡝ࡣの࠺⾜࡟࠺ࡼの࠿ 

 法人のᥦฟした㟷Ⰽ⏦࿌᭩又は連結確定⏦࿌᭩等の所得㔠㢠等を᭦正できるのは、その法人の備௜

けのᖒ⡙᭩㢮をㄪᰝし、そのㄪᰝにより所得㔠㢠等の計算にㄗりがあるとㄆめられるሙྜに㝈られる。 

 ただし、ᥦฟされた⏦࿌᭩とこれにῧ௜された᭩㢮に記載された事項によࡗて、所得㔠㢠等の計算
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が法人税法の規定にᚑࡗていないことやその௚その計算にㄗりがあることが明らかであるሙྜには、

そのᖒ⡙᭩㢮をㄪᰝしないで᭦正することができる(法法130①)。 

 

㸱 ᥎ィィ⟬ࡿࡼ࡟᭦ṇࡸỴᐃࡿࡁ࡛ࡀἲேࡣ࡜ 

 ⓑⰍ⏦࿌法人や連結法人のなかには、ᖒ⡙᭩㢮の記載やಖᏑが୙備なものがあり、ᖒ⡙᭩㢮のㄪᰝ

によࡗては所得㔠㢠等を計算できない法人がある。これらの法人については、㈈産ⱝしくはമ務のቑ

減の≧ἣ、཰ධⱝしくはᨭฟの≧ἣ又は⏕産㔞、㈍኎㔞等の取扱㔞、ᚑ業員数その௚事業の規ᶍ等、

ᐈほ的な事ᐇに基づいて、その法人に᭱も適したྜ理的な᪉法により所得㔠㢠等を᥎計して᭦正又は

Ỵ定を行うことができる（法法131)。 
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 ࠔ参考ࠓ

 

 

 

 ࡚࠸ࡘ࡟のᑐᛂ࡬ࠖ‽఍ィᇶࡿࡍ㛵࡟཰┈ㄆ㆑ࠕ

㹼ἲே⛯㛵ಀ㹼 
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完全支配関係 ················· 21, 34 

還付金 ··························· 44 

き 

企業会計上の利益 ·················· 25 

寄附金 ···························· 87 

寄附金の損金算入限度額 ········ 87, 88 

寄附金の範囲 ······················ 87 

給与の範囲 ························ 80 

業績連動給与 ······················ 78 

協同組合等 ························· 4 

く 

繰越欠損金 ······················· 106 

繰延資産 ·························· 71 

グループ法人税制 ················· 151 

け 

経済的利益 ························ 80 

決算調整事項 ······················ 27 

欠損金額 ························· 106 

欠損金の繰戻し ···················· 20 

決定 ····························· 153 

減価償却資産 ······················ 52 

原価法 ······················· 49, 121 

こ 

公益法人等 ························· 4 

公共法人 ··························· 4 

交際費等 ·························· 82 

交際費等の損金不算入 ·············· 84 

交際費等の範囲 ···················· 82 

工事進行基準 ······················ 32 

更正 ····························· 153 

公正妥当な会計処理の基準 ········· 22 

固定資産 ·························· 53 
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個別評価金銭債権 ················ 112 

さ 

最終仕入原価法 ··················· 49 

債務の確定 ······················· 24 

先入先出法 ······················· 49 

残存価額 ························· 55 

し 

時価法 ·························· 121 

事業年度 ·························· 7 

資産の評価益 ····················· 43 

資産の評価損 ···················· 103 

事前確定届出給与 ················· 78 

実現主義 ························· 29 

使途秘匿金 ······················ 127 

資本金等の額 ···················· 130 

資本的支出 ······················· 54 

資本等取引 ······················· 24 

資本の部 ························ 130 

社外流出 ························ 133 

受 贈 益 ························· 43 

収益事業 ·························· 7 

修繕費 ··························· 54 

少額の減価償却資産 ··············· 62 

償却可能限度額 ··················· 56 

償却原価法 ······················ 121 

償却限度額 ······················· 58 

償却限度額の計算 ················· 57 

償却超過額 ······················· 59 

償却方法の選定と届出·············· 64 

償却保証額 ······················· 58 

譲渡損益調整資産 ················ 152 

使用人兼務役員 ··················· 76 

人格のない社団等 ·················· 4 

申告期限の延長 ··················· 11 

申告調整事項 ······················ 27 

す 

推計計算 ························· 154 

せ 

税額控除 ························· 128 

税額の計算 ······················· 123 

税務調整 ·························· 26 

税務調整事項 ······················ 27 

税率 ····························· 123 

そ 

総平均法 ························· 121 

租税公課 ·························· 96 

損金経理 ·························· 26 

損金の額 ······················ 22, 45 

た 

耐用年数 ·························· 56 

棚卸資産 ·························· 45 

棚卸資産の取得価額 ················ 47 

棚卸資産の評価方法 ················ 48 

短期保有株式等 ···················· 38 

ち 

中間申告 ·························· 13 

中小企業者等の法人税率の特例 ····· 123 

中小企業等の貸倒引当金の特例 ····· 114 

て 

定額法 ···························· 57 

低価法 ···························· 50 

定期同額給与 ······················ 77 

定率法 ···························· 57 
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当事者間の完全支配の関係······ 21, 34 

同族会社 ························· 74 

特殊関係使用人の範囲·············· 80 

特定同族会社 ···················· 125 

特定同族会社の特別税率··········· 125 

な 

内国法人 ·························· 4 

の 

納税義務者 ························ 4 

納税充当金 ······················· 97 

納 税 地 ························ 9 

納税地の指定 ······················ 9 

納付と還付 ······················· 19 

延払基準 ························· 31 

は 

売買目的有価証券 ················ 121 

発生主義 ························· 29 

販売基準 ························· 30 

ひ 

引渡しがあった日 ················· 30 

非減価償却資産 ··················· 53 

費用収益対応の原則 ··············· 24 

ふ 

附帯税 ··························· 96 

普通法人 ·························· 4 

へ 

別段の定め ······················· 25 

ほ 

法人擬制説 ························ 37 

法人実在説 ························ 36 

法定評価方法 ······················ 51 

み 

みなし事業年度 ····················· 8 

みなし申告 ························ 13 

む 

無償譲渡 ·························· 33 

無償譲受け ························ 35 

や 

役員等の給与 ······················ 73 

役員の範囲 ························ 75 

ゆ 

有価証券 ························· 119 

有価証券の期末評価 ··············· 121 

有価証券の取得価額 ··············· 119 

有価証券の範囲 ··················· 119 

よ 

予定申告 ·························· 13 

り 

利益積立金額 ····················· 131 

留保 ····························· 133 

留保金 ··························· 125 

留保金課税 ······················· 126 

れ 

連結親法人 ······················· 145 

連結確定申告書 ··················· 146 

連結完全支配関係 ················· 145 
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